
○
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
七
号

薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
及
び
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
薬
事
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及

び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
章

薬
局
（
第
一
条
―
第
十
八
条
）

第
二
章

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
（
第
十
九
条
―
第
百
十
四
条
）

第
三
章

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
等

第
一
節

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
（
第
百
十
四
条
の
二
―
第
百
十
四
条
の
八

十
五
）

第
二
節

登
録
認
証
機
関
（
第
百
十
五
条
―
第
百
三
十
七
条
）

第
四
章

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
（
第
百
三
十
七
条
の
二
―
第
百
三
十
七
条
の
七
十
八
）

第
五
章

医
薬
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
等
（
第
百
三
十
八
条
―
第
百
九
十
六
条
の
十
三
）

第
六
章

医
薬
品
等
の
検
定
（
第
百
九
十
七
条
―
第
二
百
三
条
）
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第
七
章

医
薬
品
等
の
取
扱
い
（
第
二
百
四
条
―
第
二
百
二
十
八
条
の
九
）

第
八
章

医
薬
品
等
の
広
告
（
第
二
百
二
十
八
条
の
十
）

第
九
章

医
薬
品
等
の
安
全
対
策
（
第
二
百
二
十
八
条
の
十
一
―
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
七
）

第
十
章

生
物
由
来
製
品
の
特
例
（
第
二
百
二
十
九
条
―
第
二
百
四
十
三
条
）

第
十
一
章

監
督
（
第
二
百
四
十
四
条
―
第
二
百
四
十
九
条
）

第
十
二
章

指
定
薬
物
の
取
扱
い
（
第
二
百
四
十
九
条
の
二
―
第
二
百
四
十
九
条
の
六
）

第
十
三
章

希
少
疾
病
用
医
薬
品
、
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
及
び
希
少
疾
病
用
再
生
医
療
等
製
品
の
指
定
等
（
第
二
百
五

十
条
―
第
二
百
五
十
二
条
）

第
十
四
章

雑
則
（
第
二
百
五
十
三
条
―
第
二
百
八
十
八
条
）

附
則

第
一
条
第
一
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
及
び
ニ
」
を
「
ニ
ま
で
及
び
ホ
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五
条
第
三
号

ニ
」
を
「
第
五
条
第
三
号
ホ
」
に
、
「
及
び
ホ
」
を
「
及
び
ヘ
」
に
改
め
る
。
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第
四
条
中
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
」
に
、
「
第
四
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
六
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
四
十
八
条
」
を
「
第
一
条
の
八
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
の
見
出
し
中
「
第
四
条
第
五
項
第
四
号
イ
及
び
ロ
」
を
「
第
四
条
第
五
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
、
同

条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
五
項
第
四
号
イ
」
を
「
第
四
条
第
五
項
第
三
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
医
薬
品
、
医
薬

部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧

品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
に
、
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「

第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
市
販
直
後
調
査
」
の
下
に
「
（
以
下
「
市
販
直
後
調
査
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第

二
項
中
「
第
四
条
第
五
項
第
四
号
ロ
」
を
「
第
四
条
第
五
項
第
三
号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
条
第
三
号
ホ
」
を
「
第
五
条
第
三
号
ヘ
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
三
項
第
三
号
中
「
も
の
」
を
「
場
合
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
五
条
第
三
号
ニ
及
び
ホ
」
を
「
第
五

条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
」
に
改
め
る
。
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第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
取
扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
総
取
扱
処
方

せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
る
。

第
二
章
の
章
名
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
中
「
製
造
販
売
業
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
規
定
に
よ
る
医
薬
品
」
を
「
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、

「
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
（
以
下
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「

、
第
九
十
九
条
第
三
項
」
を
加
え
、
「
第
二
百
五
十
四
条
」
を
「
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
二
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
そ
の
旨
を
」
を
「
そ
の
旨
が
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
覚
せ
い
剤
」
を
「
覚
醒
剤
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
及
び
第

六
号
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
（
法
第
十
二
条

の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
品
質
管
理
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
条
第
三
号
ニ
及
び
ホ
」

を
「
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
四
条
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売

責
任
者
」
に
改
め
、
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「

医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
、
「
並
び
に
第
三
十

一
条
」
を
「
、
第
三
十
一
条
並
び
に
第
百
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
旨
を
」
を
「
そ
の
旨
が
」
に
改
め

、
同
項
第
二
号
中
「
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
申
請
者
が
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ

ん
若
し
く
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
」
を
「
）
が
法
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
に

該
当
し
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
製
造
所
の
管
理
者
又
は
責
任
技
術
者
」
を
「
医
薬
品
製

造
管
理
者
又
は
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
製
造
所
の
管
理
者
」
を
「
医
薬
品
製
造
管
理
者

」
に
、
「
責
任
技
術
者
」
を
「
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
の
区
分
」
を
削
り
、
「
の
製
造

業
の
許
可
」
の
下
に
「
又
は
登
録
」
を
、
「
許
可
証
」
の
下
に
「
又
は
登
録
証
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第

四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
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第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。

第
二
十
七
条
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
そ
の
旨
を
」
を
「
そ
の
旨
が
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
」
を
「
及
び
第
六
項
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
管
理
者
又
は
責
任
技
術
者
」
を
「
医
薬
品
製
造
管
理

者
又
は
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
区
分
の
」
を
削
り
、
「
許
可
を
」
を
「
許
可
又
は
登
録

を
」
に
改
め
、
「
許
可
番
号
」
の
下
に
「
又
は
登
録
番
号
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
」
を
「
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
規
定
に
よ
る
」

を
削
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
中
「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ

る
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
旨
を
」
を
「
そ
の
旨
が
」
に
改
め
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、
同
項
第
一
号
中
「
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
申
請
者
が
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ

ん
若
し
く
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
」
を
「
）
が
法
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
に

該
当
し
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品

」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
製
造
販
売
の
認
証
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
三
十
六
条
の
見
出
し
中
「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
（
体
外
診

断
用
医
薬
品
を
除
く
。
）
の
外
国
製
造
業
者
」
を
「
の
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条

第
三
項
中
「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
」
を

「
の
無
菌
医
薬
部
外
品
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
の
三
の
認
定
」
を
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
三
条
第
六
項
の
認
定
又
は
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
三
項
の
認
定
の
更
新

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
第
二
十
七
条
の
項
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
、
「
外

国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
の
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
二
十
八
条
第

令
第
十
二
条
第
二
項

令
第
十
八
条
の
二
第
二
項

一
項

地
方
厚
生
局
長
に
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
正

正
副
二
通

副
二
通
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
正
本
一
通

第
三
十
七
条
第
二
項
の
表
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
の
項
中
「
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
」
を
削
り

、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
九
条
第

令
第
十
三
条
第
二
項

令
第
十
八
条
の
三
第
二
項

一
項

地
方
厚
生
局
長
に
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
正

正
副
二
通

副
二
通
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
正
本
一
通

第
二
十
九
条
第

地
方
厚
生
局
長

厚
生
労
働
大
臣
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二
項

第
三
十
七
条
第
二
項
の
表
第
三
十
条
第
一
項
の
項
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
、
「

法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
規
定
に
よ
る
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国

製
造
業
者
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
、

「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
二
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
各

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
十
三
条
第
一

第
十
八
条
の
五
に
規
定
す
る
法
第
十
三
条
の
三

号
列
記
以
外
の

項
及
び
第
六
項
の
許
可

第
一
項
及
び
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

部
分

法
第
十
三
条
第
六
項
の
認
定

第
三
十
七
条
第
二
項
の
表
第
三
十
二
条
第
三
号
の
項
中
「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
に
改
め
、

同
表
第
三
十
二
条
第
五
号
の
項
及
び
第
三
十
二
条
第
六
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第

医
薬
品
製
造
管
理
者
又
は
医
薬
部
外
品
等
責
任
技

責
任
者

五
号

術
者
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第
三
十
二
条
第

製
造
業
者

医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者

六
号

製
造
業
の
許
可
又
は
登
録

医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
若
し
く
は
再
生
医
療

等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
又
は
医
療
機
器

等
外
国
製
造
業
者
の
登
録

製
造
業
の
許
可
の
区
分
及
び
許
可
番
号
又
は
登
録

認
定
の
区
分
及
び
認
定
番
号
又
は
登
録
番
号

番
号

第
三
十
七
条
第
二
項
の
表
第
三
十
三
条
第
二
項
の
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め

る
。第

三
十
八
条
の
見
出
し
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
規
定

に
よ
る
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
旨
を
」
を
「
そ
の
旨
が

」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
る
。

第
三
十
九
条
の
見
出
し
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
に
規

定
す
る
」
を
「
の
」
に
、
「
、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器
」
を
「
又
は
医
薬
部
外
品
」
に
改
め
、
「
と
し
て
不
適
当
な
」
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の
下
に
「
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
「
化

粧
品
と
し
て
不
適
当
な
」
の
下
に
「
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
、
第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
六
条
第
一
項

」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
、
「
、
構
造
、
性
能
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号

中
「
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

チ

法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
添
付
文
書
等
記
載
事
項
に
関
す
る
資
料

第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五

号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
六
条
第
一

項
」
に
改
め
、
「
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
反
応
系
に
関
与
す
る
成
分
、
使
用
方
法
、
使
用
目
的
及
び
性
能
が

同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
）
又
は
同
号
に
規
定
す
る
新
医
療
機
器
と
そ
の
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
及
び
性
能

が
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
療
機
器
」
及
び
「
又
は
当
該
新
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中

「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
見
出
し
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
（
以
下
「
特
例
承
認
」
と
い
う
。
）
」
を
削
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り
、
「
又
は
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
」
を
「
及
び
チ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
四
十
二
条
の
見
出
し
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
）
に
規
定
す
る
」
を
「
）
の
」
に
、
「
次
の

各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
専
ら
疾
病
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と

さ
れ
て
い
る
医
薬
品
の
う
ち
人
又
は
動
物
の
身
体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
及
び
」
を
削
り
、
「
は
り
付
け
ら

れ
る
も
の
」
を
「
貼
り
付
け
ら
れ
る
医
薬
品
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
を
削

る
。第

四
十
三
条
中
「
、
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
を
「
及
び
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基

準
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
、
「
、
医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十

七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
及
び
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働

省
令
第
三
十
六
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
九
項
の
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条

削
除
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第
四
十
五
条
中
「
第
七
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
二
百
八
十
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
法
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
」
を

「
の
法
第
八
十
条
の
六
第
一
項
」
に
、
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
、
「
次
に
」
を
「
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
か
ら

ニ
ま
で
に
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
、
性
能
」
を
削
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
に
規
定
す
る
届
出
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
届
出
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
」

を
「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
四
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
審
査
等
」
を
「
医

薬
品
審
査
等
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
及
び
第
九
項
の
」

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
製
造
業
者
又
は
外
国
製
造
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
」
を
「
製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地
」
に
改

め
、
同
条
第
五
号
中
「
品
目
の
」
の
下
に
「
製
造
所
が
受
け
て
い
る
」
を
加
え
、
「
許
可
区
分
」
を
「
許
可
の
区
分
」
に
、

「
外
国
製
造
業
者
の
認
定
区
分
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
認
定
の
区
分
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
又
は
形
状

、
構
造
及
び
原
理
」
を
削
り
、
同
条
第
九
号
中
「
又
は
操
作
方
法
若
し
く
は
使
用
方
法
」
を
削
る
。
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第
五
十
条
の
見
出
し
中
「
適
合
性
調
査
」
を
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を

削
り
、
「
適
合
性
調
査
」
を
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
及
び
第
三
項
中
「
適
合
性
調
査
」
を

「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
見
出
し
中
「
適
合
性
調
査
」
を
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
に
改
め
、
同
条
中
「
適
合
性
調
査
権
者
」
を

「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
実
施
者
」
に
、
「
製
造
販
売
業
許
可
権
者
」
を
「
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
許
可
権
者
」
に
、
「
承

認
権
者
」
を
「
医
薬
品
等
承
認
権
者
」
に
、
「
適
合
性
調
査
の
」
を
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
の
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
の
見
出
し
中
「
適
合
性
調
査
台
帳
」
を
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
台
帳
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
十
四
条

」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
適
合
性
調
査
」
を
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
及
び
第
七
号

中
「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
見
出
し
中
「
適
合
性
調
査
」
を
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
に
、
同
条
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に

改
め
る
。

第
五
十
四
条
の
見
出
し
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
十
四
条
の
承
認
の
た
め
の
」
に
、
「
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
」
を
「
又
は
化
粧
品
」
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に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
調
査
」
を
「
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
」
に

改
め
、
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
四
条
第
二
項
の

」
を
「
第
十
四
条
の
承
認
の
た
め
の
」
に
改
め
、
「
及
び
同
条
第
五
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
審
査
等
」
を
「
医
薬
品
等
審
査
等
」
に
改
め
、
「
法
第
十
四
条
第
二
項
（
同
条
第
九
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
」
を
削
り
、
「
同
条
第
五
項
（
」
を
「
法
第
十
四
条
第
五
項
（
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
審
査
等
」
を
「
医
薬
品
等
審
査
等
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
の
見
出
し
中
「
、
新
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
条
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
る
。

第
五
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条

削
除

第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
、
第
五
十
六
条
」
を
「
第
五
十
六
条
」
に
改
め
、
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項

中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
医
療
機
器
」

を
削
る
。

第
六
十
条
の
見
出
し
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
条
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
「
又
は
医
療
機
器
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」
を
削
る
。

第
六
十
一
条
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
「
、
「
医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基

準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び

試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
、
医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨

床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
」
と
」
を
削
り
、
「
第
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
九
項
の
」
に
、
「
規
定
に
よ
る
再
審
査
」
を
「
再
審
査
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
の
見
出
し
中
「
、
新
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
医
療
用
医
薬
品
」
の
下
に
「
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品
（
以
下
「
医
療
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
又
は
医
療
機
器
」
及
び
「
の
規
定
に
よ

る
製
造
販
売
」
を
削
り
、
「
規
定
に
よ
る
調
査
」
を
「
調
査
」
に
改
め
、
「
、
不
具
合
等
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
又

は
新
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
号
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
項

第
六
号
中
「
又
は
不
具
合
等
」
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
又
は
不
具
合
等
に
よ
る
発
現
症
例
一
覧
」
を
削
り
、
同
条
第
三

項
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
る
。

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
」
を
削
り
、
「
規
定
に
よ
る
調
査
」
を
「
調
査
」
に
改
め
る
。
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第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
に
規
定
す
る
確
認
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
確
認
」
に
、
「
に
規
定
す
る
調
査
」
を
「
の
規
定
に

よ
る
調
査
」
に
、
「
確
認
等
」
を
「
医
薬
品
確
認
等
」
に
改
め
、
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
確
認
等

」
を
「
医
薬
品
確
認
等
」
に
改
め
、
「
第
十
四
条
の
四
第
三
項
の
」
及
び
「
同
条
第
五
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を

加
え
る
。

第
六
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
確
認
等
」
を
「
医
薬
品
確
認
等
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
の
見
出
し
中
「
及
び
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
規
定
に
よ
る
」
及

び
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
四
条
の
六
第
四
項
後
段
に
規
定
す
る
」
を
「
第
十
四
条
の
六
第
四

項
の
」
に
改
め
、
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
「
、
「
医
療
機
器

の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
」
と
あ
る

の
は
「
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十

八
号
）
、
医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三

十
七
号
）
」
と
」
を
削
り
、
「
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
九
項
の
」
に
、
「
規
定
に
よ
る

再
評
価
」
を
「
再
評
価
」
に
改
め
る
。
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第
六
十
七
条
中
「
に
規
定
す
る
確
認
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
確
認
」
に
、
「
に
規
定
す
る
調
査
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
調

査
」
に
、
「
確
認
等
」
を
「
医
薬
品
確
認
等
」
に
改
め
、
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
る
。

第
六
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
確
認
等
」
を
「
医
薬
品
確
認
等
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
第
六
十
八

条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第

九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
の
八
第
三
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」

を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
承
認
取
得
者
」
を
「
医
薬
品
等
承
認
取
得
者
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
四
条
の
十
」
を
「
第
十
四
条
の
十
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
三
項
と
す
る
。

第
七
十
二
条
か
ら
第
八
十
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
か
ら
第
八
十
四
条
ま
で

削
除

第
八
十
五
条
の
見
出
し
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項

及
び
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。
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第
八
十
七
条
の
見
出
し
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「
に

規
定
す
る
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
の
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
医
薬
品
等
」

を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
、
「
品
質
保
証
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
品
質
保
証
責
任
者
」
に
、
「
安
全

管
理
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
安
全
管
理
責
任
者
」
に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
中
「
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
」
を
「
又
は
化
粧
品
」
に
、
「
責
任
技
術
者
」
を
「
医
薬
部
外
品
等
責
任
技

術
者
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
十
六
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
、
「
管
理
者
又
は
責
任
技
術
者
」
を
「
医
薬

品
製
造
管
理
者
又
は
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
」
に
、
「
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
を
「
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
」
に
改

め
る
。

第
九
十
一
条
の
見
出
し
中
「
責
任
技
術
者
」
を
「
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
本
文
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

医
薬
部
外
品
の
製
造
業
者
は
、
法
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
責
任
技
術

者
を
、
製
造
所
ご
と
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
九
十
一
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

化
粧
品
の
製
造
業
者
は
、
法
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
責
任
技
術
者
を

、
製
造
所
ご
と
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
一
条
第
二
項
第
三
号
中
「
医
薬
品
」
の
下
に
「
、
医
薬
部
外
品
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
九
十
二
条
の
見
出
し
中
「
製
造
販
売
業
者
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、

同
条
中
「
に
規
定
す
る
製
造
販
売
業
者
」
を
「
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
条

第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
、

「
品
質
保
証
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
品
質
保
証
責
任
者
」
に
、
「
安
全
管
理
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
安
全
管
理
責
任
者

」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任

者
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責

任
者
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
す
る
。

第
九
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
十
三
条

削
除
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第
九
十
四
条
の
見
出
し
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
医
薬

品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製

造
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
る
。

第
九
十
五
条
の
見
出
し
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
医
薬

品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製

造
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
様
式
第
五
十
一
」

を
「
様
式
第
五
十
二
の
二
」
に
改
め
る
。

第
九
十
六
条
中
「
、
医
薬
部
外
品
」
を
「
又
は
医
薬
部
外
品
」
に
改
め
、
「
又
は
医
療
機
器
（
令
第
二
十
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
に
注
意
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削

り
、
「
外
国
製
造
業
者
（
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
（
」
に
、
「
認
定
外
国
製
造
業
者
」
を
「
認
定
医
薬
品
等
外
国

製
造
業
者
」
に
、
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
九
十
七
条
の
見
出
し
中
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
業
務
」
を
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
」
に
改
め
、
同
条

第
一
号
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
、
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
章
」
に
改
め
、
同
条
第
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四
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
る
。

第
九
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
）

第
九
十
八
条

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
業
務
（
以
下
「

製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
」
と
い
う
。
）
を
受
託
す
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
、
当

該
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
託
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
機
械
器
具
等
と
一
体
的
に
製
造
販
売
す
る
も
の
と
し
て

承
認
を
受
け
た
医
薬
品
に
関
す
る
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
当
該
機
械
器
具
等
を
供
給
す
る
医
療
機
器
の
製
造
販
売

業
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
受
託
者
に
、
当
該
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
託
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
他
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
医
薬
品
を
販
売
し

、
又
は
授
与
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
医
薬
品
に
関
す
る
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
当
該
製
造
販
売
業
者
に
委
託

す
る
場
合
に
は
、
受
託
者
に
、
当
該
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業

務
を
再
委
託
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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４

医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
再
委
託
さ
せ
る
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
受
託
す
る
者

に
、
当
該
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
さ
ら
に
委
託
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条
の
二
の
見
出
し
中
「
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
業
務
」
を
「
の
製
造
販
売

後
安
全
管
理
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
処
方
せ
ん
医
薬
品
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
」
を
「
処
方
箋
医
薬
品
（
体

外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
業
務
」
を
「
製
造

販
売
後
安
全
管
理
業
務
」
に
、
「
を
受
託
す
る
者
（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
の
受
託
者
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
及
び
第
九
十
八
条

の
六
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
処
方
せ
ん
医
薬
品
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
」
を
「
処
方
箋
医
薬
品
」
に
、

「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
業
務
」
を
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
安
全
管
理
責
任

者
」
を
「
医
薬
品
等
安
全
管
理
責
任
者
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る

省
令
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
リ
ス
ク
管
理
（
第
九
十
八
条
の
六
第
二
項
第
五
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
リ
ス

ク
管
理
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
手
順
（
市
販
直
後
調
査
に
関
す
る
手
順
を
含
む
。
）
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第
九
十
八
条
の
二
第
二
項
第
八
号
中
「
品
質
保
証
責
任
者
そ
の
他
の
処
方
せ
ん
医
薬
品
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
」
を
「

医
薬
品
等
品
質
保
証
責
任
者
そ
の
他
の
処
方
箋
医
薬
品
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
処
方
せ
ん
医
薬
品
又
は
高
度
管
理
医

療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
業
務
」
を
「
処
方
箋
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
処
方
せ
ん
医
薬
品
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
業
務
」
を
「
処
方
箋
医
薬
品
の
製

造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
」
に
、
「
安
全
管
理
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
安
全
管
理
責
任
者
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「

こ
と
。
」
を
「
こ
と
」
に
改
め
、
「
）
」
の
下
に
「
。
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
行
っ
て
」
を
「
行
つ
て
」
に
改
め
、

同
項
第
五
号
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
医
薬
品

、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市

販
直
後
調
査
業
務
で
あ
っ
て
」
を
「
市
販
直
後
調
査
に
係
る
業
務
で
あ
つ
て
」
に
改
め
、
「
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
」
を

削
り
、
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
業
務
」
を
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
」
に
、
「
同
令
第
十
条
第
一
項
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第

十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
市
販
直
後
調
査
実
施
計
画
書
」
の
下
に
「
（
以
下
「
市
販
直
後
調
査
実
施
計
画
書
」
と
い
う
。

）
」
を
加
え
、
「
安
全
管
理
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
安
全
管
理
責
任
者
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
報
告
」
を
「
文
書
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」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
処
方
せ
ん
医
薬
品
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
業
務
」
を
「

処
方
箋
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
安
全
管
理
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
安
全
管

理
責
任
者
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
行
っ
た
」
を
「
行
つ
た
」
に
改
め
る
。

第
九
十
八
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
処
方
箋
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
委
託
す
る
方
法
）

」
に
改
め
、
同
条
中
「
処
方
せ
ん
医
薬
品
」
を
「
処
方
箋
医
薬
品
」
に
改
め
、
「
又
は
管
理
医
療
機
器
」
を
削
り
、
「
製
造

販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
業
務
」
を
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
」
に
改
め
る
。

第
九
十
八
条
の
四
の
見
出
し
を
「
（
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
委
託
す
る
方
法
）
」
に

改
め
、
同
条
中
「
、
化
粧
品
又
は
一
般
医
療
機
器
」
を
「
又
は
化
粧
品
」
に
、
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
業
務
」
を

「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
」
に
改
め
る
。

第
九
十
八
条
の
五
第
一
項
中
「
利
用
し
な
く
な
っ
た
」
を
「
利
用
し
な
く
な
つ
た
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
及
び
第

三
号
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
処
方
箋
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
託
す
る
方
法
）

第
九
十
八
条
の
六

受
託
者
が
処
方
箋
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
九
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
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で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
の
再
受
託
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

再
委
託
す
る
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
再
委
託
安
全
確
保
業
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し

う
る
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し
う
る
能
力
を
有
す
る
当
該
業
務
の
実
施
に
係
る
責
任
者
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

三

再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
次
項
の
手
順
書
そ
の
他
再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
必
要
な
文
書
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
写
し
を
再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
行
う
事
務
所
に
備

え
付
け
て
い
る
こ
と
。

２

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
処
方
箋
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
九
十
七
条
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
者
に
、
次
に
掲
げ
る
手
順
を
記
載
し
た

再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
を
作
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

安
全
管
理
情
報
の
収
集
に
関
す
る
手
順
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二

安
全
管
理
情
報
の
検
討
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
安
全
確
保
措
置
の
立
案
に
関
す
る
手
順

三

安
全
確
保
措
置
の
実
施
に
関
す
る
手
順

四

再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
か
ら
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
へ
の
報
告
に
関
す
る
手
順

五

医
薬
品
リ
ス
ク
管
理
に
関
す
る
手
順
（
市
販
直
後
調
査
に
関
す
る
手
順
を
含
む
。
）

六

再
委
託
の
手
順

七

再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
記
録
の
保
存
に
関
す
る
手
順

八

受
託
者
の
医
薬
品
等
品
質
保
証
責
任
者
又
は
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
そ
の
他
の
処
方
箋
医
薬
品
の
製
造
販
売
に

係
る
業
務
の
責
任
者
と
の
相
互
の
連
携
に
関
す
る
手
順

九

そ
の
他
再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
手
順

３

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
処
方
箋
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
九
十
七
条
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
者
に
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手

順
書
等
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
再
受
託
者
と
の
契
約
を
締
結
さ
せ
、
そ
の
契
約
書
を
保

存
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲

二

再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
の
設
置
及
び
当
該
者
の
実
施
す
る
再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲
に
関
す
る
事
項

三

再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
前
項
各
号
（
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
手
順
に
関
す
る
事
項

四

再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
実
施
の
指
示
に
関
す
る
事
項

五

次
項
第
三
号
の
報
告
及
び
同
項
第
四
号
の
確
認
に
関
す
る
事
項

六

第
七
項
の
指
示
及
び
第
八
項
の
確
認
に
関
す
る
事
項

七

第
九
項
の
情
報
提
供
に
関
す
る
事
項

八

そ
の
他
必
要
な
事
項

４

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
処
方
箋
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
九
十
七
条
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
者
が
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手

順
書
等
及
び
前
項
の
契
約
書
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
確
認
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
統
括
す
る
こ
と
。

- 29 -



二

再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
実
施
に
つ
き
文
書
に
よ
り
指
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

写
し
を
保
存
す
る
こ
と
（
第
九
十
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

三

再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
関
す
る
記
録
を
作
成
さ
せ
、
文
書
に
よ
り
報
告
さ
せ
る

こ
と
。

四

再
受
託
者
が
再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
行
つ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
そ
の
記
録
を
作
成
す

る
こ
と
。

五

第
三
号
の
報
告
及
び
前
号
の
記
録
を
保
存
す
る
と
と
も
に
、
受
託
者
及
び
受
託
者
の
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任

者
又
は
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
に
文
書
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
。

５

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
市
販
直
後
調
査
に
係
る
業
務
で
あ
つ
て
処
方
箋
医
薬
品
の
製
造
販
売
後

安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
九
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託

者
が
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
及
び
市
販
直
後
調
査
実
施
計
画
書
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
受
託

安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
関
す
る
記
録
を
作
成
さ
せ
、
文
書
に
よ
り
報
告
さ
せ
る
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こ
と
。

二

前
号
の
文
書
を
保
存
す
る
こ
と
。

６

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
処
方
箋
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
九
十
七
条
第

四
号
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し
う
る

能
力
を
有
す
る
者
に
再
委
託
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受

託
者
に
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
再
委
託
者
と

の
契
約
を
締
結
さ
せ
、
そ
の
契
約
書
を
保
存
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲

二

そ
の
他
必
要
な
事
項

７

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
に
、
そ
の
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
改
善

の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
さ
せ
、
そ
の
必
要
性
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
及
び
第
三
項
の

契
約
書
に
基
づ
き
、
再
受
託
者
に
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
文
書
に
よ
り
指
示
さ
せ
、
そ
の
文
書
を
保
存
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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８

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
示
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
者
に

当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
、
そ
の
記
録
を
保
存
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

受
託
者
は
、
再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
行
う
上
で
必
要
な
情
報
を
再
受
託
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
者
が
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
九
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号

10
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
必
要
に
応
じ
、
再
受
託
者

を
直
接
確
認
す
る
体
制
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

（
処
方
箋
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
託
す
る
方
法
）

第
九
十
八
条
の
七

受
託
者
が
処
方
箋
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
九
十
七
条
各
号
に

掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
（
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
第
二
号
を
除
く

。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
を
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「

を
受
託
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
」
と
あ
る

の
は
「
再
受
託
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
を
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
」
と
あ
る
の
は

「
受
託
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
再
受
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託
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
者
が
あ

ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
再
委
託
安
全
確
保
業
務
等
に
係
る
記
録
の
保
存
）

第
九
十
八
条
の
八

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
文
書
そ
の
他
の
記
録
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
は

、
第
九
十
八
条
の
五
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「

受
託
者
」
と
、
「
前
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
八
条
の
六
及
び
第
九
十
八
条
の
七
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
九
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
第
四
号
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
（
そ
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
販
売
す
る
薬
局
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
九
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
書
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
届
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て

は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
に
係
る
届
書

製
造
販
売
業
者
の
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸

籍
記
載
事
項
証
明
書
（
製
造
販
売
業
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

二

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
役
員
に
係
る
届
書

新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
新
た
に

役
員
と
な
つ
た
者
が
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

三

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
届
書
（
新
た
に
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
と
な
つ
た
者
が
製
造
販
売

業
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
製
造
販
売
業
者
の
新
た
に
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責

任
者
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

第
百
条
の
見
出
し
中
「
管
理
者
」
を
「
医
薬
品
製
造
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
外
国
製
造
業
者
又
は

製
造
所
の
管
理
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
製
造
業
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
医
薬
品

製
造
管
理
者
」
に
、
「
責
任
技
術
者
（
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
部
外
品
等
責
任
技
術
者
（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」

に
改
め
、
「
当
該
」
を
削
り
、
「
責
任
者
）
」
の
下
に
「
（
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
製
造
管
理
者
等
」
と
い
う
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。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
製
造
業
者
又
は
外
国
製
造
業
者
」
を
「
製
造
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
製

造
業
者
又
は
外
国
製
造
業
者
」
を
「
製
造
業
者
等
」
に
、
「
他
の
区
分
の
」
を
「
他
の
」
に
、
「
又
は
認
定
」
を
「
、
認
定

若
し
く
は
登
録
」
に
、
「
又
は
当
該
」
を
「
、
当
該
」
に
改
め
、
「
認
定
番
号
」
の
下
に
「
又
は
当
該
登
録
の
登
録
番
号
」

を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
書
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
届
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
厚
生
労
働
大
臣
、
地
方
厚
生
局
長
若
し
く
は
都

道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
若
し
く
は
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ

れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
製
造
業
者
等
の
氏
名
に
係
る
届
書

製
造
業
者
等
の
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
記

載
事
項
証
明
書
（
製
造
業
者
等
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

二

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
製
造
管
理
者
等
の
氏
名
に
係
る
届
書
（
新
た
に
医
薬
品
製
造
管
理
者
等
と
な
つ
た

者
が
製
造
業
者
等
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
製
造
業
者
等
の
新
た
に
医
薬
品
製
造
管
理

者
等
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類
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三

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
役
員
に
係
る
届
書

新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者
が
法
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
に
該
当
し

な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

第
百
一
条
中
「
承
認
取
得
者
」
を
「
医
薬
品
等
承
認
取
得
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
」

を
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
九
項
の
」
に
、
「
規
定
に
よ
る
再
審
査
」
を
「
再
審
査
」
に
改
め
、
「
又
は
医
療
機
器
」
を

削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
規
定
に
よ
る
」
及
び
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
る
。

第
百
二
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第

三
号
中
「
選
任
製
造
販
売
業
者
（
法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
選
任
製
造
販
売
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造

医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
削
る
。

第
百
三
条
中
「
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
四
条
第
九
項
の
」
に
、
「
第
四
十
九
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
四
十
九
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
選
任
製
造

販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
る
。

第
百
四
条
の
見
出
し
中
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「
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選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
イ
中
「
外
国
特
例
承
認
取

得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医

薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
、
「
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
九
項
の
」
に
改
め
、
同
号
ハ
及
び
ニ
中
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品

等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
改
め
、
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
号
ホ
中
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬

品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
八
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
十
一
第
三
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
十

四
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
」
に
、
「
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
七
十
五
条
の
二
の
二

第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
七
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
又
は
第
七
十
七
条
の
四
の
五
第
三
項
」
を
「

第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
又
は
法
第
六
十
八
条
の
十
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
百
五
条
の
見
出
し
中
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一

項
及
び
第
二
項
中
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「

選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
「
行
為
の
際
」
の
下
に
「
当
該
許
可
証

の
写
し
が
」
を
加
え
、
「
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
」
を
「
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
」
に
改
め
る
。
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第
百
六
条
第
一
項
中
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
、
「
選
任
製
造
販
売

業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
」
を

「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
九
項
の
」
に
、
「
規
定
に
よ
る
再
審
査
」

を
「
再
審
査
」
に
、
「
及
び
法
第
十
九
条
の
四
」
を
「
並
び
に
法
第
十
九
条
の
四
」
に
、
「
第
十
四
条
の
六
の
規
定
に
よ
る

」
を
「
第
十
四
条
の
六
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
、
第
六
十
三
条
」
を
削
り
、
「
第
六
十
八
条
の
三
」
を
「

第
六
十
八
条
の
十
七
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
、
第
六
十
三
条
の
二
」
を
削
り
、
「
第
六
十
八
条
の
四
」
を
「
第
六
十

八
条
の
十
八
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二

号
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
、
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「

選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬

品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
」
に
、
「
生
物
由
来
製
品

の
製
造
販
売
承
認
取
得
者
等
又
は
法
第
七
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
医
療
機
器
の
製
造
販
売
承
認
取
得
者
等
」

を
「
生
物
由
来
製
品
承
認
取
得
者
等
」
に
改
め
、
「
又
は
特
定
医
療
機
器
」
を
削
る
。
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第
百
七
条
の
見
出
し
中
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「

外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
、
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製

造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
る
。

第
百
八
条
の
見
出
し
中
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一

項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
外
国
特
例
承
認
取
得

者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
改
め
る
。

第
百
九
条
の
見
出
し
中
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「

第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
」
に
、
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬

品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
、
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
る
。

第
百
十
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
、
「
第
七
十
五
条
の

二
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
百
十
一
条
中
「
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
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法
第
十
四
条
第
九
項
の
」
に
、
「
ま
で
の
規
定
、
」
を
「
ま
で
、
」
に
改
め
る
。

第
百
十
一
条
の
二
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
、
「
、
第
二
項
第
三
号
、
第
三
項
第

二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
四
項
第
二
号
」
を
「
若
し
く
は
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
百
十
二
条
第
二
項
を
削
る
。

第
百
十
四
条
第
一
項
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
、
「
製
造
販
売
業
」
を
「
製
造
販

売
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
、
「
製
造
業
」
を
「
製

造
業
者
」
に
改
め
、
「
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
」
を
「
製
造
販

売
業
者
及
び
製
造
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
認
定
外
国
製
造
業
者
」
を
「
認
定
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
に
改

め
る
。

第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
等

第
百
十
五
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
管
理
医
療
機
器
等
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の

二
十
三
第
一
項
の
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
一
号
中
「
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
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」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
の
前
に
次
の
一
節
及
び
節
名
を
加
え
る
。

第
一
節

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
二

法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
の
申
請
は

、
様
式
第
九
に
よ
る
申
請
書
を
令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
都

道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
申
請
書

の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書

二

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
精

神
の
機
能
の
障
害
又
は
申
請
者
が
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医

師
の
診
断
書
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三

申
請
者
が
現
に
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
写
し

四

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
組
織
図

五

申
請
者
以
外
の
者
が
そ
の
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
で
あ
る
と
き
は
、
雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
申
請

者
の
そ
の
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

六

医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

書
類

七

製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
に
係
る
業
務
を
行
う
体
制
に
関
す
る
書
類

八

製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
体
制
に
関
す
る
書
類

３

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
た
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
前
項
第
二

号
に
掲
げ
る
診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
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の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
る
の
は

、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
様
式
）

第
百
十
四
条
の
三

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
証
は
、
様
式
第
十
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
四

令
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
五

令
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
六

法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の

申
請
は
、
様
式
第
十
一
に
よ
る
申
請
書
を
令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
許
可
の
許
可
証
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
製
造
販
売
業
の
許
可
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
十
四
条
の
七

令
第
三
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
に
関
す
る
台
帳
に
記
載

す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

二

許
可
の
種
類

三

製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
主
た
る
機
能
を
有
す

る
事
務
所
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

五

医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六

当
該
製
造
販
売
業
者
が
他
の
種
類
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
の
種
類
及

び
許
可
番
号

（
製
造
業
の
登
録
を
受
け
る
製
造
所
の
製
造
工
程
）

第
百
十
四
条
の
八

法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
製
造
工
程
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
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療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム

設
計

二

医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
た
る
医
療
機
器

次
に
掲
げ
る
製
造
工
程

イ

設
計

ロ

国
内
に
お
け
る
最
終
製
品
の
保
管

三

一
般
医
療
機
器

次
に
掲
げ
る
製
造
工
程

イ

主
た
る
組
立
て
そ
の
他
の
主
た
る
製
造
工
程
（
設
計
、
滅
菌
及
び
保
管
を
除
く
。
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ

滅
菌

ハ

国
内
に
お
け
る
最
終
製
品
の
保
管

四

前
三
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
以
外
の
医
療
機
器

次
に
掲
げ
る
製
造
工
程

イ

設
計

ロ

主
た
る
組
立
て
そ
の
他
の
主
た
る
製
造
工
程

ハ

滅
菌
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ニ

国
内
に
お
け
る
最
終
製
品
の
保
管

五

放
射
性
医
薬
品
で
あ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
以
下
「
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）

次
に
掲
げ
る

製
造
工
程

イ

設
計

ロ

反
応
系
に
関
与
す
る
成
分
の
最
終
製
品
へ
の
充
填
工
程
以
降
の
全
て
の
製
造
工
程

六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（

前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
製
造
工
程

イ

設
計

ロ

反
応
系
に
関
与
す
る
成
分
の
最
終
製
品
へ
の
充
填
工
程

ハ

国
内
に
お
け
る
最
終
製
品
の
保
管

七

前
二
号
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
以
外
の
体
外
診
断
用
医
薬
品

次
に
掲
げ
る
製
造
工
程

イ

反
応
系
に
関
与
す
る
成
分
の
最
終
製
品
へ
の
充
填
工
程

ロ

国
内
に
お
け
る
最
終
製
品
の
保
管
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（
製
造
業
の
登
録
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
九

法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
の
登
録
の
申
請
は

、
様
式
第
六
十
三
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
登
録
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
申
請
書

の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書

二

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
）
が
法
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
に
該
当
し
な

い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

三

申
請
者
以
外
の
者
が
そ
の
医
療
機
器
責
任
技
術
者
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
で
あ
る
と
き
は
、
雇
用
契

約
書
の
写
し
そ
の
他
申
請
者
の
そ
の
医
療
機
器
責
任
技
術
者
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
に
対
す
る
使
用
関

係
を
証
す
る
書
類

- 47 -



四

医
療
機
器
責
任
技
術
者
が
第
百
十
四
条
の
五
十
三
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者

が
薬
剤
師
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
所
の
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面

六

申
請
者
が
他
の
製
造
業
の
許
可
又
は
登
録
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
造
業
の
許
可
証
又
は
登
録
証

の
写
し

３

第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ

の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
る
の
は

、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
業
の
登
録
証
の
様
式
）

第
百
十
四
条
の
十

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
の
登
録
証
は
、
様
式
第
六
十
三
の
三
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
製
造
業
の
登
録
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
十
一

令
第
三
十
七
条
の
九
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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（
製
造
業
の
登
録
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
十
二

令
第
三
十
七
条
の
十
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
業
の
登
録
の
更
新
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
十
三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
三
項
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
の
登
録
の
更
新

の
申
請
は
、
様
式
第
六
十
三
の
四
に
よ
る
申
請
書
を
令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
登
録
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
登
録
の
登
録
証
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
業
の
登
録
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
十
四
条
の
十
四

令
第
三
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
登
録
に
関
す
る
台

帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二

製
造
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

三

製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地
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四

当
該
製
造
所
の
医
療
機
器
責
任
技
術
者
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
の
氏
名
及
び
住
所

五

当
該
製
造
業
者
が
他
の
製
造
業
の
許
可
又
は
登
録
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
造
業
の
許
可
の
区
分

及
び
許
可
番
号
又
は
登
録
番
号

（
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
十
五

法
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
の
申
請
は
、
様
式
第
六
十

三
の
五
に
よ
る
申
請
書
（
正
副
二
通
）
を
機
構
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す

る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
厚
生
労
働
大

臣
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
）
が
法
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
に
該
当
し
な

い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

二

製
造
所
の
責
任
者
の
履
歴
書

三

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
所
の
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
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（
準
用
）

第
百
十
四
条
の
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
十
か
ら
第
百
十
四
条
の
十

四
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
四
条
の

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業

医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者

十

様
式
第
六
十
三
の
三

様
式
第
六
十
三
の
六

第
百
十
四
条
の

第
三
十
七
条
の
九
第
二
項

第
三
十
七
条
の
十
五
第
二
項

十
一

第
百
十
四
条
の

第
三
十
七
条
の
十
第
二
項

第
三
十
七
条
の
十
六
第
二
項

十
二

第
百
十
四
条
の

法

法
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準

十
三
第
一
項

用
す
る
法
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医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業

医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者

様
式
第
六
十
三
の
四

様
式
第
六
十
三
の
七

令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
登
録
の
権
限
に

機
構
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣

属
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
都
道
府
県
知

事

第
百
十
四
条
の

第
三
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
二

第
三
十
七
条
の
十
八
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三

十
四

十
三
条
の
二
の
三
第
一
項

条
の
二
の
四
第
一
項

第
百
十
四
条
の

製
造
業
者

医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者

十
四
第
二
号

第
百
十
四
条
の

医
療
機
器
責
任
技
術
者
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

責
任
者

十
四
第
四
号

製
造
管
理
者

第
百
十
四
条
の

製
造
業
者

医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者

十
四
第
五
号

製
造
業
の
許
可
又
は
登
録

医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
若
し
く
は
再
生
医
療
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等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
又
は
医
療
機
器

等
外
国
製
造
業
者
の
登
録

製
造
業
の
許
可
の
区
分
及
び
許
可
番
号

認
定
の
区
分
及
び
認
定
番
号

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
十
七

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申

請
は
、
様
式
第
六
十
三
の
八
に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
申
請
書

の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
品
目
に
係
る
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
写
し

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
の
承
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
申
請
者
が
製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医
療
機

- 53 -



器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類

（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
し
て
不
適
当
な
場
合
）

第
百
十
四
条
の
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
し
て
不
適
当
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
申
請
に
係

る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
性
状
又
は
品
質
が
保
健
衛
生
上
著
し
く
不
適
当
な
場
合
と
す
る
。

（
承
認
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

第
百
十
四
条
の
十
九

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
第
百
十
四
条
の
十
七
第
一
項
又
は
第
百
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
及
び
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
構
造
、
性
能
等
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
資
料
と
す
る
。

一

医
療
機
器
に
つ
い
て
の
承
認

次
に
掲
げ
る
資
料

イ

開
発
の
経
緯
及
び
外
国
に
お
け
る
使
用
状
況
等
に
関
す
る
資
料

ロ

設
計
及
び
開
発
の
検
証
に
関
す
る
資
料
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ハ

法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性
に
関
す
る
資
料

ニ

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
資
料

ホ

製
造
方
法
に
関
す
る
資
料

ヘ

臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
又
は
こ
れ
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
資
料

ト

医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三

十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
販
売
後
調
査
等
の
計
画
に
関
す
る
資
料

チ

法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
添
付
文
書
等
記
載
事
項
に
関
す
る
資
料

二

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

次
に
掲
げ
る
資
料

イ

開
発
の
経
緯
及
び
外
国
に
お
け
る
使
用
状
況
等
に
関
す
る
資
料

ロ

仕
様
の
設
定
に
関
す
る
資
料

ハ

安
定
性
に
関
す
る
資
料

ニ

法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性
に
関
す
る
資
料

ホ

性
能
に
関
す
る
資
料
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ヘ

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
資
料

ト

製
造
方
法
に
関
す
る
資
料

チ

臨
床
性
能
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
第
百
十
四
条
の
十
七
第
一
項
又
は
第
百
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
項
が
医
学
薬
学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
資
料
の
添
付

を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
資
料
を
作
成
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
試
験
は
、
試
験
成
績
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
施
設
、
機
器
、
職
員
等
を
有
し
、
か
つ
、
適
正
に
運
営
管
理
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
試
験
施
設
等
に
お
い
て

実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

申
請
者
は
、
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
そ
の
申
請
に
係
る
品
質
、
有
効
性
又
は
安
全
性
を
有

す
る
こ
と
を
疑
わ
せ
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
料
を
作
成
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
試
験
が
前
項
に
規
定
す
る
試

験
施
設
等
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。

５

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体

外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
の
た
め
の
審
査
に
つ
き
必
要
と
認
め
て
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
見
本
品
そ

の
他
の
資
料
の
提
出
を
求
め
た
と
き
は
、
申
請
者
は
、
当
該
資
料
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
例
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
の
提
出
の
猶
予
）

第
百
十
四
条
の
二
十

厚
生
労
働
大
臣
は
、
申
請
者
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の

二
の
五
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
第
一

号
イ
か
ら
ホ
ま
で
並
び
に
ト
及
び
チ
又
は
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め

る
と
き
は
、
相
当
の
期
間
そ
の
提
出
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
資
料
が
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬

品
）

第
百
十
四
条
の
二
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
後
段
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
と
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す
る
。

（
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

第
百
十
四
条
の
二
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
後
段
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
資
料
は
、
医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生

労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
及
び
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第

三
十
六
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
資
料
は
、
こ
れ
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
調
査
又
は
試
験
に
お
い
て
得
ら
れ
た
結
果
に
基
づ

き
正
確
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
調
査
又
は
試
験
に
お
い
て
、
申
請
に
係
る
医
療
機
器
に
つ
い
て
そ
の
申
請
に
係
る
品
質
、
有
効
性
又
は
安
全

性
を
有
す
る
こ
と
を
疑
わ
せ
る
調
査
結
果
、
試
験
成
績
等
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
調
査
結
果
、
試
験
成
績
等
に

つ
い
て
も
検
討
及
び
評
価
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
は
当
該
資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

当
該
資
料
の
根
拠
に
な
つ
た
資
料
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
一
項
の
承
認
を
与
え
る
又
は
与
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え
な
い
旨
の
処
分
の
日
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
原
薬
等
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
）

第
百
十
四
条
の
二
十
三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二

百
八
十
条
の
四
第
一
項
の
登
録
証
の
写
し
及
び
当
該
原
薬
等
に
つ
い
て
の
原
薬
等
登
録
業
者
と
の
契
約
書
そ
の
他
の
当
該

原
薬
等
を
申
請
に
係
る
品
目
に
使
用
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
も
つ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
資
料
の

う
ち
、
第
百
十
四
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
ホ
又
は
第
二
号
ト
に
掲
げ
る
資
料
の
一
部
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
）

第
百
十
四
条
の
二
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認

事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
様
式
第
六
十
三
の
九
に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
の
承
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
、
第
百
十
四
条
の
十
七
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
承
認
事
項
の
軽
微
な
変
更
の
範
囲
）

第
百
十
四
条
の
二
十
五

医
療
機
器
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

使
用
目
的
又
は
効
果
の
追
加
、
変
更
又
は
削
除

二

病
原
因
子
の
不
活
化
又
は
除
去
方
法
に
関
す
る
変
更

三

前
二
号
に
掲
げ
る
変
更
の
ほ
か
、
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
影
響
を
与
え
る
も
の
の
う
ち
、
厚
生
労
働

大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
め
る
も
の

２

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
変
更
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

使
用
目
的
の
追
加
、
変
更
又
は
削
除

二

反
応
系
に
関
与
す
る
成
分
の
追
加
、
変
更
又
は
削
除

三

前
二
号
に
掲
げ
る
変
更
の
ほ
か
、
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
影
響
を
与
え
る
も
の
の
う
ち
、
厚
生
労
働

大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
め
る
も
の
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（
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
百
十
四
条
の
二
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
に
よ
る
届
書

（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
届
出
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
の
軽
微
な
変
更
を
し
た
後
三
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
審
査
等
を

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は

、
「
機
構
」
と
す
る
。

（
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
十
四
条
の
二
十
七

令
第
三
十
七
条
の
十
九
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
及
び
第
十
一
項
の
承
認
に

関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

承
認
番
号
及
び
承
認
年
月
日
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二

承
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

三

承
認
を
受
け
た
者
の
製
造
販
売
業
の
許
可
の
種
類
及
び
許
可
番
号

四

当
該
品
目
の
製
造
所
の
名
称

五

当
該
品
目
の
製
造
所
が
受
け
て
い
る
製
造
業
者
の
登
録
番
号
又
は
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
番
号

六

当
該
品
目
の
名
称

七

当
該
品
目
の
形
状
、
構
造
及
び
原
理

八

当
該
品
目
の
使
用
目
的
又
は
効
果

九

当
該
品
目
の
使
用
方
法

（
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
二
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
又
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
」
と
い
う
。
）
の

申
請
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
一
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
に
係
る
品
目
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
関
す
る
資
料

二

医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
に
係
る
製
造
販
売
業
者
及
び
全
て
の
製
造
所
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
製
造
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
関
す
る
資
料

３

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
適
合
性
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場

合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
」
と
す
る
。

（
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
の
結
果
の
通
知
）

第
百
十
四
条
の
二
十
九

医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
実
施
者
（
令
第
三
十
七
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
適
合
性

調
査
実
施
者
を
い
う
。
）
が
同
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
許
可
権
者
（
同
条
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等

製
造
販
売
業
許
可
権
者
を
い
う
。
）
に
対
し
て
行
う
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十

二
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
十
四
条
の
三
十

令
第
三
十
七
条
の
二
十
四
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

調
査
結
果
及
び
結
果
通
知
年
月
日

二

当
該
品
目
の
名
称

三

当
該
品
目
に
係
る
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
承
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

承
認
番
号
及
び
承
認
年
月
日
（
前
号
に
掲
げ
る
者
が
既
に
当
該
品
目
に
係
る
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合

に
限
る
。
）

五

当
該
品
目
が
属
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
区
分

六

当
該
品
目
を
製
造
す
る
製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地

七

当
該
品
目
の
製
造
業
者
又
は
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

八

前
号
の
製
造
業
者
又
は
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

九

基
準
適
合
証
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
番
号

十

第
百
十
四
条
の
三
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
追
加
的
調
査
結
果
証
明
書
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
番
号

十
一

第
百
十
四
条
の
三
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
調
査
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
調
査
を
行
つ
た
旨
及
び
当

該
調
査
の
対
象
と
な
つ
た
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
該
当
す
る
同
項
に
規
定
す
る
区
分
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（
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
を
行
わ
な
い
承
認
さ
れ
た
事
項
の
変
更
）

第
百
十
四
条
の
三
十
一

令
第
三
十
七
条
の
二
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
は
、
当
該
品
目
の
製
造
管
理

又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
影
響
を
与
え
な
い
変
更
と
す
る
。

（
製
造
所
が
同
一
で
な
い
場
合
で
も
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
を
要
し
な
い
製
造
所
の
製
造
工
程
）

第
百
十
四
条
の
三
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
製
造
工
程
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

滅
菌

二

最
終
製
品
の
保
管

三

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
製
造
工
程

（
追
加
的
調
査
が
必
要
な
場
合
）

第
百
十
四
条
の
三
十
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
の
規
定
に

よ
る
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
（
以
下
「
追
加
的
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
一
項
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
承
認
」
と
い
う
。
）
に
係
る
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医
療
機
器
が
、
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
区
分
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
（
当
該
医
療
機
器
に
つ
い
て

有
効
な
基
準
適
合
証
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
基
準
適
合
証
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
四
第
一
項

の
基
準
適
合
証
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
交
付
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
基
準
適
合
証
に
係
る

医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
区
分
の
特
性
に
応
じ
て
必
要
と
な

る
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）

イ

原
材
料
の
一
部
と
し
て
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
が
組
み
込
ま
れ
た
も
の

ロ

特
定
生
物
由
来
製
品

ハ

マ
イ
ク
ロ
マ
シ
ン
（
電
気
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
つ
て
、

そ
の
直
径
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
部
品
の
直
径
が
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の
を

い
う
。
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の

ニ

製
造
工
程
に
お
い
て
ナ
ノ
材
料
（
縦
若
し
く
は
横
の
長
さ
又
は
高
さ
が
一
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
上
百
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル

以
下
の
物
質
か
ら
成
る
材
料
を
い
う
。
第
三
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
使
用
さ
れ
る
も
の
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ホ

当
該
医
療
機
器
の
全
て
が
、
最
終
的
に
人
体
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
も
の
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

ヘ

特
定
医
療
機
器

二

承
認
に
係
る
医
療
機
器
が
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

イ

滅
菌
医
療
機
器
（
製
造
工
程
に
お
い
て
滅
菌
さ
れ
る
医
療
機
器
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
医
療
機
器
に
つ
い
て
有
効
な
基
準
適
合
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
医
療
機
器
の
滅
菌
の
方
法
が
、
ロ
の
基
準
適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
等
を
受
け
た
医
療
機
器

の
滅
菌
の
方
法
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
医
療
機
器
の
滅
菌
を
行
う
製
造
所
に
つ
い
て
、
過
去
五
年
以
内
に
、
当
該
医
療
機
器
の
滅
菌
の
方
法
と
同
一

の
滅
菌
の
方
法
に
つ
い
て
当
該
製
造
所
が
記
載
さ
れ
た
基
準
適
合
証
又
は
次
項
に
規
定
す
る
追
加
的
調
査
結
果
証
明

書
（
調
査
結
果
が
適
合
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
交
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

三

承
認
に
係
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
区
分
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
（

当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
有
効
な
基
準
適
合
証
が
交
付
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
基
準
適
合
証
に
係
る
医
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療
機
器
等
適
合
性
調
査
等
に
お
い
て
、
当
該
区
分
の
特
性
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
限

る
。
）

イ

生
物
由
来
製
品

ロ

マ
イ
ク
ロ
マ
シ
ン
で
あ
る
も
の

ハ

製
造
工
程
に
お
い
て
ナ
ノ
材
料
が
使
用
さ
れ
る
も
の

四

承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
場
合

イ

当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
有
効
な
基
準
適
合
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す
る
製
造
所
の
う
ち
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
製
造
工
程
に
つ
い

て
、
イ
の
基
準
適
合
証
に
記
載
さ
れ
た
製
造
所
（
ハ
に
お
い
て
「
記
載
製
造
所
」
と
い
う
。
）
と
同
一
で
な
い
製
造

所
（
ハ
に
お
い
て
「
例
外
的
製
造
所
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
こ
と
。

ハ

過
去
五
年
以
内
に
当
該
例
外
的
製
造
所
（
複
数
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
例
外
的
製
造
所
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
載
さ
れ
た
基
準
適
合
証
（
当
該
基
準
適
合
証
に
記
載
さ
れ
た
当
該
例
外
的
製
造
所
に
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係
る
製
造
工
程
が
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
当
該
例
外
的
製
造
所
の
製
造
工
程
を
含
む
も
の

に
限
る
。
）
又
は
次
項
に
規
定
す
る
追
加
的
調
査
結
果
証
明
書
（
当
該
追
加
的
調
査
結
果
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
当

該
例
外
的
製
造
所
に
係
る
製
造
工
程
が
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
当
該
例
外
的
製
造
所
の
製

造
工
程
を
含
み
、
か
つ
、
調
査
結
果
が
適
合
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
交
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

五

承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
場
合

イ

当
該
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
有
効
な
基
準
適
合
証
が
交
付
さ
れ
て
お
り
、
か

つ
、
当
該
基
準
適
合
証
に
記
載
さ
れ
た
申
請
者
が
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
と
異
な
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

イ
の
基
準
適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
医
療
機
器
等
承
認
取
得
者
の
地
位
が
、
法
第
二

十
三
条
の
二
の
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
承
継
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

ハ

ロ
の
承
継
が
あ
つ
た
日
以
降
、
イ
の
基
準
適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
同
一
の
法
第
二

十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
区
分
に
属
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
当
該
基
準
適

- 69 -



合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す
る
全
て
の
製
造
所
（
当
該
基
準
適
合
証
に
係
る
医
療
機

器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
前
条
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
み
を
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
同

一
の
製
造
所
に
お
い
て
製
造
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
こ
の
項
（
第
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
追
加
的
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

六

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
追
加
的
調
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
様
式
第
六
十
三
の

十
三
に
よ
る
証
明
書
（
以
下
「
追
加
的
調
査
結
果
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に

お
け
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
す
る
。

（
基
準
適
合
証
の
交
付
）

第
百
十
四
条
の
三
十
四

基
準
適
合
証
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
基
準
適
合
証
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第

百
十
四
条
の
三
十
六
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

基
準
適
合
証
の
交
付
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
基
準
適
合
証
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
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に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
が
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
又
は
第
三
号
イ
か
ら

ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
区
分
に
該
当
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

併
せ
て
、
当
該
区
分
の
特
性
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
調
査
を
行
つ
た
旨
を
示
す
書
類
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

基
準
適
合
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
基
準
適
合
証
と
同
一
の
内
容
（
有
効
期
間
を
除
く
。
）
を
証
す
る
別
の
有

効
な
基
準
適
合
証
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
を
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
準
適
合
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
三
十
五

令
第
三
十
七
条
の
二
十
六
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
基
準
適
合
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
三
十
六

令
第
三
十
七
条
の
二
十
七
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
機
構
に
対
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
係
る
審
査
又
は
調
査
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
三
十
七

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
た

め
の
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
三
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断

用
医
薬
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
審
査
の
申
請
を
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
後
段
（
同
条
第
十
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
三
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規

定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
者

は
、
機
構
に
当
該
調
査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
申
請
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
五
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に
係
る
品
目
の
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

一
項
又
は
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
書
に
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
及
び

同
条
第
五
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
（
次
条
に
お
い
て
「
医
療
機
器
等
審
査
等

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
十
九
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
、
「
審
査

」
と
あ
る
の
は
「
審
査
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
調
査
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
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る
。

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
の
結
果
の
通
知
）

第
百
十
四
条
の
三
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
医
療
機
器
等
審

査
等
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
六
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
及

び
第
八
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
二

に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
の
状
況
の
通
知
は
、
様
式
第
二
十
九
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
成
績
評
価
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
三
十
九

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る

評
価
の
申
請
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
七
に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行

う
も
の
と
す
る
。
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（
使
用
成
績
評
価
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

第
百
十
四
条
の
四
十

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
条
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

資
料
は
、
申
請
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
十
九
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
申
請
を
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
十
九

第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

第
一
項
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
四
条
の
十
九
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当

該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
に
つ
き
必
要
と
認
め
て
資
料
の
提
出
を
求
め
た
と
き

は
、
申
請
者
は
、
当
該
資
料
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
成
績
評
価
の
調
査
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
範
囲
）

第
百
十
四
条
の
四
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又
は
体

外
診
断
用
医
薬
品
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
す
る
。

（
使
用
成
績
評
価
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）
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第
百
十
四
条
の
四
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
後
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
二
十
二

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に

関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試

験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
、
医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨

床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
」
と
、
「
法
第
二
十
三
条
の
二
の

五
第
一
項
又
は
第
十
一
項
の
承
認
を
与
え
る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処
分
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九

第
一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
終
了
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
の
成
績
等
に
関
す
る
調
査
及
び
結
果
の
報
告
等
）

第
百
十
四
条
の
四
十
三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
法
第

二
十
三
条
の
二
の
五
の
承
認
を
受
け
た
者
が
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
六
項
の
調
査
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
調
査
期
間
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
期
間
）
当
該
医
療
機
器
又
は
体

外
診
断
用
医
薬
品
の
不
具
合
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
疾
病
、
障
害
若
し
く
は
死
亡
又
は
そ
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ

れ
る
感
染
症
そ
の
他
の
使
用
の
成
績
等
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
報
告
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
二

項
前
段
の
規
定
に
よ
る
機
構
に
対
す
る
報
告
は
、
当
該
調
査
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の

承
認
の
際
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診

断
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
）
ご
と
に
、
そ
の
期
間
の
満
了
後
二
月
以
内
に
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
前
項
の
報
告
を
受
け
た
旨
の
通

知
は
、
様
式
第
三
十
一
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
機
構
に
対
す
る
使
用
成
績
評
価
に
係
る
確
認
又
は
調
査
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
四
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
医
療
機
器
等
確
認
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
三
十
七
条
の

三
十
一
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の
使
用
成
績
に
関
す

る
評
価
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
医
療
機
器
等
確
認
等
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
八
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に
係
る
品
目
の
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一

項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
申
請
書
に
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う

医
療
機
器
等
確
認
等
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
四
十
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中

「
第
一
項
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
四
条
の
十
九
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当

該
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
が
」
と
、
「
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
確
認
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
を
経
由
し

て
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
使
用
成
績
評
価
の
医
療
機
器
等
確
認
等
の
結
果
の
通
知
）

第
百
十
四
条
の
四
十
五

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
医
療
機
器
等
確
認
等
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
六
十
三
の
十
九
に
よ
る
通
知
書

に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
承
継
の
届
出
）
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第
百
十
四
条
の
四
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
一
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
及
び
情
報
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
の
承
認
の
申
請
及
び
同
条
第
十
一
項
の
当
該
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申

請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
及
び
そ
の
根
拠
と

な
つ
た
資
料

四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

五

法
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
医
療
機
器
に
関
す
る
記
録
及
び
当
該
記
録
に
関
連
す
る
資
料

六

法
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
物
由
来
製
品
に
関
す
る
記
録
及
び
当
該
記
録
に
関
連
す
る
資
料

七

製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
業
務
に
関
す
る
資
料
及
び
情
報

八

製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
業
務
に
関
す
る
資
料
及
び
情
報

九

そ
の
他
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
及
び
情
報
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２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
六
十
三
の
二
十
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
届
書
に
は
、
医
療
機
器
等
承
認
取
得
者
の
地
位
を
承
継
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
製
造
販
売
の
届
出
）

第
百
十
四
条
の
四
十
七

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
六
十
三
の
二
十
一
に
よ
る

届
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
様
式
第
四
十
に
よ
る
届
書
（
正
本
一
通
及
び
副

本
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

医
療
機
器
に
係
る
第
一
項
の
届
書
に
は
、
届
出
に
係
る
品
目
の
添
付
文
書
の
写
し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
あ

る
の
は
、
「
正
副
二
通
）
を
機
構
に
」
と
す
る
。
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（
機
構
に
よ
る
製
造
販
売
の
届
出
の
受
理
に
係
る
通
知
）

第
百
十
四
条
の
四
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
製
造
販
売
の

届
出
の
受
理
に
係
る
通
知
は
、
様
式
第
四
十
一
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
基
準
）

第
百
十
四
条
の
四
十
九

高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
管
理
医
療
機
器
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全

管
理
を
行
う
者
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

大
学
等
で
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
、
工
学
、
情
報
学
、
金
属
学
、
電
気
学
、
機
械
学
、
薬
学
、
医
学
又
は
歯
学
に

関
す
る
専
門
の
課
程
を
修
了
し
た
者

二

旧
制
中
学
若
し
く
は
高
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
で
、
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
、
工
学
、
情
報
学
、
金
属

学
、
電
気
学
、
機
械
学
、
薬
学
、
医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
専
門
の
課
程
を
修
了
し
た
後
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は

再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
又
は
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者

三

医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
又
は
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
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従
事
し
た
後
、
別
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
講
習
を
修

了
し
た
者

四

厚
生
労
働
大
臣
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者

２

一
般
医
療
機
器
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
行
う
者
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の

十
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

旧
制
中
学
若
し
く
は
高
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
で
、
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
、
工
学
、
情
報
学
、
金
属

学
、
電
気
学
、
機
械
学
、
薬
学
、
医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
専
門
の
課
程
を
修
了
し
た
者

二

旧
制
中
学
若
し
く
は
高
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
で
、
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
、
工
学
、
情
報
学
、
金
属

学
、
電
気
学
、
機
械
学
、
薬
学
、
医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
科
目
を
修
得
し
た
後
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品

、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
又
は
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た

者
三

厚
生
労
働
大
臣
が
前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者

（
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
遵
守
事
項
）
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第
百
十
四
条
の
五
十

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
遵
守
す
べ

き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
並
び
に
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
に
関
す
る
法
令
及
び
実
務
に
精
通
し
、
公
正
か
つ
適

正
に
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
。

二

当
該
業
務
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
文
書
に
よ
り

必
要
な
意
見
を
述
べ
、
そ
の
写
し
を
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

三

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
国
内
に
お
け
る
品
質
管
理
に
関
す
る
業
務
の
責
任
者
（
以
下
「
国
内
品
質
業

務
運
営
責
任
者
」
と
い
う
。
）
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務
の
責
任
者
（
以
下
「
医
療
機
器
等
安
全
管

理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
と
の
相
互
の
密
接
な
連
携
を
図
る
こ
と
。

（
医
療
機
器
責
任
技
術
者
等
の
意
見
の
尊
重
）

第
百
十
四
条
の
五
十
一

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
者
は
、
医
療
機
器
責
任
技
術
者
又
は
体
外
診
断
用

医
薬
品
製
造
管
理
者
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
六
十
八
条
の
十
六
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
て
述
べ
る
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

（
製
造
、
試
験
等
に
関
す
る
記
録
）

第
百
十
四
条
の
五
十
二

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
所
の
医
療
機
器
責
任
技
術
者
又
は
体
外
診
断
用
医
薬

品
製
造
管
理
者
は
、
製
造
及
び
試
験
に
関
す
る
記
録
そ
の
他
当
該
製
造
所
の
管
理
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
か
つ
、
こ

れ
を
三
年
間
（
当
該
記
録
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
関
し
て
有
効
期
間
の
記
載
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
そ
の
有
効
期
間
に
一
年
を
加
算
し
た
期
間
）
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
他

の
規
定
又
は
薬
事
に
関
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
記
録
の
作
成
及
び
そ
の
保
管
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
医
療
機
器
責
任
技
術
者
の
資
格
）

第
百
十
四
条
の
五
十
三

医
療
機
器
の
製
造
業
者
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
医
療
機
器
責
任
技
術
者
を
、
製
造
所
ご
と
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

大
学
等
で
、
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
、
工
学
、
情
報
学
、
金
属
学
、
電
気
学
、
機
械
学
、
薬
学
、
医
学
又
は
歯
学

に
関
す
る
専
門
の
課
程
を
修
了
し
た
者

- 83 -



二

旧
制
中
学
若
し
く
は
高
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
で
、
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
、
工
学
、
情
報
学
、
金
属

学
、
電
気
学
、
機
械
学
、
薬
学
、
医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
専
門
の
課
程
を
修
了
し
た
後
、
医
療
機
器
の
製
造
に
関
す

る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者

三

医
療
機
器
の
製
造
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
後
、
別
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
厚
生

労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
講
習
を
修
了
し
た
者

四

厚
生
労
働
大
臣
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者

２

一
般
医
療
機
器
の
み
を
製
造
す
る
製
造
所
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
を
医
療
機
器
責
任
技
術
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

旧
制
中
学
若
し
く
は
高
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
で
、
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
、
工
学
、
情
報
学
、
金
属

学
、
電
気
学
、
機
械
学
、
薬
学
、
医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
専
門
の
課
程
を
修
了
し
た
者

二

旧
制
中
学
若
し
く
は
高
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
で
、
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
、
工
学
、
情
報
学
、
金
属

学
、
電
気
学
、
機
械
学
、
薬
学
、
医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
科
目
を
修
得
し
た
後
、
医
療
機
器
の
製
造
に
関
す
る
業
務

に
三
年
以
上
従
事
し
た
者
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三

厚
生
労
働
大
臣
が
前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者

３

医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
の
み
を
行
う
製
造
所
に
あ
つ
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
製
造
業
者

が
設
計
に
係
る
部
門
の
責
任
者
と
し
て
指
定
す
る
者
を
医
療
機
器
責
任
技
術
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
百
十
四
条
の
五
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販

売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

薬
事
に
関
す
る
法
令
に
従
い
適
正
に
製
造
販
売
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
す
る
こ
と
。

二

第
百
十
四
条
の
五
十
八
第
一
項
の
規
定
に
従
い
、
製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る
製
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
を
適

正
に
行
う
こ
と
。

三

製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
。

四

生
物
由
来
製
品
（
医
療
機
器
に
限
る
。
）
の
製
造
販
売
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者

、
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
及
び
医
療
機
器
等
安
全
管
理
責
任
者
の
い
ず
れ
も
細
菌
学
的
知
識
を
有
し
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
を
補
佐
す
る
者
と
し
て
細
菌
学
的
知
識
を
有
す
る
者
を
置
く
こ
と
。
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五

医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者

及
び
医
療
機
器
等
安
全
管
理
責
任
者
の
い
ず
れ
も
そ
の
製
造
販
売
す
る
品
目
の
特
性
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
し
な

い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
を
補
佐
す
る
者
と
し
て
当
該
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
を

置
く
こ
と
。

六

医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
及
び
医
療
機
器
等
安
全
管
理
責
任
者
が
そ
れ
ぞ

れ
相
互
に
連
携
協
力
し
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
す
る
こ
と
。

七

医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
第
百
十
四
条
の
五
十
の
規
定
に
よ
る
責
務
を
果
た
す
た
め
に
必
要
な
配
慮
を

す
る
こ
と
。

八

第
百
十
四
条
の
五
十
第
二
号
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
こ
と
。

（
設
置
に
係
る
管
理
に
関
す
る
文
書
）

第
百
十
四
条
の
五
十
五

設
置
に
当
た
つ
て
組
立
て
が
必
要
な
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
で
あ
つ
て
、
保
健
衛
生
上
の
危
害

の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
当
該
組
立
て
に
係
る
管
理
が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
療
機
器
（

以
下
「
設
置
管
理
医
療
機
器
」
と
い
う
。
）
の
製
造
販
売
業
者
は
、
設
置
管
理
医
療
機
器
の
品
目
ご
と
に
、
組
立
方
法
及
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び
設
置
さ
れ
た
設
置
管
理
医
療
機
器
の
品
質
の
確
認
方
法
に
つ
い
て
記
載
し
た
文
書
（
以
下
「
設
置
管
理
基
準
書
」
と
い

う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
は
、
設
置
管
理
医
療
機
器
を
医
療
機
器
の
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
（
以
下
「

販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
貸
与
す
る
と
き
は
、
設
置
管
理
基
準
書
を
当
該
医
療
機
器
の
販

売
業
者
等
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
は
、
設
置
管
理
医
療
機
器
に
つ
い
て
第
百
七
十
条
第
一
項
又
は
第
百
九
十
一
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
設
置
管
理
医
療
機
器
に
係
る
設
置
管
理
基
準
書
を
通
知
を
行
つ
た

者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
設
置
管
理
基
準
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
七
項
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
設
置
管
理
基
準
書
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
受
託
者
等
」
と
い
う
。
）
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
設
置
管
理
基
準
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造

- 87 -



販
売
業
者
は
、
当
該
設
置
管
理
基
準
書
の
交
付
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
託
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
す
る
方
法

ロ

設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
設

置
管
理
基
準
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
回
線
を
通
じ
て
受
託
者
等
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
受
託
者
等
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
設
置
管
理
基
準
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
電

磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
設
置
管
理
医
療

機
器
の
製
造
販
売
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て

お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

５

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
託
者
等
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
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る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
四
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
、
受
託
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

７

設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
管
理
基
準
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
提
供
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
受
託
者
等
に
対
し
て
、
そ
の
用
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容

を
示
し
、
文
書
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
が
使
用
す
る
も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
法

８

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
は
、
当
該
受
託
者
等
か
ら
文
書
又
は
電
磁
的

方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
受
託
者
等
に
対
し
、
設
置
管
理

基
準
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
受
託
者
等
が
再
び
同

項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

９

設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
は
、
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
設
置
管
理
基
準
書
を
交
付
し
た
と
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き
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
十
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
販
売
の
た
め
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
輸
入
に
係
る
届
出
）

第
百
十
四
条
の
五
十
六

製
造
販
売
の
た
め
に
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
、
業
と
し
て
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る

製
造
販
売
業
者
は
、
通
関
の
と
き
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

製
造
販
売
業
の
許
可
の
種
類
、
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

三

輸
入
し
よ
う
と
す
る
品
目
の
名
称

四

当
該
品
目
を
製
造
す
る
製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五

前
号
の
製
造
所
が
受
け
て
い
る
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
五
十
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

当
該
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
の
届
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
様
式
第
五
十
一
に

よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
の
た
め
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
輸
入
に
係
る
届
出
）
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第
百
十
四
条
の
五
十
七

製
造
の
た
め
に
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
、
業
と
し
て
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造

業
者
は
、
通
関
の
と
き
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

製
造
業
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

三

輸
入
し
よ
う
と
す
る
品
目
の
名
称

四

当
該
品
目
を
製
造
す
る
製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五

前
号
の
製
造
所
が
受
け
て
い
る
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
五
十
二
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

当
該
製
造
業
者
は
、
前
項
の
届
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
様
式
第
五
十
二
の
二
に

よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
の
基
準
へ
の
適
合
）

第
百
十
四
条
の
五
十
八

医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
（
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造

販
売
業
者
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
製
造
販
売
業
者
（
次
項
に
お
い
て
「
選
任
外
国
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製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
、
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
又
は
外
国

指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
（
次
項
に
お
い
て
「
製
造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
製
造
販
売
す

る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
を
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四

号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
、
製
造
業
者
（
輸
出
用
の

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
み
を
製
造
す
る
者
を
除
く
。
）
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を

受
け
た
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
（
以
下
「
登
録
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
医
療
機
器
又
は
体

外
診
断
用
医
薬
品
の
取
扱
い
又
は
製
造
に
当
た
り
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
製
造
販
売
業
者
等

が
行
う
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

輸
出
用
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
令
第
七
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬

品
に
限
る
。
）
の
製
造
業
者
は
、
そ
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
を
、
法
第
八
十
条
第
二
項
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
）
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第
百
十
四
条
の
五
十
九

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
医
療
機
器
又
は
体
外
診

断
用
医
薬
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
安
全
管
理
情
報
」
と
い
う
。
）
の
収

集
二

安
全
管
理
情
報
の
解
析

三

安
全
管
理
情
報
の
検
討
の
結
果
に
基
づ
く
必
要
な
措
置
の
実
施

四

収
集
し
た
安
全
管
理
情
報
の
保
存
そ
の
他
の
前
三
号
に
附
帯
す
る
業
務

（
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
）

第
百
十
四
条
の
六
十

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
受
託
す

る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
託
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
は
、
薬
物
と
一
体
的
に
製
造
販
売
す
る
も
の
と
し
て
承
認

を
受
け
た
医
療
機
器
に
関
す
る
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
当
該
薬
物
を
供
給
す
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
委
託
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す
る
場
合
に
は
、
受
託
者
に
、
当
該
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
託
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
受
託
す
る
者
に
、
当
該
製
造

販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
さ
ら
に
委
託
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
委
託
す
る
方
法
）

第
百
十
四
条
の
六
十
一

製
造
販
売
業
者
が
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
医
薬
品
た
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
以
下
「

処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
十
四
条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

委
託
す
る
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
委
託
安
全
確
保
業
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し
う
る

能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し
う
る
能
力
を
有
す
る
当
該
業
務
の
実
施
に
係
る
責
任
者
（
以
下
こ

の
条
及
び
第
百
十
四
条
の
六
十
五
に
お
い
て
「
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

三

委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
次
項
の
手
順
書
そ
の
他
委
託
安
全
確
保
業
務
に
必
要
な
文
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
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「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
写
し
を
委
託
安
全
確
保
業
務
を
行
う
事
務
所
に
備
え
付
け

て
い
る
こ
と
。

２

製
造
販
売
業
者
は
、
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第

百
十
四
条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
手
順
を
記

載
し
た
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

安
全
管
理
情
報
の
収
集
に
関
す
る
手
順

二

安
全
管
理
情
報
の
検
討
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
安
全
確
保
措
置
の
立
案
に
関
す
る
手
順

三

安
全
確
保
措
置
の
実
施
に
関
す
る
手
順

四

受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
か
ら
医
療
機
器
等
安
全
管
理
責
任
者
へ
の
報
告
に
関
す
る
手
順

五

委
託
の
手
順

六

委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
記
録
の
保
存
に
関
す
る
手
順

七

国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
そ
の
他
の
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
に
係
る

業
務
の
責
任
者
と
の
相
互
の
連
携
に
関
す
る
手
順
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八

そ
の
他
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
手
順

３

製
造
販
売
業
者
は
、
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第

百
十
四
条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理

業
務
手
順
書
等
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
受
託
者
と
の
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
契
約
書
を

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲

二

受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
の
設
置
及
び
当
該
者
の
実
施
す
る
委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲
に
関
す
る
事
項

三

委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
前
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
手
順
に
関
す
る
事
項

四

委
託
安
全
確
保
業
務
の
実
施
の
指
示
に
関
す
る
事
項

五

次
項
第
三
号
の
報
告
及
び
同
項
第
四
号
の
確
認
に
関
す
る
事
項

六

第
六
項
の
指
示
及
び
第
七
項
の
確
認
に
関
す
る
事
項

七

第
八
項
の
情
報
提
供
に
関
す
る
事
項

八

そ
の
他
必
要
な
事
項
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４

製
造
販
売
業
者
は
、
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第

百
十
四
条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理

業
務
手
順
書
等
及
び
前
項
の
契
約
書
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
医
療
機
器
等
安
全
管
理
責
任
者
に
行
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

委
託
安
全
確
保
業
務
を
統
括
す
る
こ
と
。

二

受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
委
託
安
全
確
保
業
務
の
実
施
に
つ
き
文
書
に
よ
り
指
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
写
し

を
保
存
す
る
こ
と
（
第
百
十
四
条
の
五
十
九
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

三

受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
委
託
安
全
確
保
業
務
に
関
す
る
記
録
を
作
成
さ
せ
、
文
書
に
よ
り
報
告
さ
せ
る
こ
と
。

四

受
託
者
が
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
行
つ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
そ
の
記
録
を
作
成
す
る
こ

と
。

五

第
三
号
の
報
告
及
び
前
号
の
記
録
を
保
存
す
る
と
と
も
に
、
製
造
販
売
業
者
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任

者
に
文
書
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
。

５

製
造
販
売
業
者
は
、
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
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百
十
四
条
の
五
十
九
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円

滑
に
遂
行
し
う
る
能
力
を
有
す
る
者
に
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
製
造
販
売
業
者
は
、
製
造

販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
受
託
者
と
の
契
約
を
締
結
し

、
そ
の
契
約
書
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲

二

そ
の
他
必
要
な
事
項

６

製
造
販
売
業
者
は
、
医
療
機
器
等
安
全
管
理
責
任
者
に
委
託
安
全
確
保
業
務
の
改
善
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
さ
せ
、

そ
の
必
要
性
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
及
び
第
三
項
の
契
約
書
に
基
づ
き
、
受
託
者
に
所

要
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
文
書
に
よ
り
指
示
し
、
そ
の
文
書
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
示
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
を
確

認
し
、
そ
の
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

製
造
販
売
業
者
は
、
委
託
安
全
確
保
業
務
を
行
う
上
で
必
要
な
情
報
を
受
託
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
以
外
の
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
委
託
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す
る
方
法
）

第
百
十
四
条
の
六
十
二

製
造
販
売
業
者
が
管
理
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除

く
。
）
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
十
四
条
の
五
十
九
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
前
条
（
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
委
託
す
る
方
法
）

第
百
十
四
条
の
六
十
三

製
造
販
売
業
者
が
一
般
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
十
四
条
の
五
十
九

各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
六
十
一
第
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
三
項
か
ら
第

八
項
ま
で
（
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「

製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
に
基
づ
き
、
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
販
売
後

安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
及
び
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
受
託
安
全
管
理
実
施

責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
に
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基
づ
き
、
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
及
び
第
三
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
記
録
の
保
存
）

第
百
十
四
条
の
六
十
四

前
三
条
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
文
書
そ
の
他
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
当

該
記
録
を
利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
記
録
の
保
存
期
間
は
そ
れ
ぞ
れ
各
号
に

定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

生
物
由
来
製
品
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
記
録

利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
年

間
二

特
定
生
物
由
来
製
品
に
係
る
記
録

利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
三
十
年
間

三

特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
及
び
設
置
管
理
医
療
機
器
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
記
録

利
用
し
な

く
な
つ
た
日
か
ら
十
五
年
間

２

製
造
販
売
業
者
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
又
は
あ
ら
か
じ
め
定
め

た
文
書
に
基
づ
き
、
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
者
に
代
え
て
、
製
造
販
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売
業
者
が
指
定
す
る
者
に
、
当
該
記
録
を
保
存
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
託
す
る
方
法
）

第
百
十
四
条
の
六
十
五

受
託
者
が
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務

の
う
ち
第
百
十
四
条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務

の
再
受
託
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

再
委
託
す
る
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
再
委
託
安
全
確
保
業
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し

う
る
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し
う
る
能
力
を
有
す
る
当
該
業
務
の
実
施
に
係
る
責
任
者
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

三

再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
次
項
の
手
順
書
そ
の
他
再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
必
要
な
文
書
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
写
し
を
再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
行
う
事
務
所
に
備

え
付
け
て
い
る
こ
と
。

２

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
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安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
十
四
条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
受
託
者
に
、
次
に
掲
げ
る
手
順
を
記
載
し
た
再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
を

作
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

安
全
管
理
情
報
の
収
集
に
関
す
る
手
順

二

安
全
管
理
情
報
の
検
討
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
安
全
確
保
措
置
の
立
案
に
関
す
る
手
順

三

安
全
確
保
措
置
の
実
施
に
関
す
る
手
順

四

再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
か
ら
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
へ
の
報
告
に
関
す
る
手
順

五

再
委
託
の
手
順

六

再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
記
録
の
保
存
に
関
す
る
手
順

七

受
託
者
の
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
そ
の
他
の
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販

売
に
係
る
業
務
の
責
任
者
と
の
相
互
の
連
携
に
関
す
る
手
順

八

そ
の
他
再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
手
順

３

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
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安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
十
四
条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
受
託
者
に
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
再
受

託
者
と
の
契
約
を
締
結
さ
せ
、
そ
の
契
約
書
を
保
存
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲

二

再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
の
設
置
及
び
当
該
者
の
実
施
す
る
再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲
に
関
す
る
事
項

三

再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
前
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
手
順
に
関
す
る
事
項

四

再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
実
施
の
指
示
に
関
す
る
事
項

五

次
項
第
三
号
の
報
告
及
び
同
項
第
四
号
の
確
認
に
関
す
る
事
項

六

第
六
項
の
指
示
及
び
第
七
項
の
確
認
に
関
す
る
事
項

七

第
八
項
の
情
報
提
供
に
関
す
る
事
項

八

そ
の
他
必
要
な
事
項

４

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
後

安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
十
四
条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
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は
、
受
託
者
が
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
及
び
前
項
の
契
約
書
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
受
託
安

全
管
理
実
施
責
任
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
統
括
す
る
こ
と
。

二

再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
実
施
に
つ
き
文
書
に
よ
り
指
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

写
し
を
保
存
す
る
こ
と
（
第
百
十
四
条
の
五
十
九
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

三

再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
関
す
る
記
録
を
作
成
さ
せ
、
文
書
に
よ
り
報
告
さ
せ
る

こ
と
。

四

再
受
託
者
が
再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
行
つ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
そ
の
記
録
を
作
成
す

る
こ
と
。

五

第
三
号
の
報
告
及
び
前
号
の
記
録
を
保
存
す
る
と
と
も
に
、
受
託
者
及
び
受
託
者
の
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任

者
に
文
書
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
。

５

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
後

安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
十
四
条
の
五
十
九
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
再
委
託
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安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し
う
る
能
力
を
有
す
る
者
に
再
委
託
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
に
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
に
基
づ
き
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
再
委
託
者
と
の
契
約
を
締
結
さ
せ
、
そ
の
契
約
書
を
保
存
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲

二

そ
の
他
必
要
な
事
項

６

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
に
、
そ
の
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
改
善

の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
さ
せ
、
そ
の
必
要
性
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
及
び
第
三
項
の

契
約
書
に
基
づ
き
、
再
受
託
者
に
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
文
書
に
よ
り
指
示
さ
せ
、
そ
の
文
書
を
保
存
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

７

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
示
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
者
に

当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
、
そ
の
記
録
を
保
存
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

受
託
者
は
、
再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
行
う
上
で
必
要
な
情
報
を
再
受
託
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
医
療
機
器
又
は
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
以
外
の
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
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託
す
る
方
法
）

第
百
十
四
条
の
六
十
六

受
託
者
が
管
理
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
処
方
箋
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
）

の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
十
四
条
の
五
十
九
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

前
条
（
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
条
第
四
項
中
「
を
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
を
受
託
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
」
と
、
同

項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
再
受
託
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
託
す
る
方
法
）

第
百
十
四
条
の
六
十
七

受
託
者
が
一
般
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
十
四
条
の
五
十
九
各
号
に

掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
六
十
五
第
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
三
項
か
ら
第
八
項

ま
で
（
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造

販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
に
基
づ
き
、
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
販
売
後
安
全

管
理
業
務
手
順
書
等
及
び
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
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任
者
」
と
あ
る
の
は
「
再
受
託
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手

順
書
等
及
び
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
再
委
託
安
全
確
保
業
務
等
に
係
る
記
録
の
保
存
）

第
百
十
四
条
の
六
十
八

前
三
条
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
文
書
そ
の
他
の
記
録
の
保
存
期
間
に
つ
い

て
は
、
第
百
十
四
条
の
六
十
四
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ

る
の
は
、
「
受
託
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
の
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
変
更
の
届
出
）

第
百
十
四
条
の
六
十
九

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

主
た
る
機
能
を
有
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

製
造
販
売
業
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名

四

医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所
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五

当
該
製
造
販
売
業
者
が
、
他
の
種
類
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
、
又
は
当
該
許
可
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
と

き
は
、
当
該
許
可
の
種
類
及
び
許
可
番
号

２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
書
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
届
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て

は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
に
係
る
届
書

製
造
販
売
業
者
の
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸

籍
記
載
事
項
証
明
書
（
製
造
販
売
業
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

二

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
役
員
に
係
る
届
書

新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
新
た
に

役
員
と
な
つ
た
者
が
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

三

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
届
書
（
新
た
に
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
と
な
つ
た
者
が
製
造
販

売
業
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
製
造
販
売
業
者
の
新
た
に
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販

売
責
任
者
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類
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４

第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
都
道
府
県

知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と

あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
業
の
医
療
機
器
責
任
技
術
者
等
の
変
更
の
届
出
）

第
百
十
四
条
の
七
十

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

製
造
業
者
若
し
く
は
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
製
造
業
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
医

療
機
器
責
任
技
術
者
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
管
理
者
（
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
に
あ
つ
て
は
、
製
造

所
の
責
任
者
）
（
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
医
療
機
器
責
任
技
術
者
等
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
住
所

二

製
造
業
者
等
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名

三

製
造
所
の
名
称

四

製
造
業
者
等
が
他
の
製
造
業
の
許
可
、
認
定
若
し
く
は
登
録
を
受
け
、
又
は
そ
の
製
造
所
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
当

該
許
可
の
区
分
及
び
許
可
番
号
、
当
該
認
定
の
区
分
及
び
認
定
番
号
又
は
当
該
登
録
の
登
録
番
号
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２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
書
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
届
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ

れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
製
造
業
者
等
の
氏
名
に
係
る
届
書

製
造
業
者
等
の
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
記

載
事
項
証
明
書
（
製
造
業
者
等
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

二

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
責
任
技
術
者
等
の
氏
名
に
係
る
届
書
（
新
た
に
医
療
機
器
責
任
技
術
者
等
と
な

つ
た
者
が
製
造
業
者
等
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
製
造
業
者
等
の
新
た
に
医
療
機
器
責

任
技
術
者
等
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

三

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
役
員
に
係
る
届
書

新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者
が
法
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
に
該
当
し

な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

（
資
料
の
保
存
）

第
百
十
四
条
の
七
十
一

医
療
機
器
等
承
認
取
得
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
料
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
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間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

承
認
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
間
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
承
認
を
受
け
た
日
か
ら
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
が
終
了

す
る
ま
で
の
期
間
が
五
年
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
資
料
に
あ
つ
て
は
、
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
が
終
了

す
る
ま
で
の
期
間

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
根
拠
と
な
つ
た

資
料
（
前
号
に
掲
げ
る
資
料
を
除
く
。
）

使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
が
終
了
し
た
日
か
ら
五
年
間

（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
七
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認

の
申
請
は
、
様
式
第
六
十
三
の
二
十
二
に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
十
九
及
び
第
百
十
四
条
の
二
十
の
規
定
を
準
用
す

る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
法
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
）
が
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
か
な
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
を
選
任
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

四

当
該
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
が
受
け
て
い
る
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
写
し

五

法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条

の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
者
が
製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
法
第
二
十

三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
必

要
な
書
類

- 112 -



（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
十
四
条
の
七
十
三

令
第
三
十
七
条
の
十
九
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
第
百
十
四
条
の
二
十

七
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

当
該
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
受
け
て
い
る
製
造
販
売
業
の
許
可
の
種
類
及
び
許
可
番
号

（
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
百
十
四
条
の
七
十
四

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
は
、
第
百
十
四
条
の
五
十
四
各

号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
と
し
て
の
業
務
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
最
終
の
記

載
の
日
か
ら
五
年
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

二

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

イ

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
が
当
該
承
認
を
受
け
た
事
項
を
記
載
し
た
書
類
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ロ

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

ハ

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の

二
の
九
第
一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

ニ

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の

二
の
九
第
六
項
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構
に
報
告
し
た
事
項

、
法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構

に
報
告
し
た
生
物
由
来
製
品
に
係
る
感
染
症
定
期
報
告
及
び
法
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事
項
を
記
載
し
た
書
類

三

法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
又
は
法
第
六
十
八
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構
に
報
告

し
た
不
具
合
の
発
生
、
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
疾
病
、
障
害
若
し
く
は
死
亡
又
は
そ
の
使
用
に
よ
る

も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
（
以
下
「
不
具
合
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料
を
、
利
用
し
な

く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
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る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
に
関
す
る
変
更
の
届
出
）

第
百
十
四
条
の
七
十
五

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
八
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
住
所

二

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
が
受
け
て
い
る
製
造
販
売
業
の
許
可
の
種
類
及
び
許
可
番
号

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
八
の
規
定
に
よ
る
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
変
更
の
届
出
及
び
前
項
の

届
出
は
、
品
目
ご
と
に
様
式
第
五
十
四
に
よ
る
届
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も

の
と
す
る
。

３

前
項
の
届
書
に
は
、
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
が
受
け
て
い
る
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
写
し
を
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
許
可
証
の
写
し
が
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
情
報
の
提
供
）
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第
百
十
四
条
の
七
十
六

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
に
対

し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変

更
さ
れ
た
事
項
及
び
変
更
理
由

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
の

承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

条
の
二
の
九
第
一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
六
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構
に
報
告
し
た
事
項

四

法
第
五
十
条
、
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
八
条
の
十
七
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
そ

の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
変
更
理
由

五

法
第
五
十
二
条
、
第
六
十
三
条
の
二
又
は
第
六
十
八
条
の
十
八
に
規
定
す
る
事
項
に
関
す
る
情
報
及
び
そ
の
変
更
が
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あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
変
更
理
由

六

法
第
六
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大

臣
に
報
告
し
た
事
項

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
が
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報

２

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
を
変
更
し
た
と
き
は
、
第

百
十
四
条
の
七
十
四
第
一
号
に
規
定
す
る
記
録
、
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
資
料
及
び

前
項
に
規
定
す
る
情
報
並
び
に
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
業
務
に
関
す
る
資
料
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
業
務
に

関
す
る
資
料
を
、
変
更
前
の
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
か
ら
変
更
後
の
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製

造
販
売
業
者
に
引
き
継
が
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
変
更
前
の
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
が
法
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
医
療
機
器
承
認
取
得
者
等
又
は
法
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
承
認
取
得
者
等

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
は
特
定
医
療
機
器
又
は
生
物
由
来
製
品
に
関
す
る

記
録
及
び
当
該
記
録
に
関
連
す
る
資
料
を
変
更
後
の
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
）

第
百
十
四
条
の
七
十
七

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
帳
簿
を
備
え
、
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造

販
売
業
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
と
し
て
の
業
務
に
関
す
る
事
項
を

記
録
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
最
終
の
記
載
の
日
か
ら
三
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
に
関
す
る
変
更
の
届
出
）

第
百
十
四
条
の
七
十
八

令
第
三
十
七
条
の
三
十
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
の
氏
名
又
は
住
所

二

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員

三

承
認
を
受
け
た
品
目
を
製
造
す
る
製
造
所
又
は
そ
の
名
称

２

前
項
の
届
出
は
、
品
目
ご
と
に
様
式
第
五
十
四
に
よ
る
届
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
届
出
が
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
、
同
項
第
二
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号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
変
更
後
の
役
員
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
者

で
あ
る
か
な
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
、
前
項
の
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
等
の
申
請
等
の
手
続
）

第
百
十
四
条
の
七
十
九

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等

特
例
承
認
取
得
者
の
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
申
請
、
届
出
、
報
告
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
は
、
選
任
外
国
製
造
医
療
機

器
等
製
造
販
売
業
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
の
資
料
の
保
存
）

第
百
十
四
条
の
八
十

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
七
十
一
の
規
定
を
準
用
す

る
。

２

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
法
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大

臣
に
報
告
し
た
事
項
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

前
項
の
資
料
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
七
十
一
各
号
列
記
以
外
の
部
分
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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（
準
用
）

第
百
十
四
条
の
八
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
又
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二

の
五
第
十
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
四
条
の
十
八
、
第
百
十
四
条
の
二
十
か
ら
第
百
十
四
条
の
二
十
六
ま
で
、

第
百
十
四
条
の
二
十
八
及
び
第
百
十
四
条
の
三
十
二
か
ら
第
百
十
四
条
の
四
十
六
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
百
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
九
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
三
」
と

、
第
百
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
四
」
と
、
第
百
十

四
条
の
二
十
八
第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
一
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
五
」
と
、
第
百
十
四
条
の

三
十
三
第
二
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
六
」
と
、
第
百
十
四
条
の
三
十
四

第
一
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
四
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
七
」
と
、
第
百
十
四
条
の
三
十
七
第
三
項

中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
八
」
と
、
第
百
十
四
条
の
三
十
八
第
二
項
中
「
様

式
第
六
十
三
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
九
」
と
、
第
百
十
四
条
の
三
十
九
中
「
様
式
第
六
十
三
の

十
七
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
」
と
、
第
百
十
四
条
の
四
十
四
第
二
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
十
八
」
と

あ
る
の
は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
一
」
と
、
第
百
十
四
条
の
四
十
六
第
二
項
中
「
様
式
第
六
十
三
の
二
十
」
と
あ
る
の
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は
「
様
式
第
六
十
三
の
三
十
二
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
四
条
の
八
十
二

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条

の
九
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
条
第
二
項
又
は
第
百
四
十
九
条
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
と
し
て
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
十
四
条
の
四
十
九
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号

若
し
く
は
第
二
項
第
二
号
又
は
第
百
十
四
条
の
五
十
三
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
第
二
号
に
規

定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
四
条
の
八
十
三

高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
（
以
下
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
」
と
い
う

。
）
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
三
年
間
、
前
項
の
書
面
を
記
載
の
日
か
ら
二
年
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
年
間
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
四
条
の
八
十
四

体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
十
の
規
定
を

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
薬
剤
師
若
し
く
は
登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
薬
剤
師
」
と
読
み
替
え
る
も
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の
と
す
る
。

第
百
十
四
条
の
八
十
五

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
及
び
第
十
八
条
の

規
定
を
準
用
す
る
。

２

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
中
「
許
可
証
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

登
録
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
節

登
録
認
証
機
関

第
百
十
六
条
中
「
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
」
を
「
第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
基
準
適
合
性
認
証
」
に
改
め
る
。

第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
認
証
」
を
「
基
準
適
合
性
認
証
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
認
証
」
を
「
基
準
適
合

性
認
証
」
に
、
「
外
国
指
定
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
（
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
指
定
管
理
医

療
機
器
製
造
等
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
」
に
改
め
、
同
項

第
四
号
中
「
製
造
業
者
又
は
外
国
製
造
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
」
を
「
製
造
所
の
名
称
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
品
目
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の
」
の
下
に
「
製
造
所
が
受
け
て
い
る
」
を
加
え
、
「
外
国
製
造
業
者
の
許
可
区
分
及
び
許
可
番
号
又
は
認
定
区
分
及
び
認

定
番
号
」
を
「
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
番
号
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
操
作
方
法
又
は
」
を
削
り
、
同
号

を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

当
該
品
目
の
使
用
目
的
又
は
効
果

第
百
十
七
条
第
二
項
中
「
外
国
指
定
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
」
を
「
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業

者
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
「
選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療

機
器
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機

器
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
る
。

第
百
十
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
」
に
、

「
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
五

十
一
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
の
規
定
及
び
第
百
一
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
」
を
「
第
百
十
四
条
の
二
十
四

第
一
項
、
第
百
十
四
条
の
二
十
五
、
第
百
十
四
条
の
二
十
六
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
百
十
四
条
の
二
十
八
（
第
三
項
を

除
く
。
）
、
第
百
十
四
条
の
二
十
九
か
ら
第
百
十
四
条
の
三
十
一
ま
で
、
第
百
十
四
条
の
三
十
三
（
第
三
項
を
除
く
。
）
か
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ら
第
百
十
四
条
の
三
十
六
ま
で
及
び
第
百
十
四
条
の
七
十
一
（
第
二
号
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
の

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
六
項

二
十
四
第
一
項

承
認

認
証

様
式
第
六
十
三
の
九

様
式
第
六
十
五

申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
厚
生
労

申
請
書
（
正
副
二
通
）
を
登
録
認
証
機
関
に

働
大
臣
に

第
百
十
四
条
の

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
六
項

二
十
五

承
認

認
証

第
百
十
四
条
の

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
七
項

二
十
六
第
一
項

様
式
第
六
十
三
の
十

様
式
第
六
十
六

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

提
出

第
百
十
四
条
の

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
六
項
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二
十
六
第
二
項

第
百
十
四
条
の

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
又
は
第
八
項
（
こ

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
三
項
又
は
第
五

二
十
八
第
一
項

れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項

項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
六
項

様
式
第
六
十
三
の
十
一

様
式
第
六
十
七

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

提
出

第
百
十
四
条
の

医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
実
施
者
（
令
第
三
十
七

登
録
認
証
機
関
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

二
十
九

条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
適
合
性
調

三
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
認
証
機
関
を
い
う

査
実
施
者
を
い
う
。
）

。
以
下
同
じ
。
）

同
条
の

令
第
四
十
条
の
二
の

医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
許
可
権
者
（
同
条
に
規

当
該
品
目
に
係
る
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う

定
す
る
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
許
可
権
者
を
い

者

う
。
）

様
式
第
六
十
三
の
十
二

様
式
第
六
十
八
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第
百
十
四
条
の

第
三
十
七
条
の
二
十
四

第
四
十
条
の
三

三
十

承
認

認
証

第
百
十
四
条
の
三
十
三
第
二
項

第
百
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百

十
四
条
の
三
十
三
第
二
項

第
百
十
四
条
の
三
十
四
第
二
項

第
百
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百

十
四
条
の
三
十
四
第
二
項

第
百
十
四
条
の

第
三
十
七
条
の
二
十
五
第
一
項

第
四
十
条
の
四
第
一
項

三
十
一

第
百
十
四
条
の

厚
生
労
働
大
臣

登
録
認
証
機
関

三
十
三
第
一
項

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
五
項

各
号
列
記
以
外

の
部
分

第
百
十
四
条
の

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
一
項

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
六
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三
十
三
第
一
項

項

第
一
号

承
認

認
証

第
百
十
四
条
の

承
認

認
証

三
十
三
第
一
項

第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で

第
百
十
四
条
の

承
認

認
証

三
十
三
第
一
項

第
二
十
三
条
の
二
の
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項

第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項

第
五
号

第
百
十
四
条
の

厚
生
労
働
大
臣

登
録
認
証
機
関

三
十
三
第
二
項

様
式
第
六
十
三
の
十
三

様
式
第
六
十
八
の
二

第
百
十
四
条
の

第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
四
第
一
項

三
十
四
第
一
項

様
式
第
六
十
三
の
十
四

様
式
第
六
十
八
の
三
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第
百
十
四
条
の

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
三
項
（
同
条
第

三
十
四
第
二
項

六
項

第
百
十
四
条
の

第
三
十
七
条
の
二
十
六
第
二
項

第
四
十
条
の
五
第
二
項

三
十
五

第
百
十
四
条
の

第
三
十
七
条
の
二
十
七
第
二
項

第
四
十
条
の
六
第
二
項

三
十
六

第
百
十
四
条
の

医
療
機
器
等
承
認
取
得
者

医
療
機
器
等
認
証
取
得
者

七
十
一
各
号
列

記
以
外
の
部
分

第
百
十
四
条
の

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
十
一
項

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
六

七
十
一
第
一
号

項

承
認

認
証
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五
年
間
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第

五
年
間

一
項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

（
承
認
を
受
け
た
日
か
ら
使
用
成
績
に
関
す
る
評

価
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間
が
五
年
を
超
え
る
も

の
に
限
る
。
）
に
係
る
資
料
に
あ
つ
て
は
、
使
用

成
績
に
関
す
る
評
価
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間

第
百
十
八
条
第
三
項
中
「
外
国
指
定
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
」
を
「
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業

者
」
に
、
「
第
百
四
条
（
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
を
除
く
。
）
、
第
百
五
条
、
第
百
六
条
（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）

、
第
百
七
条
及
び
第
百
十
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
」
を
「
第
百
十
四
条
の
七
十
四
（
第
二
号
ハ
及
び
ニ
を
除
く
。
）
、
第

百
十
四
条
の
七
十
五
、
第
百
十
四
条
の
七
十
六
（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
百
十
四
条
の
七
十
七
及
び
第
百
十
四
条

の
八
十
（
第
一
項
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
の

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
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七
十
四

任
さ
れ
た
製
造
販
売
業
者
（
以
下
「
選
任
外
国

製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業

者
」
と
い
う
。
）

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者

法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
の
認
証
を
受
け

た
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業

者
（
以
下
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証

取
得
者
」
と
い
う
。
）

承
認

認
証

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五

項

第
十
一
項

第
百
十
四
条
の

第
二
十
三
条
の
二
の
十
八

第
二
十
三
条
の
三
第
二
項

七
十
五
第
一
項

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者

選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
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造
販
売
業
者

第
百
十
四
条
の

第
二
十
三
条
の
二
の
十
八

第
二
十
三
条
の
三
第
二
項

七
十
五
第
二
項

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者

選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製

造
販
売
業
者

様
式
第
五
十
四

様
式
第
六
十
八
の
四

正
本
一
通
及
び
副
本
二
通

正
副
二
通

第
百
十
四
条
の

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者

選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製

七
十
五
第
三
項

造
販
売
業
者

厚
生
労
働
大
臣

登
録
認
証
機
関

第
百
十
四
条
の

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者

七
十
六
各
号
列

記
以
外
の
部
分

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者

選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
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造
販
売
業
者

第
百
十
四
条
の

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項

七
十
六
第
一
項

承
認

認
証

第
一
号

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条

同
条
第
六
項

の
二
の
五
第
十
一
項

第
百
十
四
条
の

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
及
び
第
六

七
十
六
第
一
項

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五

項
の
認
証

第
二
号

第
十
一
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資

料
の
写
し
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一

項
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価

第
百
十
四
条
の

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者

選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製

七
十
六
第
一
項

造
販
売
業
者
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第
七
号

第
百
十
四
条
の

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者

七
十
六
第
二
項

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者

選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製

造
販
売
業
者

第
百
十
四
条
の
七
十
四
第
一
号

第
百
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百

十
四
条
の
七
十
四
第
一
号

第
百
十
四
条
の

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者

選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製

七
十
六
第
三
項

造
販
売
業
者

第
百
十
四
条
の

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者

七
十
七

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者

選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製

造
販
売
業
者

第
百
十
四
条
の

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者

八
十
第
二
項
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第
百
十
四
条
の

第
百
十
四
条
の
七
十
一
各
号
列
記
以
外
の
部
分
た

第
百
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百

八
十
第
三
項

だ
し
書

十
四
条
の
七
十
一
各
号
列
記
以
外
の
部
分
た
だ

し
書

第
百
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
承
継
の
届
出
）

第
百
十
八
条
の
二

法
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
及
び
情
報
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
認
証
の
申
請
及
び
同
条
第
六
項
の
当
該
認
証
事
項
の
一
部
変
更
の
認
証
の

申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

三

法
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
物
由
来
製
品
に
関
す
る
記
録
及
び
当
該
記
録
に
関
連
す
る
資
料

四

製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
業
務
に
関
す
る
資
料
及
び
情
報

五

製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
業
務
に
関
す
る
資
料
及
び
情
報
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六

そ
の
他
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
及
び
情
報

２

法
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
六
十
八
の
五
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
登
録

認
証
機
関
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
届
書
に
は
、
医
療
機
器
等
認
証
取
得
者
の
地
位
を
承
継
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
百
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
三
条
の
二
第
五
項
の
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
七
項
の
規
定
に
よ

る
」
に
、
「
外
国
指
定
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
」
を
「
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
外
国
指
定
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
」
を
「
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
」
に
、

「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「

選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
を
削
り

、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
第
五
項
の
届
出
時
」
を
削
り
、
「
同
条

第
三
項
」
を
「
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
三
項
及
び
第
五
項
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
の
概
要
」
を

「
及
び
そ
の
概
要
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
係
る
基
準
適
合
証
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
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係
る
追
加
的
調
査
結
果
証
明
書
の
写
し
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項

第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

認
証
等
に
係
る
品
目
の
使
用
目
的
又
は
効
果

第
百
十
九
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

当
該
月
に
受
理
し
た
法
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
継
の
届
書
に
係
る
医
療
機
器
等
認
証
取

得
者
及
び
そ
の
地
位
を
承
継
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
品
目
の
名
称
及
び
そ
の
認
証
番
号

第
百
十
九
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
」
に
、
「
前
項
の
」
を
「
前
二

項
の
」
に
改
め
、
「
、
前
項
中
「
厚
生
労
働
省
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
を
取
り
消
し
た
と
き
は

、
当
該
認
証
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
七
日
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
を
経
由
し
て
製
造
販
売
業
許
可
権
者
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
の
取
消
し
を
受
け
た
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
指
定
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高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
選
任
し
た
選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療

機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

三

当
該
製
造
販
売
業
者
又
は
選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
が
受
け
て
い
る
製
造
販
売
業

の
許
可
番
号

四

認
証
の
取
消
し
に
係
る
品
目
の
使
用
目
的
又
は
効
果

五

認
証
の
取
消
し
に
係
る
品
目
の
名
称
及
び
そ
の
認
証
番
号

六

認
証
年
月
日

七

認
証
を
取
り
消
し
た
年
月
日

八

認
証
を
取
り
消
し
た
理
由

第
百
二
十
一
条
第
一
項
中
「
申
請
書
を
」
の
下
に
「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
四
号
ハ
中
「
及
び
法

第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
調
査
」
を
削
る
。

第
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
六
第
三
項
」
に
改
め
る
。
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第
百
二
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
機
構
に
よ
る
登
録
認
証
機
関
に
対
す
る
調
査
の
結
果
の
通
知
）

第
百
二
十
五
条
の
二

機
構
は
、
法
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労

働
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
六
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
六
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
七
条
第
三
号
中
「
審
査
員
」
の
下
に
「
の
氏
名
及
び
業
務
の
範
囲
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
行
う
」
の
下

に
「
高
度
管
理
医
療
機
器
、
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
八
条
中
「
基
準
と
」
を
「
基
準
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

基
準
適
合
性
認
証
の
た
め
の
審
査
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
。

二

基
準
適
合
性
認
証
の
結
果
の
根
拠
と
な
る
審
査
に
係
る
記
録
等
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
す
る
こ
と
。

三

内
部
監
査
を
行
い
、
基
準
適
合
性
認
証
の
業
務
に
関
し
改
善
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
は
、
所
要
の
措
置
を
採
る
と

と
も
に
、
当
該
措
置
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
す
る
こ
と
。

四

基
準
適
合
性
認
証
の
審
査
員
の
資
格
要
件
を
明
ら
か
に
し
、
教
育
訓
練
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
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五

そ
の
他
基
準
適
合
性
認
証
の
業
務
の
適
正
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
。

第
百
二
十
九
条
第
一
項
中
「
届
出
を
し
よ
う
と
」
を
「
認
可
を
受
け
よ
う
と
」
に
、
「
届
書
」
を
「
申
請
書
」
に
、
「
を

添
え
て
、
基
準
適
合
性
認
証
の
業
務
の
開
始
の
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
」
を
「
（
正
副
二
通
）
を
添
え
て
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
届
出
を
し
よ
う
と
」
を
「
認
可
を
受
け
よ
う
と
」
に
改
め
、
「
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に

」
を
削
り
、
「
届
書
を
」
を
「
申
請
書
に
変
更
後
の
業
務
規
程
（
正
副
二
通
）
を
添
え
て
、
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
五

号
中
「
審
査
員
」
を
「
基
準
適
合
性
認
証
の
業
務
の
範
囲
に
応
じ
た
審
査
員
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、

第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

審
査
員
の
能
力
の
維
持
管
理
の
方
法

第
百
二
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
業
務
規
程
の
認
可
証
の
交
付
等
）

第
百
二
十
九
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
十
三
条
の
十
第
一
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
認
可
を
申
請
し
た
者
に

認
可
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
認
可
証
は
、
様
式
第
七
十
四
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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第
百
三
十
二
条
中
「
第
二
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
五
条
第
一
項
中
「
第
百
十
八
条
」
を
「
第
百
十
八
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
三
条
か
ら
第
二
百
六
十
一
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
三
条
か
ら
第
二
百
六
十
一
条
ま
で

削
除

第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
中
「
、
第
十
三
条
」
の
下
に
「
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
十
、
第
二
十
三
条
の

二
十
二
」
を
加
え
、
「
規
定
に
よ
る
許
可
」
を
「
許
可
」
に
、
「
の
規
定
に
よ
る
認
定
、
」
を
「
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の

二
十
四
の
認
定
又
は
」
に
、
「
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
承
認
」
を
、
「
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条

の
二
の
五
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
四
条
第
一
項
中
「
第
八
十
条
第
二
項
」
を
「
第
八
十
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
第
八
十
条
第
一
項
」
の
下
に

「
若
し
く
は
第
二
項
の
調
査
又
は
法
第
八
十
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
法
第
八
十
条
第
三
項
」
を
、
「
様
式
第
二
十
六
」
の
下
に
「
若
し
く
は
様
式
第
百
十
二
の

二
又
は
様
式
第
七
十
五
の
六
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
、
「
こ
の
条

」
と
」
の
下
に
「
、
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
」
と
」
を
加
え
、
「
第

- 140 -



二
百
六
十
四
条
」
を
「
第
二
百
六
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
準
用
す
る
前
項
」
と
」
の
下
に
「
、
「
医
薬
品
等
適
合
性

調
査
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
」
と
」
を
加
え
、
「
第
八
十
条
第
二
項
」
を
「
第
八
十
条
第
五
項

」
に
改
め
、
「
第
十
三
条
の
二
第
一
項
」
と
」
の
下
に
「
、
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
医
療
機
器

等
適
合
性
調
査
」
と
」
を
、
「
準
用
す
る
令
」
と
」
の
下
に
「
、
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
等
適

合
性
調
査
又
は
令
第
七
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
三
十
七
条
の
二
十
四
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査

」
と
、
同
条
第
六
号
中
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
若
し
く
は
医
療
機
器
等
外

国
製
造
業
者
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
許
可
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
許
可
年
月
日
若
し
く
は
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

」
と
、
「
認
定
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
年
月
日
若
し
く
は
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月

日
」
と
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
八
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
一
及
び
第
百
三
十
七
条
の
三
十
三
（

第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
一
第
一
項
中
「

第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
第
三

項
」
と
、
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
」
と
、
「
様
式
第
七
十
五
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
百
十
三
」
と
、
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同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
六
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「

第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一

項
」
と
、
「
に
お
け
る
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
け
る
第
二
百
六
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と

、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
三
中
「
令
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
七
十
三
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
令
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
二
百
六
十
五
条
の
見
出
し
中
「
輸
出
品
」
を
「
輸
出
用
医
薬
品
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧

品
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二

条
を
加
え
る
。

（
輸
出
用
医
療
機
器
等
に
関
す
る
届
出
）

第
二
百
六
十
五
条
の
二

令
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
輸
出
す
る
た

め
に
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
が
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

- 142 -



二

当
該
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
が
製
造
販
売
業
者
で
あ
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に

あ
つ
て
は
、
主
た
る
機
能
を
有
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

当
該
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
が
製
造
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
製
造
販
売
業
の
許
可
の
種
類
、
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

五

第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
製
造
業
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

六

輸
出
す
る
た
め
に
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
品
目
及
び
そ
の
輸
出

先
そ
の
他
の
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
情
報

２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
百
十
四
の
二
に
よ
る
届
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う

も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
届
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
令
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

（
輸
出
用
再
生
医
療
等
製
品
に
関
す
る
届
出
）
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第
二
百
六
十
五
条
の
三

令
第
七
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
生
医
療
等
製
品
を
輸
出
す
る
た
め
に
製
造
し
、
又

は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
が
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

当
該
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
が
製
造
販
売
業
者
で
あ
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に

あ
つ
て
は
、
主
た
る
機
能
を
有
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

当
該
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
が
製
造
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
製
造
販
売
業
の
許
可
の
種
類
、
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

五

第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
製
造
業
の
許
可
の
区
分
、
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

六

輸
出
す
る
た
め
に
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の
品
目
及
び
そ
の
輸
出
先
そ
の
他
の
当
該

再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
情
報

２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
百
十
四
の
三
に
よ
る
届
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う

も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
届
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
令
第
七
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
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は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
百
六
十
六
条
の
見
出
し
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項

及
び
第
二
項
中
「
第
八
十
条
第
五
項
」
を
「
第
八
十
条
第
八
項
」
に
、
「
に
添
付
す
る
文
書
及
び
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包

」
を
「
の
添
付
文
書
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

令
第
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
五
条
の
三
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
八
十
条
第
八
項

に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の
添
付
文
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
「
注
意
―
特
例
承
認
再

生
医
療
等
製
品
」
の
文
字
と
す
る
。

第
二
百
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
八
十
条
第
六
項
」
を
「
第
八
十
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
八
条
中
「
に
規
定
す
る
薬
物
」
を
「
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
薬
物
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
処
方

せ
ん
」
を
「
処
方
箋
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

機
械
器
具
等
と
一
体
的
に
製
造
さ
れ
た
被
験
薬
に
つ
い
て
治
験
の
依
頼
を
し
た
者
又
は
自
ら
治
験
を
実
施
し
た
者
に
よ
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る
当
該
被
験
薬
の
機
械
器
具
等
に
係
る
部
分
に
係
る
治
験
に
関
す
る
不
具
合
情
報
等
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
七
十

四
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
百
七
十
四
条
中
「
に
規
定
す
る
機
械
器
具
等
」
を
「
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
械
器
具
等
」
に
改
め
、
同
条
第

一
号
中
「
第
十
四
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
」
に
、
「
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
」

を
「
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
に
、
「
管
理
医
療
機
器
」
を
「
高
度
管
理
医
療
機
器
及
び
管
理
医
療

機
器
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
次
条
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
九
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の

二
の
五
第
十
一
項
」
に
、
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
」
に
、
「
第
四
十
七
条
第
四

号
」
を
「
第
百
十
四
条
の
二
十
五
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
五
条
中
「
治
験
に
」
を
「
機
械
器
具
等
に
係
る
治
験
に
」
に
改
め
、
「
第
二
百
六
十
九
条
の
見
出
し
中
「
薬

物
」
と
あ
る
の
は
「
機
械
器
具
等
」
と
、
同
条
第
一
項
」
を
「
第
二
百
六
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
治
験
（
薬
物
」
と

あ
る
の
は
「
治
験
（
機
械
器
具
等
」
と
、
」
を
削
り
、
「
同
項
第
一
号
中
「
」
の
下
に
「
治
験
の
対
象
と
さ
れ
る
」
を
、
「

準
用
す
る
次
条
」
と
」
の
下
に
「
、
同
項
第
十
九
号
中
「
治
験
薬
」
と
あ
る
の
は
「
治
験
機
器
」
と
」
を
加
え
、
「
の
見
出
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し
中
「
薬
物
」
と
あ
る
の
は
「
機
械
器
具
等
」
と
、
同
条
」
及
び
「
「
薬
物
」
と
あ
る
の
は
「
機
械
器
具
等
」
と
、
」
を
削

り
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
加
工
細
胞
等
に
係
る
治
験
の
届
出
を
要
す
る
場
合
）

第
二
百
七
十
五
条
の
二

法
第
八
十
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
人
若
し
く
は
動
物
の
細
胞
に
培
養
そ
の
他

の
加
工
を
施
し
た
も
の
又
は
人
若
し
く
は
動
物
の
細
胞
に
導
入
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
体
内
で
発
現
す
る
遺
伝
子
を
含
有
す
る

も
の
（
以
下
「
加
工
細
胞
等
」
と
い
う
。
）
は
、
再
生
医
療
等
製
品
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
加
工
細
胞
等
と
す
る
。

（
加
工
細
胞
等
に
係
る
治
験
に
関
す
る
不
具
合
情
報
等
の
報
告
）

第
二
百
七
十
五
条
の
三

治
験
（
加
工
細
胞
等
を
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
依
頼
を

し
た
者
又
は
自
ら
治
験
を
実
施
し
た
者
は
、
治
験
の
対
象
と
さ
れ
る
加
工
細
胞
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
験
製
品

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
そ
の

旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
被
験
製
品
又
は
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
当
該
被
験
製
品

と
構
成
細
胞
又
は
導
入
遺
伝
子
が
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
当
該
被
験
製
品
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等
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
又
は
そ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染

症
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
よ
う
な
症
例
等
の
発
生
又
は
発
生
数
、
発
生
頻
度
、
発
生
条
件
等
の
発
生
傾
向

が
当
該
被
験
製
品
の
治
験
製
品
概
要
書
（
当
該
被
験
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
情
報
等
を
記
載
し

た
文
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
予
測
で
き
な
い
も
の

七
日

イ

死
亡

ロ

死
亡
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
症
例

二

次
に
掲
げ
る
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
五
日

イ

次
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
被
験
製
品
等
の
使
用
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
又
は
そ

れ
ら
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
よ
う
な
症
例
等
の
発
生
又
は
発

生
数
、
発
生
頻
度
、
発
生
条
件
等
の
発
生
傾
向
が
当
該
被
験
製
品
の
治
験
製
品
概
要
書
か
ら
予
測
で
き
な
い
も
の

治
療
の
た
め
に
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
入
院
又
は
入
院
期
間
の
延
長
が
必
要
と
さ
れ
る
症
例

(1)

障
害

(2)

障
害
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
症
例

(3)
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か
ら

ま
で
並
び
に
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
症
例
に
準
じ
て
重
篤
で
あ
る
症
例

(4)

(1)

(3)

後
世
代
に
お
け
る
先
天
性
の
疾
病
又
は
異
常

(5)
ロ

前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
被
験
製
品
等
の
使
用
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る

も
の
又
は
そ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
も
の

ハ

外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
被
験
製
品
と
構
成
細
胞
又
は
導
入
遺
伝
子
が
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
に
係
る
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
中
止
、
回
収
、
廃
棄
そ
の
他
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置
の
実
施

ニ

当
該
被
験
製
品
等
の
使
用
に
よ
る
影
響
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
感
染
症
に
よ
り
が
ん
そ
の
他
の
重
大
な

疾
病
、
障
害
若
し
く
は
死
亡
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
当
該
被
験
製
品
等
の
使
用
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と

疑
わ
れ
る
疾
病
等
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
の
発
生
数
、
発
生
頻
度
、
発
生
条
件

等
の
発
生
傾
向
が
著
し
く
変
化
し
た
こ
と
又
は
当
該
被
験
製
品
等
が
治
験
の
対
象
と
な
る
疾
患
に
対
し
て
効
能
、
効

果
若
し
く
は
性
能
を
有
し
な
い
こ
と
を
示
す
研
究
報
告

三

当
該
被
験
製
品
等
の
不
具
合
の
発
生
で
あ
つ
て
、
当
該
不
具
合
に
よ
つ
て
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
前
号
イ

か
(1)
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ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三
十
日

(5)

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
治
験
の
依
頼
を
し
た
者
又
は
自
ら
治
験
を
実
施
し
た
者
は
、
当
該
治
験
が
既
に
製
造
販

売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
事
項
の
一
部
の
変
更
（
当
該
変
更
が
第
百
三
十
七

条
の
二
十
八
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
申
請
に
係
る
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
の
収
集

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
外
国

で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
当
該
治
験
に
係
る
被
験
製
品
と
構
成
細
胞
又
は
導
入
遺
伝
子
が
同
一
性
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
の
使
用
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
又
は
そ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に

よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３

治
験
の
依
頼
を
し
た
者
又
は
自
ら
治
験
を
実
施
し
た
者
は
、
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

並
び
に
同
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
で
あ
つ
て
当
該
被
験
製
品
等
の
使
用
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑

(1)

(5)

わ
れ
る
も
の
又
は
そ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
も
の
（
同
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
並

び
に
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
発
現
症
例
一
覧
等
を
当
該
被
験
製
品
ご
と
に
、
当
該
被
験
製
品
に
つ
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い
て
初
め
て
治
験
の
計
画
を
届
け
出
た
日
等
か
ら
起
算
し
て
一
年
ご
と
に
、
そ
の
期
間
の
満
了
後
二
月
以
内
に
厚
生
労
働

大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
自
ら
治
験
を
実
施
し
た
者
が
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い

る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
治
験
を
行
つ
た
場
合
又
は
既
に
当
該
被
験
製
品
に
つ
い
て
治
験
の
依
頼
を
し
た
者
が
治
験
を

行
つ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
準
用
）

第
二
百
七
十
五
条
の
四

加
工
細
胞
等
に
係
る
治
験
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
六
十
九
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
の
規
定

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
六
十
九
条
第
一
項
中
「
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
百
七
十
三
条
ま
で
に
お
い

て
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
治
験
の
対
象
と
さ
れ
る
薬
物
（
以
下
「
被
験
薬
」
と
」
と
あ
る
の
は

「
被
験
製
品
（
第
二
百
七
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
「
被
験
製
品
」
を
」
と
、
「
成
分
及
び
分
量
」
と
あ
る
の
は

「
構
成
細
胞
又
は
導
入
遺
伝
子
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
被
験
薬
」
と
あ
る
の
は
「
被
験
製
品
」
と
、
同
項

第
四
号
中
「
被
験
薬
」
と
あ
る
の
は
「
被
験
製
品
」
と
、
「
用
量
」
と
あ
る
の
は
「
用
量
又
は
使
用
方
法
」
と
、
同
項
第

十
号
中
「
被
験
薬
」
と
あ
る
の
は
「
被
験
製
品
」
と
、
「
医
薬
品
又
は
薬
物
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
医
療
等
製
品
又
は
加

工
細
胞
等
」
と
、
同
項
第
十
二
号
中
「
被
験
薬
」
と
あ
る
の
は
「
被
験
製
品
」
と
、
同
項
第
十
三
号
中
「
被
験
薬
」
と
あ

- 151 -



る
の
は
「
被
験
製
品
」
と
、
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
七
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
」
と
、
同
項
第

十
九
号
中
「
治
験
薬
」
と
あ
る
の
は
「
治
験
製
品
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
被
験
薬
」
と
あ
る
の
は
「
被
験
製
品
」
と
、

「
毒
性
、
薬
理
作
用
等
」
と
あ
る
の
は
「
安
全
性
、
効
能
又
は
性
能
等
」
と
、
第
二
百
七
十
条
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
百
七
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
」
と
、
第
二
百
七
十
一
条
中
「
前
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
七

十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
条
」
と
、
第
二
百
七
十
二
条
中
「
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
医
療
等
製
品
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
七
十
七
条
の
見
出
し
中
「
薬
物
又
は
機
械
器
具
等
」
を
「
薬
物
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
百
七
十
五
条
」
の

下
に
「
及
び
第
二
百
七
十
五
条
の
四
」
を
加
え
る
。

第
二
百
七
十
八
条
の
見
出
し
中
「
薬
物
又
は
機
械
器
具
等
」
を
「
薬
物
等
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
九
条
の
見
出
し
中
「
薬
物
又
は
機
械
器
具
等
」
を
「
薬
物
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
第
二
百
七
十
四
条

の
二
の
」
を
「
、
第
二
百
七
十
四
条
の
二
及
び
第
二
百
七
十
五
条
の
三
の
」
に
、
「
第
二
百
七
十
三
条
及
び
第
二
百
七
十
四

条
の
二
中
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
中
」
に
改
め
る
。

第
二
百
八
十
条
の
見
出
し
中
「
薬
物
又
は
機
械
器
具
等
」
を
「
薬
物
等
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
十
四
条
を
加
え
る
。
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（
原
薬
等
登
録
原
簿
へ
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
原
薬
等
）

第
二
百
八
十
条
の
二

法
第
十
四
条
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
四
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
四
項
に
規
定

す
る
原
薬
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

専
ら
他
の
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
製
造
の
用

に
供
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。
）

二

こ
れ
ま
で
医
薬
品
の
製
造
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
添
加
剤
又
は
こ
れ
ま
で
の
成
分
の
配
合
割
合
と
異
な
る
添
加

剤
三

専
ら
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
製
造
の
用
に

供
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
原
材
料

四

専
ら
再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
製
造

の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
原
材
料

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
容
器
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
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（
原
薬
等
登
録
原
簿
の
登
録
の
申
請
）

第
二
百
八
十
条
の
三

法
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
原
薬
等
登
録
原
簿
へ
の
登
録
の
申
請
は
、
様
式
第
百
二
十

に
よ
る
申
請
書
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

外
国
に
お
い
て
原
薬
等
を
製
造
す
る
者
で
あ
つ
て
前
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
本
邦
内
に
お
い
て

当
該
登
録
等
に
係
る
事
務
を
行
う
者
（
以
下
「
原
薬
等
国
内
管
理
人
」
と
い
う
。
）
を
、
本
邦
内
に
住
所
を
有
す
る
者
（

外
国
法
人
で
本
邦
内
に
事
務
所
を
有
す
る
者
の
当
該
事
務
所
の
代
表
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
か
ら
、
当
該
登
録
の
申
請
の

際
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
品
目
を
製
造
す
る
製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

当
該
品
目
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報

三

当
該
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

当
該
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
品
目
に
係
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業

の
許
可
若
し
く
は
登
録
又
は
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
、
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
外
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国
製
造
業
者
の
認
定
若
し
く
は
登
録
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
の
許
可
の
区
分
及
び
許
可
番
号
、
登
録
番
号
又
は

認
定
の
区
分
及
び
認
定
番
号

五

外
国
に
お
い
て
原
薬
等
を
製
造
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
原
薬
等
国
内
管
理
人
の
氏
名
及
び
住
所

４

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
登
録
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
を
機
構
」
と
す

る
。

（
原
薬
等
登
録
原
簿
の
登
録
証
の
交
付
）

第
二
百
八
十
条
の
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
八
十
条
の
六
第
一
項
又
は
第
八
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十

四
条
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
四
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
四
項
に
規
定
す
る
原
薬
等
の
登
録
を
し
た

と
き
は
、
登
録
を
申
請
し
た
者
に
登
録
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
登
録
証
は
、
様
式
第
百
二
十
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
登
録
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
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第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
」
と
す
る
。

（
原
薬
等
登
録
原
簿
の
登
録
証
の
書
換
え
交
付
）

第
二
百
八
十
条
の
五

原
薬
等
登
録
業
者
は
、
原
薬
等
登
録
原
簿
の
登
録
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の

書
換
え
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
百
二
十
二
に
よ
る
申
請
書
に
登
録
証
を
添
え
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
登
録
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
」
と
す
る
。

（
原
薬
等
登
録
原
簿
の
登
録
証
の
再
交
付
）

第
二
百
八
十
条
の
六

原
薬
等
登
録
業
者
は
、
原
薬
等
登
録
原
簿
の
登
録
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
つ
た
と
き
は
、
そ
の

再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
百
二
十
三
に
よ
る
申
請
書
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
証
を
破
り
、
又
は
汚
し
た
原
薬
等
登
録
業
者
は
、
申
請
書
に
そ
の
登
録
証
を
添
え
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

３

原
薬
等
登
録
業
者
は
、
原
薬
等
登
録
原
簿
の
登
録
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
つ
た
登
録
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
厚
生
労
働
大
臣
に
こ
れ
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
登
録
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る

前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
」
と
す
る
。

（
原
薬
等
登
録
原
簿
の
登
録
台
帳
）

第
二
百
八
十
条
の
七

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
八
十
条
の
六
第
一
項
又
は
第
八
十
条
の
八
第
一
項
の
登
録
に
関
す
る
台
帳

を
備
え
、
こ
れ
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二

原
薬
等
登
録
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

三

当
該
品
目
の
名
称

四

当
該
品
目
の
製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五

原
薬
等
登
録
業
者
が
医
薬
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
若
し
く
は
登
録
又
は
医
薬
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品
等
外
国
製
造
業
者
、
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
若
し
く
は
登

録
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
の
許
可
の
区
分
及
び
許
可
番
号
、
登
録
番
号
又
は
認
定
の
区
分
及
び
認
定
番
号

六

外
国
に
お
い
て
原
薬
等
を
製
造
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
原
薬
等
国
内
管
理
人
の
氏
名
及
び
住
所

七

当
該
品
目
の
登
録
内
容
の
概
要

２

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
登
録
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
」
と
す
る
。

（
原
薬
等
登
録
業
者
等
の
公
示
）

第
二
百
八
十
条
の
八

法
第
八
十
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
で
あ
つ
て
、
原
薬
等
登
録
業
者
等
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
す
る
。

一

登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二

原
薬
等
登
録
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

三

当
該
品
目
の
名
称

（
原
薬
等
と
し
て
不
適
当
な
場
合
）
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第
二
百
八
十
条
の
九

法
第
八
十
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
第
二
百
八
十
条
の
三
第

四
項
に
規
定
す
る
書
類
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
場
合
又
は
申
請
に
係
る
原
薬
等
の
性
状
若
し
く
は
品
質
が
保
健
衛
生
上
著

し
く
不
適
当
な
場
合
と
す
る
。

（
原
薬
等
登
録
原
簿
の
登
録
の
変
更
）

第
二
百
八
十
条
の
十

法
第
八
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
原
薬
等
登
録
原
簿
の
登
録
事
項
の
変
更
の
登
録
の
申
請
は

、
様
式
第
百
二
十
四
に
よ
る
申
請
書
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
証

二

登
録
事
項
の
変
更
の
内
容
に
関
す
る
資
料

３

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
登
録
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
を
機
構
」
と
す

る
。

（
登
録
事
項
の
軽
微
な
変
更
の
範
囲
）
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第
二
百
八
十
条
の
十
一

法
第
八
十
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
変
更
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

原
薬
等
の
本
質
、
特
性
、
性
能
及
び
安
全
性
に
影
響
を
与
え
る
製
造
方
法
等
の
変
更

二

規
格
及
び
試
験
方
法
に
掲
げ
る
事
項
の
削
除
又
は
規
格
の
変
更

三

病
原
因
子
の
不
活
化
又
は
除
去
方
法
に
関
す
る
変
更

四

前
三
号
に
掲
げ
る
変
更
の
ほ
か
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

（
登
録
事
項
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
二
百
八
十
条
の
十
二

法
第
八
十
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
百
二
十
五
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通

）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
届
出
は
、
登
録
事
項
を
変
更
し
た
後
三
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
登
録
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
を
機
構
」
と
す

る
。
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（
原
薬
等
登
録
原
簿
の
登
録
証
の
返
納
）

第
二
百
八
十
条
の
十
三

原
薬
等
登
録
業
者
は
、
法
第
八
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
原
薬
等
登
録
原
簿
の
登
録
の
抹

消
を
受
け
た
と
き
、
又
は
そ
の
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
厚
生
労
働
大
臣
に
原
薬
等
登
録
原
簿
の
登
録
証
を
返

納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
登
録
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
」
と
す
る
。

（
登
録
の
承
継
）

第
二
百
八
十
条
の
十
四

原
薬
等
登
録
業
者
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
又
は
分
割
（
第
二
百
八
十
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る

書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
登
録
に
係
る
書
類
」
と
い
う
。
）
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は

、
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
原
薬
等
登
録
業
者
の
地
位
を
承

継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
又

は
分
割
に
よ
り
当
該
登
録
に
係
る
書
類
を
承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
原
薬
等
登
録
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２

原
薬
等
登
録
業
者
が
そ
の
地
位
を
承
継
さ
せ
る
目
的
で
当
該
登
録
に
係
る
書
類
の
譲
渡
し
を
し
た
と
き
は
、
譲
受
人
は
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、
当
該
原
薬
等
登
録
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
原
薬
等
登
録
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
相
続
の
場
合
に
あ
つ
て
は
相
続
後
遅
滞
な
く
、

相
続
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
承
継
前
に
、
様
式
第
百
二
十
六
に
よ
る
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

前
項
の
届
書
に
は
、
原
薬
等
登
録
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
八
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
登
録
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る

第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
」
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
登
録
等
の
通
知
）

第
二
百
八
十
条
の
十
五

法
第
八
十
条
の
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
通
知
は
、
様
式
第
百
二

十
七
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
百
八
十
一
条
第
一
項
中
「
第
六
号
か
ら
第
十
七
号
」
を
「
第
八
号
か
ら
第
二
十
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
及

び
法
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
」
を
「
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
六
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
四
第
四
項
及
び
第
六
十
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八
条
の
十
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
三
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

第
二
百
八
十
一
条
第
一
項
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第

五
号
中
「
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
十
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第

四
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

五

法
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

第
二
百
八
十
一
条
第
一
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

二
十
五

令
第
四
十
三
条
の
十
に
規
定
す
る
権
限

二
十
六

令
第
四
十
三
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
七

令
第
四
十
三
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
八

令
第
四
十
三
条
の
十
三
に
規
定
す
る
権
限
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第
二
百
八
十
一
条
第
二
項
中
「
及
び
第
九
十
五
条
」
を
「
、
第
九
十
五
条
、
第
百
十
四
条
の
五
十
六
、
第
百
十
四
条
の
五

十
七
、
第
百
三
十
七
条
の
五
十
六
及
び
第
百
三
十
七
条
の
五
十
七
」
に
改
め
る
。

第
二
百
八
十
二
条
中
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
六
」
に
改
め
る
。

第
二
百
八
十
四
条
の
見
出
し
中
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を

「
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
同
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項

様
式
第
九
に
よ
る
申
請
書

第
二
十
一
条

様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書

第
二
十
二
条

様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書

第
二
十
三
条
第
一
項

様
式
第
十
一
に
よ
る
申
請
書

第
二
十
五
条
第
一
項

様
式
第
十
二
に
よ
る
申
請
書

第
二
十
八
条
第
一
項
（
第
三
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書

合
を
含
む
。
）

第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
三
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
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合
を
含
む
。
）

第
三
十
条
第
一
項

様
式
第
十
四
に
よ
る
申
請
書

第
三
十
一
条
第
一
項

様
式
第
十
五
に
よ
る
申
請
書

第
三
十
五
条
第
一
項

様
式
第
十
八
に
よ
る
申
請
書

第
三
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
第
一
項

様
式
第
二
十
に
よ
る
申
請
書

第
三
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
一
項

様
式
第
二
十
一
に
よ
る
申
請
書

第
三
十
八
条

様
式
第
二
十
二
に
よ
る
申
請
書

第
四
十
六
条
第
一
項

様
式
第
二
十
三
に
よ
る
申
請
書

第
四
十
八
条
第
一
項

様
式
第
二
十
四
に
よ
る
届
書

第
五
十
条
第
一
項

様
式
第
二
十
五
に
よ
る
申
請
書

第
五
十
六
条

様
式
第
三
十
に
よ
る
申
請
書

第
六
十
六
条
第
一
項

様
式
第
三
十
五
に
よ
る
申
請
書
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第
六
十
九
条
第
二
項

様
式
第
三
十
八
に
よ
る
届
書

第
七
十
条
第
一
項

様
式
第
三
十
九
に
よ
る
届
書

第
七
十
条
第
二
項

様
式
第
四
十
に
よ
る
届
書

第
九
十
四
条
第
二
項

様
式
第
五
十
に
よ
る
届
書

第
九
十
四
条
第
三
項

様
式
第
五
十
一
に
よ
る
届
書

第
九
十
五
条
第
二
項

様
式
第
五
十
二
に
よ
る
届
書

第
九
十
五
条
第
三
項

様
式
第
五
十
二
の
二
に
よ
る
届
書

第
九
十
九
条
第
二
項

様
式
第
六
に
よ
る
届
書

第
百
条
第
二
項

様
式
第
六
に
よ
る
届
書

第
百
二
条
第
一
項

様
式
第
五
十
三
に
よ
る
申
請
書

第
百
五
条
第
二
項

様
式
第
五
十
四
に
よ
る
届
書

第
百
八
条
第
二
項

様
式
第
五
十
四
に
よ
る
届
書

第
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
六
条
第
一
項

様
式
第
五
十
五
に
よ
る
申
請
書
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第
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
八
条
第
一
項

様
式
第
五
十
六
に
よ
る
届
書

第
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
条
第
一
項

様
式
第
五
十
七
に
よ
る
申
請
書

第
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条

様
式
第
五
十
九
に
よ
る
申
請
書

第
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
六
条
第
一
項

様
式
第
六
十
一
に
よ
る
申
請
書

第
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
九
条
第
二
項

様
式
第
六
十
三
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条

様
式
第
八
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条

様
式
第
八
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条

様
式
第
八
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条

様
式
第
八
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
の
二
第
一
項

様
式
第
九
に
よ
る
申
請
書

第
百
十
四
条
の
四

様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書

第
百
十
四
条
の
五

様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書

第
百
十
四
条
の
六
第
一
項

様
式
第
十
一
に
よ
る
申
請
書
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第
百
十
四
条
の
九
第
一
項

様
式
第
六
十
三
の
二
に
よ
る
申
請
書

第
百
十
四
条
の
十
一
（
第
百
十
四
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用

様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書

す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
十
四
条
の
十
二
（
第
百
十
四
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用

様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書

す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
十
四
条
の
十
三
第
一
項

様
式
第
六
十
三
の
四
に
よ
る
申
請
書

第
百
十
四
条
の
十
五
第
一
項

様
式
第
六
十
三
の
五
に
よ
る
申
請
書

第
百
十
四
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
四
条
の
十

様
式
第
六
十
三
の
七
に
よ
る
申
請
書

三
第
一
項

第
百
十
四
条
の
十
七

様
式
第
六
十
三
の
八
に
よ
る
申
請
書

第
百
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項

様
式
第
六
十
三
の
九
に
よ
る
申
請
書

第
百
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項

様
式
第
六
十
三
の
十
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
の
二
十
八
第
一
項

様
式
第
六
十
三
の
十
一
に
よ
る
申
請
書
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第
百
十
四
条
の
三
十
九

様
式
第
六
十
三
の
十
七
に
よ
る
申
請
書

第
百
十
四
条
の
四
十
六
第
二
項

様
式
第
六
十
三
の
二
十
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
の
四
十
七
第
一
項

様
式
第
六
十
三
の
二
十
一
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
の
四
十
七
第
二
項

様
式
第
四
十
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
の
五
十
六
第
二
項

様
式
第
五
十
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
の
五
十
六
第
三
項

様
式
第
五
十
一
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
の
五
十
七
第
二
項

様
式
第
五
十
二
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
の
五
十
七
第
三
項

様
式
第
五
十
二
の
二
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
の
六
十
九
第
二
項

様
式
第
六
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
の
七
十
第
二
項

様
式
第
六
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
の
七
十
二
第
一
項

様
式
第
六
十
三
の
二
十
二
に
よ
る
申
請
書

第
百
十
四
条
の
七
十
五
第
二
項

様
式
第
五
十
四
に
よ
る
届
書

第
百
十
四
条
の
七
十
八
第
二
項

様
式
第
五
十
四
に
よ
る
届
書
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第
百
十
四
条
の
八
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
四
条
の

様
式
第
六
十
三
の
二
十
三
に
よ
る
申
請
書

二
十
四
第
一
項

第
百
十
四
条
の
八
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
四
条
の

様
式
第
六
十
三
の
二
十
四
に
よ
る
届
書

二
十
六
第
一
項

第
百
十
四
条
の
八
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
四
条
の

様
式
第
六
十
三
の
二
十
五
に
よ
る
申
請
書

二
十
八
第
一
項

第
百
十
四
条
の
八
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
四
条
の

様
式
第
六
十
三
の
三
十
に
よ
る
申
請
書

三
十
九

第
百
十
四
条
の
八
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
四
条
の

様
式
第
六
十
三
の
三
十
二
に
よ
る
届
書

四
十
六
第
二
項

第
百
十
四
条
の
八
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八

様
式
第
八
に
よ
る
届
書

条第
百
十
四
条
の
八
十
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八

様
式
第
八
に
よ
る
届
書
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条第
百
三
十
七
条
の
二
第
一
項

様
式
第
九
に
よ
る
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
四

様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
五

様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
六
第
一
項

様
式
第
十
一
に
よ
る
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
八
第
一
項

様
式
第
十
二
に
よ
る
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
十
一
第
一
項
（
第
百
三
十
七
条
の
二
十
に

様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
一
項
（
第
百
三
十
七
条
の
二
十
に

様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
三
十
七
条
の
十
三
第
一
項

様
式
第
十
四
に
よ
る
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
十
四
第
一
項

様
式
第
十
五
に
よ
る
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
十
八
第
一
項

様
式
第
十
八
に
よ
る
申
請
書
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第
百
三
十
七
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
七
条

様
式
第
二
十
に
よ
る
申
請
書

の
十
三
第
一
項

第
百
三
十
七
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
七
条

様
式
第
二
十
一
に
よ
る
申
請
書

の
十
四
第
一
項

第
百
三
十
七
条
の
二
十
一

様
式
第
七
十
五
の
二
に
よ
る
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
二
十
七
第
一
項

様
式
第
七
十
五
の
三
に
よ
る
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項

様
式
第
七
十
五
の
四
に
よ
る
届
書

第
百
三
十
七
条
の
三
十
一
第
一
項

様
式
第
七
十
五
の
五
に
よ
る
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
三
十
八

様
式
第
七
十
五
の
九
に
よ
る
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
四
十
六
第
一
項

様
式
第
七
十
五
の
十
二
に
よ
る
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
四
十
九
第
二
項

様
式
第
七
十
五
の
十
五
に
よ
る
届
書

第
百
三
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項

様
式
第
五
十
に
よ
る
届
書

第
百
三
十
七
条
の
五
十
六
第
三
項

様
式
第
五
十
一
に
よ
る
届
書
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第
百
三
十
七
条
の
五
十
七
第
二
項

様
式
第
五
十
二
に
よ
る
届
書

第
百
三
十
七
条
の
五
十
七
第
三
項

様
式
第
五
十
二
の
二
に
よ
る
届
書

第
百
三
十
七
条
の
六
十
五
第
二
項

様
式
第
六
に
よ
る
届
書

第
百
三
十
七
条
の
六
十
六
第
二
項

様
式
第
六
に
よ
る
届
書

第
百
三
十
七
条
の
六
十
八
第
一
項

様
式
第
七
十
五
の
十
七
に
よ
る
申
請
書

第
百
三
十
七
条
の
七
十
一
第
二
項

様
式
第
五
十
四
に
よ
る
届
書

第
百
三
十
七
条
の
七
十
四
第
二
項

様
式
第
五
十
四
に
よ
る
届
書

第
百
三
十
七
条
の
七
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
七

様
式
第
七
十
五
の
十
八
に
よ
る
申
請
書

条
の
二
十
七
第
一
項

第
百
三
十
七
条
の
七
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
七

様
式
第
七
十
五
の
十
九
に
よ
る
届
書

条
の
二
十
九
第
一
項

第
百
三
十
七
条
の
七
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
七

様
式
第
七
十
五
の
二
十
に
よ
る
申
請
書

条
の
三
十
一
第
一
項
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第
百
三
十
七
条
の
七
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
七

様
式
第
七
十
五
の
二
十
二
に
よ
る
申
請
書

条
の
三
十
八

第
百
三
十
七
条
の
七
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
七

様
式
第
七
十
五
の
二
十
四
に
よ
る
申
請
書

条
の
四
十
六
第
一
項

第
百
三
十
七
条
の
七
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
七

様
式
第
七
十
五
の
二
十
六
に
よ
る
届
書

条
の
四
十
九
第
二
項

第
百
三
十
七
条
の
七
十
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

様
式
第
八
に
よ
る
届
書

八
条

第
百
三
十
七
条
の
七
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

様
式
第
八
に
よ
る
届
書

八
条

第
百
八
十
条
第
一
項

様
式
第
九
十
一
に
よ
る
申
請
書

第
百
八
十
三
条
第
一
項

様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書

第
百
八
十
四
条
第
一
項

様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
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第
百
八
十
五
条
第
一
項

様
式
第
九
十
三
に
よ
る
申
請
書

第
百
八
十
六
条

様
式
第
九
十
四
に
よ
る
申
請
書

第
百
九
十
五
条
第
二
項

様
式
第
六
に
よ
る
届
書

第
二
百
二
十
九
条
第
一
項

様
式
第
九
十
九
に
よ
る
申
請
書

第
二
百
六
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
条
第

様
式
第
百
十
三
に
よ
る
申
請
書

一
項

第
二
百
六
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
七

様
式
第
百
十
三
に
よ
る
申
請
書

条
の
三
十
一
第
一
項

第
二
百
六
十
五
条
第
二
項

様
式
第
百
十
四
に
よ
る
届
書

第
二
百
六
十
五
条
第
三
項

様
式
第
六
に
よ
る
届
書

第
二
百
六
十
五
条
の
二
第
二
項

様
式
第
百
十
四
の
二
に
よ
る
届
書

第
二
百
六
十
五
条
の
二
第
三
項

様
式
第
六
に
よ
る
届
書

第
二
百
六
十
五
条
の
三
第
二
項

様
式
第
百
十
四
の
三
に
よ
る
届
書

- 175 -



第
二
百
六
十
五
条
の
三
第
三
項

様
式
第
六
に
よ
る
届
書

第
二
百
六
十
七
条
第
二
項

様
式
第
百
十
五
に
よ
る
届
書

第
二
百
八
十
条
の
三
第
一
項

様
式
第
百
二
十
に
よ
る
申
請
書

第
二
百
八
十
条
の
五
第
二
項

様
式
第
百
二
十
二
に
よ
る
申
請
書

第
二
百
八
十
条
の
六
第
二
項

様
式
第
百
二
十
三
に
よ
る
申
請
書

第
二
百
八
十
条
の
十
第
一
項

様
式
第
百
二
十
四
に
よ
る
申
請
書

第
二
百
八
十
条
の
十
二
第
一
項

様
式
第
百
二
十
五
に
よ
る
届
書

第
二
百
八
十
条
の
十
四
第
三
項

様
式
第
百
二
十
六
に
よ
る
届
書

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
）

第
二
百
八
十
八
条

第
九
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
九
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
十
四
条
の
五
十
六
第
一

項
及
び
第
三
項
、
第
百
十
四
条
の
五
十
七
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
三
十
七
条
の
五
十
六
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に

第
百
三
十
七
条
の
五
十
七
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
医
薬
品
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
除
く
。
）
、
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医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
厚
生

労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
入
出
力
装
置
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
章
を
第
十
四
章
と
す
る
。

第
九
章
の
章
名
中
「
及
び
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
」
を
「
、
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
及
び
希
少
疾
病
用
再
生
医
療
等
製
品

」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
条
の
見
出
し
中
「
及
び
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
」
を
「
、
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
及
び
希
少
疾
病
用
再
生
医

療
等
製
品
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
」
を
「
、
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
又
は
希
少
疾
病
用

再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
医
薬
品
」
の
下
に
「
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
る
。

第
二
百
五
十
二
条
中
「
又
は
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
」
を
「
、
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
又
は
希
少
疾
病
用
再
生
医
療
等
製

品
」
に
改
め
る
。

第
九
章
を
第
十
三
章
と
す
る
。
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第
八
章
の
二
を
第
十
二
章
と
す
る
。

第
二
百
四
十
四
条
中
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
」

に
改
め
、
「
、
原
薬
等
登
録
業
者
」
を
削
り
、
「
賃
貸
業
者
」
を
「
貸
与
業
者
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
九
第
六
項
若
し
く

は
第
七
十
七
条
の
五
第
四
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
五
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
三
項
、
第
六
十
八
条
の

五
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六
項
」
に
改
め
、
「
委
託
を
受
け
た
者
」
の
下

に
「
又
は
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
」
を
加
え
、
「
、
必
要
な
報
告
を
さ
せ
る
と
き
又
は
法
第
七
十
五
条

の
二
第
一
項
第
二
号
」
を
「
必
要
な
報
告
を
さ
せ
る
と
き
、
法
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
、
若
し
く

は
」
を
「
必
要
な
報
告
を
求
め
る
と
き
、
」
に
、
「
認
定
外
国
製
造
業
者
に
対
し
て
、
」
を
「
認
定
医
薬
品
等
外
国
製
造
業

者
若
し
く
は
認
定
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
に
対
し
て
必
要
な
報
告
を
求
め
る
と
き
又
は
法
第
七
十
五
条
の
五
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
登
録
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
に
対
し
て
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
五
条
中
「
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
、
「
第
六
十
九
条
の
二
第

一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
、
「
医
薬
品
等
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し

く
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。
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第
二
百
四
十
七
条
中
「
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
」
に
、
「
又
は
地
方
厚
生
局
長
」
を

「
、
地
方
厚
生
局
長
又
は
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
八
条
中
「
第
六
十
九
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
七
十
五

条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
四
項
」
に
改
め
、
「
第
七
十
五
条
の
四
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
法
第
七

十
五
条
の
五
第
三
項
」
を
加
え
る
。

第
八
章
を
第
十
一
章
と
す
る
。

第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
六
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
」
に
、

「
様
式
第
九
十
八
」
を
「
様
式
第
九
十
九
」
に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
条
中
「
第
六
十
八
条
の
三
第
一
号
」
を
「
第
六
十
八
条
の
十
七
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
一
条
中
「
第
六
十
八
条
の
三
第
二
号
」
を
「
第
六
十
八
条
の
十
七
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
二
条
中
「
第
二
百
二
十
八
条
」
を
「
第
二
百
二
十
条
の
三
及
び
第
二
百
二
十
一
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
三
条
中
「
第
六
十
八
条
の
三
第
四
号
」
を
「
第
六
十
八
条
の
十
七
第
四
号
」
に
改
め
、
「
（
製
造
に
使
用
す
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る
原
料
又
は
材
料
（
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
由
来
と
な
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
六
十
八
条
の
四
第
一
号
」
を
「
第
六
十
八
条
の
十
八
第
一
号
」
に
、
「
に
添
付
す
る
文

書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
」
を
「
の
添
付
文
書
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
（
植
物
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
に
あ
つ
て
は
」
の
下
に
「
、
そ
の
添
付
文
書
等
に
」
を
加
え
、
「
、
当
該
特
定
生
物
由
来
製

品
に
添
付
す
る
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
は
」
を
削
る
。

第
二
百
三
十
五
条
中
「
医
薬
品
」
を
「
製
造
専
用
医
薬
品
」
に
、
「
「
生
物
由
来
製
品
」
を
「
「
製
造
専
用
生
物
由
来
製

品
」
に
、
「
第
五
十
条
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
法
第
五
十
二
条
第
一
号
」
を
「
第
五
十
条
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
、
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
二
条
の
二
」
に
、
「
第
五
十
条
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、

法
第
五
十
二
条
第
一
号
、
法
第
六
十
八
条
の
三
及
び
法
第
六
十
八
条
の
四
」
を
「
第
五
十
条
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、

第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
六
十
八
条
の
十
七
並
び
に
第
六
十
八
条
の
十
八
」
に
、

「
法
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
五
」
を
「
第
六
十
八
条
の
十
九
」
に
、
「
法
第
五
十
二
条

、
法
第
六
十
八
条
の
三
及
び
法
第
六
十
八
条
の
四
」
を
「
第
五
十
二
条
、
第
六
十
八
条
の
十
七
及
び
第
六
十
八
条
の
十
八
」
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に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
六
条
を
削
る
。

第
二
百
三
十
七
条
中
「
第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「

賃
借
し
た
」
を
「
貸
借
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
賃
貸
し
た
」
を
「
貸
与
し
た
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
百
三
十

六
条
と
す
る
。

第
二
百
三
十
八
条
中
「
第
六
十
八
条
の
九
第
三
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
百
三

十
七
条
と
す
る
。

第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
中
「
第
六
十
八
条
の
九
第
六
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一

号
中
「
生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
選
任
製
造
販
売
業
者
（
以
下
「
生
物
由
来
製
品
の
承
認
取
得
者
等
」
と
い
う

。
）
」
を
「
生
物
由
来
製
品
承
認
取
得
者
等
」
に
、
「
賃
借
す
る
」
を
「
貸
借
す
る
」
に
、
「
賃
貸
業
者
」
を
「
貸
与
業
者

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
八
条
の
九
第
六
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

中
「
生
物
由
来
製
品
の
承
認
取
得
者
等
」
を
「
生
物
由
来
製
品
承
認
取
得
者
等
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
」
を
「

第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
六
十
八
条
の
九
第
六
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
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六
項
」
に
、
「
様
式
第
九
十
九
」
を
「
様
式
第
九
十
九
の
二
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
百
三
十
八
条
と
す
る
。

第
二
百
四
十
条
第
一
項
中
「
生
物
由
来
製
品
の
承
認
取
得
者
等
」
を
「
生
物
由
来
製
品
承
認
取
得
者
等
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
様
式
第
九
十
九
」
を
「
様
式
第
九
十
九
の
二
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
百
三
十
九
条
と
す
る
。

第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
中
「
生
物
由
来
製
品
の
承
認
取
得
者
等
」
を
「
生
物
由
来
製
品
承
認
取
得
者
等
」
に
、
「
第
六

十
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

六
十
八
条
の
九
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
前
二
項
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
「
第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
又
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
」

を
「
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
百
四
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
生
物
由
来
製
品
の
感
染
症
定
期
報
告
）

第
二
百
四
十
一
条

法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
業
者
、
外
国
医
薬

品
等
特
例
承
認
取
得
者
若
し
く
は
外
国
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品
等
選
任
製
造
販
売
業
者
若

し
く
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
選
任
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
生
物
由
来
製
品
に
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つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
生
物
由
来
製
品
の
名
称

二

承
認
番
号
及
び
承
認
年
月
日

三

調
査
期
間

四

当
該
生
物
由
来
製
品
の
出
荷
数
量

五

当
該
生
物
由
来
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は
原
料
若
し
く
は
材
料
に
係
る
人
そ
の
他
の
生
物
と
同
じ
人
そ
の
他
の
生
物

又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
、
人
そ
の
他
の
生
物
か
ら
人
に
感
染
す
る
と
認
め
ら
れ
る
疾
病
に
つ

い
て
の
研
究
報
告

六

当
該
生
物
由
来
製
品
又
は
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
当
該
生
物
由
来
製
品
の
成
分
（
当
該
生
物
由
来
製

品
に
含
有
さ
れ
、
又
は
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
人
そ
の
他
の
生
物
に
由
来
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
同

一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
人
そ
の
他
の
生
物
に
由
来
す
る
成
分
を
含
有
し
、
若
し
く
は
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用

し
て
い
る
製
品
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
該
生
物
由
来
製
品
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症

の
種
類
別
発
生
状
況
及
び
発
生
症
例
一
覧
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七

当
該
生
物
由
来
製
品
等
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
の
適

正
な
使
用
の
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置

八

当
該
生
物
由
来
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
当
該
報
告
を
行
う
者
の
見
解

九

当
該
生
物
由
来
製
品
の
添
付
文
書

十

当
該
生
物
由
来
製
品
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
生
物
由
来
製
品
の
適
正
な
使
用

の
た
め
に
必
要
な
情
報

２

前
項
の
報
告
は
、
当
該
生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
た
日
等
か
ら
六
月
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る

生
物
由
来
製
品
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
）
ご
と
に
、
そ
の
期
間
の
満
了
後
一
月
以
内
に
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
邦
文
以
外
で
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
報
告
に
係
る
資
料
の
翻
訳
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
期
間
の
満
了
後
二
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
四
十
二
条
の
見
出
し
中
「
対
す
る
」
の
下
に
「
生
物
由
来
製
品
の
」
を
加
え
、
同
条
中
「
第
六
十
八
条
の
十
一
第

三
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
」
に
、
「
第
二
百
三
十
六
条
」
を
「
前
条
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
八
第
一
項

」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

- 184 -



第
二
百
四
十
三
条
の
見
出
し
中
「
機
構
に
よ
る
」
の
下
に
「
生
物
由
来
製
品
の
」
を
加
え
、
同
条
中
「
第
六
十
八
条
の
十

一
第
四
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
七
章
を
第
十
章
と
す
る
。

第
二
百
九
条
の
見
出
し
中
「
処
方
せ
ん
医
薬
品
」
を
「
処
方
箋
医
薬
品
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
処
方
せ
ん
」
を
「

処
方
箋
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
条
の
見
出
し
を
「
（
医
薬
品
の
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
五
十
条
第
十
四
号
」

を
「
第
五
十
条
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の

」
に
、
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
、
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選

任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
等
の
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
」
を

削
り
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
指
定
管
理
医
療
機
器
等

」
を
「
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
」
に
、
「
外
国
特
例
認
証
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者
」

に
、
「
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療

機
器
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
外
国
特
例
認
証
取
得
者
等
の
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
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同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
外
国
製
造
医
療
機
器
等

特
例
承
認
取
得
者
の
氏
名
及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名
並
び
に
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び

住
所

第
二
百
十
一
条
の
見
出
し
中
「
表
示
」
を
「
医
薬
品
に
関
す
る
表
示
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
こ
え
」
を
「

超
え
」
に
改
め
、
同
項
の
表
法
第
五
十
条
第
九
号
の
項
中
「
第
五
十
条
第
九
号
」
を
「
第
五
十
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
表

法
第
五
十
条
第
十
号
の
項
中
「
第
五
十
条
第
十
号
」
を
「
第
五
十
条
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
表
法
第
五
十
条
第
十
一
号
の

項
中
「
第
五
十
条
第
十
一
号
」
を
「
第
五
十
条
第
十
二
号
」
に
、
「
処
方
せ
ん
」
を
「
処
方
箋
」
に
改
め
、
同
表
法
第
五
十

条
第
十
二
号
の
項
中
「
第
五
十
条
第
十
二
号
」
を
「
第
五
十
条
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
表
法
第
五
十
条
第
十
三
号
の
項
中

「
第
五
十
条
第
十
三
号
」
を
「
第
五
十
条
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
表
法
第
五
十
条
第
十
四
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
五
十
条
第

外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
の
氏
名
及

次
の
い
ず
れ
か
の
記
載
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と

十
五
号

び
そ
の
住
所
地
の
国
名
並
び
に
選
任
外
国
製
造
医

が
で
き
る
。

薬
品
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

一

外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
の
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略
名

二

商
標
法
に
よ
つ
て
登
録
さ
れ
た
外
国
製
造

医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
の
商
標

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
の
氏
名

次
の
い
ず
れ
か
の
記
載
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と

及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名
並
び
に
選
任
外
国
製
造

が
で
き
る
。

医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

一

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者

の
略
名

二

商
標
法
に
よ
つ
て
登
録
さ
れ
た
外
国
製
造

医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
の
商
標

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者
の
氏
名

次
の
い
ず
れ
か
の
記
載
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と

及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名
並
び
に
選
任
外
国
製
造

が
で
き
る
。

指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏

一

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者

名
及
び
住
所

の
略
名
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二

商
標
法
に
よ
つ
て
登
録
さ
れ
た
外
国
製
造

医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者
の
商
標

「
店
舗
専
用
」
の
文
字

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
十
三
条
の
見
出
し
中
「
医
薬
品
の
」
を
「
医
薬
品
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「

又
は
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
」
に
、
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
又
は
医
療
機

器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
百
十
条
第
二
号
及
び
第
三
号
、
」
を
「
第
二
百
十
条
第
二

号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
」
に
、
「
並
び
に
第
二
百
十
六
条
第
一
項
」
を
「
及
び
第
二
百
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
及
び
第
三

号
並
び
に
第
二
百
十
一
条
第
一
項
中
「
及
び
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
中
「
及
び
住
所
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
、
第
二
百
十
条
第
三
号

及
び
第
四
号
中
「
及
び
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所

在
地
」
と
、
第
二
百
十
一
条
第
一
項
の
表
中
「
名
称
及
び
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
及
び
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任

者
又
は
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
、
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製

造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
医
薬
品
等
総
括
製
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造
販
売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
、
「
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び

住
所
」
と
あ
る
の
は
「
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ

の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
、
「
選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

」
と
あ
る
の
は
「
選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責

任
者
」
に
、
「
住
所
地
」
と
あ
る
の
は
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
住
所
地
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造

販
売
責
任
者
」
に
、
「
同
条
第
二
項
及
び
第
二
百
十
六
条
第
一
項
中
「
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を

「
同
条
第
二
項
の
表
中
「
及
び
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地
」
と
、
第
二
百
十
六
条
第
一
項
の
表
中
「
及
び
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者

」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
四
条
第
二
項
中
「
第
五
十
条
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
法
第
五
十
二
条
第
一
号
」
を
「
第
五
十
条
第
十

号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
二
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
五
条
第
一
項
中
「
医
療
用
医
薬
品
で
あ
る
体
外
診
断
薬
（
専
ら
疾
病
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ

れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
人
の
身
体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
体
外
診
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断
用
医
薬
品
」
に
改
め
、
同
項
の
表
法
第
五
十
条
第
九
号
の
項
中
「
第
五
十
条
第
九
号
」
を
「
第
五
十
条
第
十
号
」
に
改
め

、
同
条
第
二
項
中
「
医
療
用
医
薬
品
で
あ
る
体
外
診
断
薬
」
を
「
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
に
改
め
、
同
項
の
表
法
第
五
十
条

第
五
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

法
第
五
十
条
第

法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
定
め
ら

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
号

れ
た
基
準
に
お
い
て
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被

包
に
記
載
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
事
項
（
有
効

期
間
を
除
く
。
）

第
二
百
十
五
条
第
二
項
の
表
法
第
五
十
条
第
八
号
の
項
中
「
第
五
十
条
第
八
号
」
を
「
第
五
十
条
第
九
号
」
に
改
め
、
同

表
法
第
五
十
条
第
九
号
の
項
中
「
第
五
十
条
第
九
号
」
を
「
第
五
十
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
表
法
第
五
十
条
第
十
四
号
の

項
中
「
第
五
十
条
第
十
四
号
」
を
「
第
五
十
条
第
十
五
号
」
に
、
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
等
の
氏
名
等
又
は
外
国
特
例
認

証
取
得
者
等
の
氏
名
等
」
を
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
の
氏
名
及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名
並
び
に
選
任
外

国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者
の
氏
名
及
び
そ
の
住

所
地
の
国
名
並
び
に
選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
」
に
、
「
外
国
特
例
承
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認
取
得
者
又
は
外
国
特
例
認
証
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
又
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例

認
証
取
得
者
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
六
条
第
一
項
の
表
法
第
五
十
条
第
八
号
の
項
中
「
第
五
十
条
第
八
号
」
を
「
第
五
十
条
第
九
号
」
に
改
め
、
同

表
法
第
五
十
条
第
九
号
の
項
中
「
第
五
十
条
第
九
号
」
を
「
第
五
十
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
表
法
第
五
十
条
第
十
号
の
項

中
「
第
五
十
条
第
十
号
」
を
「
第
五
十
条
第
十
一
号
」
に
改
め
、
法
第
五
十
条
第
十
一
号
の
項
中
「
第
五
十
条
第
十
一
号
」

を
「
第
五
十
条
第
十
二
号
」
に
、
「
処
方
せ
ん
」
を
「
処
方
箋
」
に
改
め
、
同
表
法
第
五
十
条
第
十
二
号
の
項
中
「
第
五
十

条
第
十
二
号
」
を
「
第
五
十
条
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
表
法
第
五
十
条
第
十
四
号
の
項
中
「
第
五
十
条
第
十
四
号
」
を
「

第
五
十
条
第
十
五
号
」
に
、
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
等
の
氏
名
等
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
の
氏
名

及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名
並
び
に
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
」
に
、
「
外
国
製
造
承
認
取

得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
条
第
五
項
第
四
号
」
を
「
第
四
条
第
五
項
第
三
号
」
に
、
「
第
二
百
十
条
第
五
号

」
を
「
第
二
百
十
条
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

（
添
付
文
書
等
記
載
事
項
の
提
供
）
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第
二
百
十
六
条
の
三

製
造
販
売
業
者
は
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
添
付
文
書
等
記
載
事
項
に
つ

い
て
、
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
提
供
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
添
付
す
る
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
（
以
下
「
添
付
文
書
等
」
と
い
う
。
）

に
、
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
閲
覧
そ
の
他
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
添
付

文
書
等
記
載
事
項
の
入
手
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
使
用
す
る
薬
局
開
設
者
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
、

医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
若
し
く
は
卸
売
販
売
業
者
又
は
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
そ
の
他

の
医
薬
関
係
者
か
ら
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
た
文
書
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
速
や
か
に
提
供
を

行
う
こ
と
。

三

添
付
文
書
等
記
載
事
項
の
変
更
を
行
つ
た
場
合
は
、
前
号
の
者
に
対
し
て
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
情
報
提
供
す
る
こ

と
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）
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第
二
百
十
六
条
の
四

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
は

、
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
用
す
る
方
法
と
す
る
。

（
添
付
文
書
等
記
載
事
項
の
省
略
の
承
諾
）

第
二
百
十
六
条
の
五

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者

の
承
諾
は
、
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
書
面
又
は
電
磁
的

方
法
に
よ
り
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

（
添
付
文
書
等
届
出
事
項
）

第
二
百
十
六
条
の
六

法
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者

は
、
当
該
医
薬
品
の
添
付
文
書
等
記
載
事
項
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
厚
生
労

働
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
医
薬
品
の
名
称

二

当
該
医
薬
品
に
係
る
使
用
及
び
取
扱
い
上
の
必
要
な
注
意

２

法
第
五
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
係
る
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事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る

の
は
、
「
機
構
」
と
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
百
十
六
条
の
七

法
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
は
、

機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
用
す
る
方
法
と
す
る
。

（
添
付
文
書
等
記
載
事
項
の
届
出
の
受
理
に
係
る
通
知
）

第
二
百
十
六
条
の
八

法
第
五
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
添
付
文
書
等
記
載
事
項

の
届
出
の
受
理
に
係
る
通
知
は
、
様
式
第
九
十
七
の
二
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
百
十
七
条
第
一
項
中
「
に
添
付
す
る
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
」
を
「
の
添
付
文
書
等
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
」
を
「
添
付
文
書
等
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
八
条
の
三
を
第
二
百
十
八
条
の
四
と
し
、
第
二
百
十
八
条
の
二
を
第
二
百
十
八
条
の
三
と
し
、
第
二
百
十
八
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
販
売
、
授
与
等
の
禁
止
の
特
例
）
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第
二
百
十
八
条
の
二

製
造
販
売
業
者
が
、
そ
の
製
造
販
売
す
る
医
薬
品
の
添
付
文
書
等
記
載
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
は

、
当
該
変
更
の
際
現
に
変
更
前
の
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
た
添
付
文
書
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ

つ
て
、
当
該
変
更
前
に
既
に
製
造
販
売
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
変
更
後
の
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
添
付
文
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

製
造
販
売
業
者
が
、
そ
の
製
造
販
売
す
る
医
薬
品
の
添
付
文
書
等
記
載
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
当
該
変
更
の
際

現
に
変
更
前
の
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
た
添
付
文
書
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
（
前
項
に
規
定
す
る
も

の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
変
更
後
の
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
添
付
文
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

当
該
医
薬
品
が
、
当
該
変
更
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
（
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
検
定
を
要
す
る

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
又
は
多
数
の
医
薬
品
の
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
変
更
さ
れ
た
場
合

で
あ
つ
て
、
変
更
後
の
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
た
添
付
文
書
等
が
使
用
さ
れ
た
製
品
を
速
や
か
に
製
造
販

売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
年
）
以
内
に
製
造
販
売
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
変
更
後
の
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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三

当
該
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
が
、
当
該
医
薬
品
を
取
り
扱
う
薬
局
開
設
者
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物

診
療
施
設
の
開
設
者
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
又
は
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師

、
獣
医
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
に
対
し
て
、
添
付
文
書
等
記
載
事
項
を
変
更
し
た
旨
を
速
や
か
に
情
報
提
供
す
る
こ

と
。

３

前
項
の
場
合
で
あ
つ
て
も
、
当
該
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
変
更
後
の
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
た
添

付
文
書
等
が
使
用
さ
れ
た
医
薬
品
を
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
製
造
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
二
十
条
の
見
出
し
を
「
（
医
薬
部
外
品
の
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
九
条
の
二

の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
」
に
、
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
等
の
氏
名
等
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品

等
特
例
承
認
取
得
者
の
氏
名
及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名
並
び
に
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
医
薬
部
外
品
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

第
二
百
二
十
条
の
二

法
第
五
十
九
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
も
の
に
記
載
さ
れ
て
い
る
医
薬

部
外
品
（
人
体
に
直
接
使
用
さ
れ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
へ
の
当
該
事
項
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の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

外
部
の
容
器
又
は
外
部
の
被
包

二

直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
固
着
し
た
タ
ツ
グ
又
は
デ
イ
ス
プ
レ
イ
カ
ー
ド

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
を
も
有
し
な
い
小
容
器
の
見
本
品
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書

（
準
用
）

第
二
百
二
十
条
の
三

医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
十
一
条
か
ら
第
二
百
十
三
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
ま
で
、
第

二
百
十
四
条
、
第
二
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
百
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
十
一
条

法
第
五
十
条
各
号

法
第
五
十
九
条
各
号

法
第
五
十
条
第
一
号

法
第
五
十
九
条
第
一
号

法
第
五
十
条
第
三
号

法
第
五
十
九
条
第
五
号

法
第
五
十
条
第
四
号

法
第
五
十
九
条
第
六
号
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法
第
五
十
条
第
十
号

法
第
五
十
九
条
第
七
号

そ
の
分
量
（
有
効
成
分
が
不
明
の
も
の
に
あ
つ
て

そ
の
分
量

は
、
そ
の
本
質
及
び
製
造
方
法
の
要
旨
）

法
第
五
十
条
第
十
三
号

法
第
五
十
九
条
第
九
号

法
第
五
十
条
第
十
四
号

法
第
五
十
九
条
第
十
号

法
第
五
十
条
第
十
五
号

法
第
五
十
九
条
第
十
二
号

第
二
百
十
二
条

法
第
五
十
条
第
四
号

法
第
五
十
九
条
第
六
号

第
二
百
十
三
条

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
第
一

法
第
十
二
条
第
一
項

第
一
項

項法
第
五
十
条
第
一
号

法
第
五
十
九
条
第
一
号

医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
又
は
医
療
機
器

医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者

等
総
括
製
造
販
売
責
任
者

第
二
百
十
四
条

製
造
専
用
医
薬
品

他
の
医
薬
部
外
品
の
製
造
の
用
に
供
す
る
た
め
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第
一
項

医
薬
部
外
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者

に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
医
薬
部
外
品
で
あ

つ
て
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に

「
製
造
専
用
」
の
文
字
の
記
載
の
あ
る
も
の
（

次
項
に
お
い
て
「
製
造
専
用
医
薬
部
外
品
」
と

い
う
。
）

法
第
五
十
条
第
一
号

法
第
五
十
九
条
第
一
号

第
二
百
十
四
条

製
造
専
用
医
薬
品

製
造
専
用
医
薬
部
外
品

第
二
項

法
第
五
十
条
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
五

法
第
五
十
九
条
第
七
号
及
び
第
八
号
並
び
に
法

十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五

第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条

十
二
条
の
二

第
一
項
第
一
号

第
二
百
十
八
条

法
第
五
十
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で

法
第
五
十
九
条
並
び
に
法
第
六
十
条
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
二
条
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第
二
百
二
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
化
粧
品
の
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
九
条
の
二
の

規
定
に
よ
る
」
を
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
」
に
、
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
等
の
氏
名
等
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等

特
例
承
認
取
得
者
の
氏
名
及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名
並
び
に
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
」

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
化
粧
品
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

第
二
百
二
十
一
条
の
二

法
第
六
十
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
も
の
に
記
載
さ
れ
て
い
る
化

粧
品
に
つ
い
て
は
、
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
へ
の
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

外
部
の
容
器
又
は
外
部
の
被
包

二

直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
固
着
し
た
タ
ツ
グ
又
は
デ
イ
ス
プ
レ
イ
カ
ー
ド

三

内
容
量
が
五
十
グ
ラ
ム
又
は
五
十
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
以
下
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
収
め
ら
れ
た
化
粧
品
及

び
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
を
も
有
し
な
い
小
容
器
の
見
本
品
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書

四

外
部
の
容
器
又
は
外
部
の
被
包
を
有
す
る
化
粧
品
の
う
ち
内
容
量
が
十
グ
ラ
ム
又
は
十
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
以
下
の
直
接

の
容
器
若
し
く
は
直
接
の
被
包
に
収
め
ら
れ
た
化
粧
品
に
あ
つ
て
は
、
外
部
の
容
器
若
し
く
は
外
部
の
被
包
に
添
付
す
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る
文
書
又
は
直
接
の
容
器
若
し
く
は
直
接
の
被
包
に
添
付
す
る
文
書
及
び
デ
イ
ス
プ
レ
イ
カ
ー
ド

（
準
用
）

第
二
百
二
十
一
条
の
三

化
粧
品
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
十
一
条
、
第
二
百
十
三
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
二
百
十
四

条
、
第
二
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
百
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
十
一
条

法
第
五
十
条
各
号

法
第
六
十
一
条
各
号

法
第
五
十
条
第
一
号

法
第
六
十
一
条
第
一
号

法
第
五
十
条
第
三
号

法
第
六
十
一
条
第
三
号

法
第
五
十
条
第
十
四
号

法
第
六
十
一
条
第
五
号

法
第
五
十
条
第
十
五
号

法
第
六
十
一
条
第
七
号

第
二
百
十
三
条

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
第
一

法
第
十
二
条
第
一
項

第
一
項

項
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法
第
五
十
条
第
一
号

法
第
六
十
一
条
第
一
号

医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
又
は
医
療
機
器

医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者

等
総
括
製
造
販
売
責
任
者

第
二
百
十
四
条

製
造
専
用
医
薬
品

他
の
化
粧
品
の
製
造
の
用
に
供
す
る
た
め
化
粧

第
一
項

品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
販
売
し

、
又
は
授
与
す
る
化
粧
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
直

接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
「
製
造
専
用
」

の
文
字
の
記
載
の
あ
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て

「
製
造
専
用
化
粧
品
」
と
い
う
。
）

法
第
五
十
条
第
一
号

法
第
六
十
一
条
第
一
号

第
二
百
十
四
条

製
造
専
用
医
薬
品

製
造
専
用
化
粧
品

第
二
項

法
第
五
十
条
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
五

法
第
六
十
一
条
第
四
号
及
び
法
第
六
十
二
条
に

十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
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十
二
条
の
二

号

第
二
百
十
八
条

法
第
五
十
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で

法
第
六
十
一
条
並
び
に
法
第
六
十
二
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
二
条

第
二
百
二
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
医
療
機
器
の
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
規
定
に
よ
り
医

療
機
器
又
は
そ
の
直
接
の
容
器
若
し
く
は
直
接
の
被
包
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
」
に
、
「

外
国
特
例
承
認
取
得
者
等
の
氏
名
等
」
を
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
の
氏
名
及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名
並

び
に
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
十
三
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
」
に
、
「
指
定
管
理
医
療
機
器
等
（
管
理
医
療
機
器
に
限
る
。
）

」
を
「
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
）
」
に
、
「
外
国
特
例
認
証
取
得
者
等
等
の
氏
名
等

」
を
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者
の
氏
名
及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名
並
び
に
選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理

医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
四
条
及
び
第
二
百
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

- 203 -



（
医
療
機
器
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

第
二
百
二
十
四
条

別
表
第
四
に
掲
げ
る
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
よ
つ
て
定
め
ら

れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
欄
に
掲
げ
る
事
項

の
記
載
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
第
六
十
三
条

製
造
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

次
の
い
ず
れ
か
の
記
載
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と

第
一
項
第
一
号

が
で
き
る
。

一

製
造
販
売
業
者
の
略
名
及
び
そ
の
住
所
地

の
都
道
府
県
名
又
は
市
名

二

商
標
法
に
よ
つ
て
登
録
さ
れ
た
製
造
販
売

業
者
の
商
標

法
第
六
十
三
条

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
の
氏
名

次
の
い
ず
れ
か
の
記
載
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と

第
一
項
第
八
号

及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名

が
で
き
る
。

一

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
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の
略
名
及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名

二

商
標
法
に
よ
つ
て
登
録
さ
れ
た
外
国
製
造

医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
の
商
標

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の
氏

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
の

名
及
び
住
所

略
名
及
び
そ
の
住
所
地
の
都
道
府
県
名
又
は
市

名
の
記
載
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者
の
氏
名

次
の
い
ず
れ
か
の
記
載
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と

及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名

が
で
き
る
。

一

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者

の
略
名
及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名

二

商
標
法
に
よ
つ
て
登
録
さ
れ
た
外
国
製
造

医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者
の
商
標

選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造

選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
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販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

造
販
売
業
者
の
略
名
及
び
そ
の
住
所
地
の
都
道

府
県
名
又
は
市
名
の
記
載
を
も
つ
て
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
の
面
積
が
著
し
く
狭
い
た
め
第
二
百
二
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
瞭
に
記

載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
当
該
事
項
が
当
該
医
療
機
器
の
外
部
の
容
器
又
は
外
部
の
被
包
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

法
第
六
十
三
条

高
度
管
理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
、
一
般
医

高
度
管
理
医
療
機
器
に
あ
つ
て
は
「
高
度
」
、

第
一
項
第
八
号

療
機
器
の
別

管
理
医
療
機
器
に
あ
つ
て
は
「
管
理
」
、
一
般

医
療
機
器
に
あ
つ
て
は
「
一
般
」
の
文
字
の
記

載
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

「
特
管
」
の
文
字
の
記
載
を
も
つ
て
代
え
る
こ
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と
が
で
き
る
。

３

そ
の
構
造
及
び
性
状
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
特
定

保
守
管
理
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
の
記
載
は
、
当
該
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
が
使
用
さ
れ
る
間
そ
の
使
用

者
そ
の
他
の
関
係
者
が
当
該
事
項
を
適
切
に
把
握
で
き
る
方
法
を
と
る
こ
と
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
記

録
媒
体
又
は
当
該
記
録
媒
体
の
直
接
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
記
載
す
る
ほ
か
、
当
該
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
す

る
者
が
容
易
に
閲
覧
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
記
録
し
、
又
は
当
該
記
録
媒
体
と
と

も
に
当
該
電
磁
的
記
録
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
る
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
の
記
載
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
項
の
情
報
が
当
該
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
す
る
者
に
対

し
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
販
売
業
者
が
、
当
該
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
す
る
者
が
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
当
該
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供
を
受
け
る
前
に
、
当
該
事
項
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。
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二

当
該
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
製
造
販
売
業
者
が
、
当
該
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
す
る
者
が
容
易
に
閲
覧
で

き
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
当
該
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
と
も
に
提
供
す
る
こ
と
。

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
に
関
す
る
添
付
文
書
等
記
載
事
項
の
特
例
）

第
二
百
二
十
五
条

プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
（
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
こ
れ
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
た
る
医
療
機
器
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
を
使
用
す

る
者
が
容
易
に
閲
覧
で
き
る
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
そ
の
添
付
文
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
二
百
二
十
六
条
を
削
る
。

第
二
百
二
十
七
条
の
見
出
し
中
「
表
示
」
を
「
添
付
文
書
等
記
載
事
項
」
に
改
め
、
同
条
中
「
添
付
文
書
又
は
そ
の
容
器

若
し
く
は
被
包
」
を
「
添
付
文
書
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
百
二
十
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
添
付
文
書
等
記
載
事
項
の
提
供
）

第
二
百
二
十
七
条

製
造
販
売
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
添
付
文
書
等
記
載
事
項
に

つ
い
て
、
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

一

当
該
医
療
機
器
の
添
付
文
書
等
に
、
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
閲
覧
そ
の
他
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
添
付
文
書
等
記
載
事
項
の
入
手
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

当
該
医
療
機
器
を
使
用
す
る
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
、
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業

者
、
製
造
業
者
、
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
か
ら
添
付

文
書
等
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
た
文
書
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
速
や
か
に
提
供
を
行
う
こ
と
。

三

添
付
文
書
等
記
載
事
項
の
変
更
を
行
つ
た
場
合
は
、
前
号
の
者
に
対
し
て
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
情
報
提
供
す
る
こ

と
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
百
二
十
七
条
の
二

法
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方

法
は
、
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
用
す
る
方
法
と
す
る
。

（
添
付
文
書
等
記
載
事
項
の
省
略
の
承
諾
）

第
二
百
二
十
七
条
の
三

法
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
医
療
機
器
を
購
入
し
、
借
り
受
け
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
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、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
承
諾
は
、
当
該
医
療
機
器
を
販
売
し
、
貸
与
し
、
若
し

く
は
授
与
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ

り
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

（
添
付
文
書
等
届
出
事
項
）

第
二
百
二
十
七
条
の
四

法
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
の
製
造
販
売

業
者
は
、
当
該
医
療
機
器
の
添
付
文
書
等
記
載
事
項
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、

厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
医
療
機
器
の
名
称

二

当
該
医
療
機
器
に
係
る
使
用
及
び
取
扱
い
上
の
必
要
な
注
意

２

法
第
六
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
係
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
」
と
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）
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第
二
百
二
十
七
条
の
五

法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
は
、

機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
用
す
る
方
法
と
す
る
。

第
二
百
二
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
準
用
）

第
二
百
二
十
八
条

医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
十
三
条
、
第
二
百
十
四
条
、
第
二
百
十
六
条
の
八
、
第
二
百
十
七
条

第
一
項
、
第
二
百
十
八
条
及
び
第
二
百
十
八
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
十
三
条

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
第
一

法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項

第
一
項

項法
第
五
十
条
第
一
号

法
第
六
十
三
条
第
一
号

医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
又
は
医
療
機
器

医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者

等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
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第
二
百
十
三
条

第
二
百
十
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
二
百

第
二
百
二
十
四
条
第
一
項

第
二
項

十
一
条
第
一
項
、
第
二
百
十
五
条
及
び
第
二
百
十

六
条
第
一
項

第
二
百
十
条
第
二
号
中
「
及
び
住
所
」
と
あ
る
の

同
項
の
表
中
「
及
び
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
医

は
「
及
び
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ

療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ
の
業
務

の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
、
第
二
百

を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
、
「
住
所
地
の

十
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
及
び
住
所
」
と
あ

都
道
府
県
名
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
機
器
等
総

る
の
は
「
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任

括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務

者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
、

所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
名
」

第
二
百
十
一
条
第
一
項
の
表
中
「
名
称
及
び
住
所

」
と
あ
る
の
は
「
名
称
及
び
医
薬
品
等
総
括
製
造

販
売
責
任
者
又
は
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責

任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
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、
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
の

氏
名
及
び
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
選
任
外
国
製
造

医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
医
薬
品
等

総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地
」
と
、
「
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器

等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
」
と
あ
る
の

は
「
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者

の
氏
名
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者

が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
、
「

選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造

販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
選

任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販

売
業
者
の
氏
名
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
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責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」

と
、
第
二
百
十
五
条
第
一
項
の
表
法
第
五
十
条
第

一
号
の
項
中
欄
中
「
製
造
販
売
業
者
の
住
所
」
と

あ
り
、
及
び
同
項
下
欄
中
「
製
造
販
売
業
者
の
住

所
地
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販

売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

」
と
、
同
条
第
二
項
の
表
中
「
及
び
住
所
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任

者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
、

第
二
百
十
六
条
第
一
項
の
表
中
「
及
び
住
所
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任

者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」

第
二
百
十
四
条

製
造
専
用
医
薬
品

他
の
医
療
機
器
の
製
造
の
用
に
供
す
る
た
め
医
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第
一
項

療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
販

売
し
、
又
は
授
与
す
る
医
療
機
器
で
あ
つ
て
、

そ
の
医
療
機
器
又
は
そ
の
直
接
の
容
器
若
し
く

は
直
接
の
被
包
に
「
製
造
専
用
」
の
文
字
の
記

載
の
あ
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
製
造
専
用

医
療
機
器
」
と
い
う
。
）

法
第
五
十
条
第
一
号

法
第
六
十
三
条
第
一
号

第
二
百
十
四
条

製
造
専
用
医
薬
品

製
造
専
用
医
療
機
器

第
二
項

法
第
五
十
条
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
五

法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五

項
並
び
に
第
六
十
三
条
の
三

十
二
条
の
二

第
二
百
十
六
条

法
第
五
十
二
条
の
三
第
三
項

法
第
六
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十

の
八

二
条
の
三
第
三
項

- 215 -



第
二
百
十
七
条

医
薬
品
の
添
付
文
書
等

医
療
機
器
又
は
医
療
機
器
の
添
付
文
書
等

第
一
項

第
二
百
十
八
条

法
第
五
十
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で

法
第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
三
条
の
二

第
二
百
十
八
条

医
薬
品

医
療
機
器

の
二

第
五
十
二
条
第
一
項

第
六
十
三
条
の
二
第
一
項

第
四
十
三
条
第
一
項

第
四
十
三
条
第
二
項

薬
局
開
設
者
、
病
院

病
院

薬
剤
師
、
獣
医
師

獣
医
師

第
六
章
中
第
二
百
二
十
八
条
の
次
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
表
示
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二

法
第
六
十
五
条
の
二
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
表
示
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

再
生
医
療
等
製
品
（
指
定
再
生
医
療
等
製
品
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
白
地
に
黒
枠
、
黒
字
を
も
つ
て
記
載
す
る

「
再
生
等
」
の
文
字
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二

指
定
再
生
医
療
等
製
品
に
あ
つ
て
は
、
白
地
に
黒
枠
、
黒
字
を
も
つ
て
記
載
す
る
「
指
定
再
生
等
」
の
文
字

（
条
件
及
び
期
限
付
承
認
の
表
示
）

第
二
百
二
十
八
条
の
三

法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
表
示
は
、
白
地
に
黒
枠
、
黒
字
を
も
つ

て
記
載
す
る
「
条
件
・
期
限
付
」
の
文
字
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
直
接
の
容
器
等
の
記
載
事
項
）

第
二
百
二
十
八
条
の
四

法
第
六
十
五
条
の
二
第
十
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
に
あ
つ
て
は
、
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品

特
例
承
認
取
得
者
の
氏
名
及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名
並
び
に
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
の
氏
名

及
び
住
所

二

人
の
血
液
又
は
こ
れ
か
ら
得
ら
れ
た
物
を
有
効
成
分
と
す
る
再
生
医
療
等
製
品
及
び
こ
れ
以
外
の
人
の
血
液
を
原
材

料
（
製
造
に
使
用
す
る
原
料
又
は
材
料
（
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
由
来
と

な
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
製
造
さ
れ
る
指
定
再
生
医
療
等
製
品
に
あ
つ
て
は
、
原
材
料
で
あ
る
血
液

が
採
取
さ
れ
た
国
の
国
名
及
び
献
血
又
は
非
献
血
の
別
（
原
材
料
で
あ
る
血
液
の
由
来
が
再
生
医
療
等
製
品
を
使
用
さ
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れ
る
者
の
み
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

三

再
生
医
療
等
製
品
の
原
料
と
な
る
細
胞
を
提
供
し
た
者
の
氏
名
そ
の
他
の
適
切
な
識
別
表
示
（
当
該
再
生
医
療
等
製

品
が
そ
の
原
料
と
な
る
細
胞
を
提
供
し
た
者
以
外
の
者
に
使
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

（
再
生
医
療
等
製
品
に
関
す
る
表
示
の
特
例
）

第
二
百
二
十
八
条
の
五

次
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
で
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
の
面
積
が
狭
い
た
め
法

第
六
十
五
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
瞭
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
法
の
規
定
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
当
該
事
項
が
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の

外
部
の
容
器
又
は
外
部
の
被
包
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同

欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
、
又
は
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

二
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
以
下
の
ア
ン
プ
ル
又
は
こ
れ
と
同
等
の
大
き
さ
の
直
接
の
容
器
若
し
く
は
直
接
の
被
包
に
収
め
ら

れ
た
再
生
医
療
等
製
品

二

二
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
を
超
え
十
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
以
下
の
ア
ン
プ
ル
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
の
大
き
さ
の
ガ
ラ
ス
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
材
質
か
ら
な
る
直
接
の
容
器
で
、
そ
の
記
載
事
項
が
そ
の
容
器
に
直
接
印
刷
さ
れ
て
い
る
も
の
に
収
め
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ら
れ
た
再
生
医
療
等
製
品

第
六
十
五
条
の

製
造
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

次
の
い
ず
れ
か
の
記
載
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と

二
第
一
号

が
で
き
る
。

一

製
造
販
売
業
者
の
略
名

二

商
標
法
に
よ
つ
て
登
録
さ
れ
た
製
造
販
売

業
者
の
商
標

第
六
十
五
条
の

重
量
、
容
量
又
は
個
数
等
の
内
容
量

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
第
六
号

第
六
十
五
条
の

使
用
の
期
限

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
第
九
号

第
六
十
五
条
の

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
の

次
の
い
ず
れ
か
の
記
載
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と

二
第
十
号

氏
名
及
び
そ
の
住
所
地
の
国
名
並
び
に
選
任
外
国

が
で
き
る
。

製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及

一

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
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び
住
所

得
者
の
略
名

二

商
標
法
に
よ
つ
て
登
録
さ
れ
た
外
国
製
造

再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
の
商
標

２

そ
の
記
載
場
所
の
面
積
が
著
し
く
狭
い
た
め
前
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
の
特
例
に
よ
つ
て
記
載
す
べ
き
事
項
も
明
瞭
に

記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
収
め
ら
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大

臣
の
許
可
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
外
部
の
容
器
又
は
外
部
の
被
包
に
法
第
六
十
五
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事

項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
が
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
記
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
添
付
文
書
等
の
記
載
事
項
）

第
二
百
二
十
八
条
の
六

法
第
六
十
五
条
の
三
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

遺
伝
子
組
換
え
技
術
を
応
用
し
て
製
造
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

二

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
原
料
又
は
材
料
の
う
ち
、
人
そ
の
他
の
生
物
（
植
物
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
由
来
す

る
成
分
の
名
称
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三

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
原
材
料
で
あ
る
人
そ
の
他
の
生
物
の
部
位
等
の
名
称
（
当
該
人
そ
の
他
の
生
物
の
名
称
を

含
む
。
）

四

そ
の
他
当
該
再
生
医
療
等
製
品
を
適
正
に
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２

指
定
再
生
医
療
等
製
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
添
付
文
書
等
に
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
原
材
料
に
由
来
す
る
感

染
症
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
添
付
文
書
等
届
出
事
項
）

第
二
百
二
十
八
条
の
七

法
第
六
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
当
該
再

生
医
療
等
製
品
の
添
付
文
書
等
記
載
事
項
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
厚
生
労
働

大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
名
称

二

当
該
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
使
用
及
び
取
扱
い
上
の
必
要
な
注
意

２

法
第
六
十
五
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
六
十
五
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
係
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
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、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
」
と
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
百
二
十
八
条
の
八

法
第
六
十
五
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す

る
方
法
は
、
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
用
す
る
方
法
と
す
る
。

（
準
用
）

第
二
百
二
十
八
条
の
九

再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
十
三
条
、
第
二
百
十
四
条
、
第
二
百
十
六
条
の
八
、
第

二
百
十
七
条
第
一
項
、
第
二
百
十
八
条
及
び
第
二
百
十
八
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
十
三
条

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
第
一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
第
一
項

第
一
項

項法
第
五
十
条
第
一
号

法
第
六
十
五
条
の
二
第
一
号

医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
又
は
医
療
機
器

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
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等
総
括
製
造
販
売
責
任
者

第
二
百
十
三
条

第
二
百
十
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
二
百

第
二
百
二
十
八
条
の
五
第
一
項

第
二
項

十
一
条
第
一
項
、
第
二
百
十
五
条
及
び
第
二
百
十

六
条
第
一
項

第
二
百
十
条
第
二
号
中
「
及
び
住
所
」
と
あ
る
の

同
項
の
表
中
「
及
び
住
所
」
と
あ
る
の
は
、
「

は
「
及
び
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ

の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
、
第
二
百

の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」

十
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
及
び
住
所
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任

者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
、

第
二
百
十
一
条
第
一
項
の
表
中
「
名
称
及
び
住
所

」
と
あ
る
の
は
「
名
称
及
び
医
薬
品
等
総
括
製
造

販
売
責
任
者
又
は
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
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任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と

、
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
の

氏
名
及
び
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
選
任
外
国
製
造

医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
医
薬
品
等

総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地
」
と
、
「
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器

等
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
」
と
あ
る
の

は
「
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者

の
氏
名
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者

が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
、
「

選
任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造

販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
」
と
あ
る
の
は
「
選

任
外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
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売
業
者
の
氏
名
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売

責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」

と
、
第
二
百
十
五
条
第
一
項
の
表
法
第
五
十
条
第

一
号
の
項
中
欄
中
「
製
造
販
売
業
者
の
住
所
」
と

あ
り
、
及
び
同
項
下
欄
中
「
製
造
販
売
業
者
の
住

所
地
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販

売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

」
と
、
同
条
第
二
項
の
表
中
「
及
び
住
所
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任

者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
、

第
二
百
十
六
条
第
一
項
の
表
中
「
及
び
住
所
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任

者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
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第
二
百
十
四
条

製
造
専
用
医
薬
品

他
の
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
の
用
に
供
す
る

第
一
項

た
め
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は

製
造
業
者
に
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
再
生
医

療
等
製
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は

直
接
の
被
包
に
「
製
造
専
用
」
の
文
字
の
記
載

の
あ
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
製
造
専
用
再

生
医
療
等
製
品
」
と
い
う
。
）

法
第
五
十
条
第
一
号

法
第
六
十
五
条
の
二
第
一
号

第
二
百
十
四
条

製
造
専
用
医
薬
品

製
造
専
用
再
生
医
療
等
製
品

第
二
項

法
第
五
十
条
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
五

法
第
六
十
五
条
の
三
第
一
号
及
び
第
六
十
五
条

十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五

の
四

十
二
条
の
二

第
二
百
十
六
条

法
第
五
十
二
条
の
三
第
二
項

法
第
六
十
五
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
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の
八

五
十
二
条
の
三
第
二
項

第
二
百
十
七
条

医
薬
品

再
生
医
療
等
製
品

第
一
項

第
二
百
十
八
条

法
第
五
十
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で

法
第
六
十
五
条
の
二
及
び
第
六
十
五
条
の
三

第
二
百
十
八
条

医
薬
品

再
生
医
療
等
製
品

の
二

第
五
十
二
条
第
一
項

第
六
十
五
条
の
三

薬
局
開
設
者
、
病
院

病
院

薬
剤
師
、
獣
医
師

獣
医
師

第
六
章
を
第
七
章
と
し
、
同
章
の
次
に
次
の
二
章
を
加
え
る
。

第
八
章

医
薬
品
等
の
広
告

第
二
百
二
十
八
条
の
十

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
は
、
別
表
第
五

の
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
令
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
特
殊
疾
病
に
関
す
る
広
告
は
、
医
事
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又
は
薬
事
に
関
す
る
記
事
を
掲
載
す
る
医
薬
関
係
者
向
け
の
新
聞
又
は
雑
誌
に
よ
る
場
合
そ
の
他
主
と
し
て
医
薬
関
係
者

を
対
象
と
し
て
行
う
場
合
の
ほ
か
、
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
章

医
薬
品
等
の
安
全
対
策

（
特
定
医
療
機
器
の
記
録
に
関
す
る
事
項
）

第
二
百
二
十
八
条
の
十
一

法
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

特
定
医
療
機
器
利
用
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
性
別

二

特
定
医
療
機
器
の
名
称
及
び
製
造
番
号
若
し
く
は
製
造
記
号
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の

三

特
定
医
療
機
器
の
植
込
み
を
行
つ
た
年
月
日

四

植
込
み
を
行
つ
た
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

五

そ
の
他
特
定
医
療
機
器
に
係
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

（
記
録
等
の
事
務
の
委
託
）

第
二
百
二
十
八
条
の
十
二

法
第
六
十
八
条
の
五
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
本
邦
内
に
お
い
て
特
定
医

療
機
器
の
一
の
品
目
の
全
て
を
取
り
扱
う
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
又
は
製
造
販
売
業
者
（
当
該
品
目
に
つ
い
て
法
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第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

２

法
第
六
十
八
条
の
五
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

特
定
医
療
機
器
承
認
取
得
者
等
及
び
記
録
等
の
事
務
を
受
託
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う

。
）
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

当
該
特
定
医
療
機
器
の
名
称
、
承
認
番
号
及
び
承
認
年
月
日

３

法
第
六
十
八
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
九
十
八
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
厚
生
労
働
大

臣
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

受
託
者
の
住
民
票
の
写
し
（
受
託
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

二

受
託
者
が
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

委
託
契
約
書
の
写
し

（
記
録
等
に
係
る
事
務
の
受
託
者
等
の
変
更
の
届
出
）
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第
二
百
二
十
八
条
の
十
三

特
定
医
療
機
器
承
認
取
得
者
等
は
、
前
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と

き
は
、
三
十
日
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
九
十
八
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
届
書
に
は
、
変
更
に
係
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
の
保
存
）

第
二
百
二
十
八
条
の
十
四

特
定
医
療
機
器
に
関
す
る
記
録
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
る
ま
で
の
間
、

こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
医
療
機
器
利
用
者
が
死
亡
し
た
と
き
。

二

当
該
特
定
医
療
機
器
が
利
用
に
供
さ
れ
な
く
な
つ
た
と
き
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
記
録
を
保
存
す
る
理
由
が
消
滅
し
た
と
き
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
記
録
に
関
す
る
事
項
）

第
二
百
二
十
八
条
の
十
五

法
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

再
生
医
療
等
製
品
を
譲
り
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
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二

再
生
医
療
等
製
品
の
名
称
及
び
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号

三

再
生
医
療
等
製
品
の
数
量

四

再
生
医
療
等
製
品
を
譲
り
渡
し
た
年
月
日

五

再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
の
期
限

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
事
項

（
指
定
再
生
医
療
等
製
品
の
記
録
に
関
す
る
事
項
）

第
二
百
二
十
八
条
の
十
六

法
第
六
十
八
条
の
七
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

指
定
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
の
対
象
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

指
定
再
生
医
療
等
製
品
の
名
称
及
び
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号

三

指
定
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
の
対
象
者
に
使
用
し
た
年
月
日

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
事
項
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（
記
録
又
は
保
存
の
事
務
の
委
託
）

第
二
百
二
十
八
条
の
十
七

法
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

再
生
医
療
等
製
品
承
認
取
得
者
等
か
ら
、
そ
の
再
生
医
療
等
製
品
を
譲
り
受
け
る
製
造
販
売
業
者
又
は
販
売
業
者
で

あ
る
こ
と
。

二

記
録
又
は
保
存
の
事
務
を
実
地
に
管
理
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
録
受
託
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
選

任
し
て
い
る
こ
と
。

２

法
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

再
生
医
療
等
製
品
承
認
取
得
者
等
及
び
法
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
記
録
又
は
保
存
の
事
務
を
受
託
す

る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
）
及
び
住
所

二

記
録
受
託
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

三

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
名
称
、
承
認
番
号
及
び
承
認
年
月
日

３

法
第
六
十
八
条
の
七
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
九
十
八
の
二
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
提
出
す
る
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こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
に
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

受
託
者
の
住
民
票
の
写
し
（
受
託
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

二

受
託
者
が
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

委
託
契
約
書
の
写
し

（
記
録
又
は
保
存
に
係
る
事
務
の
受
託
者
等
の
変
更
の
届
出
）

第
二
百
二
十
八
条
の
十
八

再
生
医
療
等
製
品
承
認
取
得
者
等
は
、
前
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変

更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
九
十
八
の
二
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
届
書
に
は
、
変
更
に
係
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
の
保
存
）

第
二
百
二
十
八
条
の
十
九

再
生
医
療
等
製
品
承
認
取
得
者
等
は
、
法
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
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等
製
品
に
関
す
る
記
録
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

指
定
再
生
医
療
等
製
品
又
は
人
の
血
液
を
原
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
出
荷

日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
三
十
年
間

二

再
生
医
療
等
製
品
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
出
荷
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
十

年
間

２

病
院
、
診
療
所
又
は
動
物
診
療
施
設
の
管
理
者
は
、
法
第
六
十
八
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
再
生
医
療
等
製

品
に
関
す
る
記
録
を
、
そ
の
使
用
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
二
十
年
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
再
生
医
療
等
製
品
承
認
取
得
者
等
又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
動
物
診
療
施
設
の

管
理
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
あ
つ
て
は
、
法
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
又
は
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
記
録
を
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
副
作
用
等
報
告
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十

医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
し

、
又
は
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
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る
期
間
内
に
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

十
五
日

イ

死
亡
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の

ロ

死
亡
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
薬
品
と
成
分
が
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
医
薬

品
（
以
下
「
外
国
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
医
薬

品
の
添
付
文
書
又
は
容
器
若
し
く
は
被
包
に
記
載
さ
れ
た
使
用
上
の
注
意
（
以
下
「
使
用
上
の
注
意
等
」
と
い
う
。

）
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
当
該
医
薬
品
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

当
該
死
亡
の
発
生
数
、
発
生
頻
度
、
発
生
条
件
等
の
傾
向
（
以
下
「
発
生
傾
向
」
と
い
う
。
）
を
当
該
医
薬
品

（1）
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

当
該
死
亡
の
発
生
傾
向
の
変
化
が
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
お
そ
れ
を
示
す
も
の

（2）
ハ

次
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
薬
品
又
は
外
国
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の

で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
医
薬
品
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
当
該
医
薬
品
の
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使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
発
生
傾
向
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
若
し
く
は
そ
の
発
生
傾
向
の
変
化
が
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
お
そ
れ
を
示
す
も
の
（
ニ
及
び

ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

障
害

（1）

死
亡
又
は
障
害
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
症
例

（2）

治
療
の
た
め
に
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
入
院
又
は
入
院
期
間
の
延
長
が
必
要
と
さ
れ
る
症
例
（

に
掲
げ
る
事

（3）

（2）

項
を
除
く
。
）

死
亡
又
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
に
準
じ
て
重
篤
で
あ
る
症
例

（4）

（1）

（3）

後
世
代
に
お
け
る
先
天
性
の
疾
病
又
は
異
常

（5）
ニ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
七
年

政
令
第
九
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
既
承
認
医
薬
品
と
有
効
成
分
が
異
な
る
医
薬
品
と
し

（1）

て
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
つ
て
、
承
認
の
あ
つ
た
日
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に

係
る
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の

（1）

（5）
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ホ

ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の
で

（1）

（5）

あ
つ
て
、
当
該
症
例
等
が
市
販
直
後
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
も
の
（
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

ヘ

当
該
医
薬
品
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
薬
品
の
使
用
上

の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

ト

当
該
医
薬
品
又
は
外
国
医
薬
品
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
死
亡
又
は
ハ

か
ら

ま
で
に

（1）

（5）

掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
（
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

チ

外
国
医
薬
品
に
係
る
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
中
止
、
回
収
、
廃
棄
そ
の
他
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡

大
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
の
実
施

二

次
に
掲
げ
る
事
項

三
十
日

イ

前
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も

（1）

（5）

の
（
前
号
ハ
、
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

ロ

当
該
医
薬
品
若
し
く
は
外
国
医
薬
品
の
副
作
用
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
感
染
症
に
よ
り
が
ん
そ
の
他
の

重
大
な
疾
病
、
障
害
若
し
く
は
死
亡
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
当
該
医
薬
品
若
し
く
は
外
国
医
薬
品
の
副
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作
用
に
よ
る
症
例
等
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
感
染
症
の
発
生
傾
向
が
著
し
く
変
化
し
た
こ
と
又
は
当
該
医

薬
品
が
承
認
を
受
け
た
効
能
若
し
く
は
効
果
を
有
し
な
い
こ
と
を
示
す
研
究
報
告

三

次
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
症
例
等
の
発
生
（
死
亡
又
は
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に

（1）

（5）

掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
当
該
医
薬
品
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

次
に

掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
期
間
ご
と

イ

法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
医
薬
品
及
び
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
し
た
医
薬
品

第
六
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間

ロ

イ
に
掲
げ
る
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品

当
該
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
た
日
等
か
ら
一
年
ご
と
に
そ
の

期
間
の
満
了
後
二
月
以
内

２

医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
し
、
又
は
承
認
を
受

け
た
医
療
機
器
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
そ

の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

十
五
日
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イ

死
亡
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
療
機
器
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の

ロ

死
亡
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
療
機
器
と
形
状
、
構
造
、
原
材
料
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
、
性
能
等
が
同
一

性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
（
以
下
「
外
国
医
療
機
器
」
と
い
う
。
）
の
不
具

合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の

ハ

前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
療
機
器
又
は
外
国
医
療
機
器
の
不
具

（1）

（5）

合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の

ニ

不
具
合
（
死
亡
若
し
く
は
前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ
に
係

（1）

（5）

る
も
の
に
限
る
。
以
下
ニ
及
び
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
率
を
あ
ら
か
じ
め
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
医
療
機
器
に
係
る
不
具
合
の
発
生
率
の
変
化
の
う
ち
、
製
造
販
売
業
者
又
は
外

国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
が
あ
ら
か
じ
め
把
握
し
た
当
該
医
療
機
器
に
係
る
不
具
合
の
発
生
率
を
上
回

つ
た
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
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ホ

前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
医
療
機
器
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と

（1）

（5）

疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

発
生
傾
向
を
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

(1)

発
生
傾
向
の
変
化
が
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
お
そ
れ
を
示
す
も
の

(2)
ヘ

外
国
医
療
機
器
の
不
具
合
の
発
生
率
を
あ
ら
か
じ
め
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
医

療
機
器
の
不
具
合
の
発
生
率
の
変
化
の
う
ち
、
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
が
あ

ら
か
じ
め
把
握
し
た
当
該
医
療
機
器
に
係
る
不
具
合
の
発
生
率
を
上
回
つ
た
も
の

ト

当
該
医
療
機
器
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
療
機
器
の
使

用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

チ

当
該
医
療
機
器
又
は
外
国
医
療
機
器
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
死
亡
又
は
前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
（
ト
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

（1）

（5）

リ

外
国
医
療
機
器
に
係
る
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
中
止
、
回
収
、
廃
棄
そ
の
他
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
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拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
の
実
施

二

次
に
掲
げ
る
事
項

三
十
日

イ

死
亡
又
は
前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
療
機
器
又
は
外
国
医
療
機

（1）

（5）

器
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
（
前
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
次
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

ロ

当
該
医
療
機
器
又
は
外
国
医
療
機
器
の
不
具
合
の
発
生
で
あ
つ
て
、
当
該
不
具
合
に
よ
つ
て
死
亡
又
は
前
項
第
一

号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
前
号
ニ
及
び
ヘ
並
び
に
次
号
イ
に
掲
げ

（1）

（5）

る
事
項
を
除
く
。
）

ハ

当
該
医
療
機
器
若
し
く
は
外
国
医
療
機
器
の
不
具
合
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
感
染
症
に
よ
り
が
ん
そ
の

他
の
重
大
な
疾
病
、
障
害
若
し
く
は
死
亡
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
当
該
医
療
機
器
若
し
く
は
外
国
医
療

機
器
の
不
具
合
に
よ
る
症
例
等
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
感
染
症
の
発
生
傾
向
が
著
し
く
変
化
し
た
こ
と
又

は
当
該
医
療
機
器
が
承
認
を
受
け
た
効
能
若
し
く
は
効
果
を
有
し
な
い
こ
と
を
示
す
研
究
報
告

三

次
に
掲
げ
る
事
項

当
該
医
療
機
器
が
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
た
日
等
か
ら
一
年
ご
と
に
、
そ
の
期
間
の
満
了
後

二
月
以
内

- 241 -



イ

第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
医
療
機
器
の
不
具
合
の
発
生
で
あ
つ
て
、
当
該
不
具
合
の
発
生
に
よ
つ
て
、
死
亡
若
し
く

は
前
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
又
は
こ
れ
ら
の
症
例
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

（1）

（5）

と
が
予
想
さ
れ
る
も
の
（
第
一
号
イ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

ロ

死
亡
及
び
第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
以
外
の
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
療
機
器

（1）

（5）

の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の

ハ

当
該
医
療
機
器
の
不
具
合
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
不
具
合
の
発
生
に
よ
つ
て
死
亡
及
び
第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

（1）

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
以
外
の
症
例
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
医
療
機
器
の
使
用
上

（5）の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

３

機
械
器
具
等
と
一
体
的
に
製
造
販
売
す
る
も
の
と
し
て
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬

品
等
特
例
承
認
取
得
者
に
よ
る
当
該
医
薬
品
の
機
械
器
具
等
に
係
る
部
分
の
不
具
合
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定

を
準
用
す
る
。

４

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
し
、
又
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は
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
期
間
内
に
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

十
五
日

イ

死
亡
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の

ロ

死
亡
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
と
構
成
細
胞
、
導
入
遺
伝
子
、
構
造
、
製
造
方
法
、
使
用
方
法
等

が
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
（
以
下
「
外
国
再
生
医
療
等
製
品

」
と
い
う
。
）
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使

用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

ハ

第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
又
は
外
国
再
生
医

（1）

（5）

療
等
製
品
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
上
の
注
意

等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

ニ

第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
に
よ
る
影
響

（1）

（5）

で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
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も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

発
生
傾
向
を
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

（1）

発
生
傾
向
の
変
化
が
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
お
そ
れ
を
示
す
も
の

（2）
ホ

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
再
生
医

療
等
製
品
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

ヘ

当
該
再
生
医
療
等
製
品
又
は
外
国
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
に
よ
る
死
亡
又
は

第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
（
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

(1)

(5)

ト

外
国
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
中
止
、
回
収
、
廃
棄
そ
の
他
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発

生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
の
実
施

二

次
に
掲
げ
る
事
項

三
十
日

イ

死
亡
又
は
第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
又
は
外

(1)

(5)

国
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
（
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
除

く
。
）
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ロ

当
該
再
生
医
療
等
製
品
又
は
外
国
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
の
発
生
で
あ
つ
て
、
当
該
不
具
合
に
よ
つ
て
死
亡

又
は
第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

(1)

(5)

ハ

当
該
再
生
医
療
等
製
品
若
し
く
は
外
国
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
感
染
症
に

よ
り
が
ん
そ
の
他
の
重
大
な
疾
病
、
障
害
若
し
く
は
死
亡
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
当
該
再
生
医
療
等
製

品
若
し
く
は
外
国
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
に
よ
る
症
例
等
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
感
染
症
の
発
生
傾

向
が
著
し
く
変
化
し
た
こ
と
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品
が
承
認
を
受
け
た
効
能
若
し
く
は
効
果
を
有
し
な
い
こ
と

を
示
す
研
究
報
告

三

次
に
掲
げ
る
事
項

当
該
再
生
医
療
等
製
品
が
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
た
日
等
か
ら
一
年
ご
と
に
、
そ
の
期
間
の

満
了
後
二
月
以
内

イ

死
亡
及
び
第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
以
外
の
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
再
生
医
療

(1)

(5)

等
製
品
の
不
具
合
に
よ
る
影
響
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
上
の
注
意
等

か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

ロ

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
不
具
合
の
発
生
に
よ
つ
て
死
亡
及
び
第
一
項
第
一
号
ハ
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か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
以
外
の
症
例
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
再
生
医
療
等

(1)

(5)

製
品
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

５

医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
し
、
又

は
承
認
を
受
け
た
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

十
五
日

イ

死
亡
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の

ロ

次
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
も
の

で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
化
粧
品
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
又
は
当
該
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
化
粧
品
の
使
用
上
の
注
意
等
か
ら
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、

そ
の
発
生
傾
向
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
そ
の
発
生
傾
向
の
変
化
が
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若

し
く
は
拡
大
の
お
そ
れ
を
示
す
も
の

障
害

（1）
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死
亡
又
は
障
害
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
症
例

（2）

治
療
の
た
め
に
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
入
院
又
は
入
院
期
間
の
延
長
が
必
要
と
さ
れ
る
症
例
（

に
掲
げ
る

（3）

（2）

事
項
を
除
く
。
）

死
亡
又
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
に
準
じ
て
重
篤
で
あ
る
症
例

（4）

（1）

（3）

治
療
に
要
す
る
期
間
が
三
十
日
以
上
で
あ
る
症
例
（

、

及
び

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

（5）

（2）

（3）

（4）

後
世
代
に
お
け
る
先
天
性
の
疾
病
又
は
異
常

（6）

二

次
に
掲
げ
る
事
項

三
十
日

イ

前
号
ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
症
例
等
の
発
生
の
う
ち
、
当
該
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
副
作
用
に
よ
る
も

（1）

（6）

の
と
疑
わ
れ
る
も
の
（
前
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

ロ

当
該
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
、
有
害
な
作
用
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
示
す
研
究
報
告

（
副
作
用
救
済
給
付
等
の
請
求
の
あ
つ
た
者
に
係
る
情
報
の
整
理
等
の
結
果
の
報
告
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
一

法
第
六
十
八
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
同
項
の
情
報
の

整
理
の
結
果
の
報
告
は
、
様
式
第
九
十
八
の
三
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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２

法
第
六
十
八
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
同
項
の
調
査
の
結
果
の
報
告
は
、
様
式
第

九
十
八
の
四
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
回
収
報
告
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
二

法
第
六
十
八
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
り
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若

し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
外
国
特
例
承
認
取
得
者
又
は
法
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
に
規
定
す
る
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
（
次

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
製
造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
報
告
を
行
う
場
合
に
は
、
回
収
に
着
手
し
た
後
速
や

か
に
、
次
の
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
（
令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
権
限
に
属
す
る
事
務
を
都
道
府
県
知
事
が
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

回
収
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

回
収
の
対
象
と
な
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
名
称
、
当
該
品
目
の

製
造
販
売
又
は
製
造
に
係
る
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日
又
は
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
並
び
に
当
該
品
目
の
承
認
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番
号
及
び
承
認
年
月
日
、
認
証
番
号
及
び
認
証
年
月
日
又
は
届
出
年
月
日

三

回
収
の
対
象
と
な
る
当
該
品
目
の
数
量
、
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
及
び
製
造
販
売
、
製
造
又
は
輸
入
年
月
日

四

当
該
品
目
の
製
造
所
及
び
主
た
る
機
能
を
有
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五

当
該
品
目
が
輸
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
輸
出
先
の
国
名

六

回
収
に
着
手
し
た
年
月
日

七

回
収
の
方
法

八

回
収
終
了
予
定
日

九

そ
の
他
保
健
衛
生
上
の
被
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
よ
う
と
す
る
措
置
の
内
容

２

回
収
に
着
手
し
た
製
造
販
売
業
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
速
や
か
に
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
（

第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
回
収
の
状
況
）
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
各
号
に
掲
げ
る
報
告
事
項
に
変
更
（
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
が
生
じ
た
と
き

二

回
収
に
着
手
し
た
時
点
で
は
想
定
し
て
い
な
か
つ
た
健
康
被
害
の
発
生
の
お
そ
れ
を
知
つ
た
と
き

三

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
回
収
の
状
況
の
報
告
を
求
め
た
と
き
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３

製
造
販
売
業
者
等
は
、
回
収
終
了
後
速
や
か
に
、
回
収
を
終
了
し
た
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
機
構
に
対
す
る
副
作
用
等
の
報
告
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
三

法
第
六
十
八
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
対
し
て
行
う
報
告
に
つ
い
て
は
、
第

二
百
二
十
八
条
の
二
十
及
び
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
中
「
厚
生
労

働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
第
六
十
八
条
の
十
一
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
十
三
第

三
項
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
（
令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
権
限
に
属
す
る
事
務
を
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
、

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
副
作
用
等
の
報
告
の
情
報
の
整
理
又
は
調
査
の
結
果
の
通
知
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
四

法
第
六
十
八
条
の
十
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
同
条
第
一
項

の
情
報
の
整
理
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
九
十
八
の
五
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
六
十
八
条
の
十
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
同
条
第
二
項
の
調
査
の
結
果
の
通
知
は
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、
様
式
第
九
十
八
の
四
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
感
染
症
定
期
報
告
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
五

法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又

は
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
若
し
く
は
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
は
、
そ
の

製
造
販
売
を
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
名
称

二

承
認
番
号
及
び
承
認
年
月
日

三

調
査
期
間

四

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
出
荷
数
量

五

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は
原
料
若
し
く
は
材
料
に
係
る
人
そ
の
他
の
生
物
と
同
じ
人
そ
の
他
の
生

物
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
、
人
そ
の
他
の
生
物
か
ら
人
に
感
染
す
る
と
認
め
ら
れ
る
疾
病

に
つ
い
て
の
研
究
報
告
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六

当
該
再
生
医
療
等
製
品
又
は
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
成
分
（
当
該
再
生
医

療
等
製
品
に
含
有
さ
れ
、
又
は
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
人
そ
の
他
の
生
物
に
由
来
す
る
も
の
に
限
る
。

）
と
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
人
そ
の
他
の
生
物
に
由
来
す
る
成
分
を
含
有
し
、
若
し
く
は
製
造
工
程
に
お
い

て
使
用
し
て
い
る
製
品
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
該
再
生
医
療
等
製
品
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ

る
感
染
症
の
種
類
別
発
生
状
況
及
び
発
生
症
例
一
覧

七

当
該
再
生
医
療
等
製
品
等
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品

の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置

八

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
当
該
報
告
を
行
う
者
の
見
解

九

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
添
付
文
書

十

当
該
再
生
医
療
等
製
品
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
な

使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報

２

前
項
の
報
告
は
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
た
日
等
か
ら
六
月
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る
再
生
医
療
等
製
品
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
）
ご
と
に
、
そ
の
期
間
の
満
了
後
一
月
以
内
に
行
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わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
邦
文
以
外
で
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
報
告
に
係
る
資
料
の
翻
訳
を
行
う
必
要
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
期
間
の
満
了
後
二
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
に
対
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の
感
染
症
定
期
報
告
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
六

法
第
六
十
八
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
対
し
て
行
う
報
告
に
つ
い
て
は
、
前

条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
六
十
八
条
の
十
五
第
三
項
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
感
染
症
定
期
報
告
の
情
報
の
整
理
又
は
調
査
の
結
果
の
通
知
）

第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
七

法
第
六
十
八
条
の
十
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
同
条
第
一
項

の
情
報
の
整
理
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
百
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
六
十
八
条
の
十
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
同
条
第
二
項
の
調
査
の
結
果
の
通
知
は

、
様
式
第
百
一
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
章

医
薬
品
等
の
検
定
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第
百
九
十
七
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は

第
九
項
」
に
、
「
第
十
九
条
の
二
」
を
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条

第
九
項
」
に
、
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
、
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」

を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
七
条
の
二
第
四
号
及
び
第
百
九
十
七
条
の
三
中
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造

販
売
業
者
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
、
「

選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
七
条
の
七
中
「
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
」
を
「
第
八
十
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
七
条
の
十
一
第
四
項
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
」
に
、
「
第

二
十
三
条
の
二
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
」
に
、
「
第
十
九
条
の
二
」
を
「
第
二
十
三

条
の
二
の
十
七
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
」
に
、
「
外
国
特
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例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
に
係
る
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
」
に

、
「
外
国
指
定
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
」
を
「
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
」
に
、
「
外
国
特
例

認
証
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
認
証
取
得
者
」
に
、
「
の
選
任
す
る
製
造
販
売
業
者
」
を
「
に
係
る
選
任

外
国
製
造
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
九
十
七
条
の
十
二
と
し
、
第
百
九
十
七
条

の
十
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
検
定
の
申
請
及
び
検
定
機
関
）

第
百
九
十
七
条
の
十
一

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
検
定
の
申
請
は
、
同
一
の
製
造
番
号
又
は
製
造
記

号
の
再
生
医
療
等
製
品
ご
と
に
、
様
式
第
九
十
五
に
よ
る
検
定
申
請
書
を
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
を
保
有
す
る
施
設
の

所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
自
家
試
験
の
記
録
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

令
第
五
十
八
条
の
検
定
機
関
は
、
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
と
す
る
。

４

令
第
五
十
八
条
の
出
願
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項

若
し
く
は
第
九
項
の
承
認
を
取
得
し
て
い
る
製
造
販
売
業
者
又
は
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
若
し
く
同
条
第
五
項
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に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
の
承
認
を
取
得
し
て
い
る
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認

取
得
者
に
係
る
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
と
す
る
。

５

第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
第
百
九
十
七
条
第
六
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
百
九
十
八
条
第
一
項
中
「
出
願
者
」
を
「
令
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
出
願
者
」
に
、
「
又
は
医
療
機
器
」
を
「
、
医

療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
、
「
販
売
若
し
く
は
授
与
又
は
賃
貸
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
「

販
売
、
授
与
又
は
貸
与
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改

め
る
。

第
百
九
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
一
号
ロ
、
第
二
百
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
百
二
条
中
「
又

は
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

第
二
百
三
条
第
一
項
中
「
医
薬
品
」
の
下
に
「
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
賃
貸
し
」
を
「
貸

与
し
」
に
、
「
又
は
販
売
、
賃
貸
」
を
「
若
し
く
は
販
売
、
貸
与
」
に
、
「
陳
列
す
る
」
を
「
陳
列
し
、
又
は
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
提
供
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改

め
、
「
販
売
し
」
の
下
に
「
、
貸
与
し
」
を
加
え
、
「
又
は
販
売
」
を
「
若
し
く
は
販
売
、
貸
与
」
に
、
「
陳
列
す
る
」
を
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「
陳
列
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
」
に
改
め
る
。

第
五
章
を
第
六
章
と
す
る
。

第
四
章
の
章
名
中
「
の
販
売
業
及
び
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
八
条
第
十
二
号
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
三
条
第
二
項
第
三
号
中
「
営
業
所
管
理
者
」
を
「
医
薬
品
営
業
所
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
四
条
中
「
営
業
所
管
理
者
」
を
「
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
七
条
及
び
第
百
五
十
八
条
の
三
第
二
項
中
「
営
業
所
管
理
者
」
を
「
医
薬
品
営
業
所
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
八
条
の
八
第
四
項
第
九
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
」
を
「
薬
局
医
薬
品
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
九
条
の
十
第
四
項
第
二
号
中
「
ホ
ま
で
」
を
「
ヘ
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
九
条
の
二
十
二
第
一
項
第
五
号
中
「
営
業
所
管
理
者
」
を
「
医
薬
品
営
業
所
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
管
理
者
」
を
「
医
薬
品
営
業
所
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
条
の
見
出
し
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
り
」
を
削
り
、
「
賃
貸
業

」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
営
業
所
」
を
「
営
業
所
（
高
度
管
理
医
療
機
器
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プ
ロ
グ
ラ
ム
の
み
を
取
り
扱
う
営
業
所
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
覚
せ
い
剤
」
を
「
覚
醒
剤
」
に
改
め
、

同
項
第
四
号
中
「
法
第
三
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
又
は
賃
貸
（
以
下
「
販
売
等
」
と
い

う
。
）
を
実
地
に
管
理
す
る
者
（
以
下
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
管
理
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
高
度
管
理
医
療
機
器

等
営
業
所
管
理
者
」
に
、
「
販
売
等
を
」
を
「
販
売
、
授
与
又
は
貸
与
（
以
下
「
販
売
等
」
と
い
う
。
）
を
」
に
、
「
あ
つ

て
は
、
」
を
「
あ
つ
て
は
」
に
改
め
、
「
同
条
第
二
項
各
号
」
の
下
に
「
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
高
度
管
理
医
療
機
器
（
高
度
管
理

医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
こ
れ
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
た
る
医
療
機
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
の
販
売
等
又
は
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
（
以
下
「
販
売
提
供
等
」
と
い
う
。
）
を
実
地
に
管
理
す
る
者
に
あ
つ
て
は
同
条
第
一
項
各
号

又
は
第
三
項
各
号
、
指
定
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
等
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
高
度
管
理
医
療
機
器
の
み
の
販
売
提
供
等
を
実
地
に
管

理
す
る
者
に
あ
つ
て
は
同
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
二
項
各
号
及
び
第
三
項
各
号
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
高
度
管

理
医
療
機
器
等
営
業
管
理
者
」
を
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
条
第
三
号

ニ
及
び
ホ
」
を
「
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
百
六
十
一
条
の
見
出
し
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
条
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中

「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
管
理
者
」
を
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
」
を
「
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一

号
中
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
」
の
下
に
「
（
令
別
表
第
一
機
械
器
具
の
項
第
七
十
二
号
に
掲
げ
る
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
、

同
表
第
七
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
（
視
力
補
正
用
の
も
の
を
除
く
。
）
（
以
下
「
指
定
視
力
補
正
用
レ

ン
ズ
等
」
と
い
う
。
）
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
高
度
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
第
百
七
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を

加
え
、
「
（
令
別
表
第
一
機
械
器
具
の
項
第
七
十
二
号
に
掲
げ
る
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
及
び
同
表
第
七
十
二
号
の
二
に
掲
げ

る
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
（
視
力
補
正
用
の
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
視
力

補
正
用
レ
ン
ズ
等
」
と
い
う
。
）
の
み
の
販
売
等
を
行
う
業
務
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
九
条
の

二
」
を
「
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
」
の
下
に
「
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
高

度
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

プ
ロ
グ
ラ
ム
高
度
管
理
医
療
機
器
の
み
を
販
売
提
供
等
す
る
営
業
所
に
お
け
る
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
各
号
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
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で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

別
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
基
礎
講
習
を
修
了
し
た

者
二

厚
生
労
働
大
臣
が
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者

４

指
定
視
力
補
正
用
レ
ン
ズ
等
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
高
度
管
理
医
療
機
器
の
み
を
販
売
提
供
等
す
る
営
業
所
に
お
け
る
法
第

三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ

か
又
は
第
二
項
各
号
及
び
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
百
六
十
三
条
の
見
出
し
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
賃
貸
し
、
又
は
販
売
、
授
与
若
し

く
は
賃
貸
の
目
的
で
陳
列
し
よ
う
と
す
る
者
」
を
「
貸
与
し
、
若
し
く
は
販
売
、
授
与
若
し
く
は
貸
与
の
目
的
で
陳
列
し
、

又
は
管
理
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同

項
第
三
号
中
「
販
売
等
」
を
「
販
売
提
供
等
」
に
、
「
特
定
管
理
医
療
機
器
営
業
管
理
者
等
」
を
「
特
定
管
理
医
療
機
器
営

業
所
管
理
者
等
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
営
業
所
」
を
「
営
業
所
（
管
理
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
み
を
取
り
扱
う
営

業
所
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
行
為
の
際
」
の
下
に
「
当
該
平
面
図
が
」
を
加
え
、
「
提
出
さ
れ
た
書
類
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に
つ
い
て
は
」
を
「
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
四
条
第
二
項
中
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
管
理
者
」
を
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所
管
理
者
」
に
改

め
る
。

第
百
六
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
広
告
）

第
百
六
十
五
条
の
二

高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
者
等
は
、
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提

供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

電
話
番
号
そ
の
他
連
絡
先

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

第
百
六
十
六
条
中
「
又
は
賃
貸
し
た
」
を
「
若
し
く
は
貸
与
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
た
」
に
、
「
高

度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
管
理
者
」
を
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
七
条
中
「
又
は
賃
貸
し
た
」
を
「
若
し
く
は
貸
与
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
た
」
に
、
「
高
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度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
管
理
者
」
を
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
医
療
機
器

」
の
下
に
「
（
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
六
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
管
理
者
」
を
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所

管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
九
条
中
「
又
は
賃
貸
」
を
「
若
し
く
は
貸
与
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
条
第
一
項
中
「
使
用
さ
れ
た
医
療
機
器
」
の
下
に
「
（
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
」
を
加
え
、
「
賃
貸
し
よ
う
」
を
「
貸
与
し
よ
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
賃
貸
」
を
「
貸
与
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
一
条
中
「
又
は
賃
貸
し
た
」
を
「
若
し
く
は
貸
与
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
た
」
に
、
「
外

国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
二
条
中
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
管
理
者
」
を
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
賃
貸
業
者
」
を
「
貸
与
業
者
」
に
、
「
又
は
賃
貸
し
た
」
を
「
若
し
く
は
貸
与
し
、
又
は
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
た
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
若
し
く
は
賃
貸
」
を
「
若
し
く
は
貸
与
若
し
く
は
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
た
提
供
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
賃
貸
し
た
」
を
「
若
し
く
は
貸
与
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
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通
じ
て
提
供
し
た
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
賃
貸
」
を
「
若
し
く
は
貸
与
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
賃
貸
し
た
」
を
「
貸
与
し
た
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
管
理
者
」
を
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所
管
理
者

」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
営
業
所
」
を
「
営
業
所
（
高
度
管
理
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
み
を
取
り
扱
う
営
業
所
を
除

く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
管
理
者
」
を
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所

管
理
者
」
に
、
「
あ
つ
て
は
、
」
を
「
あ
つ
て
は
」
に
改
め
、
「
同
条
第
二
項
各
号
」
の
下
に
「
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
高
度
管
理

医
療
機
器
の
み
の
販
売
提
供
等
を
実
地
に
管
理
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
、
指
定
視

力
補
正
用
レ
ン
ズ
等
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
高
度
管
理
医
療
機
器
の
み
の
販
売
提
供
等
を
実
地
に
管
理
す
る
者
に
あ
つ
て
は
同
条

第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
二
項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
各
号
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
五
条
第
三
号
ニ
及
び
ホ
」
を

「
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
五
条
第
一
項
柱
書
き
中
「
の
販
売
等
」
を
「
の
販
売
提
供
等
」
に
、
「
特
定
管
理
医
療
機
器
を
販
売
等
す
る
」

を
「
特
定
管
理
医
療
機
器
を
販
売
提
供
等
す
る
」
に
、
「
第
一
号
に
掲
げ
る
者
」
を
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
等
に

関
す
る
業
務
に
一
年
以
上
若
し
く
は
特
定
管
理
医
療
機
器
（
令
別
表
第
一
機
械
器
具
の
項
第
七
十
三
号
に
掲
げ
る
補
聴
器
（
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以
下
「
補
聴
器
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
七
十
八
号
に
掲
げ
る
家
庭
用
電
気
治
療
器
（
以
下
「
家
庭
用
電
気
治
療
器
」
と
い

う
。
）
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
特
定
管
理
医
療
機
器
（
特
定
管
理
医
療
機
器
の
う
ち
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
も
の
及
び
こ
れ
を
記
録

し
た
記
録
媒
体
た
る
医
療
機
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
の
販
売
等
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
後

、
別
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
基
礎
講
習
を
修
了
し
た
者
又

は
当
該
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
者
」
に
、
「
特
定
管
理
医
療
機
器
営
業
管

理
者
」
を
「
特
定
管
理
医
療
機
器
営
業
所
管
理
者
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
営
業
所
に
あ
つ
て
は
、
特
定
管
理
医
療
機
器
営
業
所
管
理
者
に
代
え
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
掲
げ
る
者
を
置
け
ば
足
り
る
。

第
百
七
十
五
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

補
聴
器
の
み
を
販
売
等
す
る
営
業
所

特
定
管
理
医
療
機
器
（
家
庭
用
電
気
治
療
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
特
定
管
理
医

療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
等
に
関
す
る
業
務
に
一
年
以
上
従
事
し
た
後
、
別
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
基
礎
講
習
を
修
了
し
た
者
又
は
当
該
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経

験
を
有
す
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
者
（
以
下
「
補
聴
器
営
業
所
管
理
者
」
と
い
う
。
）
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二

家
庭
用
電
気
治
療
器
の
み
を
販
売
等
す
る
営
業
所

特
定
管
理
医
療
機
器
（
補
聴
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
特
定
管
理
医

療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
等
に
関
す
る
業
務
に
一
年
以
上
従
事
し
た
後
、
別
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
基
礎
講
習
を
修
了
し
た
者
又
は
当
該
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経

験
を
有
す
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
者
（
以
下
「
家
庭
用
電
気
治
療
器
営
業
所
管
理
者
」
と
い
う
。
）

三

プ
ロ
グ
ラ
ム
特
定
管
理
医
療
機
器
の
み
を
販
売
提
供
等
す
る
営
業
所

別
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
基
礎
講
習
を
修
了
し
た
者
又
は
当
該
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験

を
有
す
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
者
（
以
下
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
特
定
管
理
医
療
機
器
営
業
所
管
理
者
」
と
い
う
。
）

四

補
聴
器
及
び
家
庭
用
電
気
治
療
器
の
み
を
販
売
等
す
る
営
業
所

補
聴
器
営
業
所
管
理
者
及
び
家
庭
用
電
気
治
療
器

営
業
所
管
理
者

五

補
聴
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
特
定
管
理
医
療
機
器
の
み
を
販
売
提
供
等
す
る
営
業
所

補
聴
器
営
業
所
管
理
者
及
び
プ

ロ
グ
ラ
ム
特
定
管
理
医
療
機
器
営
業
所
管
理
者

六

家
庭
用
電
気
治
療
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
特
定
管
理
医
療
機
器
の
み
を
販
売
提
供
等
す
る
営
業
所

家
庭
用
電
気
治
療

器
営
業
所
管
理
者
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
特
定
管
理
医
療
機
器
営
業
所
管
理
者
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七

補
聴
器
、
家
庭
用
電
気
治
療
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
特
定
管
理
医
療
機
器
の
み
を
販
売
提
供
等
す
る
営
業
所

補
聴
器

営
業
所
管
理
者
、
家
庭
用
電
気
治
療
器
営
業
所
管
理
者
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
特
定
管
理
医
療
機
器
営
業
所
管
理
者

第
百
七
十
五
条
第
二
項
中
「
特
定
管
理
医
療
機
器
営
業
管
理
者
、
補
聴
器
営
業
管
理
者
及
び
家
庭
用
電
気
治
療
器
営
業
管

理
者
（
以
下
「
特
定
管
理
医
療
機
器
営
業
管
理
者
等
」
を
「
特
定
管
理
医
療
機
器
営
業
所
管
理
者
、
補
聴
器
営
業
所
管
理
者

、
家
庭
用
電
気
治
療
器
営
業
所
管
理
者
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
特
定
管
理
医
療
機
器
営
業
所
管
理
者
（
以
下
「
特
定
管
理
医
療
機

器
営
業
所
管
理
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
特
定
管
理
医
療
機
器
営
業
管
理
者
等
」
を
「
特
定
管
理
医

療
機
器
営
業
所
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
七
条
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
八
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
の
三
及
び
」
を
「
第
十
五
条
の
九
及
び
」
に
、
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
」
を
「

第
十
五
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
百
四
十
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
登

録
販
売
者
と
し
て
の
」
を
、
「
第
二
項
第
一
号
」
の
下
に
「
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
の
三
、

」
を
「
第
十
五
条
の
九
、
」
に
、
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
百
四
十
条
第

二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
と
し
て
の
」
を
加
え
、
「
、
「
第
百
七
十
五
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条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
「
第
百
七
十
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規

定
す
る
」
と
、
第
百
六
十
四
条
第
二
項
、
第
百
六
十
六
条
及
び
第
百
六
十
七
条
中
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所
管
理
者

」
と
あ
る
の
は
「
特
定
管
理
医
療
機
器
営
業
所
管
理
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
管
理

者
」
を
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
第
九
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
四
条
の
五
十
五
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
条
第
二
項
中
「
そ
の
旨
を
」
を
「
そ
の
旨
が
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
申
請
者
が
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
若
し
く
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に

関
す
る
医
師
の
診
断
書
」
を
「
）
が
法
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
」
に
改
め
、
同
項

第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
責
任
技
術
者
」
を
「
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四

項
中
「
第
九
条
中
」
を
「
同
条
中
」
に
改
め
、
「
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市

又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
百
八
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
三
十
七
条
の
九
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
は
ら
な
け
れ
ば

」
を
「
貼
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。
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第
百
八
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
三
十
七
条
の
十
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
は
ら
な
け
れ
ば

」
を
「
貼
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
五
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
る
。

第
百
八
十
六
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
旨
を
」
を
「
そ
の
旨
が
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
七
条
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
三
十
七
条
の
十
二
」
に
改
め
、
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「

責
任
技
術
者
」
を
「
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
八
条
の
見
出
し
中
「
責
任
技
術
者
」
を
「
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
七
条
第
五

項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
三
項
」
に
、
「
責
任
技
術
者
」
を
「
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
九
条
の
見
出
し
中
「
責
任
技
術
者
」
を
「
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「
責
任
技
術
者
」

を
「
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
」
に
、
「
第
十
七
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
条
中
「
責
任
技
術
者
」
を
「
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
」
に
改
め
、
「
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
を
「
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
責
任
技
術
者
」
を
「
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
」
に
改
め
、
同
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条
第
十
項
中
「
第
九
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
百
十
四
条
の
五
十
五
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
外
国
特
例
承

認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
三
条
中
「
第
九
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
四
条
の
五
十
五
第
二
項
」
に
、
「
第
九
十
三
条
第
四
項
」
を
「

第
百
十
四
条
の
五
十
五
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
責
任
技
術
者
」
を
「
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
四
条
の
二
中
「
第
十
四
条
の
三
」
を
「
第
三
条
、
第
十
五
条
の
九
及
び
第
十
八
条
」
に
、
「
同
条
第
一
項
」
を

「
第
十
五
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
百
四
十
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

登
録
販
売
者
と
し
て
の
」
を
、
「
第
二
号
イ
」
の
下
に
「
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
。

第
百
九
十
五
条
の
見
出
し
中
「
責
任
技
術
者
」
を
「
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
九

条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
十
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
責
任
技
術
者
」
を
「
医
療
機
器
修
理
責

任
技
術
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
書
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
届
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
地
方
厚
生
局
長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
に
提
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出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の

旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
修
理
業
者
の
氏
名
に
係
る
届
書

修
理
業
者
の
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
記
載
事

項
証
明
書
（
修
理
業
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

二

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者
の
氏
名
に
係
る
届
書
（
新
た
に
医
療
機
器
修
理
責
任
技
術
者

と
な
つ
た
者
が
修
理
業
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
修
理
業
者
の
新
た
に
医
療
機
器
修

理
責
任
技
術
者
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

三

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
役
員
に
係
る
届
書

新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者
が
法
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
に
該
当
し

な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

第
百
九
十
六
条
中
「
第
二
十
六
条
第
五
項
第
四
号
に
掲
げ
る
」
を
「
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
又
は
最
終
製
品

の
保
管
の
み
を
行
う
」
に
改
め
、
第
四
章
中
同
条
の
次
に
次
の
十
二
条
を
加
え
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
許
可
の
申
請
）

第
百
九
十
六
条
の
二

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
九
十
四
の
二
に
よ
る
申
請
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書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
申
請
書

の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一

営
業
所
の
平
面
図

二

法
人
に
あ
つ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

三

申
請
者
以
外
の
者
が
そ
の
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
営

業
所
管
理
者
の
雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
申
請
者
の
当
該
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を

証
す
る
書
類

四

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
精

神
の
機
能
の
障
害
又
は
申
請
者
が
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医

師
の
診
断
書

３

第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
第
一
条
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
九
条
の
規
定
を
準
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用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
七
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特

別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
「
第
五
項
第
九
号

」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
十
六
条
の
二
第
二
項
第
四
号
」
と
、
第
九
条
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を

設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
に
お
け
る
販
売
等
の
相
手
方
）

第
百
九
十
六
条
の
三

法
第
四
十
条
の
五
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

国
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）

二

研
究
施
設
の
長
又
は
教
育
機
関
の
長
で
あ
つ
て
研
究
又
は
教
育
を
行
う
に
当
た
り
必
要
な
再
生
医
療
等
製
品
を
使
用

す
る
も
の

三

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
の
製
造
業
者
で
あ
つ
て
製
造
を
行
う
に
当
た
り
必
要
な
再
生
医
療

等
製
品
を
使
用
す
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
も
の
で
あ
つ
て
販
売
等
の
相
手
方
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
も
の
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（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
百
九
十
六
条
の
四

再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
に
係
る
法
第
四
十
条
の
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

旧
制
中
学
若
し
く
は
高
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
で
、
薬
学
、
化
学
又
は
生
物
学
に
関
す
る
専
門
の
課
程
を

修
了
し
た
者

二

旧
制
中
学
若
し
く
は
高
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
で
、
薬
学
、
化
学
又
は
生
物
学
に
関
す
る
科
目
を
修
得
し

た
後
、
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
又
は
授
与
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者

三

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
又
は
授
与
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者

四

都
道
府
県
知
事
が
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者

（
準
用
）

第
百
九
十
六
条
の
五

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
（
同
条
第
四
号
、
第
五
号

及
び
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
中
「
様
式
第
二
」

と
あ
る
の
は
「
様
式
第
九
十
四
の
三
」
と
、
第
六
条
中
「
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
九
十
四
の
四
」
と
、
第
七
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条
第
六
号
中
「
氏
名
、
住
所
及
び
週
当
た
り
勤
務
時
間
数
」
と
あ
る
の
は
「
氏
名
及
び
住
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
百
九
十
六
条
の
六

法
第
四
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等

製
品
の
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
は
、
次
条
か
ら
第
百
九
十
六
条
の
十
一
ま
で
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
試
験
検
査
の
実
施
方
法
）

第
百
九
十
六
条
の
七

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
が
再
生
医
療
等
製
品
の
適
切

な
管
理
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
再
生
医
療
等
製
品
の
試
験
検
査
を
、
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
に
行
わ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
営
業
所
の
設
備
及
び
器
具
を
用
い
て
試
験
検
査
を
行
う
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
が
認
め
た
場
合
に
は
、
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
は
、
当
該
販
売
業

者
の
他
の
試
験
検
査
設
備
又
は
登
録
試
験
検
査
機
関
を
利
用
し
て
試
験
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
よ
り
試
験
検
査
を
行
つ
た
場
合
は
、
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所

管
理
者
に
試
験
検
査
の
結
果
を
確
認
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
管
理
の
確
保
）

第
百
九
十
六
条
の
八

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
に
係
る
適
正
な
管

理
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
管
理
」
と
い
う
。
）
を
確
保
す
る
た
め
、
指
針
の
策
定
、
従
事
者
に
対
す
る
研
修

の
実
施
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も

の
と
す
る
。

一

従
事
者
か
ら
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
へ
の
事
故
報
告
の
体
制
の
整
備

二

再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
管
理
の
た
め
の
業
務
に
関
す
る
手
順
書
の
作
成
及
び
当
該
手
順
書
に
基
づ
く
業
務
の
実
施

三

再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
管
理
の
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
の
収
集
そ
の
他
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
管
理
の
確
保

を
目
的
と
し
た
改
善
の
た
め
の
方
策
の
実
施

（
再
生
医
療
等
製
品
の
営
業
所
の
管
理
に
関
す
る
帳
簿
）

第
百
九
十
六
条
の
九

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
は
、
営
業
所
に
当
該
営
業
所
の
管
理
に
関
す
る
事
項
を
記
録
す
る
た

め
の
帳
簿
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
は
、
試
験
検
査
、
不
良
品
の
処
理
そ
の
他
営
業
所
の
管
理
に
関
す
る
事
項
を
、
前
項

の
帳
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
は
、
第
一
項
の
帳
簿
を
、
最
終
の
記
載
の
日
か
ら
三
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
譲
受
け
及
び
譲
渡
に
関
す
る
記
録
）

第
百
九
十
六
条
の
十

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
を
譲
り
受
け
た
と
き
及
び
販
売
し
、
又
は
授

与
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

品
名

二

数
量

三

譲
受
け
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
年
月
日

四

譲
渡
人
又
は
譲
受
人
の
氏
名

２

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
は
、
前
項
の
書
面
を
、
記
載
の
日
か
ら
三
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
経
験
の
証
明
）
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第
百
九
十
六
条
の
十
一

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
は
、
そ
の
営
業
所
に
お
い
て
第
百
九
十
六
条
の
四
第
二
号
又
は
第

三
号
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
者
か
ら
、
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に

そ
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
は
、
虚
偽
又
は
不
正
の
証
明
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

第
百
九
十
六
条
の
十
二

法
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
の
氏
名
（
当
該
販
売
業
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名

を
含
む
。
）
又
は
住
所

二

営
業
所
の
名
称

三

営
業
所
の
構
造
設
備
の
主
要
部
分

四

再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
氏
名
又
は
住
所

２

法
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
二
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項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
九
十
六
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
」
と
、
同
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が

保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九

十
六
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
十
六
条

の
十
二
第
一
項
第
四
号
」
と
、
「
管
理
者
又
は
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
若
し
く
は

登
録
販
売
者
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在

地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道

府
県
知
事
」
と
、
「
前
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
十
六
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
二
号
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
休
廃
止
等
の
届
書
の
様
式
）

第
百
九
十
六
条
の
十
三

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
営
業
所
を
廃
止
し
、
休
止
し
、
又
は
休
止
し
た
再
生
医
療
等
製
品

の
販
売
業
の
営
業
所
を
再
開
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
四
十
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
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定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
八
に
よ
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章
を
第
五
章
と
し
、
第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
四
章

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業

（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
第
一
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
の
申
請
は
、
様
式
第
九

に
よ
る
申
請
書
を
令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
都
道
府
県
知
事

に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
申
請
書

の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書

二

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
精

神
の
機
能
の
障
害
又
は
申
請
者
が
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
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師
の
診
断
書

三

申
請
者
が
現
に
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
写
し

四

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
組
織
図

五

申
請
者
以
外
の
者
が
そ
の
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
で
あ
る
と
き
は
、
雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他

申
請
者
の
そ
の
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

六

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す

る
書
類

七

品
質
管
理
に
係
る
体
制
に
関
す
る
書
類

八

製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
係
る
体
制
に
関
す
る
書
類

３

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
た
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し
て
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
前
項
第
二

号
に
掲
げ
る
診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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４

第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ

の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
る
の
は

「
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
様
式
）

第
百
三
十
七
条
の
三

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
証
は
、
様
式
第
十
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
四

令
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
五

令
第
四
十
三
条
の
五
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
六

法
第
二
十
三
条
の
二
十
第
二
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
は
、
様

式
第
十
一
に
よ
る
申
請
書
を
令
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
都
道

府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
許
可
の
許
可
証
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
販
売
業
の
許
可
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
三
十
七
条
の
七

令
第
四
十
三
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
第
一
項
の
許
可
に
関
す
る
台
帳
に

記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

二

製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

三

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
主
た
る
機
能
を

有
す
る
事
務
所
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

四

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

五

当
該
製
造
販
売
業
者
が
他
の
種
類
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
の
種
類
及

び
許
可
番
号

（
製
造
業
の
許
可
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
八

法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
の
申
請
は
、
様
式
第
十
二
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に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
第
二
百
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を

行
う
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
申
請
書

の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ
、
又
は
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ

た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書

二

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
）
が
法
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
に
該
当
し
な

い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

三

申
請
者
以
外
の
者
が
そ
の
再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
で
あ
る
と
き
は
、
雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
申
請
者
の

そ
の
再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

四

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
四
第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
五

製
造
所
の
構
造
設
備
に
関
す
る
書
類
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六

製
造
し
よ
う
と
す
る
品
目
の
一
覧
表
及
び
製
造
工
程
に
関
す
る
書
類

七

申
請
者
が
他
の
製
造
業
の
許
可
若
し
く
は
登
録
又
は
再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
八
十
五
号
。
以
下
「
再
生
医
療
等
安
全
性
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
特
定
細
胞
加
工

物
の
製
造
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
造
業
の
許
可
証
若
し
く
は
登
録
証
又
は
当
該
特
定
細
胞

加
工
物
の
製
造
の
許
可
証
の
写
し

３

第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ

の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
る
の
は

「
地
方
厚
生
局
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
業
の
許
可
の
区
分
）

第
百
三
十
七
条
の
九

法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造

業
の
許
可
の
区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
工
程
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う
も
の
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（
製
造
業
の
許
可
証
の
様
式
）

第
百
三
十
七
条
の
十

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
証
は
、
様
式
第
十
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
業
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
十
一

令
第
四
十
三
条
の
十
一
第
二
項
の
申
請
書
（
正
副
二
通
）
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
貼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
業
の
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
十
二

令
第
四
十
三
条
の
十
二
第
二
項
の
申
請
書
（
正
副
二
通
）
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
貼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
十
三

法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
三
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
は
、
様

式
第
十
四
に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す

る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
に
係
る
許
可
の
許
可
証
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
製
造
業
の
許
可
の
区
分
の
変
更
等
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
六
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追

加
の
許
可
の
申
請
は
、
様
式
第
十
五
に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
申
請
書

の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ
、
又
は
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ

た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

許
可
証

二

変
更
又
は
追
加
に
係
る
製
造
品
目
の
一
覧
表
及
び
製
造
工
程
に
関
す
る
書
類

三

変
更
し
、
又
は
追
加
し
よ
う
と
す
る
許
可
の
区
分
に
係
る
製
造
所
の
構
造
設
備
に
関
す
る
書
類

（
製
造
業
の
許
可
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
三
十
七
条
の
十
五

令
第
四
十
三
条
の
十
四
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
及
び
第
六
項
の
許
可
に
関

す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

二

許
可
の
区
分

三

製
造
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五

当
該
製
造
所
の
再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
氏
名
及
び
住
所

六

当
該
製
造
業
者
が
他
の
製
造
業
の
許
可
若
し
く
は
登
録
又
は
再
生
医
療
等
安
全
性
確
保
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
特

定
細
胞
加
工
物
の
製
造
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
造
業
の
許
可
の
区
分
及
び
許
可
番
号
若
し

く
は
登
録
番
号
又
は
当
該
特
定
細
胞
加
工
物
の
製
造
の
許
可
番
号

（
機
構
に
対
す
る
製
造
業
の
許
可
又
は
許
可
の
更
新
に
係
る
調
査
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
（
同

条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
十
五
に

規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
又
は
同
条
第
三
項
の
許

可
の
更
新
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
調
査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
十
六
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に
係
る
品
目
の
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く

は
第
六
項
の
許
可
又
は
同
条
第
三
項
の
許
可
の
更
新
の
申
請
書
に
添
付
し
て
、
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

（
機
構
に
よ
る
製
造
業
の
許
可
又
は
許
可
の
更
新
に
係
る
調
査
の
結
果
の
通
知
）

第
百
三
十
七
条
の
十
七

法
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
の
通
知
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
対

し
、
様
式
第
十
七
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
の
申

請
は
、
様
式
第
十
八
に
よ
る
申
請
書
（
正
副
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
厚
生
労
働
大

臣
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
）
が
法
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
に
該
当
し
な

い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
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二

製
造
所
の
責
任
者
の
履
歴
書

三

製
造
品
目
の
一
覧
表
及
び
製
造
工
程
に
関
す
る
書
類

四

製
造
所
の
構
造
設
備
に
関
す
る
書
類

五

当
該
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
が
存
す
る
国
が
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
、
製
造
業
の
許
可

、
製
造
販
売
の
承
認
の
制
度
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
制
度
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
国
の
政
府
機
関
等
が
発

行
す
る
当
該
制
度
に
係
る
許
可
証
等
の
写
し

（
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
の
区
分
）

第
百
三
十
七
条
の
十
九

法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
外
国

製
造
業
者
の
認
定
の
区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
工
程
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う
も
の

（
準
用
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十

法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
十
か
ら
第
百
三
十
七
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条
の
十
七
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
三
十
七
条

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
証

再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
証

の
十

様
式
第
十
三

様
式
第
十
九

第
百
三
十
七
条

第
四
十
三
条
の
十
一
第
二
項

第
四
十
三
条
の
十
八
第
二
項

の
十
一
第
一
項

第
百
三
十
七
条

第
四
十
三
条
の
十
二
第
二
項

第
四
十
三
条
の
十
九
第
二
項

の
十
二
第
一
項

第
百
三
十
七
条

法

法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準

の
十
三
第
一
項

用
す
る
法

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可

法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
（
以

下
「
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
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」
と
い
う
。
）

様
式
第
十
四

様
式
第
二
十

正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
地
方
厚
生
局
長

正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣

第
百
三
十
七
条

許
可
の
許
可
証

認
定
の
認
定
証

の
十
三
第
二
項

第
百
三
十
七
条

法

法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準

の
十
四
第
一
項

用
す
る
法

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可

再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定

追
加
の
許
可

追
加
の
認
定

様
式
第
十
五

様
式
第
二
十
一

正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
地
方
厚
生
局
長

正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣

第
百
三
十
七
条

当
該
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
地
方
厚
生

厚
生
労
働
大
臣

の
十
四
第
二
項

局
長
に
提
出
さ
れ
、
又
は
都
道
府
県
知
事
を
経
由
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各
号
列
記
以
外

し
て
地
方
厚
生
局
長

の
部
分

第
百
三
十
七
条

許
可
証

認
定
証

の
十
四
第
二
項

第
一
号

第
百
三
十
七
条

許
可

認
定

の
十
四
第
二
項

第
三
号

第
百
三
十
七
条

第
四
十
三
条
の
十
四
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条

第
四
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第

の
十
五
各
号
列

の
二
十
二
第
一
項
及
び
第
六
項
の
許
可

四
十
三
条
の
十
四
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条

記
以
外
の
部
分

の
二
十
四
第
一
項
及
び
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
六
項
の

認
定
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第
百
三
十
七
条

許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

認
定
番
号
及
び
認
定
年
月
日

の
十
五
第
一
号

第
百
三
十
七
条

許
可

認
定

の
十
五
第
二
号

第
百
三
十
七
条

製
造
業
者

再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者

の
十
五
第
三
号

第
百
三
十
七
条

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者

責
任
者

の
十
五
第
五
号

第
百
三
十
七
条

製
造
業
者

再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者

の
十
五
第
六
号

製
造
業
の
許
可
若
し
く
は
登
録
又
は
再
生
医
療
等

医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
若
し
く
は
再
生
医
療

安
全
性
確
保
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
特
定
細
胞

等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
又
は
医
療
機
器

加
工
物
の
製
造
の
許
可

等
外
国
製
造
業
者
の
登
録

製
造
業
の
許
可
の
区
分
及
び
許
可
番
号
若
し
く
は

認
定
の
区
分
及
び
認
定
番
号
又
は
登
録
番
号
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登
録
番
号
又
は
当
該
特
定
細
胞
加
工
物
の
製
造
の

許
可
番
号

第
百
三
十
七
条

第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項

第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用

の
十
六
第
一
項

す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項

第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項

第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項

第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項

第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
同
条

の
許
可
又
は
同
条
第
三
項
の
許
可

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の

二
十
二
第
六
項
の
認
定
又
は
法
第
二
十
三
条
の

二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

三
条
の
二
十
二
第
三
項
の
認
定

第
百
三
十
七
条

第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項

第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
同
条

の
十
六
第
二
項

の
許
可
又
は
同
条
第
三
項
の
許
可

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
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二
十
二
第
六
項
の
認
定
又
は
法
第
二
十
三
条
の

二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

三
条
の
二
十
二
第
三
項
の
認
定

第
百
三
十
七
条

法

法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準

の
十
七

用
す
る
法

地
方
厚
生
局
長

厚
生
労
働
大
臣

（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
は
、
様
式

第
七
十
五
の
二
に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
申
請
書

の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
品
目
に
係
る
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
写
し
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二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
申
請
者
が
製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
再
生
医

療
等
製
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類

（
再
生
医
療
等
製
品
と
し
て
不
適
当
な
場
合
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
ハ
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
再
生
医
療
等
製
品
と
し
て
不
適
当
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
申

請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
性
状
又
は
品
質
が
保
健
衛
生
上
著
し
く
不
適
当
な
場
合
と
す
る
。

（
承
認
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
三

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
法
第
二
十
三

条
の
二
十
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り

第
百
三
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
又
は
第
百
三
十
七
条
の
二
十
七
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料

は
、
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
構
成
細
胞
、
導
入
遺
伝
子
の
種
類
、
投
与
経
路
、
構
造
、
性
能
等
に
応
じ
、
次
に

掲
げ
る
資
料
と
す
る
。
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一

起
原
又
は
発
見
の
経
緯
及
び
外
国
に
お
け
る
使
用
状
況
等
に
関
す
る
資
料

二

製
造
方
法
並
び
に
規
格
及
び
試
験
方
法
等
に
関
す
る
資
料

三

安
定
性
に
関
す
る
資
料

四

効
能
、
効
果
又
は
性
能
に
関
す
る
資
料

五

体
内
動
態
に
関
す
る
資
料

六

非
臨
床
安
全
性
に
関
す
る
資
料

七

臨
床
試
験
等
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料

八

リ
ス
ク
分
析
に
関
す
る
資
料

九

法
第
六
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る
添
付
文
書
等
記
載
事
項
に
関
す
る
資
料

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
三
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
又

は
第
百
三
十
七
条
の
二
十
七
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
項

が
医
学
薬
学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
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新
再
生
医
療
等
製
品
と
そ
の
構
成
細
胞
、
導
入
遺
伝
子
、
用
法
、
用
量
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
及
び
性
能
が
同
一
性

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
再
生
医
療
等
製
品
の
再
審
査
期
間
中
は
、
当
該
新
再

生
医
療
等
製
品
の
承
認
申
請
に
お
い
て
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
さ
れ
た
も
の
以
外
は
、
医
学
薬
学
上
公
知

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
資
料
を
作
成
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
試
験
は
、
試
験
成
績
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
施
設
、
機
器
、
職
員
等
を
有
し
、
か
つ
、
適
正
に
運
営
管
理
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
試
験
施
設
等
に
お
い
て

実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

申
請
者
は
、
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
が
そ
の
申
請
に
係
る
品
質
、
有
効
性
又
は
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
を
疑
わ

せ
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
料
を
作
成
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
試
験
が
前
項
に
規
定
す
る
試
験
施
設
等
に
お
い

て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品

の
承
認
の
た
め
の
審
査
に
つ
き
必
要
と
認
め
て
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
見
本
品
そ
の
他
の
資
料
の
提
出
を
求
め
た
と
き

は
、
申
請
者
は
、
当
該
資
料
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
特
例
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
承
認
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
の
提
出
の
猶
予
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
申
請
者
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三

条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六

号
ま
で
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
相
当
の
期
間
そ
の
提

出
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
五

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
後
段
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
法
第
二

十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
資
料
は
、
再
生
医
療

等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
八
号

）
、
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
九
号
）
及

び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令

第
九
十
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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一

当
該
資
料
は
、
こ
れ
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
調
査
又
は
試
験
に
お
い
て
得
ら
れ
た
結
果
に
基
づ

き
正
確
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
調
査
又
は
試
験
に
お
い
て
、
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
そ
の
申
請
に
係
る
品
質
、
有
効
性
又

は
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
を
疑
わ
せ
る
調
査
結
果
、
試
験
成
績
等
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
調
査
結
果
、
試
験
成

績
等
に
つ
い
て
も
検
討
及
び
評
価
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
は
当
該
資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

当
該
資
料
の
根
拠
に
な
つ
た
資
料
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
九
項
の
承
認
を
与
え
る
又
は
与
え
な
い
旨

の
処
分
の
日
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
あ
つ
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
原
薬
等
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
九
項
の
承
認
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二

百
八
十
条
の
四
第
二
項
の
登
録
証
の
写
し
及
び
当
該
原
薬
等
に
つ
い
て
の
原
薬
等
登
録
業
者
と
の
契
約
書
そ
の
他
の
当
該

原
薬
等
を
申
請
に
係
る
品
目
に
使
用
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
も
つ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
に
規
定
す
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る
資
料
の
う
ち
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
掲
げ
る
資
料
の
一
部
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
七

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
事
項
の
一
部
変
更

の
承
認
の
申
請
は
、
様
式
第
七
十
五
の
三
に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行

う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
の
承
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
一
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
事
項
の
軽
微
な
変
更
の
範
囲
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
変
更
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

当
該
品
目
の
本
質
、
特
性
、
性
能
及
び
安
全
性
に
影
響
を
与
え
る
製
造
方
法
等
の
変
更

二

規
格
及
び
試
験
方
法
に
掲
げ
る
事
項
の
削
除
及
び
規
格
の
変
更
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三

病
原
因
子
の
不
活
化
又
は
除
去
方
法
に
関
す
る
変
更

四

用
法
、
用
量
若
し
く
は
使
用
方
法
又
は
効
能
、
効
果
若
し
く
は
性
能
に
関
す
る
追
加
、
変
更
又
は
削
除

五

前
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
ほ
か
、
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
百
三
十
七
条
の
二
十
九

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
七
十
五
の
四
に
よ
る
届
書

（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
届
出
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
の
軽
微
な
変
更
を
し
た
後
三
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等

を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の

は
、
「
機
構
」
と
す
る
。

（
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）
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第
百
三
十
七
条
の
三
十

令
第
四
十
三
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
及
び
第
九
項
の
承
認
に

関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

承
認
番
号
及
び
承
認
年
月
日

二

承
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

三

承
認
を
受
け
た
者
の
製
造
販
売
業
の
許
可
の
種
類
及
び
許
可
番
号

四

当
該
品
目
の
製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五

当
該
品
目
の
製
造
所
が
受
け
て
い
る
製
造
業
者
の
許
可
の
区
分
及
び
許
可
番
号
又
は
外
国
製
造
業
者
の
認
定
の
区
分

及
び
認
定
番
号

六

当
該
品
目
の
名
称

七

当
該
品
目
の
成
分
及
び
分
量
又
は
形
状
、
構
造
及
び
原
理

八

当
該
品
目
の
効
能
、
効
果
又
は
使
用
目
的

九

当
該
品
目
の
用
法
及
び
用
量
又
は
使
用
方
法

十

当
該
品
目
の
規
格
及
び
試
験
方
法
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（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
」
と
い
う
。
）
の
申
請
は
、
様
式
第
七
十
五

の
五
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
に
係
る
品
目
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
関
す
る
資
料

二

再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
に
係
る
製
造
所
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
関
す
る
資
料

３

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
を
行
わ
せ

る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
機

構
」
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
の
結
果
の
通
知
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
二

再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
実
施
者
（
令
第
四
十
三
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等

製
品
適
合
性
調
査
実
施
者
を
い
う
。
）
が
同
条
の
規
定
に
よ
り
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
許
可
権
者
（
同
条
に
規
定
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す
る
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
許
可
権
者
を
い
う
。
）
に
対
し
て
行
う
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
の
結
果
の
通

知
は
、
様
式
第
七
十
五
の
六
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
三

令
第
四
十
三
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
に
関
す
る
台
帳
に
記
載

す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

調
査
結
果
及
び
結
果
通
知
年
月
日

二

当
該
品
目
の
名
称

三

当
該
品
目
に
係
る
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
承
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

承
認
番
号
及
び
承
認
年
月
日
（
前
号
に
掲
げ
る
者
が
既
に
当
該
品
目
に
係
る
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合

に
限
る
。
）

五

製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地

六

製
造
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

七

前
号
の
製
造
業
者
が
受
け
て
い
る
製
造
業
の
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日
又
は
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
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認
定
番
号
及
び
認
定
年
月
日

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
を
行
わ
な
い
承
認
さ
れ
た
事
項
の
変
更
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
四

令
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
は
、
当
該
品
目
の
用
法
、

用
量
、
効
能
又
は
効
果
に
関
す
る
追
加
、
変
更
又
は
削
除
そ
の
他
の
当
該
品
目
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
影

響
を
与
え
な
い
変
更
と
す
る
。

（
条
件
及
び
期
限
付
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
の
成
績
等
に
関
す
る
調
査
及
び
結
果
の
報
告
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
五

法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
法
第
二
十
三
条
の

二
十
五
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
き
当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第

三
項
の
調
査
は
、
当
該
期
限
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
期
限
）
ま
で
の

期
間
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
等
そ
の
他
の
使
用
の
成
績
等
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行

う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
名
称
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二

承
認
番
号
及
び
承
認
年
月
日

三

調
査
期
間
及
び
調
査
症
例
数

四

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
出
荷
数
量

五

調
査
結
果
の
概
要
及
び
解
析
結
果

六

不
具
合
等
の
種
類
別
発
現
状
況

七

不
具
合
等
の
発
現
症
例
一
覧

３

前
項
の
報
告
は
、
当
該
調
査
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
（
厚
生

労
働
大
臣
が
指
示
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
）
ご
と
に
、
そ
の
期
間
の
満

了
後
二
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
に
対
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
係
る
審
査
又
は
調
査
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の

た
め
の
審
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
法
第

二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
九
項
の
承
認
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
審
査
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
五
項
後
段
（
同
条
第
九
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
再

生
医
療
等
製
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
九
項
の
承
認
の
申
請
者
は
、
機
構
に
当
該
調
査
の
申
請

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
申
請
は
、
様
式
第
七
十
五
の
七
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に
係
る
品
目
の
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一

項
又
は
第
九
項
の
承
認
の
申
請
書
に
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
の
た
め
の
審
査
及
び

同
条
第
五
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
（
次
条
に
お
い
て
「
再
生
医
療
等
製
品
審
査

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
三
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

中
「
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
、

「
審
査
」
と
あ
る
の
は
「
審
査
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
調
査
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。
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（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
の
結
果
の
通
知
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
七

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
再
生
医
療
等

製
品
審
査
等
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
七
十
五
の
八
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（

同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
七
十
五
の
六
に
よ
る
通
知
書
に

よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
の
状
況
の
通
知
は
、
様
式
第
二
十
九
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
再
生
医
療
等
製
品
等
の
再
審
査
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
三
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
再

審
査
の
申
請
は
、
様
式
第
七
十
五
の
九
に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う

も
の
と
す
る
。

（
再
審
査
に
関
す
る
調
査
期
間
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
）
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第
百
三
十
七
条
の
三
十
九

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
再
生
医
療

等
製
品
は
、
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の

を
除
く
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
つ
た
日
後
六
年
を
超
え
る
期
間
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
不

具
合
等
そ
の
他
の
使
用
の
成
績
等
に
関
す
る
調
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
希
少
疾
病
用
再
生
医
療
等
製
品
以
外
の

再
生
医
療
等
製
品
と
す
る
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
は
、
既
に
製
造

販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
と
用
法
（
投
与
経
路
を
除
く
。
）
、
用
量
又
は
使
用
方
法
が
明
ら
か

に
異
な
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
つ
て
構
成
細
胞
又
は
導
入
遺
伝
子
及
び
投
与
経
路
が
同
一
の
も
の
（
同
号
イ
に
掲
げ
る

再
生
医
療
等
製
品
を
除
く
。
）
そ
の
他
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
と
の
相
違
が
軽
微

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
再
生
医
療
等
製
品
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
再
審
査
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
等
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
三
十
七
条
の
三
十
八
の
申
請
書
に
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
は
、
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
当
該
再
生
医
療
等
製
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品
の
効
能
、
効
果
又
は
性
能
及
び
安
全
性
に
関
し
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
後
に
得
ら
れ
た
研
究
報
告
に
関
す
る
資
料
と
す

る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
再
審
査
の
申
請
を
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。

４

第
一
項
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
七
条
の
二
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣

が
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
再
審
査
に
つ
き
必
要
と
認
め
て
資
料
の
提
出
を
求
め
た
と
き
は
、
申
請
者
は
、
当
該
資
料
を

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
審
査
の
調
査
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
範
囲
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製

品
は
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
と
す
る
。

（
再
審
査
申
請
資
料
の
信
頼
性
の
基
準
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
後
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
二
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十
五
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
（
法
第

二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
九
項
の
承
認
を
与

え
る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処
分
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
再
審
査
の
終
了
の
日
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
新
再
生
医
療
等
製
品
等
の
使
用
の
成
績
等
に
関
す
る
調
査
及
び
結
果
の
報
告
等
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
三

次
の
各
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
き
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
（
法
第
二
十

三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た

者
が
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
六
項
の
調
査
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
不
具
合
等

そ
の
他
の
使
用
の
成
績
等
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
再
生
医
療
等
製
品

同
号
に
規
定
す
る
調
査
期
間
（
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
期
間
）

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
し
た
再
生
医
療
等
製
品

そ
の
製

造
販
売
の
承
認
を
受
け
た
日
か
ら
同
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
示
す
る
期
間
の
開
始
の
日
の
前
日
ま
で
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２

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
報
告
又
は
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
二
項

前
段
の
規
定
に
よ
る
機
構
に
対
す
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
名
称

二

承
認
番
号
及
び
承
認
年
月
日

三

調
査
期
間
及
び
調
査
症
例
数

四

当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
出
荷
数
量

五

調
査
結
果
の
概
要
及
び
解
析
結
果

六

不
具
合
等
の
種
類
別
発
現
状
況

七

不
具
合
等
の
発
現
症
例
一
覧

３

前
項
の
報
告
は
、
当
該
調
査
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
（
厚
生

労
働
大
臣
が
指
示
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
）
ご
と
に
、
そ
の
期
間
の
満

了
後
二
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
第
二
項
の
報
告
を
受
け
た
旨
の
通
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知
は
、
様
式
第
三
十
一
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
機
構
に
対
す
る
再
審
査
に
係
る
確
認
又
は
調
査
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
四

法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十
三

条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
再
審
査
の
申
請
者
は
、
機
構
に

当
該
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
七
十
五
の
十
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に
係
る
品
目
の
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項

の
再
審
査
の
申
請
書
に
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
再

生
医
療
等
製
品
確
認
等
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

項
中
「
第
一
項
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
七
条
の
二
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働

大
臣
が
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
が
」
と
、
「
再
審
査
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
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よ
る
確
認
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
を
経
由
し
て
厚
生

労
働
大
臣
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
再
審
査
の
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
の
結
果
の
通
知
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
五

法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
七
十
五
の
十
一
に
よ
る
通

知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
再
評
価
の
申
請
等
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
六

法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
の
再
生
医
療
等
製
品
の
再
評
価
の
申
請
は
、
様
式
第
七
十
五
の
十
二

に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
再
評
価
に
際
し
て
提
出
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十

七
条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
再
評
価
の
申
請
を
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の

二
十
三
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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４

法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
再
生
医
療
等
製
品
は
、
同
条
第
一
項
の
厚
生

労
働
大
臣
の
指
定
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
と
す
る
。

５

法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
五
の
規
定
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
九
項
の
承
認
を
与
え
る
又
は
与
え
な
い
旨
の
処

分
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
の
再
評
価
の
終
了
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
機
構
に
対
す
る
再
評
価
に
係
る
確
認
又
は
調
査
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
七

法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
令
第
四
十

三
条
の
三
十
三
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
の
再
評
価
の
申
請
者
は
、
機
構

に
当
該
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
七
十
五
の
十
三
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に
係
る
品
目
の
法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
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項
の
再
評
価
の
申
請
書
に
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
再
評
価
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
の
結
果
の
通
知
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
八

法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
う
再
生
医
療
等
製
品
確
認
等
の
結
果
の
通
知
は
、
様
式
第
七
十
五
の
十
四
に
よ
る

通
知
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
承
継
の
届
出
）

第
百
三
十
七
条
の
四
十
九

法
第
二
十
三
条
の
三
十
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
及
び
情
報
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
又
は
法
第
二
十
三

条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
の
申
請
及
び
同
条
第
九
項
の
当
該
承
認
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
の
申
請

に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

三

法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

- 317 -



四

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
再
審
査
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

五

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

六

法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
の
再
評
価
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
及
び
そ
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

七

法
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
関
す
る
記
録
及
び
当
該
記
録
に
関
連
す
る
資
料

八

品
質
管
理
の
業
務
に
関
す
る
資
料
及
び
情
報

九

製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
業
務
に
関
す
る
資
料
及
び
情
報

十

そ
の
他
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
及
び
情
報

２

法
第
二
十
三
条
の
三
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
七
十
五
の
十
五
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
提

出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
届
書
に
は
、
再
生
医
療
等
製
品
承
認
取
得
者
の
地
位
を
承
継
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
基
準
）

第
百
三
十
七
条
の
五
十

再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
行
う
者
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
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三
十
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

大
学
等
で
医
学
、
歯
学
、
薬
学
、
獣
医
学
又
は
生
物
学
に
関
す
る
専
門
の
課
程
を
修
了
し
た
者

二

旧
制
中
学
若
し
く
は
高
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
で
、
医
学
、
歯
学
、
薬
学
、
獣
医
学
又
は
生
物
学
に
関
す

る
専
門
の
課
程
を
修
了
し
た
後
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
又
は
製
造
販
売
後
安
全
管

理
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者

三

厚
生
労
働
大
臣
が
前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者

（
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
遵
守
事
項
）

第
百
三
十
七
条
の
五
十
一

法
第
二
十
三
条
の
三
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
遵

守
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

品
質
管
理
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
に
関
す
る
法
令
及
び
実
務
に
精
通
し
、
公
正
か
つ
適
正
に
当
該
業
務
を

行
う
こ
と
。

二

当
該
業
務
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
文
書
に
よ
り

必
要
な
意
見
を
述
べ
、
そ
の
写
し
を
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。
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三

再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
に
関
す
る
業
務
の
責
任
者
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
品
質
保
証
責
任
者
」
と
い
う

。
）
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務
の
責
任
者
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
安
全
管
理
責
任
者
」
と
い
う

。
）
と
の
相
互
の
密
接
な
連
携
を
図
る
こ
と
。

（
再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
承
認
）

第
百
三
十
七
条
の
五
十
二

法
第
二
十
三
条
の
三
十
四
第
三
項
の
承
認
の
申
請
は
、
様
式
第
七
十
五
の
十
六
に
よ
る
申
請
書

（
正
副
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
履
歴
書
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
意
見
の
尊
重
）

第
百
三
十
七
条
の
五
十
三

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十

四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
て
述
べ
る
意
見
を

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
、
試
験
等
に
関
す
る
記
録
）
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第
百
三
十
七
条
の
五
十
四

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
は
、
製
造
及
び
試
験
に
関
す
る
記
録
そ
の
他
当
該
製
造
所
の
管

理
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
三
年
間
（
当
該
記
録
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
に
関
し
て
有
効
期
間
の
記

載
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
有
効
期
間
に
一
年
を
加
算
し
た
期
間
）
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
こ
の
省
令
の
他
の
規
定
又
は
薬
事
に
関
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
記
録
の
作
成
及
び
そ
の
保
管
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
百
三
十
七
条
の
五
十
五

法
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
が
遵
守
す

べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

薬
事
に
関
す
る
法
令
に
従
い
適
正
に
製
造
販
売
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
す
る
こ
と
。

二

製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る
製
品
の
品
質
管
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
。

三

製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
。

四

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
再
生
医
療
等
製
品
品
質
保
証
責
任
者
及
び
再
生
医
療
等
製
品
安
全
管
理

責
任
者
の
い
ず
れ
も
そ
の
製
造
販
売
す
る
品
目
の
特
性
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
再
生
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医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
を
補
佐
す
る
者
と
し
て
当
該
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
を
置
く
こ
と
。

五

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
再
生
医
療
等
製
品
品
質
保
証
責
任
者
及
び
再
生
医
療
等
製
品
安
全
管
理

責
任
者
が
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
連
携
協
力
し
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
す
る
こ
と
。

六

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
第
百
三
十
七
条
の
五
十
一
の
規
定
に
よ
る
責
務
を
果
た
す
た
め
に
必
要

な
配
慮
を
す
る
こ
と
。

七

第
百
三
十
七
条
の
五
十
一
第
二
号
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
こ
と
。

（
製
造
販
売
の
た
め
の
再
生
医
療
等
製
品
の
輸
入
に
係
る
届
出
）

第
百
三
十
七
条
の
五
十
六

製
造
販
売
の
た
め
に
再
生
医
療
等
製
品
を
、
業
と
し
て
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造
販
売
業
者

は
、
通
関
の
と
き
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

製
造
販
売
業
の
許
可
の
種
類
、
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

三

輸
入
し
よ
う
と
す
る
品
目
の
名
称

四

当
該
品
目
を
製
造
す
る
製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地

- 322 -



五

前
号
の
製
造
所
が
受
け
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
の
区
分
、
認
定
番
号
及
び
認
定
年
月
日

２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
五
十
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

当
該
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
の
届
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
様
式
第
五
十
一
に

よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
の
た
め
の
再
生
医
療
等
製
品
の
輸
入
に
係
る
届
出
）

第
百
三
十
七
条
の
五
十
七

製
造
の
た
め
に
再
生
医
療
等
製
品
を
、
業
と
し
て
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
製
造
業
者
は
、
通
関

の
と
き
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

製
造
業
の
許
可
の
区
分
、
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

三

輸
入
し
よ
う
と
す
る
品
目
の
名
称

四

当
該
品
目
を
製
造
す
る
製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五

前
号
の
製
造
所
が
受
け
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
の
区
分
、
認
定
番
号
及
び
認
定
年
月
日

２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
五
十
二
に
よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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３

当
該
製
造
業
者
は
、
前
項
の
届
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
様
式
第
五
十
二
の
二
に

よ
る
届
書
（
正
副
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
の
基
準
へ
の
適
合
）

第
百
三
十
七
条
の
五
十
八

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
再
生

医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
（
以
下
「
認
定
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
製
造
所
に
お
け

る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
を
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
）

第
百
三
十
七
条
の
五
十
九

法
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め

に
必
要
な
情
報
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
安
全
管
理
情
報
」
と
い
う
。
）
の
収
集

二

安
全
管
理
情
報
の
解
析

三

安
全
管
理
情
報
の
検
討
の
結
果
に
基
づ
く
必
要
な
措
置
の
実
施
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四

収
集
し
た
安
全
管
理
情
報
の
保
存
そ
の
他
の
前
三
号
に
附
帯
す
る
業
務

（
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
）

第
百
三
十
七
条
の
六
十

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
受
託
す
る
者
（
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
託
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
機
械
器
具
等
と
一
体
的
に
製
造
販
売
す
る
も

の
と
し
て
承
認
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
に
関
す
る
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
当
該
機
械
器
具
等
を
供
給
す
る
医

療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
受
託
者
に
、
当
該
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
託
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
受
託
す
る
者
に
、
当

該
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
さ
ら
に
委
託
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
委
託
す
る
方
法
）

第
百
三
十
七
条
の
六
十
一

製
造
販
売
業
者
が
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
三
十
七
条
の

五
十
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
の
受
託
者
は
、
次
に
掲
げ
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る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

委
託
す
る
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
委
託
安
全
確
保
業
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し
う
る

能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し
う
る
能
力
を
有
す
る
当
該
業
務
の
実
施
に
係
る
責
任
者
（
以
下
こ

の
条
及
び
第
百
三
十
七
条
の
六
十
三
に
お
い
て
「
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

三

委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
次
項
の
手
順
書
そ
の
他
委
託
安
全
確
保
業
務
に
必
要
な
文
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
写
し
を
委
託
安
全
確
保
業
務
を
行
う
事
務
所
に
備
え
付
け

て
い
る
こ
と
。

２

製
造
販
売
業
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
三
十
七
条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
手
順
を
記
載
し
た
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係

る
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

安
全
管
理
情
報
の
収
集
に
関
す
る
手
順

二

安
全
管
理
情
報
の
検
討
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
安
全
確
保
措
置
の
立
案
に
関
す
る
手
順
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三

安
全
確
保
措
置
の
実
施
に
関
す
る
手
順

四

受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
か
ら
再
生
医
療
等
製
品
安
全
管
理
責
任
者
へ
の
報
告
に
関
す
る
手
順

五

市
販
直
後
調
査
に
関
す
る
手
順

六

委
託
の
手
順

七

委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
記
録
の
保
存
に
関
す
る
手
順

八

再
生
医
療
等
製
品
品
質
保
証
責
任
者
そ
の
他
の
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
に
係
る
業
務
の
責
任
者
と
の
相
互
の

連
携
に
関
す
る
手
順

九

そ
の
他
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
手
順

３

製
造
販
売
業
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
三
十
七
条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
に
基
づ
き
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
受
託
者
と
の
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
契
約
書
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲

二

受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
の
設
置
及
び
当
該
者
の
実
施
す
る
委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲
に
関
す
る
事
項
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三

委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
前
項
各
号
（
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
手
順
に
関
す
る
事
項

四

委
託
安
全
確
保
業
務
の
実
施
の
指
示
に
関
す
る
事
項

五

次
項
第
三
号
の
報
告
及
び
同
項
第
四
号
の
確
認
に
関
す
る
事
項

六

第
七
項
の
指
示
及
び
第
八
項
の
確
認
に
関
す
る
事
項

七

第
九
項
の
情
報
提
供
に
関
す
る
事
項

八

そ
の
他
必
要
な
事
項

４

製
造
販
売
業
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
三
十
七
条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
及
び
前
項
の
契
約

書
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
再
生
医
療
等
製
品
安
全
管
理
責
任
者
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

委
託
安
全
確
保
業
務
を
統
括
す
る
こ
と
。

二

受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
委
託
安
全
確
保
業
務
の
実
施
に
つ
き
文
書
に
よ
り
指
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
写
し

を
保
存
す
る
こ
と
（
第
百
三
十
七
条
の
五
十
九
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

三

受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
委
託
安
全
確
保
業
務
に
関
す
る
記
録
を
作
成
さ
せ
、
文
書
に
よ
り
報
告
さ
せ
る
こ
と
。

- 328 -



四

受
託
者
が
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
行
つ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
そ
の
記
録
を
作
成
す
る
こ

と
。

五

第
三
号
の
報
告
及
び
前
号
の
記
録
を
保
存
す
る
と
と
も
に
、
製
造
販
売
業
者
及
び
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売

責
任
者
に
文
書
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
。

５

製
造
販
売
業
者
は
、
市
販
直
後
調
査
に
係
る
業
務
で
あ
つ
て
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち

第
百
三
十
七
条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
製
造
販
売
後
安
全

管
理
業
務
手
順
書
等
及
び
市
販
直
後
調
査
実
施
計
画
書
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
再
生
医
療
等
製
品
安
全
管
理
責

任
者
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
委
託
安
全
確
保
業
務
に
関
す
る
記
録
を
作
成
さ
せ
、
文
書
に
よ
り
報
告
さ
せ
る
こ
と
。

二

前
号
の
文
書
を
保
存
す
る
こ
と
。

６

製
造
販
売
業
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
三
十
七
条
の
五
十
九
第
四
号
に
掲

げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し
う
る
能
力
を
有
す
る

者
に
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
製
造
販
売
業
者
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
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に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
受
託
者
と
の
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
契
約
書
を
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲

二

そ
の
他
必
要
な
事
項

７

製
造
販
売
業
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
安
全
管
理
責
任
者
に
委
託
安
全
確
保
業
務
の
改
善
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
さ

せ
、
そ
の
必
要
性
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
及
び
第
三
項
の
契
約
書
に
基
づ
き
、
受
託
者

に
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
文
書
に
よ
り
指
示
し
、
そ
の
文
書
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

製
造
販
売
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
示
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
を
確

認
し
、
そ
の
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

製
造
販
売
業
者
は
、
委
託
安
全
確
保
業
務
を
行
う
上
で
必
要
な
情
報
を
受
託
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
記
録
の
保
存
）

第
百
三
十
七
条
の
六
十
二

前
条
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
文
書
そ
の
他
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。
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一

再
生
医
療
等
製
品
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
記
録

利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
年
間

二

指
定
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
記
録

利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
三
十
年
間

２

製
造
販
売
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
又
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
た

文
書
に
基
づ
き
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
者
に
代
え
て
、
製
造
販
売
業

者
が
指
定
す
る
者
に
、
当
該
記
録
を
保
存
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
を
再
委
託
す
る
方
法
）

第
百
三
十
七
条
の
六
十
三

受
託
者
が
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
三
十
七
条
の
五
十
九

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
の
再
受
託
者
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

再
委
託
す
る
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
再
委
託
安
全
確
保
業
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し

う
る
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し
う
る
能
力
を
有
す
る
当
該
業
務
の
実
施
に
係
る
責
任
者
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
置
い
て
い
る
こ
と
。
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三

再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
次
項
の
手
順
書
そ
の
他
再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
必
要
な
文
書
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
」
と
い
う
。
）
の
写
し
を
再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
行
う
事
務
所
に
備

え
付
け
て
い
る
こ
と
。

２

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
三
十
七

条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
者
に
、
次
に
掲
げ
る
手

順
を
記
載
し
た
再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
を
作
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

安
全
管
理
情
報
の
収
集
に
関
す
る
手
順

二

安
全
管
理
情
報
の
検
討
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
安
全
確
保
措
置
の
立
案
に
関
す
る
手
順

三

安
全
確
保
措
置
の
実
施
に
関
す
る
手
順

四

再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
か
ら
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
へ
の
報
告
に
関
す
る
手
順

五

市
販
直
後
調
査
に
関
す
る
手
順

六

再
委
託
の
手
順

七

再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
記
録
の
保
存
に
関
す
る
手
順
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八

受
託
者
の
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
そ
の
他
の
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
に
係
る
業
務
の
責
任
者
と
の
相
互

の
連
携
に
関
す
る
手
順

九

そ
の
他
再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
手
順

３

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
三
十
七

条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
者
に
、
製
造
販
売
後
安

全
管
理
業
務
手
順
書
等
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
再
受
託
者
と
の
契
約
を
締
結
さ
せ
、
そ

の
契
約
書
を
保
存
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲

二

再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
の
設
置
及
び
当
該
者
の
実
施
す
る
再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲
に
関
す
る
事
項

三

再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
係
る
前
項
各
号
（
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
手
順
に
関
す
る
事
項

四

再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
実
施
の
指
示
に
関
す
る
事
項

五

次
項
第
三
号
の
報
告
及
び
同
項
第
四
号
の
確
認
に
関
す
る
事
項

六

第
七
項
の
指
示
及
び
第
八
項
の
確
認
に
関
す
る
事
項
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七

第
九
項
の
情
報
提
供
に
関
す
る
事
項

八

そ
の
他
必
要
な
事
項

４

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
三
十
七

条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
者
が
、
製
造
販
売
後
安

全
管
理
業
務
手
順
書
等
及
び
前
項
の
契
約
書
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
行
わ
せ
る

こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
統
括
す
る
こ
と
。

二

再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
実
施
に
つ
き
文
書
に
よ
り
指
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

写
し
を
保
存
す
る
こ
と
（
第
百
三
十
七
条
の
五
十
九
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

三

再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
関
す
る
記
録
を
作
成
さ
せ
、
文
書
に
よ
り
報
告
さ
せ
る

こ
と
。

四

再
受
託
者
が
再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
行
つ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
そ
の
記
録
を
作
成
す

る
こ
と
。
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五

第
三
号
の
報
告
及
び
前
号
の
記
録
を
保
存
す
る
と
と
も
に
、
受
託
者
及
び
受
託
者
の
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責

任
者
に
文
書
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
。

５

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
市
販
直
後
調
査
に
係
る
業
務
で
あ
つ
て
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売

後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
三
十
七
条
の
五
十
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
受
託
者
が
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
及
び
市
販
直
後
調
査
実
施
計
画
書
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ

る
業
務
を
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

再
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
再
委
託
安
全
確
保
業
務
に
関
す
る
記
録
を
作
成
さ
せ
、
文
書
に
よ
り
報
告
さ
せ
る

こ
と
。

二

前
号
の
文
書
を
保
存
す
る
こ
と
。

６

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
の
う
ち
第
百
三
十
七

条
の
五
十
九
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑

に
遂
行
し
う
る
能
力
を
有
す
る
者
に
再
委
託
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
元
で
あ
る
製
造
販

売
業
者
は
、
受
託
者
に
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
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り
再
委
託
者
と
の
契
約
を
締
結
さ
せ
、
そ
の
契
約
書
を
保
存
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
範
囲

二

そ
の
他
必
要
な
事
項

７

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
に
、
そ
の
受
託
安
全
管
理
実
施
責
任
者
に
再
委
託
安
全
確
保
業
務
の
改
善

の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
さ
せ
、
そ
の
必
要
性
が
あ
る
と
き
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
及
び
第
三
項
の

契
約
書
に
基
づ
き
、
再
受
託
者
に
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
文
書
に
よ
り
指
示
さ
せ
、
そ
の
文
書
を
保
存
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

８

委
託
元
で
あ
る
製
造
販
売
業
者
は
、
受
託
者
が
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
示
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
者
に

当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
、
そ
の
記
録
を
保
存
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

受
託
者
は
、
再
委
託
安
全
確
保
業
務
を
行
う
上
で
必
要
な
情
報
を
再
受
託
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
委
託
安
全
確
保
業
務
等
に
係
る
記
録
の
保
存
）

第
百
三
十
七
条
の
六
十
四

前
条
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
文
書
そ
の
他
の
記
録
の
保
存
期
間
に
つ
い

て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
六
十
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
販
売
業
者
」
と
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あ
る
の
は
、
「
受
託
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
の
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
等
の
変
更
の
届
出
）

第
百
三
十
七
条
の
六
十
五

法
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

主
た
る
機
能
を
有
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

製
造
販
売
業
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名

四

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

五

当
該
製
造
販
売
業
者
が
、
他
の
種
類
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
、
又
は
当
該
許
可
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
と

き
は
、
当
該
許
可
の
種
類
及
び
許
可
番
号

２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
書
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
届
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
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は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
に
係
る
届
書

製
造
販
売
業
者
の
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸

籍
記
載
事
項
証
明
書
（
製
造
販
売
業
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

二

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
役
員
に
係
る
届
書

新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
新
た
に

役
員
と
な
つ
た
者
が
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

三

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
届
書
（
新
た
に
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
と
な
つ
た
者
が
製

造
販
売
業
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
製
造
販
売
業
者
の
新
た
に
再
生
医
療
等
製
品
総

括
製
造
販
売
責
任
者
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

４

第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
都
道
府
県

知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と

あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
等
の
変
更
の
届
出
）

第
百
三
十
七
条
の
六
十
六

法
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
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は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

製
造
業
者
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
製
造
業
者
等
」
と
い
う
。
）
者

又
は
再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
（
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
造
所
の
責
任
者
。
第

三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
及
び
住
所

二

製
造
業
者
等
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名

三

製
造
所
の
名
称

四

製
造
所
の
構
造
設
備
の
主
要
部
分

五

製
造
業
者
等
が
他
の
製
造
業
の
許
可
、
認
定
若
し
く
は
登
録
を
受
け
、
又
は
そ
の
製
造
所
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
当

該
許
可
の
区
分
及
び
許
可
番
号
、
当
該
認
定
の
区
分
及
び
認
定
番
号
又
は
当
該
登
録
の
登
録
番
号

２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
書
（
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通

、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
正
本
一
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
書
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
届
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
厚
生
労
働
大
臣
若
し
く
は
地
方
厚
生
局
長
に
提
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出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
若
し
く
は
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い

て
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
製
造
業
者
等
の
氏
名
に
係
る
届
書

製
造
業
者
等
の
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
記

載
事
項
証
明
書
（
製
造
業
者
等
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
）

二

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
氏
名
に
係
る
届
書
（
新
た
に
再
生
医
療
等
製
品
製
造
管

理
者
と
な
つ
た
者
が
製
造
業
者
等
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
製
造
業
者
等
の
新
た
に
再

生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

三

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
役
員
に
係
る
届
書

新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者
が
法
第
五
条
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
に
該
当
し

な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

（
資
料
の
保
存
）

第
百
三
十
七
条
の
六
十
七

再
生
医
療
等
製
品
承
認
取
得
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
料
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲

げ
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
九
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料

承
認
を
受
け
た
日
（
当
該
承
認
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
を
受

け
た
日
）
か
ら
五
年
間
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
再
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
再
生
医

療
等
製
品
（
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
た
日
か

ら
再
審
査
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間
が
五
年
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
資
料
に
あ
つ
て
は
、
再
審
査
が
終
了

す
る
ま
で
の
期
間

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
再
審
査
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料
（
前
号
に
掲

げ
る
資
料
を
除
く
。
）

再
審
査
が
終
了
し
た
日
か
ら
五
年
間

三

法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
再
評
価
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
根
拠
と
な
つ

た
資
料
（
前
二
号
に
掲
げ
る
資
料
を
除
く
。
）

再
評
価
が
終
了
し
た
日
か
ら
五
年
間

（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
六
十
八

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
は
、
様
式

- 341 -



第
七
十
五
の
十
七
に
よ
る
申
請
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も

の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
三
及
び
第
百
三
十
七
条
の
二
十
四
の
規
定

を
準
用
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
法
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
）
が
、
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

二
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
か
な
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三

選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
を
選
任
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

四

当
該
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
が
受
け
て
い
る
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
写
し

五

法
第
二
十
三
条
の
四
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
三

十
七
第
一
項
の
承
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
者
が
製
造
販
売
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
法
第
二
十
三
条
の
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二
十
八
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類

（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
承
認
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
百
三
十
七
条
の
六
十
九

令
第
四
十
三
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項
は
、
第
百
三
十
七
条
の
三

十
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

当
該
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
の
受
け
て
い
る
製
造
販
売
業
の
許
可
の
種
類
及
び
許
可
番
号

（
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
百
三
十
七
条
の
七
十

選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
は
、
第
百
三
十
七
条
の
五

十
五
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
と
し
て
の
業
務
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
最
終

の
記
載
の
日
か
ら
五
年
間
、
保
存
す
る
こ
と
。

二

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
間
、
保
存
す
る
こ
と
。
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イ

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
が
当
該
承
認
を
受
け
た
事
項
を
記
載
し
た
書
類

ロ

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
の
承
認
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

ハ

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条

の
二
十
九
第
一
項
の
再
審
査
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

ニ

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条

の
三
十
一
第
一
項
の
再
評
価
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し

ホ

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事
項
、
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
六
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は

機
構
に
報
告
し
た
事
項
、
法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
又
は
機
構
に
報
告
し
た
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
感
染
症
定
期
報
告
及
び
法
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
事
項
を
記
載
し
た
書
類
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三

法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
又
は
法
第
六
十
八
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構
に
報
告

し
た
不
具
合
等
に
関
す
る
事
項
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料
を
、
利
用
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
に
関
す
る
変
更
の
届
出
）

第
百
三
十
七
条
の
七
十
一

法
第
二
十
三
条
の
三
十
八
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
住
所

二

選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
が
受
け
て
い
る
製
造
販
売
業
の
許
可
の
種
類
及
び
許
可
番
号

２

法
第
二
十
三
条
の
三
十
八
の
規
定
に
よ
る
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
の
変
更
の
届
出
及
び
前
項

の
届
出
は
、
品
目
ご
と
に
様
式
第
五
十
四
に
よ
る
届
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う

も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
届
書
に
は
、
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
が
受
け
て
い
る
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
写
し

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当
該
許
可
証
の
写
し
が
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
さ
れ
て
い
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る
場
合
に
は
、
当
該
届
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
情
報
の
提
供
）

第
百
三
十
七
条
の
七
十
二

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
は
、
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販

売
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変
更
さ

れ
た
事
項
及
び
変
更
理
由

二

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働

大
臣
に
報
告
し
た
事
項

三

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
の
承
認

の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し
、
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九

第
一
項
の
再
審
査
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
二
十
三
条
の
三
十
一
の
再
評
価
の
申
請
に
際
し
て
提
出
し
た
資
料
の
写
し
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四

法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
六
項
又
は
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
又
は
機
構
に
報
告
し
た
事
項

五

法
第
六
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
そ
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て

は
そ
の
変
更
理
由

六

法
第
六
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る
事
項
に
関
す
る
情
報
及
び
そ
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
変
更
理
由

七

法
第
六
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大

臣
に
報
告
し
た
事
項

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
が
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な

情
報

２

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
は
、
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
を
変
更
し
た
と

き
は
、
第
百
三
十
七
条
の
七
十
第
一
号
に
規
定
す
る
記
録
、
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る

資
料
及
び
前
項
に
規
定
す
る
情
報
並
び
に
品
質
管
理
の
業
務
に
関
す
る
資
料
及
び
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
業
務
に
関
す

る
資
料
を
、
変
更
前
の
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
か
ら
変
更
後
の
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
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品
製
造
販
売
業
者
に
引
き
継
が
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
変
更
前
の
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
に
関
す

る
記
録
及
び
当
該
記
録
に
関
連
す
る
資
料
を
変
更
後
の
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
に
引
き
渡
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
）

第
百
三
十
七
条
の
七
十
三

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
は
、
帳
簿
を
備
え
、
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療

等
製
品
製
造
販
売
業
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
と
し
て
の
業
務

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
最
終
の
記
載
の
日
か
ら
三
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
に
関
す
る
変
更
の
届
出
）

第
百
三
十
七
条
の
七
十
四

令
第
四
十
三
条
の
三
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
の
氏
名
又
は
住
所

二

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員

三

承
認
を
受
け
た
品
目
を
製
造
す
る
製
造
所
又
は
そ
の
名
称
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２

前
項
の
届
出
は
、
品
目
ご
と
に
様
式
第
五
十
四
に
よ
る
届
書
（
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
届
出
が
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
、
同
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
変
更
後
の
役
員
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
者
で

あ
る
か
な
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
、
前
項
の
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
等
の
申
請
等
の
手
続
）

第
百
三
十
七
条
の
七
十
五

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
外
国
製
造
再
生
医
療
等

製
品
特
例
承
認
取
得
者
の
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
申
請
、
届
出
、
報
告
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
は
、
選
任
外
国
製
造
再

生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
の
資
料
の
保
存
）

第
百
三
十
七
条
の
七
十
六

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
六
十
七
の
規

定
を
準
用
す
る
。

２

外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
取
得
者
は
、
法
第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

- 349 -



働
大
臣
に
報
告
し
た
事
項
の
根
拠
と
な
つ
た
資
料
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

前
項
の
資
料
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
六
十
七
各
号
列
記
以
外
の
部
分
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
準
用
）

第
百
三
十
七
条
の
七
十
七

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二

十
五
第
九
項
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
二
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
四
か
ら
第
百
三
十
七
条
の
二
十

九
ま
で
、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
一
及
び
第
百
三
十
七
条
の
三
十
五
か
ら
第
百
三
十
七
条
の
四
十
九
ま
で
の
規
定
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
七
中
「
様
式
第
七
十
五
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の

十
八
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
十
九
」
と

、
第
百
三
十
七
条
の
三
十
一
第
一
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
」
と
、
第
百
三

十
七
条
の
三
十
六
第
三
項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
一
」
と
、
第
百
三
十
七
条

の
三
十
八
中
「
様
式
第
七
十
五
の
九
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
二
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
四
第
二

項
中
「
様
式
第
七
十
五
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
三
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
六
第
一
項
中
「
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様
式
第
七
十
五
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
四
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
七
第
二
項
中
「
様
式

第
七
十
五
の
十
三
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
五
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
四
十
九
第
二
項
中
「
様
式
第
七

十
五
の
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
五
の
二
十
六
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
三
十
七
条
の
七
十
八

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
、
第
十
五
条
の
九

、
第
十
五
条
の
十
、
第
十
八
条
及
び
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
の

九
第
一
項
中
「
第
百
四
十
条
第
二
項
又
は
第
百
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
登
録
販
売
者
と
し
て
の
」
と
あ
る
の

は
、
「
第
百
三
十
七
条
の
五
十
第
二
号
に
規
定
す
る
」
と
、
第
十
五
条
の
十
中
「
薬
剤
師
若
し
く
は
登
録
販
売
者
」
と
あ

る
の
は
「
薬
剤
師
」
と
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
、
販
売
業
者
、
貸
与
業
者
若
し
く
は
修
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「

若
し
く
は
販
売
業
者
」
と
、
「
授
与
し
、
若
し
く
は
貸
与
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
た
」
と
あ
る
の
は

「
又
は
授
与
し
た
」
と
、
「
、
授
与
若
し
く
は
貸
与
若
し
く
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
授

与
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

様
式
第
一
か
ら
第
二
十
一
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第一（第一条関係） 

薬 局 開 設 許 可 申 請 書 

薬 局 の 名 称  

薬 局 の 所 在 地  

薬 局 の 構 造 設 備 の 概 要  

調剤及び調剤された薬剤の販売 
又は授与の業務を行う体制の概要 

 

医 薬 品 の 販 売 又 は 授 与 を 
行 う 体 制 の 概 要 

 

（ 法 人 に あ つ て は ） 
薬 局 開 設 者 の 業 務 を 
行 う 役 員 の 氏 名 

 

通 常 の 営 業 日 及 び 営 業 時 間  

相 談 時 及 び 緊 急 時 の 連 絡 先  

特 定 販 売 の 実 施 の 有 無 有    ・    無 

を
行
う
役
員
を
含
む
。
）
の
欠
格
条
項 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
業
務 

(1) 
法第75条第1項の規定
により許可を取り消さ
れたこと 

 

(2) 
法第 75条の 2第 1項の
規定により登録を取り
消されたこと 

 

(3) 
禁錮以上の刑に処せら
れたこと 

 

(4) 

薬事に関する法令で政
令で定めるもの又はこ
れに基づく処分に違反
したこと 

 

(5) 
後見開始の審判を受け
ていること 

 

備 考  

 
上記により、薬局開設の許可を申請します。 

 

年   月   日 

 

 

 
 
 
 
 都 道 府 県 知 事 
 保健所設置市市長    殿 
 特 別 区 区 長 

法人にあつては、主 

たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名 

住 所 

氏 名 ○印  
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（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格 A4とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 薬局の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとお
り」と記載し、別紙を添付すること。 

４ 調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要欄にその記載事項の全てを記載する
ことができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

５ 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同
欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

６ 相談時及び緊急時の連絡先欄には、原則として電話番号を記載し、必要に応じてメールアドレス等も記
載すること。 

７ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、
(1)及び（2）欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びそ
の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の
事実及び違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
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様式第二 （第二条関係） 
許可番号 

薬 局 開 設 許 可 証 
 

氏名(法人にあつては、名称)     

薬局の名称             

薬局の所在地            

 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第４条第１項の規定

により開設の許可を受けた薬局であることを証明する。 
      年  月  日 

 

 

       都道府県知事 

       保健所設置市市長   印 

       特別区区長 

 

有効期間      年   月   日から 

      年   月   日まで 
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様式第三（第四条、第二十一条、第二十八条、第百十四条の四、第百十四条の十一、第百十四条の三十五、第百

二十三条、第百三十七条の四、第百三十七条の十一、第百八十三条関係） 

 

 

      書換え交付申請書 

 

業 務 等 の 種 別  

許可番号、認定番号、登録番号又は

基準適合証番号及び年月日 

 

薬局、主たる機能を有す

る事務所、製造所、店舗、

営業所又は事業所 

名 称  

所在地  

変
更
内
容 

事          項 変     更     前 変     更     後 

   

変 更 年 月 日  

備 考  

 

 

上記により、       の書換え交付を申請します。 

 

 

年  月  日 

 

 

 

 

 

 

厚 生 労 働 大 臣 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 

地 方 厚 生 局 長 

都 道 府 県 知 事             殿 

保健所設置市市長 

特 別 区 区 長 

登 録 認 証 機 関 

 

（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 業務等の種別欄には、薬局、第1種医薬品、第2種医薬品、医薬部外品、化粧品、第1種医療機器、第2

種医療機器、第3種医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品若しくは薬局製造販売医薬品の製造販

売業、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品若しくは薬局製造販

売医薬品の製造業、認定外国製造業者、登録外国製造業者、登録認証機関、店舗販売業、配置販売業、卸

売販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業、医療機器の修理業又は基準適合証の別を記載す

ること。 

４ 医薬品等の製造業者若しくは認定外国製造業者又は医療機器の修理業者については、この申請書は地方

厚生局長に提出する場合にあつては正副 2通、厚生労働大臣又は都道府県知事に提出する場合にあつては

許 可 証 

認 定 証 

登 録 証

基準適合証 

収 入

印 紙 

法人にあつては、主 

たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名 

住 所 

氏 名 ○印  

許 可 証 

認 定 証 

登 録 証

基準適合証 
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正本1通提出すること。 

５ 配置販売業にあつては、所在地欄に営業区域を記載し、名称欄の記載を要しないこと。 

６ 基準適合証にあつては、名称欄に品目の名称、所在地欄に承認番号又は認証番号を記載すること。 

７ 登録外国製造業者又は認定外国製造業者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を並記するこ

と。また、署名をもつて押印に代えることができるものとする。 

８ 収入印紙は、厚生労働大臣又は地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
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様式第四（第五条、第二十二条、第二十九条、第百十四条の五、第百十四条の十二、第百十四条の三十

六、第百二十四条、第百三十七条の五、第百三十七条の十二、第百八十四条関係） 
 
 

再交付申請書 
 

 
業 務 等 の 種 別  
許可番号、認定番号、登録番号又

は基準適合証番号及び年月日 
 

薬局、主たる機能を有

する事務所、製造所、

店舗、営業所又は事業

所 

名 称  

所在地 
 

再 交 付 申 請 の 理 由  
備 考  

 
 
上記により、      の再交付を申請します。 
   

 
年  月  日 

  
 
 
 

     
 
厚 生 労 働 大 臣 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 
地 方 厚 生 局 長 
都 道 府 県 知 事             殿 
保健所設置市市長 
特 別 区 区 長 
登 録 認 証 機 関 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 業務等の種別欄には、薬局、第 1 種医薬品、第 2 種医薬品、医薬部外品、化粧品、第 1 種医療

機器、第 2 種医療機器、第 3 種医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品若しくは薬局製造

販売医薬品の製造販売業、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医

療等製品若しくは薬局製造販売医薬品の製造業、認定外国製造業者、登録外国製造業者、登録認

証機関、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業、

医療機器の修理業又は基準適合証の別を記載すること。 
４ 配置販売業にあつては、所在地欄に営業区域を記載し、名称欄の記載を要しないこと。 
５ 医薬品等の製造業者若しくは認定外国製造業者又は医療機器の修理業者については、この申請

書は地方厚生局長に提出する場合にあつては正副 2 通、厚生労働大臣又は都道府県知事に提出す

る場合にあつては正本 1 通提出すること。 
６ 基準適合証にあつては、名称欄に品目の名称、所在地欄に承認番号又は認証番号を記載するこ

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

住 所 

氏 名 ○印  

収 入
印 紙 

許 可 証 
認 定 証 
登 録 証

基準適合証 

許 可 証 
認 定 証 
登 録 証

基準適合証 
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と。 
７ 登録外国製造業者又は認定外国製造業者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を並

記すること。また、署名をもつて押印に代えることができるものとする。 

８ 収入印紙は厚生労働大臣又は地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしない

こと。 
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様式第五（第六条関係） 
薬 局 開 設 許 可 更 新 申 請 書 

 

許 可 番 号 及 び 年 月 日  

薬 局 の 名 称  

薬 局 の 所 在 地  

変
更
内
容 

 事 項  変 更 前   変 更 後 

   

役
員
を
含
む
。
）
の
欠
格
条
項 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行

 

（１） 
法第７５条第１項の規定に 

より許可を取り消されたこと 

 

（２） 
法第７５条の２第１項の規

定により登録を取り消さ

れたこと 

 

（３） 
禁錮以上の刑に処せられ 

たこと 

 

（４） 
薬事に関する法令で政令

で定めるもの又はこれに

基づく処分に違反した 

 

（５） 
後見開始の審判を受けて 

いること 

 

  備           考 

 

 
上記により、薬局開設の許可の更新を申請します。 

 
年   月   日 

 
 
 
      
 
 
 都 道 府 県 知 事 
 保健所設置市市長  殿 
 特 別 区 区 長 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

住 所 

氏 名 ○印  
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（注意） 
 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
 ２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
 ３ 第 16 条第１項各号に掲げる事項について変更のあつた日から 30 日以内にこの更新申請書を提出す

る場合は、当該変更のあつた事項について、変更内容欄に記載すること。また、薬事に関する実務に

従事する薬剤師又は登録販売者に変更があつた場合のうち、新たに当該薬局において薬事に関する実

務に従事する薬剤師又は登録販売者となつた者がいる場合には、その者の薬剤師名簿登録番号及び登

録年月日又は販売従事登録番号及び登録年月日を変更後欄に付記すること。 
 ４ 第 16 条の２第１項各号に掲げる事項についてこの更新申請書を提出する際に変更の予定がある場

合は、当該変更の予定がある事項について、変更内容欄に記載すること。 
 ５ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、

(1)及び（2）欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及び

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違

反の事実及び違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 

- 360 -



様式第六（第十六条、第十六条の二、第九十九条、第百条、第百十四条の六十九、第百十四条の七十、第百二十

七条、第百三十七条の六十五、第百三十七条の六十六、第百七十四条、第百七十六条、第百九十五条、第二百

六十五条、第二百六十五条の二、第二百六十五条の三関係） 
変   更   届   書 

 
業 務 の 種 別   
許可番号、認定番号又は登録番号及

び年月日 
 

薬局、主たる機能を有

する事務所、製造所、

店舗、営業所又は事業

所 

名  称  

所 在 地  

変更

内容 

事        項 変     更     前 変     更     後 

 
  

変  更  年  月  日 
 

備            考 
 

 
 
上記により、変更の届出をします。 

年   月   日 
 
 
 
 
 

厚 生 労 働 大 臣 
地 方 厚 生 局 長 
都 道 府 県 知 事    殿 
保健所設置市市長 
特 別 区 区 長 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

住 所 

氏 名 ○印  
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（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 業務の種別欄には、薬局、第１種医薬品、第２種医薬品、医薬部外品、化粧品、第１種医療機器、第２種医
療機器、第３種医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品若しくは薬局製造販売医薬品の製造販売業、医
薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品若しくは薬局製造販売医薬品の製
造業、認定外国製造業者、登録外国製造業者、登録認証機関、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、高度管
理医療機器等の販売業若しくは貸与業（指定視力補正用レンズ又はプログラム高度管理医療機器のみの販売業
又は貸与業を除く。）、指定視力補正用レンズ又はプログラム高度管理医療機器のみの販売業若しくは貸与業、
特定管理医療機器の販売業若しくは貸与業（補聴器、家庭用電気治療器又はプログラム管理医療機器以外の特
定管理医療機器を販売又は貸与する場合に限る。）、補聴器、家庭用電気治療器又はプログラム管理医療機器の
みの販売業又は貸与業、管理医療機器（特定管理医療機器を除く。）の販売業若しくは貸与業又は医療機器の修
理業の別を記載すること。 
なお、様式第114、様式第114の2及び様式第114の3による届出に記載された事項に変更を生じた場合に

おける令第74条第1項、令74条の２第1項及び令74条の３第1項の規定による届出の場合は、業務の種別
欄に、赤字で「輸出用」と付記すること。 

４ 医薬品等の製造業者若しくは認定外国製造業者又は医療機器の修理業者については、この届書は地方厚生局
長に提出する場合にあつては正本1通及び副本2通を、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の
市長又は特別区の区長に提出する場合にあつては正本1通を提出すること。 

５ 管理医療機器の販売業又は貸与業にあつては、許可番号、認定番号又は登録番号及び年月日欄にその販売業
又は貸与業の届出を行つた年月日を記載すること。 

６ 配置販売業にあつては、所在地欄に営業区域を記載し、名称欄の記載を要しないこと。 
７ 管理者の変更の場合は、変更後の管理者が薬剤師又は登録販売者であるときはその者の薬剤師名簿登録番号
及び登録年月日又は販売従事登録番号及び登録年月日を、責任技術者の変更の場合は、変更後の責任技術者が
第 91 条第 1 項及び第 2 項並びに第 114 条の 53 第 1 項から第 3項までの各号のいずれに該当するかを、営業
所管理者の変更の場合は、変更後の営業所管理者が薬剤師以外の者であるときはその者が第154条各号のいず
れに該当するかを、高度管理医療機器等営業管理者の変更の場合は、変更後の高度管理医療機器等営業管理者
が第162条第1項から第4項までの各号のいずれに該当するかを、特定管理医療機器営業管理者等の変更の場
合は、変更後の特定管理医療機器営業管理者等が第175条第1項各号のいずれに該当するかを、再生医療等製
品営業所管理者の変更の場合は、変更後の再生医療等製品営業所管理者が第196条の４第1項各号のいずれに
該当するかを変更後欄に付記すること。 

８ 管理者以外の薬剤師又は登録販売者に変更があつた場合のうち、新たに薬事に関する実務に従事する薬剤師
又は登録販売者となつた者がいる場合には、その者の薬剤師名簿登録番号及び登録年月日又は販売従事登録番
号及び登録年月日を変更後欄に付記すること。 

９ 業務を行う役員の変更の場合は、備考欄に、変更後の役員が法第5条第3号イからヘまでのいずれかに掲げ
る者又は成年被後見人に該当するときはそのいずれに該当するかを記載し、該当しないときは「なし」と記載
すること。 

10 登録外国製造業者又は認定外国製造業者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を並記すること。
また、署名をもつて押印に代えることができるものとする。 
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様式第七（第十七条関係） 

取扱処方箋数届書 

許 可 番 号 及 び 年 月 日  

薬 局 の 名 称  

薬 局 の 所 在 地  

前年において業務を行った 
期 間 及 び 日 数  

前年における総取扱処方せん数  

備 考  

上記により、取扱処方箋数の届出をします。 
 

年   月   日 
 
 
 
 
 
 
 
 都 道 府 県 知 事 
 保健所設置市市長    殿 
 特 別 区 区 長 
 
 
 
 
(注意) 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格 A4とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではっきりと書くこと。 

３ 前年における総取扱処方箋数欄には、前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び

歯科の処方箋の数にそれぞれ 3分の 2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合

計数を記載すること。 

 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

住 所 

氏 名 ○印  
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様式第八（第十八条、第百三十二条、第百五十九条の二十三、第百七十七条、第百九十六条の十三関係） 
 

       
     届   書 

  
 

業 務 の 種 別  

許可番号、認定番号又は登録番号及び

年月日 
 

薬局、主たる機能を有

する事務所、製造所、

店舗、営業所又は事業

所 

名   称  

所 在 地 
 

休止、廃止又は再開の年月日  

備              考  
 

上記により、  の届出をします。 
 
      年   月   日 
 
 
 
 
 

厚 生 労 働 大 臣 
地 方 厚 生 局 長 
都 道 府 県 知 事    殿 
保健所設置市市長 
特 別 区 区 長 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 業務の種別欄には、薬局、第 1 種医薬品、第 2 種医薬品、医薬部外品、化粧品、第 1 種医療機器、第 2
種医療機器、第 3 種医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品若しくは薬局製造販売医薬品の製造販

売業、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品若しくは薬局製造販

売医薬品の製造業、認定外国製造業者、登録外国製造業者、登録認証機関、店舗販売業、配置販売業、卸

売販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業、管理医療機器の販売業若しは貸与業又は医療機

器の修理業の別を記載すること。 
４ 医薬品等の製造業者又は医療機器の修理業者については、この届書は地方厚生局長に提出する場合にあ

つては正本 1 通及び副本 2 通、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する場

合にあつては正本1通提出すること。 
５ 管理医療機器の販売業又は貸与業にあつては、許可番号、認定番号又は登録番号及び年月日欄に、その

販売業又は貸与業の届出を行つた年月日を記載すること。 
６ 休止の場合には、休止、廃止又は再開の年月日欄に「○年○月○日まで休止の予定」と付記すること。 
７ 配置販売業にあつては、所在地欄に営業区域を記載し、名称欄の記載を要しないこと。 
８ 登録外国製造業者又は認定外国製造業者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を並記するこ

と。また、署名をもつて押印に代えることができるものとする。 

休止 
廃止 
再開 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

休 止 
廃 止 
再 開 
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様式第九（第十九条、第百十四条の二、第百三十七条の二関係） 
 
 
 
 
 
 
 

主 た る 機 能 を 有 す る 事 務 所 の 名 称  
主たる機能を有する事務所の所在地  
許 可 の 種 類  

総括製造販売責任者 氏     名  資格  
住     所  

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
）
の
欠
格

条
項 

(1)法第75条第１項の規定により許

可を取り消されたこと 
 

(2)法第75条の２第１項の規定によ

り登録を取り消されたこと 
 

(3)禁錮以上の刑に処せられたこと  

(4)薬事に関する法令で政令で定め

るもの又はこれに基づく処分に

違反したこと 

 

(5)後見開始の審判を受けているこ

と 
 

備           考  
 
 
 
上記により、         の製造販売業の許可を申請します。 
 
 
 
 

年  月  日                  
 
 
 
 
 

都道府県知事 
保健所設置市市長    殿 
特別区区長 

医 薬 品 

体外診断用医薬品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

医 療 機 器 

再生医療等製品 

 

医 薬 品 

体外診断用医薬品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

医 療 機 器 

再生医療等製品 

 

製造販売業 許可申請書 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 許可の種類欄には、医薬品、体外診断用医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売

業にあつては法第12条第１項又は法第23条の２第１項に掲げる許可の種類のうち該当するもの、

再生医療等製品の製造販売業者にあつては再生医療等製品製造販売業許可と、薬局製造販売医薬

品製造販売業にあつては薬局製造販売医薬品製造販売業許可と記載すること。 
４ 総括製造販売責任者の資格欄には、医薬品又は体外診断用医薬品の製造販売業にあつてはその

者が薬剤師であるときはその者の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を、医薬部外品、化粧品、

医療機器又は再生医療等製品の製造販売業にあつてはその者が第85条第1項及び第2項、第114条
の49第1項及び第2項又は第137条の50第1項の各号のいずれに該当するかを記載すること。 

５ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あると

きは、(1)欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年

月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあ

つてはその違反の事実及び違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
６ 薬局製造販売医薬品の製造販売業にあつては、備考欄にその薬局の開設許可番号及び許可年月

日を記載すること。 
７ 令第20条第2項に規定する医薬部外品の製造販売業にあつては、備考欄に「新指定医薬部外品」

と記載すること。 
８ 申請者が現に製造販売業の許可を取得している場合には、備考欄に当該製造販売業の許可の種

類及び許可番号を記載すること。 
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様式第十（一） （第二十条、第百十四条の三関係） 
許可番号 

第  種        製造販売業許可証 
 

氏名 (法人にあつては、その名称) 

主たる機能を有する事務所の名称  

主たる機能を有する事務所の所在地 

 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律          
 
の規定により許可された第  種      製造販売業者であることを証明する。 
 
      年  月  日 

 

 

       都道府県知事 

       保健所設置市市長   印 

       特別区区長 

 

有効期間      年   月   日から 

      年   月   日まで 

 

医 薬 品 
医 療 機 器 

医 薬 品 
医療機器 

第 １ ２ 条 第 １ 項 
第２３条の２第１項 
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様式第十（二） （第二十条、第百十四条の三、第百三十七条の三関係） 

許可番号 

 

 

           製造販売業許可証 

 

 

氏名 (法人にあつては、その名称) 

主たる機能を有する事務所の名称  

主たる機能を有する事務所の所在地 

 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律        の 

 

 

規定により許可された           製造販売業者であることを証明する。 

 

 

      年  月  日 

 

 

       都道府県知事   印 

 

 

 

有効期間      年   月   日から 

      年   月   日まで 

体外診断用医薬品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 
再生医療等製品 

体外診断用医薬品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 
再 生 医 療 等 製 品 

第１２条第１項 

第２３条の２第１項 

第２３条の２０第１項 
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様式第十一（第二十三条、第百十四条の六、第百三十七条の六関係） 
 
 
 
 
 
 
 

許 可 番 号 及 び 年 月 日  
主 た る 機 能 を 有 す る 事 務 所 の 名 称  
主たる機能を有する事務所の所在地  
許  可  の  種  類  

総括製造販売責任者 氏     名  資格  
住     所  

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
業

務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）
の
欠
格
条

項 (1)法第75条第１項の規定により許可

を取り消されたこと 
 

(2)法第75条の２第１項の規定により

登録を取り消されたこと 
 

(3)禁錮以上の刑に処せられたこと  

(4)薬事に関する法令で政令で定める

もの又はこれに基づく処分に違反

したこと 

 

(5)後見開始の審判を受けていること  

備                 考  
 
 
 
 
上記により、          の製造販売業の許可の更新を申請します。 
 
 
 
 

年  月  日                  
 
 
 
 
 
  都道府県知事 

保健所設置市市長 殿 
特別区区長 

製造販売業 許可更新申請書 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

医 薬 品 

体外診断用医薬品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

医 療 機 器 

再生医療等製品 

 

医 薬 品 

体外診断用医薬品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

医 療 機 器 

再生医療等製品 
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（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 許可の種類欄には、医薬品、体外診断用医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業にあつ

ては法第12条第１項又は法第23条の２第１項に掲げる許可の種類のうち該当するもの、再生医療等製品の

製造販売業者にあつては再生医療等製品製造販売業許可と、薬局製造販売医薬品製造販売業にあつては薬

局製造販売医薬品製造販売業許可と記載すること。 
４ 総括製造販売責任者の資格欄には、医薬品又は体外診断用医薬品の製造販売業にあつてはその者が薬剤

師であるときはその者の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再

生医療等製品の製造販売業にあつてはその者が第85条第1項及び第2項、第114条の49第1項及び第2項又は

第137条の50第1項の各号のいずれに該当するかを記載すること。 
５ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)
欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び

違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
６ 薬局製造販売医薬品の製造販売業にあつては、備考欄にその薬局の開設許可番号及び許可年月日を記載

すること。 
７ 令第20条第2項に規定する医薬部外品の製造販売業にあつては、備考欄に「新指定医薬部外品」と記載す

ること。 
８ 申請者が現に製造販売業の許可を取得している場合には、備考欄に当該製造販売業の許可の種類及び許

可番号を記載すること。 
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様式第十二（第二十五条、第百三十七条の八関係） 
 

            
                           製造業 許可申請書 
 

 
 
上記により、          の製造業の許可を申請します。 
 
 
 

 
年   月   日 

 
 
 
 
 

地方厚生局長 
都道府県知事 
保健所設置市市長 
特別区区長 

製  造  所  の  名  称  
製  造  所  の  所  在  地  
許 可 の 区 分  
製 造 所 の 構 造 設 備 の 概 要  

管 理 者 又 は 責 任 技 術 者 氏 名  資格  
住 所  

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
業

務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）
の
欠
格
条

項 (1)法第75条第１項の規定により許可

を取り消されたこと 
 

(2)法第75条の２第１項の規定により

登録を取り消されたこと 
 

(3)禁錮以上の刑に処せられたこと  

(4)薬事に関する法令で政令で定める

もの又はこれに基づく処分に違反

したこと 

 

(5)後見開始の審判を受けていること  

備                  考  

殿 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 

医 薬 品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

再生医療等製品 

医 薬 品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

再生医療等製品 
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（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、地方厚生局長に提出する場合にあつては正本1通及び副本2通、都道府県知事、保健所を設置

する市の市長又は特別区の区長に提出する場合にあつては正本1通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 許可の区分欄には、第26条第1項から第3項までの各号又は第137条の9第1項各号のいずれに該当するか

を記載すること。 
６ 製造所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」

と記載し、別紙を添付すること。 
７ 管理者又は責任技術者の資格欄には、管理者にあつてはその者が薬剤師であるときはその者の薬剤師名簿の登

録番号及び登録年月日を、責任技術者にあつてはその者が第 91 条第 1 項及び第 2 項各号のいずれに該当するか

を記載すること。 
８ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)欄及

び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を、

(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
９ 薬局製造販売医薬品の製造業にあつては、備考欄にその薬局の開設許可番号及び許可年月日を記載すること。 
10 申請者が他の区分の製造業の許可を取得している場合には、備考欄に当該許可の区分及び許可番号を記載する

こと。 
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様式第十三 （第二十七条、百三十七条の十関係） 
許可番号 
 

         製造業許可証 
 

氏名 (法人にあつては、その名称) 

製造所の名称           

製造所の所在地          

許可の区分            

 

 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律         の 
 
 
規定により許可された         製造業者であることを証明する。 
 

 

      年  月  日 

 

                            地方厚生局長 

       都道府県知事   印 

                            保健所設置市市長 

                            特別区区長 

 

有効期間      年   月   日から 

      年   月   日まで 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 
再生医療等製品 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 
再生医療等製品 

第１３条第１項 
第２３条の２２第１項 
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様式第十四（第三十条、第百三十七条の十三関係） 
 

 
 

許 可 番 号 及 び 年 月 日  
製  造  所  の  名  称  
製  造  所  の  所  在  地  
許 可 の 区 分  
製 造 所 の 構 造 設 備 の 概 要  

管 理 者 又 は 責 任 技 術 者 氏  名  資格  
住  所  

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）の
欠
格

条
項 

(1)法第75条第１項の規定により許

可を取り消されたこと 
 

(2)法第 75 条の２第１項の規定によ

り登録を取り消されたこと 
 

(3)禁錮以上の刑に処せられたこと  
(4)薬事に関する法令で政令で定める

もの又はこれに基づく処分に違反

したこと 

 

(5)後見開始の審判を受けていること  

備 考  
 
 
上記により、          の製造業の許可の更新を申請します。 

 
 
 

年  月  日 
 
 
 
 
 

地方厚生局長 
都道府県知事 
保健所設置市市長 
特別区区長 

殿 

製造業 許可更新申請書 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 

医 薬 品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

再生医療等製品 

医 薬 品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

再生医療等製品 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、地方厚生局長に提出する場合にあつては正本 1通及び副本 2通、都道府県知事、保健所を設置

する市の市長又は特別区の区長に提出する場合にあつては正本１通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 許可の区分欄には、第26 条第 1 項から第 3 項までの各号又は第 137 条の 9 各号のいずれに該当するかを記載

すること。 
６ 製造所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」

と記載し、別紙を添付すること。 
７ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)欄及び

(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を、

(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
８ 申請者が他の区分の製造業の許可を取得している場合には、備考欄に当該許可の区分及び許可番号を記載する

こと。 
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様式第十五（第三十一条、百三十七条の十四関係） 
 
    

製造業許可区分    申請書 
            
 

許 可 の 区 分  
許 可 番 号 及 び 年 月 日  
製 造 所 の 名 称  
製 造 所 の 所 在 地  
変更し、又は追加する区分  
製 造 所 の 構 造 設 備 の 概 要  

管理者又は責任技術者 
氏名  資格  
住所  

備              考  
 
 
上記により、        の製造業の区分の   を申請します。 
  
 

年  月  日 
 
 
 

            
 
 

地方厚生局長 
都道府県知事 
保健所設置市市長 
特別区区長 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、地方厚生局長に提出する場合にあつては正本1通及び副本2通、都道府県知事、保健所

を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する場合にあつては正本1通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 許可の区分欄には、第26条第1項から第3項までの各号又は第137条の9各号のいずれに該当するか

を記載すること。 
６ 製造所の構造設備の概要欄には、変更し、又は追加する区分に係る部分についてのみ記載すること。ま

た、その記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添

付すること。 
７ 管理者又は責任技術者欄には、変更し、又は追加する許可区分に係る者について記載すること。 

殿 

変更 
追加 

変更 
追加 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 
再生医療等製品 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 
再生医療等製品 
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様式第十六（一）（第三十三条、百三十七条の十六関係） 

 

 

 製造業 調査申請書 

 

 
製 造 所 の 名 称 

 
 

 
製 造 所 の 所 在 地 

 
 

 
許 可 の 区 分 

 
 

 許可番号及び年月日 

（ 更 新 の 場 合 ） 

 

 

 
手 数 料 区 分 

 
 

 
調 査 手 数 料 金 額 

 
 

 
備 考 

 
 

 

 上記により          の製造業の       に係る調査を申請します。 

 

 

   年   月   日 

 

 

 住 所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 印 
 
 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

医 薬 品 
再生医療等製品 

許 可 
許可の更新 

許 可 
許可の更新 

医 薬 品 
再生医療等製品 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 許可の区分欄には、第 26 条第 1 項から第 3 項までの各号又は第 137 条の 9 各号のいずれに該

当するかを記載すること。 

４ 手数料区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係

手数料令において定める区分を記載すること。 

５ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定

める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 

６ これまでに機構による製造業の許可に係る調査を受けたことがある場合には、備考欄に前回調

査申請日及び結果通知日について記載すること。 
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様式第十六（二）（第三十三条、第百三十七条の十六関係） 

Form No. 16 (2) (related to Article 33 and Article 137-16) 
 

 外国製造業者 調査申請書 

 
Application for examination for                      of foreign  
 

manufacturer 
 
 製 造 所 の 名 称 

Name of the manufacturing establishment 
  

 製 造 所 の 所 在 地 
Location of the manufacturing establishment  

  

 認 定 の 区 分 
Accreditation categories 

  

 認 定 番 号 及 び 年 月 日 
（ 更 新 の 場 合 ） 

Number and date of the accreditation 
(In the case of renewal) 

  

 手 数 料 区 分 
Fee categories 

  

 調 査 手 数 料 金 額 
Amount of examination fee 

  

 備 考 
Remarks 

  

 

 上記により、 の外国製造業者の に係る調査を申請します。 

 

   I hereby apply for the examination for                       of the foreign  
    
                               manufacturer indicated above. 
 

   年   月   日 

          Year     Month  Day                   邦文 
                                                  Japanese 
                 住 所 
                               Address  外国文  
                                                  Foreign language 
                                         
 
                                        
                                                  邦文                        ○印又は署名 
                                                  Japanese           Signature 
                   氏 名 
                                   Name   外国文 
                                                  Foreign language 
                                        
                     
   独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 
   To Chief Executive of the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
再生医療等製品 

認 定 
認定の更新 

認 定 
認定の更新 

（              ） 法人にあつては、主たる事務所の所在地 
Location of the head office in case of a corporation 

（              ） 法人にあつては、名称及び代表者の氏名 
Name and name of its representative in case of a corporation  

drug 
quasi-drug 
regenerative, cellular therapy and gene therapy products 

accreditation  
accreditation renewal 

accreditation  
accreditation renewal 

drug 
quasi-drug 
regenerative, cellular therapy and gene therapy products 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
再生医療等製品 
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（注意） 

 (Notes) 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    Use paper of Japanese Industrial Standards Size A4. 
２ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 

    Fill in the form with clear writing with inks, etc.,. 
３ 認定の区分欄には、第 36 条第 1 項及び第 2項各号又は第 137 条の 19 各号のいずれに該当

するかを記載すること。 

     Identify in the column of “Accreditation categories” which category specified under 
Article 36, Paragraph 1 and 2 or Article 137-19 is applied. 

４ 手数料区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

関係手数料令において定める区分を記載すること。 

     Identify in the column of “Fee categories” which category specified under the Cabinet 
Order for Fees related to the Act on Securing Quality, Efficacy and Safety of 
Pharmaceuticals, Medical Devices, Regenerative and Cellular Therapy Products, Gene 
Therapy Products, and Cosmetics is applied. 

５ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令におい

て定める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 

     Attach to the reverse of this form a copy of the document proving payment of the fee 
specified under the Cabinet Order for Fees related to the Act on Securing Quality, Efficacy 
and Safety of Pharmaceuticals, Medical Devices, Regenerative and Cellular Therapy 
Products, Gene Therapy Products, and Cosmetics through a bank transfer to the account of 
the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. 

６ これまでに機構による外国製造業の認定に係る調査を受けたことがある場合には、備考欄

に前回調査申請日及び結果通知日について記載すること。 

     If the applicant has previously been the subject of the examination for accreditation of 
foreign manufacturer by the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, specify in the 
column of “Remarks” the date of the previous application and the notification date of the 
result. 
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様式第十七（第三十四条、第百三十七条の十七関係） 

 
                      調査結果通知書 

 
 
製 造 所 の 名 称  

製 造 所 の 所 在 地  

申 請 者 名  

許 可 又 は 認 定 の 区 分  

許可番号又は認定番号及び年月日 
（ 更 新 の 場 合 ）  

許可又は認定及び調査申請年月日  

調 査 結 果  

備 考  

 
 
上記により、        の       の        に係る調査の 
 
結果を通知します。 
 

年  月  日 
 
        独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長   
 

   殿 
 

（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
再生医療等製品 

製 造 業 
外 国 製 造 業 者 

許 可 
許可の更新 
認 定 
認定の更新 

製 造 業 
外 国 製 造 業 者 

許 可 
許可の更新 
認 定 
認定の更新 

厚生労働大臣 
地方厚生局長 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
再生医療等製品 
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様式第十八（第三十五条、第百三十七条の十八関係） 
Form No. 18 (related to Article 35 and Article 137-18) 
 

          
 

Application for accreditation of foreign                      manufacturer  
 

製 造 所 の 名 称 
Name of the manufacturing establishment 

 

製 造 所 の 所 在 地 
Location of the manufacturing establishment 

 

認 定 の 区 分 
Accreditation categories 

 

製 造 所 の 構 造 設 備 の 概 要 
Outline of the buildings and facilities of the manufacturing establishment 

 

製 造 所 の 責 任 者 
The person responsible for  

the manufacturing establishment 

氏 名 
Name 

 

住 所 
Address 

 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）
の
欠
格
条
項 

Applicant's disqualifications (including those of the executives engaged in 
the services in case of a corporation) 

(1)法第75条の 4 第１項の規定により認
定を取り消されたこと 
History of having accreditation 
being canceled pursuant to the 
provision of Article 75-4, 
Paragraph 1 

 

(2)法第75条の 5 第１項の規定により登
録を取り消されたこと 
History of having registration 
being canceled pursuant to the 
provision of Article 75-5, 
Paragraph 1 

 

(3)禁錮以上の刑に処せられたこと 
  History of a court sentence of 

imprisonment or a severer 
punishment 

 

(4)薬事に関する法令で政令で定めるも
の又はこれに基づく処分に違反した
こと 

  Violation of Japanese laws and 
regulations related to 
pharmaceutical affairs or measures 
taken in accordance with these 
laws and regulations 

 

(5)後見開始の審判を受けていること 
  Having received a order for 

commencement of guardianship 

 

備 考 
Remarks 

 

       
 上記により、         の外国製造業者の認定を申請します。 
        
 I hereby apply for the accreditation of the foreign                     manufacturer indicated above. 
 
     年     月    日 
          Year     Month  Day                       邦文  

 Japanese 
                  住 所 
                                Address   外国文  
                                                      Foreign language 
                                         
 
                                        

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
再生医療等製品 

収入印紙 
revenue stamp 

（             ） 法人にあつては、主たる事務所の所在地 
Location of the head office in case of a corporation 

drug 
quasi-drug  
regenerative, cellular therapy and gene therapy products  
 

外国製造業者 認定申請書 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
再生医療等製品 drug 

quasi-drug  
regenerative, cellular therapy and gene therapy products  
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 邦文                               ○印又は署名   
 Japanese              Signature 

                   氏 名 
                                    Name    外国文 
                                                      Foreign language 
                                        
  厚生労働大臣   殿 
    To Minister of Health, Labor and Welfare 
 
 
（注意） 
 (Notes) 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
    Use paper of Japanese Industrial Standards Size A4. 
２ この申請書は、正副2通提出すること。 
    Applicant should submit one original and one copy of it. 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
  Fill in the form with clear writing with inks, etc.,. 
４ 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
  Put revenue stamp only on the original, not on its copy. Do not cancel it. 
５ 認定の区分欄には、第 36 条第 1 項及び第 2 項各号又は第 137 条の 19 各号のいずれに該当するかを記

載すること。 
    Identify in the column of “Accreditation categories” which category specified under Article 36, 

Paragraph 1 and 2 or Article 137-19 is applied. 
６ 製造所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のと

おり」と記載し、別紙を添付すること。 
    In case there is not enough space to fill in all the information in the column “Outline of the buildings 

and facilities of the manufacturing establishment”, write “see attached paper” in the column and 
attach another paper on which all the information is written. 

７ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1) 
欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び

違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
    Write down “No” in each column of (1), (2), (3), (4) and (5) if an applicant doesn’t meet any conditions 

of its disqualifications. If an applicant meets one or more conditions of its disqualifications, please 
write down as below. 

(1) The date( year, month, day) and grounds for cancellation. 
(2) The date( year, month, day) and grounds for cancellation. 
(3) Crime, sentence, the date( year, month, day) of final judgment, the date( year, month, day) of 

sentence/parole completion. 
(4) Description and the year of the violation(s). 
(5) “Yes” 

 

（              ） 法人にあつては、名称及び代表者の氏名 
Name and name of its representative in case of a corporation  
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様式第十九 （第三十七条、第百三十七条の二十関係） 
Form No.19 (related to Article 37 and Article 137-20)  
認定番号 
Number of accreditation 

 

         外国製造業者認定証 
 
Accreditation certificate of foreign                          manufacturer 

 
氏名 (法人にあつては、その名称) 

Name (Name of corporation) 
製造所の名称           

Name of the manufacturing establishment 
製造所の所在地          

Location of the manufacturing establishment 
認定の区分            

Accreditation categories 
 

 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 
 
の規定により認定された        外国製造業者であることを証明する。 
 
 

It is certified that the above manufacturer is certificated foreign 

 manufacturer pursuant to 

of the Act on Securing Quality, Efficacy and Safety of Pharmaceuticals, Medical Devices, 
Regenerative and Cellular Therapy Products, Gene Therapy Products, and Cosmetics. 
      年     月      日 

            Year     Month    Day 
厚生労働大臣   印 

Minister of Health, Labor and Welfare 
 

有効期間        年    月     日から 

Valid Period   From   Year     Month    Day 
        年   月   日まで 

Year     Month    Day 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
再生医療等製品 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
再生医療等製品 

drug 
quasi-drug 
regenerative, cellular therapy and gene therapy products  

drug 
quasi-drug 
regenerative, cellular therapy and gene therapy products  

第 １ ３条 の３ 
第２３条の２４ 

A r t i c l e  1 3 - 3 
Article 23-24 
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様式第二十（第三十七条、第百三十七条の二十関係） 
Form No. 20 (related to Article 37 and Article 137-20) 
 
 

 
Application for accreditation renewal of foreign                             manufacturer 
 

認 定 番 号 及 び 年 月 日 
Number and date of the accreditation 

 

製 造 所 の 名 称 
Name of the manufacturing establishment 

 

製 造 所 の 所 在 地 
Location of the manufacturing establishment 

 

認 定 の 区 分 
Accreditation categories 

 

製 造 所 の 構 造 設 備 の 概 要 
Outline of the buildings and facilities of the manufacturing establishment 

 

製 造 所 の 責 任 者 
The person responsible for  

the manufacturing establishment 

氏 名 
Name 

 

住 所 
Address 

 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）
の
欠
格
条
項 

Applicant's disqualifications (including those of the executives engaged in 
the services in case of a corporation) 

(1)法第75条の4第１項の規定により認
定を取り消されたこと 
History of having accreditation 
being canceled pursuant to the 
provision of Article 75-4, 
Paragraph 1 

 

(2)法第75条の5第１項の規定により登
録を取り消されたこと 
History of having registration 
being canceled pursuant to the 
provision of Article 75-5, 
Paragraph 1 

 

(3)禁錮以上の刑に処せられたこと 
  History of a court sentence of 

imprisonment or a severer 
punishment 

 

(4)薬事に関する法令で政令で定めるも
の又はこれに基づく処分に違反した
こと 

  Violation of Japanese laws and 
regulations related to 
pharmaceutical affairs or 
measures taken in accordance with 
these laws and regulations 

 

(5)後見開始の審判を受けていること 
  Having received a order for 

commencement of guardianship 

 

備 考 
Remarks 

 

   
 上記により、          の外国製造業者の認定の更新を申請します。 
 
 I hereby apply for the accreditation renewal of the foreign 
 

 manufacturer indicated above. 
 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
再生医療等製品 

外国製造業者 認定更新申請書 

drug 
quasi-drug  
regenerative, cellular therapy and gene therapy products  
 

drug 
quasi-drug 
regenerative, cellular therapy and gene therapy products  
 

収入印紙 
revenue stamp 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
再生医療等製品 
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     年     月    日 
          Year     Month  day                       邦文  

Japanese 
                  住 所 
                                Address   外国文  
                                                     Foreign language 
                                         
 
                                        
 
 
 
 

 邦文                               ○印又は署名   
 Japanese              Signature 

                   氏 名 
                                    Name    外国文 
                                                      Foreign language 
                                        
                     
 

厚生労働大臣   殿 
    To Minister of Health, Labor and Welfare 
 
（注意） 
 (Notes) 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
    Use paper of Japanese Industrial Standards Size A4. 
２ この申請書は、正副2通提出すること。 
    Applicant should submit one original and one copy of it. 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
  Fill in the form with clear writing with inks, etc.,. 
４ 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
  Put revenue stamp only on the original, not on its copy . Do not cancel it. 
５ 認定の区分欄には、第 36 条第 1 項及び第 2 項各号又は第 137 条の 19 各号のいずれに該当するかを記

載すること。 
    Identify in the column of “Accreditation categories” which category specified under Article 36, 

Paragraph 1 and 2 or Article 137-19 is applied. 
６ 製造所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のと

おり」と記載し、別紙を添付すること。 
    In case there is not enough space to fill in all the information in the column “Outline of the buildings 

and facilities of the manufacturing establishment”, write “see attached paper” in the column and 
attach another paper on which all the information is written. 

７ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1) 
欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び

違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
    Write down “No” in each column of (1), (2), (3), (4) and (5) if an applicant doesn’t meet any conditions 

of its disqualifications. If an applicant meets one or more conditions of its disqualifications, please 
write down as below. 

(1) The date( year, month, day) and grounds for cancellation. 
(2) The date( year, month, day) and grounds for cancellation. 
(3) Crime, sentence, the date( year, month, day) of final judgment, the date( year, month, day) of 

sentence/parole completion. 
(4) Description and the year of the violation(s). 
(5) “Yes” 

（             ） 法人にあつては、主たる事務所の所在地 
Location of the head office in case of a corporation 

（               ） 法人にあつては、名称及び代表者の氏名 
Name and name of its representative in case of a corporation  
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様式第二十一（第三十七条、第百三十七条の二十関係） 
Form No. 21 (related to Article 37 and Article 137-20) 
 

        外国製造業者認定区分   申請書 
                    
   Application for           in accreditation category of foreign 
 

                      manufacturer 
 

認 定 の 区 分 
Accreditation categories  

認 定 番 号 及 び 年 月 日 
Number and date of the accreditation 

 

製 造 所 の 名 称 
Name of the manufacturing establishment 

 

製 造 所 の 所 在 地 
Location of the manufacturing establishment 

 

変 更 し 、 又 は 追 加 す る 区 分 
Category to be changed or added 

 

製 造 所 の 構 造 設 備 の 概 要 
Outline of the buildings and facilities of the manufacturing establishment 

 

製 造 所 の 責 任 者 
The person responsible for  
the manufacturing establishment 

氏 名 
Name  
住 所 

Address  
備 考 

Remarks 
 

 
 上記により、         の外国製造業者の認定の区分の   を申請します。 
 
 I hereby apply for          in the accreditation category of the foreign 
 
                      manufacturer indicated above. 
 
     年     月    日 
          Year     Month  Day                   邦文 
                                                  Japanese 
                 住 所 
                               Address  外国文  
                                                  Foreign language 
                                         
 
                                        
                                                  邦文                         ○印又は署名  
                                                  Japanese             Signature 
                   氏 名 
                                   Name   外国文 
                                                  Foreign language 
                                        
                     
 

厚生労働大臣   殿 

変更 
追加 

変更 
追加 

（              ） 法人にあつては、主たる事務所の所在地 
Location of the head office in case of a corporation 

change 
addition 

収入印紙 
revenue stamp 

（              ） 法人にあつては、名称及び代表者の氏名 
Name and name of its representative in case of a corporation  

change 
addition 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
再生医療等製品 

drug 
quasi-drug  
regenerative, cellular therapy and gene therapy products  
 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
再生医療等製品 

drug 
quasi-drug  
regenerative, cellular therapy and gene therapy products  
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    To Minister of Health, Labor and Welfare 
 
 
（注意） 
 (Notes) 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
    Use paper of Japanese Industrial Standards Size A4. 
２ この申請書は、正副 2 通提出すること。 
    Applicant should submit one original and one copy of it. 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつて、楷書ではつきりと書くこと。 
    Fill in the form with clear writing with inks, etc.,. 
４ 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
    Put revenue stamp only on the original, not on its copy. Do not cancel it. 
５ 認定の区分欄及び変更し、又は追加する区分欄には、第 36 条第 1項及び第 2項各号又は第 137

条の 19 各号のいずれに該当するかを記載すること。 

    Identify which category specified under Article 36, Paragraph 1 and 2 or Article 137-19, in 
the column of “Accreditation categories” and “Category to be changed or added” is applied. 

６ 製造所の構造設備の概要欄には、変更し、又は追加する区分に係る部分についてのみ記載する

こと。また、その記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と

記載し、別紙を添付すること。 
    In the column of “Outline of the buildings and facilities of the manufacturing 

establishment” describe only what is related to the category to be changed or added. 
In case there is not enough space to fill in all the information in the column, write “see 

attached paper” and attach another paper on which all the information is written. 
７ 製造所の責任者欄には、変更し、又は追加する区分に係る者について記載すること。 
    Write the person who is in charge of operations relevant to the category to be changed or 

added in the column of “The person responsible for the manufacturing establishment” 
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様
式
第
二
十
二
（
一
）
を
様
式
第
二
十
二
と
し
、
様
式
第
二
十
二
（
二
）
及
び
様
式
第
二
十
二
（
三
）
を
削
り
、
様
式
第

二
十
三
（
一
）
を
様
式
第
二
十
三
と
し
、
様
式
第
二
十
三
（
二
）
及
び
様
式
第
二
十
三
（
三
）
を
削
り
、
様
式
第
二
十
四
（

一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

- 389 -



 
様式第二十四（第四十八条関係） 
 

製造販売承認事項軽微変更届書 

 
承 認 番 号  承認年月日  

名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

変
更
内
容 

事       項 変    更    前 変    更    後 
   

変 更 年 月 日  
変 更 理 由  
備 考  

 
 
上記により、        の製造販売の承認事項の軽微な変更の届出をします。 
 
 

年  月  日 
  

 
 
 

 
 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 
都道府県知事 
保健所設置市市長 
特別区区長 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ この届書は、正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

 
 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 

殿 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様
式
第
二
十
四
（
二
）
を
削
る
。

様
式
第
二
十
五
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第二十五（第五十条関係） 

 

 適合性調査申請書 

 

 
主たる機能を有する事務所の名称 

  

 
主たる機能を有する事務所の所在地 

  

 
製造販売業の許可番号及び年月日 

  

 
調査を受けようとする製造所の名称 

  

 
調査を受けようとする製造所の所在地 

  

 製造業者の氏名（法人にあつては、名
称及び代表者の氏名） 

  

 製造業者の住所（法人にあつては、主
たる事務所の所在地） 

  

 製造業の許可区分又は医薬品等外国製
造業者の認定区分 

  

 製造業の許可番号又は医薬品等外国製
造業者の認定番号及び年月日 

  

申
請
品
目 

一 般 的 名 称 
  

販 売 名 
  

承認申請受付番号又は承認番号 
  

承認申請年月日又は承認年月日 
  

 
調 査 手 数 料 金 額 

  

 
備 考 

  

 

 上記により、 の適合性調査を申請します。 

 

   年   月   日 

 

 

 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 

都道府県知事 

医 薬 品 
医薬部外品 

医 薬 品 
医薬部外品 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

殿 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 製造業の許可区分又は医薬品等外国製造業者の認定区分欄については、第 26 条第 1 項若しくは

第 2 項又は第 36 条第 1項若しくは第 2項の各号のいずれに該当するかを記載すること。 

４ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長に申請する場合にあつては、医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定める適合性調査手数料を機

構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様
式
第
二
十
五
（
二
）
を
削
る
。

様
式
第
二
十
六
（
一
）
を
様
式
第
二
十
六
と
し
、
様
式
第
二
十
六
（
二
）
を
削
り
、
様
式
第
二
十
七
（
一
）
を
様
式
第
二

十
七
と
し
、
様
式
第
二
十
七
（
二
）
を
削
り
、
様
式
第
二
十
八
（
一
）
を
様
式
第
二
十
八
と
し
、
様
式
第
二
十
八
（
二
）
を

削
り
、
様
式
第
二
十
九
中
「第

五
十
五
条

」
を
「第

五
十
五
条

第
百
十
四
条
の
三
十
八

第
百
三
十
七
条
の
三
十
七

」
に

、
、

改
め
、
様
式
第
三
十
（
一
）
を
様
式
第
三
十
と
し
、
様
式
第
三
十
（
二
）
を
削
り
、
様
式
第
三
十
三
（
一
）
を
様
式
第
三
十

三
と
し
、
様
式
第
三
十
三
（
二
）
を
削
り
、
様
式
第
三
十
四
（
一
）
を
様
式
第
三
十
四
と
し
、
様
式
第
三
十
四
（
二
）
を
削

り
、
様
式
第
三
十
五
（
一
）
を
様
式
第
三
十
五
と
し
、
様
式
第
三
十
五
（
二
）
を
削
り
、
様
式
第
三
十
六
（
一
）
を
様
式
第

三
十
六
と
し
、
様
式
第
三
十
六
（
二
）
を
削
り
、
様
式
第
三
十
七
（
一
）
を
様
式
第
三
十
七
と
し
、
様
式
第
三
十
七
（
二
）

を
削
り
、
様
式
第
三
十
八
（
一
）
を
様
式
第
三
十
八
と
し
、
様
式
第
三
十
八
（
二
）
を
削
り
、
様
式
第
三
十
九
（
一
）
を
様

式
第
三
十
九
と
し
、
様
式
第
三
十
九
（
二
）
及
び
様
式
第
三
十
九
（
三
）
を
削
る
。

様
式
第
四
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第四十（第七十条、第百十四条の四十七関係） 
 

 
製造販売届出事項変更届書 

 
 
製 造 販 売 業 の 許 可 の 種 類  

製造販売業の許可番号及び年月日  

主たる機能を有する事務所の名称  

主たる機能を有する事務所の所在地  

内
容 

変
更 

事        項 変     更     前 変     更     後 

   

変  更  年  月  日  
備           考  

 
 
上記により、          の製造販売の届出事項の変更の届出をします。 

 
 

 
年   月   日 

 
 
 
 
 
 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長  
都道府県知事 
保健所設置市市長 
特別区区長 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この届書は、正副2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

住 所 

氏 名 ○印  

殿 

医 薬 品 

体外診断用医薬品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

医 療 機 器 

医 薬 品 

体外診断用医薬品 

医 薬 部 外 品 

化 粧 品 

医 療 機 器 
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様
式
第
四
十
一
中
「第

七
十
一
条

」
を
「第

七
十
一
条

第
百
十
四
条
の
四
十
八

」
に
改
め
、
様
式
第
四
十
二
か
ら
第
四

、
十
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
四
十
二
か
ら
様
式
第
四
十
九
ま
で

削
除

様
式
第
五
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第五十（第九十四条、第百十四条の五十六、第百三十七条の五十六関係） 
 

 
製造販売用         輸入 届書 

 
 

輸 入 し よ う と す る 品 目 の 名 称  
許 可 又 は 登 録 の 種 類  
許 可 番 号 又 は 登 録 番 号 及 び 年 月 日  
外国において当該品目を製造する製造所の名称  

外国において当該品目を製造する製造所の所在地  
外 国 製 造 業 者 の 認 定 区 分 又 は 登 録 区 分  
外 国 製 造 業 者 の 認 定 番 号 又 は 登 録 番 号  
外国製造業者の認定年月日又は登録年月日  
備 考  
  
 
上記により、製造販売用の         の輸入に係る届出をします。 
 

 
年  月  日 

 
 
 
 
 
 
地方厚生局長    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ この申請書は、正副 2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 輸入する品目が化粧品である場合には、外国製造業者の認定区分欄及び外国製造業者の認定番

号欄への記載を要しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

医  薬  品 
医 薬 部 外 品 
化  粧  品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 

医  薬  品 
医 薬 部 外 品 
化  粧  品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 
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様
式
第
五
十
一
（
一
）
か
ら
様
式
第
五
十
三
（
一
）
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第五十一（第九十四条、第百十四条の五十六、第百三十七条の五十六関係） 
 
 

製造販売用         輸入 変更届書 
 
 

製 造 販 売 業 の 許 可 の 種 類  

製造販売業の許可番号及び年月日 
 

変
更
内
容 

事        項 変     更     前 変     更     後 

 
  

変  更  年  月  日  

備           考  

 
 
上記により、製造販売用の         の変更の届出をします。 

 
 
年  月  日 

 
 
 
 
 
 

地方厚生局長    殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ この届書は、正副2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

住 所 

氏 名 ○印  

医  薬  品 
医 薬 部 外 品 
化  粧  品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 

医  薬  品 
医 薬 部 外 品 
化  粧  品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 
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様式第五十二（第九十五条、第百十四条の五十七、第百三十七条の五十七関係） 
 

 
製造用          輸入 届書 

 
 

輸 入 し よ う と す る 品 目 の 名 称  
許 可 又 は 登 録 の 区 分  
許 可 番 号 又 は 登 録 番 号 及 び 年 月 日  

外国において当該品目を製造する製造所の名称  

外国において当該品目を製造する製造所の所在地  

外 国 製 造 業 者 の 認 定 区 分 又 は 登 録 区 分  
外 国 製 造 業 者 の 認 定 番 号 又 は 登 録 番 号  
外国製造業者の認定年月日又は登録年月日  
備 考  
  
 
上記により、製造用の         の輸入に係る届出をします。 
 

 
年  月  日 

 
 
 
 
 
 
地方厚生局長    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
２ この申請書は、正副 2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 輸入する品目が化粧品である場合には、外国製造業者の認定区分欄及び外国製造業者の認定番

号欄への記載を要しないこと。 

 
 
 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

医  薬  品 
医 薬 部 外 品 
化  粧  品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 

医  薬  品 
医 薬 部 外 品 
化  粧  品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 
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様式第五十二の二（第九十五条、第百十四条の五十七、第百三十七条の五十七関係） 
 
 

製造用          輸入 変更届書 
 
 

製造業の許可区分又は登録区分  

製造業の許可番号又は登録番号及び年月日 
 

変
更
内
容 

事        項 変     更     前 変     更     後 

 
  

変  更  年  月  日  

備           考  

 
 
上記により、製造用の         の変更の届出をします。 

 
 
年  月  日 

 
 
 
 
 
 

地方厚生局長    殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ この届書は、正副2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

 
 

 

 

 

 

 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

住 所 

氏 名 ○印  

医  薬  品 
医 薬 部 外 品 
化  粧  品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 

医  薬  品 
医 薬 部 外 品 
化  粧  品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 
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様式第五十三（第百二条関係） 
 

外国製造       製造販売承認申請書 
 
名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

成 分 及 び 分 量 又 は 本 質  
製 造 方 法  
用 法 及 び 用 量  
効 能 又 は 効 果  
貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間  
規 格 及 び 試 験 方 法  
製造販売する品目の製

造所 
名 称 所 在 地 許可区分又は認定区分 許可番号又は認定番号 

    

原薬の製造所 
名 称 所 在 地 許可区分又は認定区分 許可番号又は認定番号 

    
備 考  

 
上記により、外国製造     の製造販売の承認を申請します。 
 

年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造医薬品等製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

 
厚生労働大臣  殿 

（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 製造方法欄にその全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添

付すること。 
６ 貯蔵方法及び有効期間欄には、特定の貯蔵方法によらなければその品質を確保することが困難である

医薬品又は特に有効期間を定める必要のある医薬品についてのみ記載すること。 
７ 化粧品にあつては、規格及び試験方法欄の記載を要しないこと。 
８ 法第20条において準用する法第14条の3第1項の規定により法第19条の2の承認の申請をしよう

とするときは、備考欄にその旨を記載すること。 
 

医 薬 品 
医薬部外品 
化 粧 品 

収 入
印 紙 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  

医 薬 品 
医薬部外品 
化 粧 品 
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様
式
第
五
十
三
（
二
）
及
び
様
式
第
五
十
三
（
三
）
を
削
る
。

様
式
第
五
十
四
及
び
様
式
第
五
十
五
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第五十四（第百五条、第百八条、第百十四条の七十五、第百十四条の七十八、第百三十七条の七十一、第百

三十七条の七十四関係） 
 

           
 

                   変更届書 
 
 

 
承 認 番 号  承認年月日  

名
称 

一般的名称  

販 売 名  

変
更
内
容 

事           項 変     更     前 変     更     後 

 
  

変 更 年 月 日  

備 考  

上記により、変更の届出をします。 
 

年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名                                 

 
厚生労働大臣    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この届書は、正副2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 選任製造販売業者の変更にあつては、変更後の選任製造販売業者の許可又は登録の種類、許可番号又は

登録番号及び許可年月日又は登録年月日を備考欄に記載すること。 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  

選任外国製造医薬品等製造販売業者 
選任外国製造医療機器等製造販売業者 
選任外国製造再生医療等製品製造販売業者 
外 国 特 例 医 薬 品 等 承 認 取 得 者 
外 国 特 例 医 療 機 器 等 承 認 取 得 者 
外国特例再生医療等製品承認取得者 
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様式第五十五（第百十一条関係） 
 
           外国製造       製造販売承認事項一部変更承認申請書 
 
承 認 番 号  承認年月日  
名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

成 分 及 び 分 量 又 は 本 質  
製 造 方 法  
用 法 及 び 用 量  
効 能 又 は 効 果  
貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間  
規 格 及 び 試 験 法  
製造販売する品目の製

造所 
名 称 所 在 地 許可区分又は認定区分 許可番号又は認定番号 

    

原薬の製造所 
名 称 所 在 地 許可区分又は認定区分 許可番号又は認定番号 

    

備 考  

 
上記により、外国製造     の製造販売の承認事項の一部変更の承認を申請します。 
       
 

年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造医薬品等製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

 
厚生労働大臣    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 変更のない事項については「変更なし」と記載すること。 

医 薬 品 
医薬部外品 
化 粧 品 

医 薬 品 
医薬部外品 
化 粧 品 

収 入
印 紙 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  
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様
式
第
五
十
五
（
二
）
及
び
様
式
第
五
十
五
（
三
）
を
削
る
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様
式
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五
十
六
（
一
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よ
う
に
改
め
る
。
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様式第五十六（第百十一条関係） 
 

 
外国製造          製造販売承認事項軽微変更届書 

 
 
承 認 番 号  承認年月日  
名
称 

一般的名称  
販 売 名  

変
更
内
容 

事           項 変     更     前 変     更     後 
   

変 更 年 月 日  
変 更 理 由  
備 考  

 
 
上記により、外国製造        の製造販売の承認事項の軽微変更の届出をします。 
 

 
年  月  日 

                                   
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造医薬品等製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この届書は、正副2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあっては、楷書ではつきりと書くこと。 

 
  

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 
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様
式
第
五
十
六
（
二
）
を
削
る
。

様
式
第
五
十
七
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第五十七（第百十一条関係） 

 

 外国製造 適合性調査申請書 

 
 主たる機能を有する事務所の名称   

 主たる機能を有する事務所の所在地   

 製造販売業の許可番号及び年月日   

 調査を受けようとする製造所の名称   

 調査を受けようとする製造所の所在地   

 製造業者の氏名（法人にあつては、名
称及び代表者の氏名） 

  

 製造業者の住所（法人にあつては、主
たる事務所の所在地） 

  

 製造業の許可区分又は医薬品等外国製
造業者の認定区分 

  

 製造業の許可番号又は医薬品等外国製
造業者の認定番号及び年月日 

  

申
請
品
目 

一 般 的 名 称   

販 売 名   

承認申請受付番号又は承認番号   

承認申請年月日又は承認年月日   

 調 査 手 数 料 金 額   

 備 考   

 

 上記により、外国製造 の適合性調査を申請します。 

 

   年   月   日 

 邦文                       

 外国文 

 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 邦文                 印又は署名 

 外国文 

 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 選任外国製造医薬品等製造販売業者 

 住 所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 印 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

住 所 

氏 名 

医 薬 品 
医薬部外品 

医 薬 品 
医薬部外品 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地欄及び製造販売業の許可番号及び年月日欄には、選

任外国製造医薬品等製造販売業者に係るものを記載すること。 

４ 製造業の許可区分又は医薬品等外国製造業者の認定区分欄については、第 26 条第 1 項若しくは

第 2 項又は第 36 条第 1項若しくは第 2項の各号のいずれに該当するかを記載すること。 

５ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定め

る適合性調査手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様
式
第
五
十
七
（
二
）
を
削
る
。

様
式
第
五
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（
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に
改
め
る
。
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様式第五十八（第百十一条関係） 

 

 

 外国製造 製造販売承認 申請書 

 

区   分 
名     称 

審査手数料又は調査手数料金額 
一 般 的 名 称 販 売 名 

    

    

    

    

    

審 査 手 数 料 又 は 調 査 手 数 料 合 計 金 額  

 

 上記により、外国製造 の製造販売の承認に係る を申請します。 

 

 

   年   月   日 

 

 邦文                       

 外国文 

 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 邦文                 印又は署名 

 外国文 

 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 選任外国製造医薬品等製造販売業者 

 住 所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 印 

 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

医 薬 品 
医薬部外品 
化 粧 品 

審査 
調査 

医 薬 品 
医薬部外品 
化 粧 品 

審査 
調査 

住 所 

氏 名 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

２ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数

料令において定める区分を記載すること。 

４ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において

定める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様
式
第
五
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（
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。
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様式第五十九（第百十一条関係） 
 

外国製造医薬品再審査申請書 
 

承 認 番 号 
 承 認 年 月 日  

承認事項一部変更年月日  

名

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

備 考  

 上記により、外国製造医薬品の再審査を申請します。 

     年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
                      
                                           邦文          ○印又は署名 
                    氏 名 
                                           外国文 
                                        
                     

選任外国製造医薬品等製造販売業者 
 

住所 
 
氏名 

  厚生労働大臣    殿 

 (注意) 
 1 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 
 2 この申請書は、正本 1 通及び副本 2 通提出すること。 
 3 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
 4 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
 

収入 
印紙 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 （   ） 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

- 415 -



様
式
第
五
十
九
（
二
）
を
削
る
。

様
式
第
六
十
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第六十（第百十一条関係） 

 

 外国製造 医薬品 再審査 申請書 

 

区 分 販   売   名 確認手数料又は調査手数料金額 

   

   

   

   

   

確 認 手 数 料 及 び 調 査 手 数 料 合 計 金 額  

 

 上記により、外国製造医薬品の再審査に係る を申請します。 

 

   年   月   日 

 

 邦文                       

 外国文 

 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 邦文                 印又は署名 

 外国文 

 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 選任外国製造医薬品等製造販売業者 

 住 所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 印 

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

確 認 
調 査 

確 認 
調 査 

住 所 

氏 名 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

２ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手

数料令において定める区分を記載すること。 

４ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令におい

て定める手数料を機構の口座に振り込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様
式
第
六
十
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六
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る
。
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様式第六十一（第百十一条関係） 

外国製造医薬品再評価申請書 

再評価の告示年月日・番号     年  月  日 厚生労働省告示 第   号 

承 認 番 号   承 認 年 月 日   

名

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

備 考  

 上記により、外国製造医薬品の再評価を申請します。 

      年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
                      
                                           邦文          ○印又は署名 
                    氏 名 
                                           外国文 
                                        
                     

選任外国製造医薬品等製造販売業者 
 

住所 
 
氏名 

  厚生労働大臣    殿 

 (注意) 
 1 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 
 2 この申請書は、正本 1 通及び副本 2 通提出すること。 
 3 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 （   ） 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様
式
第
六
十
一
（
二
）
を
削
る
。

様
式
第
六
十
二
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第六十二（第百十一条関係） 

 

 

 外国製造 医薬品 再評価 申請書 

 

再評価の告示年月日・番号    年   月   日  厚生労働省告示第    号 

承 認 番 号  承 認 年 月 日  

名

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

備 考  

 

 上記により、外国製造医薬品の再評価に係る を申請します。 

 

   年   月   日 

 

 邦文                       

 外国文 

 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 邦文                 印又は署名 

 外国文 

 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 選任外国製造医薬品等製造販売業者 

 住 所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 印 

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

確 認 
調 査 

確 認 
調 査 

住 所 

氏 名 

- 422 -



（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

２ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
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様
式
第
六
十
二
（
二
）
を
削
る
。

様
式
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六
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一
）
を
次
の
よ
う
に
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め
る
。
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様式第六十三（第百十一条関係） 

 

 

外国製造       製造販売承認承継届書 

 
 

 

上記により、外国製造        の製造販売の承認の承継の届出をします。 

 

年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造医薬品等製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

 
厚生労働大臣  殿 

承 継 品 目 

 販 売 名  承 認 番 号  承 認 年 月 日 

   

承 継 理 由  

承 継 日  

被 承 継 者  

備 考  

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  

医 薬 品 
医薬部外品 
化 粧 品 

医 薬 品 
医薬部外品 
化 粧 品 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とする。 

２ この届書は、正副２通提出すること。 

３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあっては、楷書ではつきりと書くこと。 

４ 届書は、医薬品・医薬部外品又は化粧品の別に作成すること。 

５ 承継品目欄には、品目が2以上であるときは、承認年月日順に記載すること。 

６ 承継日欄には、相続の場合にあつては相続日を、その他の場合にあつては承継予定日を記載すること。 

７ 被承継者欄には、被承継者の氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）及び住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地）を記載すること。 

８ 備考欄には、被承継者の被承継品目の製造販売に係る選任外国製造医薬品等製造販売業者の主たる機能を

有する事務所の名称及び所在地並びに製造販売業の許可番号を記載すること。 
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。
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様式第六十三の二（第百十四条の九関係） 
 

            
         製造業 登録申請書 

 

 
 
上記により、                    の製造業の登録を申請します。 
 

 
年   月   日 

 
 
 
 

都道府県知事  殿 
 

（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 管理者又は責任技術者の資格欄には、管理者にあつてはその者が薬剤師であるときはその者の薬剤師名簿の登

録番号及び登録年月日を、責任技術者にあつてはその者が第114条の53第1項から第3項までの各号のいずれ

に該当するかを記載すること。 
５ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄には、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)及び（2）
欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を、(5)
欄にあつては「ある」と記載すること。 

  ６ 設計の業務を行う製造所である場合は備考欄に「設計」と記載すること。 

製  造  所  の  名  称  
製  造  所  の  所  在  地  

管 理 者 又 は 責 任 技 術 者 氏 名  資格  
住 所  

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含

む
。）
の
欠
格
条
項 

法第75条第１項の規定により 
許可を取り消されたこと 

 

   法第75条の2第1項の規定により 
登録を取り消されたこと 

 

   禁錮以上の刑に処せられたこと  
薬事に関する法令で政令で定めるもの又

はこれに基づく処分に違反したこと 
 

後見開始の審判を受けていること  

 
備        考 

 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 

(１) 

(２) 

(３) 

(４) 

(５) 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

- 428 -



様式第六十三の三 （第百十四条の十関係） 
登録番号 
 

         製造業登録証 
 

氏名 (法人にあつては、その名称) 

製造所の名称           

製造所の所在地          

            

 

 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律法第２３条の２の３

第１項の規定により登録された          製造業者であることを証明する。 

 
      年  月  日 

 

 

       都道府県知事   印 

 

有効期間      年   月   日から 

      年   月   日まで 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 
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様式第六十三の四（第百十四条の十三関係） 
 

            
         製造業 登録更新申請書 

 

 
 
上記により、                    の製造業の登録の更新を申請します。 
 

 
年   月   日 

 
 
 
 

都道府県知事  殿 
 

（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 管理者又は責任技術者の資格欄には、管理者にあつてはその者が薬剤師であるときはその者の薬剤師名簿の登

録番号及び登録年月日を、責任技術者にあつてはその者が第114条の53第1項から第3項までの各号のいずれ

に該当するかを記載すること。 
５ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄には、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)及び（2）
欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を、(5)
欄にあつては「ある」と記載すること。 

  ６ 設計の業務を行う製造所である場合は備考欄に「設計」と記載すること。 

登 録 番 号 及 び 年 月 日  
製  造  所  の  名  称  
製  造  所  の  所  在  地  

管 理 者 又 は 責 任 技 術 者 氏 名  資格  
住 所  

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含

む
。）
の
欠
格
条
項 

法第75条第１項の規定により 
許可を取り消されたこと 

 

   法第75条の2第1項の規定により 
登録を取り消されたこと 

 

   禁錮以上の刑に処せられたこと  
薬事に関する法令で政令で定めるもの又

はこれに基づく処分に違反したこと 
 

後見開始の審判を受けていること  

 
備        考 

 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 

(１) 

(２) 

(３) 

(４) 

(５) 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 
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様式第六十三の五（第百十四条の十五関係） 
Form No. 63-5 (related Article 114-15) 
 

         外国製造業者 登録申請書 
 

                   Application for the registration of foreign           manufacturer  
 

製 造 所 の 名 称 
Name of the manufacturing establishment 

 

製 造 所 の 所 在 地 
Location of the manufacturing establishment 

 

製 造 所 の 責 任 者 
The person responsible for  

the manufacturing establishment 

氏 名 
Name 

 

住 所 
Address 

 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）
の
欠
格
条
項 

Applicant's disqualifications (including those of the executives 
engaged in the services in case of a corporation) 

法第75条の 4 第１項の規定により認
定を取り消されたこと 
History of having license being 
canceled pursuant to the provision 
of Article 75-4, Paragraph 1 

 

法第75条の 5 第１項の規定により登
録を取り消されたこと 
History of having license being 
canceled pursuant to the provision 
of Article 75-5, Paragraph 1 

 

  禁錮以上の刑に処せられたこと 
    History of a court sentence of 

imprisonment or a severer 
punishment 

 

   薬事に関する法令で政令で定めるも
の又はこれに基づく処分に違反した
こと 

    Violation of Japanese laws and 
regulations related to 
pharmaceutical affairs or measures 
taken in accordance with these laws 
and regulations 

 

   後見開始の審判を受けていること 
    Having received a order for 

commencement of guardianship 

 

備       考 
Remarks 

 

 
 
 上記により、          の外国製造業者の登録を申請します。 
        
 I hereby apply for the registration of the foreign           manufacturer indicated above. 
 
     年     月    日 
          Year     Month  Day                        

邦文  
 Japanese 

                  住 所 
                                Address   外国文  
                                                      Foreign language 
                                         

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

収入印紙 
revenue stamp 

（             ） 法人にあつては、主たる事務所の所在地 
Location of the head office in case of a corporation 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 

(2) 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

medical device 
in vitro diagnostic 

medical device 
in vitro diagnostic 
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 邦文                               ○印又は署名   
 Japanese              Signature 

                   氏 名 
                                    Name    外国文 
                                                      Foreign language 
                                        
  厚生労働大臣   殿 
    To Minister of Health, Labor and Welfare 
 
 
（注意） 
 (Notes) 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
    Use paper of Japanese Industrial Standards Size A4. 
２ この申請書は、正副2通提出すること。 
    Applicant should submit one original and one copy of it. 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
  Fill in the form with clear writing with inks, etc.,. 
４ 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
  Put revenue stamp only on the original, not on its copy. Do not cancel it. 
５ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄には、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)及
び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反

した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
    Write down “No” in each column of (1), (2), (3), (4),and (5) if an applicant doesn’t meet any conditions 

of its disqualifications. If an applicant meets one or more conditions of its disqualifications, please 
write down as below. 

(1) The date( year, month, day) and grounds for cancellation. 
(2) The date( year, month, day) and grounds for cancellation. 
(3) Crime, sentence, the date( year, month, day) of final judgment, the date( year, month, day) of 

sentence/parole completion. 
(4) Description and the year of the violation(s). 
(5) “Yes” 

  

（              ） 法人にあつては、名称及び代表者の氏名 
Name and name of its representative in case of a corporation  
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様式第六十三の六 （第百十四条の十六関係） 
Form No.63-6 (related to Article 114-16)  
登録番号 
Number of registration 

 

         外国製造業者登録証 
 

Registration certificate of foreign                    manufacturer 
 

氏名 (法人にあつては、その名称) 

Name (Name of corporation) 
製造所の名称           

Name of the manufacturing establishment 
製造所の所在地          

Location of the manufacturing establishment 
 

 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第２３条の２の４の

規定により登録された             外国製造業者であることを証明する。 

It is certified that the above manufacturer is certificated foreign                   

manufacturer pursuant to Article 23-2-4 of the Act on Pharmaceuticals and Medical 

Devices. 

      年     月      日 

            Year     Month    Day 
厚生労働大臣   印 

Minister of Health, Labor and Welfare 
 

有効期間        年    月     日から 

Valid Period   From   Year     Month    Day 
        年   月   日まで 

Year     Month    Day 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

医 療 機 器 
体 外 診 断 用 医 薬 品 

 

medical device 
in vitro diagnostic 

medical device 
in vitro diagnostic 
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様式第六十三の七（第百十四条の十六関係） 
Form No. 63-7 (related Article 114-16) 
 

         外国製造業者 登録更新申請書 
 

               Application for the registration renewal of the foreign           manufacturer  
 

登 録 番 号 及 び 年 月 日 
Number and date of the registration 

 

製 造 所 の 名 称 
Name of the manufacturing establishment 

 

製 造 所 の 所 在 地 
Location of the manufacturing establishment 

 

製 造 所 の 責 任 者 
The person responsible for  

the manufacturing establishment 

氏 名 
Name 

 

住 所 
Address 

 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）
の
欠
格
条
項 

Applicant's disqualifications (including those of the executives 
engaged in the services in case of a corporation) 

法第75条の 4 第１項の規定により認
定を取り消されたこと 
History of having license being 
canceled pursuant to the provision 
of Article 75-4, Paragraph 1 

 

法第75条の 5 第１項の規定により登
録を取り消されたこと 
History of having license being 
canceled pursuant to the provision 
of Article 75-5, Paragraph 1 

 

  禁錮以上の刑に処せられたこと 
    History of a court sentence of 

imprisonment or a severer 
punishment 

 

   薬事に関する法令で政令で定めるも
の又はこれに基づく処分に違反した
こと 

    Violation of Japanese laws and 
regulations related to 
pharmaceutical affairs or measures 
taken in accordance with these laws 
and regulations 

 

   後見開始の審判を受けていること 
    Having received a order for 

commencement of guardianship 

 

備       考 
Remarks 

 

 
 
 上記により、          の外国製造業者の登録の更新を申請します。 
        
 I hereby apply for the registration renewal of the foreign           manufacturer indicated 
above. 
 
     年     月    日 
          Year     Month  Day                       邦文 

 Japanese 
                  住 所 
                                Address   外国文  

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

収入印紙 
revenue stamp 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 

(2) 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

medical device 
in vitro diagnostic 

medical device 
in vitro diagnostic 
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                                                      Foreign language 
                                         
 
                                        

 邦文                               ○印又は署名   
 Japanese              Signature 

                   氏 名 
                                    Name    外国文 
                                                      Foreign language 
                                        
  厚生労働大臣   殿 
    To Minister of Health, Labor and Welfare 
 
 
（注意） 
 (Notes) 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
    Use paper of Japanese Industrial Standards Size A4. 
２ この申請書は、正副2通提出すること。 
    Applicant should submit one original and one copy of it. 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
  Fill in the form with clear writing with inks, etc.,. 
４ 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
  Put revenue stamp only on the original, not on its copy. Do not cancel it. 
５ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄には、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)及
び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反

した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
    Write down “No” in each column of (1), (2), (3), (4) and (5) if an applicant doesn’t meet any conditions 

of its disqualifications. If an applicant meets one or more conditions of its disqualifications, please 
write down as below. 

(1) The date( year, month, day) and grounds for cancellation. 
(2) The date( year, month, day) and grounds for cancellation. 
(3) Crime, sentence, the date( year, month, day) of final judgment, the date( year, month, day) of 

sentence/parole completion. 
(4) Description and the year of the violation(s). 
(5) “Yes” 

    

（             ） 法人にあつては、主たる事務所の所在地 
Location of the head office in case of a corporation 

（              ） 法人にあつては、名称及び代表者の氏名 
Name and name of its representative in case of a corporation  
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様式第六十三の八（一）（第百十四条の十七関係） 
 

医療機器製造販売承認申請書 
 

類 別  
名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

使 用 目 的 又 は 効 果  
形 状 、 構 造 及 び 原 理  
原 材 料  
性 能 及 び 安 全 性 に 関 す る 規 格  
使 用 方 法  
保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  
製 造 方 法  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  

備 考  
上記により、医療機器の製造販売の承認を申請します。 

年  月  日 
 
 
 
 
 

厚生労働大臣    殿 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 類別欄には、令別表第一による類別を記載すること。 
６ 製造販売品目が外国から輸入される細胞組織医療機器であるときは、製造方法欄に当該品目の輸入先の国

名、製造販売業者又は製造業者の氏名及び輸入先における販売名を記載すること。 
７ 保管方法及び有効期間欄には、特定の保管方法によらなければその品質を確保することが困難である医療

機器又は特に有効期間を定める必要のある医療機器についてのみ記載すること。 
８ 製造販売する品目の製造所欄について、当該製造所が複数あるときは、それぞれについて記載すること。 
９ 法第23条の２の８第１項の規定により法第23条の２の５第1項の承認を申請しようとするときは、備考

欄にその旨を記載すること。 

 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 
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様式第六十三の八（二）（第百十四条の十七関係） 
         

体外診断用医薬品製造販売承認申請書 
 
 
名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

使 用 目 的  
形 状 、 構 造 及 び 原 理  
反 応 系 に 関 与 す る 成 分  
品 目 仕 様  
使 用 方 法  
製 造 方 法  
保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  

備 考  
 
上記により、体外診断用医薬品の製造販売の承認を申請します。 
               

年  月  日 
 

 
 
 
 
 

厚生労働大臣    殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通及び副本2通、提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 保管方法及び有効期間欄には、特定の保管方法によらなければその品質を確保することが困難である体外診断

用医薬品又は特に有効期間を定める必要のある体外診断用医薬品についてのみ記載すること。 
６ 製造販売する品目の製造所欄について、当該製造所が複数あるときは、それぞれについて記載すること。 
７ 薬局開設者にあつては、備考欄にその薬局の名称、許可番号及び許可年月日を記載すること。 
８  法第23条の２の８第１項の規定により法第23条の２の５第1項の承認を申請しようとするときは、備考欄

にその旨を記載すること。 
 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 
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様式第六十三の九（一）（第百十四条の二十四関係） 
 

医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請書 
 
承 認 番 号  承 認 年 月 日  
類 別  

名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

使 用 目 的 又 は 効 果  
形 状 、 構 造 及 び 原 理  
原 材 料  
性能及び安全性に関する規格  
使 用 方 法  
保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  
製 造 方 法  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  

備 考  
 
上記により、医療機器の製造販売の承認事項の一部変更の承認を申請します。 
               

年  月  日 
 

 
 

 
厚生労働大臣   殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 変更のない事項については、「変更なし」と記載すること。 

 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 
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様式第六十三の九（二）（第百十四条の二十四関係） 
 

体外診断用医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請書 
 
承 認 番 号  承 認 年 月 日  

名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

使 用 目 的  
形 状 、 構 造 及 び 原 理  
反 応 系 に 関 与 す る 成 分  
品 目 仕 様  
使 用 方 法  
製 造 方 法  
保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  

備           考  
 
上記により、体外診断用医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認を申請します。 

年  月  日 
 

 
 

 
厚生労働大臣     殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 変更のない事項については、「変更なし」と記載すること。 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 

- 439 -



 
様式第六十三の十（一）（第百十四条の二十六関係） 
 

医療機器製造販売承認事項軽微変更届書 
 

承 認 番 号  承認年月日  
類 別  

名
称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

変
更
内
容 

事       項 変    更    前 変    更    後 
   

変 更 年 月 日  
変 更 理 由  
備 考  

 
上記により、医療機器の製造販売の承認事項の軽微な変更の届出をします。 
 

年  月  日 
 
 
  

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ この届書は、正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 類別欄には、令別表第一による類別を記載すること。 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様式第六十三の十（二）（第百十四条の二十六関係） 
 

体外診断用医薬品製造販売承認事項軽微変更届書 
 

承 認 番 号  承認年月日  

名
称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

変
更
内
容 

事       項 変    更    前 変    更    後 
   

変 更 年 月 日  
変 更 理 由  
備 考  

 
上記により、体外診断用医薬品の製造販売の承認事項の軽微な変更の届出をします。 
 

年  月  日 
 
 
  

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ この届書は、正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様式第六十三の十一（第百十四条の二十八関係） 

 

          適合性調査申請書 

 

 
主たる機能を有する事務所の名称 

  

 
主たる機能を有する事務所の所在地 

  

 
製造販売業の許可番号及び年月日 

  

申
請
品
目 

一 般 的 名 称 
  

販 売 名 
  

承認申請受付番号又は承認番号 
  

承認申請年月日又は承認年月日 
  

 
区 分 

  

製
造
所 

名称 所在地 登録番号 製造工程 

    

 
調 査 手 数 料 金 額 

  

 
備 考 

  

 

 上記により、         の適合性調査を申請します。 

 

   年   月   日 

 

 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 

（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定め

る適合性調査手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

- 442 -



 
様式第六十三の十二 （第百十四条の二十九、第百十四条の三十八関係） 

 

                   適合性調査 結果 通知書 
 

名

称 
一 般 的 名 称  
販 売 名  

区 分  

追 加 的 調 査 項 目  

承認申請年月日又は承認年月日  
適 合 性 調 査 申 請 年 月 日  
申請者たる製造販売業者の氏名

（法人にあつては、名称及び代

表者の氏名） 
 

申請者たる製造販売業者の住所

（法人にあつては、主たる事務

所の所在地） 
 

申請者たる製造販売業の許可番

号及び年月日 
 

調査を行つた製

造販売業者に係

る事務所、製造

所その他の施設 

名称 所在地 登録番号及び年

月日 製造工程 

 
 
 
 

   

調 査 報 告 書 番 号  

調 査 結 果  

備 考  

 
上記により、          の適合性調査の結果を通知します。 
 

年  月  日 
 
 

  適合性調査権者  印   
 

 殿 
 
 

厚生労働大臣 
都道府県知事 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 登録番号及び年月日欄及び製造工程欄は、調査を行つた施設が法第二十三条の二

の三第一項又は法第二十三条の二の四第一項の規定により登録を受けた製造所であ
る場合に記載すること。 
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様式第六十三の十三（第百十四条の三十三関係）   

第    号 

 

追加的調査結果証明書 

 

 

 

申請者の住所 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

申請者の氏名 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

調査申請年月日  

調 査

を 行

つ た

品目 

一般的名称  

販売名  

承認番号  

区分  

製造所 名称 所在地 登録番号 製造工程 

    

基準適合証番号  

追加的調査項目 

 

 

 

調査結果  

備考  

 

 

上記により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

 

 

第二十三条の二の五第八項に基づく調査の結果を証明する。 

 

 

    年   月   日 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長  印 
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（注意） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
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様式第六十三の十四（第百十四条の三十四関係）   

第    号 

 

基 準 適 合 証 

 

 

 

申請者の住所 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

申請者の氏名 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

調 査

を 行

つ た

品目 

一般的名称  

販売名  

承認番号  

区分  

製造所 名称 所在地 登録番号 製造工程 

    

 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二 
 
 
の六第一項の規定により、上記の          に係る同項各号に規定するが、    

 

 

同法第二十三条          の二の五第二項第四号に規定する基準に適合し 

 

 

ていることを証明する。 

 

 

    年   月   日 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長  印 

 

有効期間      年  月  日から 

          年  月  日まで 

 

 

（注意） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 
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様式第六十三の十五（第百十四条の三十七関係） 

 

  承認 申請書 

 

区 分 類 別 
名     称 

審査手数料又は調査手数料の金額 
一般的名称 販 売 名 

     

     

     

     

     

審 査 手 数 料 及 び 調 査 手 数 料 合 計 金 額  

 

 上記により、        の承認に係る を申請します。 

 

 

   年   月   日 

 

 

 

 

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

審 査 
調 査 

審 査 
調 査 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品  

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

- 448 -



（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料

令において定める区分を記載すること。 

４ 体外診断用医薬品にあっては、類別欄には、「なし」と記載すること。 

５ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定め

る手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様式第六十三の十六 （第百十四条の三十八関係） 
 

       承認 審査等 結果 通知書  

 
類 別  
名

称 
一般的名称  
販 売 名  

申 請 者 名  
承 認 申 請 年 月 日  
審 査 等 結 果  

備 考  
 
上記により、         の承認に係る審査等の結果を通知します。 
 

年  月  日 
 
     独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長  印 
 

厚生労働大臣  殿 
 
 
 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 体外診断用医薬品にあっては、類別欄には、「なし」と記載すること。 

 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 

医 療 機 器
体外診断用医薬品 
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様式第六十三の十七（第百十四条の三十九関係） 
 

   使用成績評価申請書 
 
 

承 認 番 号 
 承 認 年 月 日  

承認事項一部変更年月日  

類 別  

名

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

備 考  

 上記により、         の使用成績評価を申請します。 

   年  月  日 

                            住 所 

                            氏 名             ○印 

    厚生労働大臣    殿 

 (注意) 

 1 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

 2 この申請書は、正本 1 通及び副本 2 通提出すること。 

 3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

 4 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 

5 体外診断用医薬品にあっては、類別欄には、「なし」と記載すること。 

 

収入 
印紙 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 
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様式第六十三の十八（第百十四条の四十四関係） 

 

 使用成績評価 申請書 

 

区 分 類 別 
名     称 

確認手数料又は調査手数料の金額 
一般的名称 販 売 名 

     

     

     

     

     

確 認 手 数 料 又 は 調 査 手 数 料 合 計 金 額  

 

 上記により、        の使用成績評価に係る    を申請します。 

 

 

   年   月   日 

 

 

 

 

 

 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

確 認 
調 査 

確 認 
調 査 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品  

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料

令において定める区分を記載すること。 

４ 体外診断用医薬品にあっては、類別欄には、「なし」と記載すること。 

５ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定

める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 

- 453 -



様式第六十三の十九 （第百十四条の四十五関係） 
 

   使用成績評価 確認等 結果 通知書  

 
類 別  

名

称 

一 般 的 名 称   

販 売 名   
申 請 者 名  
使用成績評価申請年月日  
確 認 等 結 果  

備 考  
 
上記により、        の使用成績評価に係る確認等の結果を通知します。 
 

年  月  日 
 
         独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長  印 
 
厚生労働大臣   殿 
 
 
 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 体外診断用医薬品にあっては、類別欄には、「なし」と記載すること。 
 

医 療 機 器
体外診断用医薬品 
 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 
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様式第六十三の二十（第百十四条の四十六関係） 

 

     製造販売承認承継届書 

 

承 継 品 目 

類   別 
名       称 

承 認 番 号 承認年月日 
一般的名称 販売名 

     

承 継 理 由  

承 継 日  

被 承 継 者  

被承継者の製造販

売業の許可番号 
 

備 考  

上記により、         の製造販売の承認の承継の届出をします。 

年  月  日 

 

 

 

 

 

厚生労働大臣    殿 

 

（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 

２ この届書は、正副2通提出すること。 

３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

４ 承継品目欄には、次により記載すること。 

(1) 類別は、令別表第一による類別により記載し、体外診断用医薬品にあっては、「なし」と

記載すること。 

(2) 品目が2以上であるときは、承認年月日の順に記載すること。 

５ 承継日欄には、相続の場合にあつては相続日を、その他の場合にあつては承継予定日を記載す

 ること。 

６ 被承継者欄には、被承継者の氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）及び住所（法人

 にあつては、主たる事務所の所在地）を記載すること。 

７ 備考欄には、被承継者の被承継品目の製造販売に係る主たる機能を有する事務所の名称及び所

 在地を記載すること。 

住 所 

氏 名 ○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 
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様式第六十三の二十一（一）（第百十四条の四十七関係） 
医 療 機 器 製 造 販 売 届 書  

 

製 造 販 売 業 の 許 可 の 種 類  

製造販売業の許可番号及び年月日  

類             別  

名
称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

使 用 目 的 又 は 効 果  

形 状 、 構 造 及 び 原 理  

原 材 料  

性能及び安全性に関する規格  

使 用 方 法  

保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  

製 造 方 法  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  

備 考  

 

上記により、医療機器の製造販売の届出をします。 

 

年  月  日 

 

 

 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 

（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ 4とすること。 

２ この届書は、正副 2通提出すること。 

３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

４ 製造販売業の許可の種類欄には、法第 23 条の 2 第 1 項に掲げる許可の種類のうち該当するも

のを記載すること。 

住 所 

氏 名 ○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 
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様式第六十三の二十一（二）（第百十四条の四十七関係） 
体 外 診 断 用 医 薬 品 製 造 販 売 届 書  

製造販売業の許可番号及び年月日  

名
称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

使 用 目 的  

形 状 、 構 造 及 び 原 理  

反 応 系 に 関 与 す る 成 分  

品 目 仕 様  

使 用 方 法  

製 造 方 法  

保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  

備 考  

 

上記により、体外診断用医薬品の製造販売の届出をします。 

 

年  月  日 

 

 

 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

   

（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ 4とすること。 

２ この届書は、正副 2通提出すること。 

３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

 

 

住 所 

氏 名 ○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 
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様式第六十三の二十二（一）（第百十四条の七十二関係） 
 外国製造医療機器製造販売承認申請書 

類 別  

名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

使 用 目 的 又 は 効 果  
形 状 、 構 造 及 び 原 理  
原 材 料  
性 能 及 び 安 全 性 に 関 す る 規 格  
使 用 方 法  
保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  
製 造 方 法  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  

備 考  
 
上記により、外国製造医療機器の製造販売の承認を申請します。 

年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造医療機器等製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

厚生労働大臣    殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、申請書の正本のみ貼り、消印をしないこと。 
５ 類別欄には、令別表第一による類別を記載すること。 
６ 保管方法及び有効期間欄には、特定の保管方法によらなければその品質を確保することが困難である

医療機器又は特に有効期間を定める必要がある医療機器についてのみ記載すること。 
７ 法第23条の2の20において準用する法第23条の2の8第1項の規定により法第23条の2の17
の申請をしようとするときは、備考欄にその旨を記載すること。 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  
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様式第六十三の二十二（二）（第百十四条の七十二関係） 
 

外国製造体外診断用医薬品製造販売承認申請書 
 
名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

使 用 目 的  
形 状 、 構 造 及 び 原 理  
反 応 系 に 関 与 す る 成 分   
品 目 仕 様  
使 用 方 法  
製 造 方 法  
保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  

備 考  
 
上記により、外国製造体外診断用医薬品の製造販売の承認を申請します。 
       

年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造医療機器等製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

厚生労働大臣    殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 保管方法及び有効期間欄には、特定の保管方法によらなければその品質を確保することが困難である

体外診断用医薬品又は特に有効期間を定める必要のある体外診断用医薬品についてのみ記載すること。 
６ 法第23条の2の20において準用する法第23条の2の8第1項の規定により法第23条の2の17
の申請をしようとするときは、備考欄にその旨を記載すること。 

 

収 入
印 紙 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  
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様式第六十三の二十三（一）（第百十四条の八十一関係） 
 

外国製造医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請書 
 
承 認 番 号  承 認 年 月 日  
類 別  
名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

使 用 目 的 又 は 効 果  
形 状 、 構 造 及 び 原 理  
原 材 料  
性能及び安全性に関する規格  
使 用 方 法  
保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  
製 造 方 法  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  

備 考  

 
上記により、外国製造医療機器の製造販売の承認事項の一部変更の承認を申請します。 
               

年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造医療機器等製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

厚生労働大臣   殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 変更のない事項については「変更なし」と記載すること。 

収 入
印 紙 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  
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様式第六十三の二十三（二）（第百十四条の八十一関係） 
 

外国製造体外診断用医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請書 
 

承 認 番 号  承 認 年 月 日  

名
称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

使 用 目 的  
形 状 、 構 造 及 び 原 理  

反 応 系 に 関 与 す る 成 分  

品 目 仕 様  
使 用 方 法  

製 造 方 法  
保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  

備 考  

 
上記により、外国製造体外診断用医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認を申請します。 
               

年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造医療機器等製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

厚生労働大臣    殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 変更のない事項については「変更なし」と記載すること。 

収 入
印 紙 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  
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様式第六十三の二十四（一）（第百十四条の八十一関係） 
 

外国製造医療機器製造販売承認事項軽微変更届書 
 
承 認 番 号  承認年月日  
類 別  
名
称 

一 般 的 名 称  
販  売  名  

変
更
内
容 

事           項 変     更     前 変     更     後 
   

変 更 年 月 日  
変 更 理 由  
備 考  

 
上記により、外国製造医療機器の製造販売の承認事項の軽微変更の届出をします。 
 

年  月  日 
 

邦文 
                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造医療機器等製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この届書は、正副2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 類別欄には、令別表第一による類別を記載すること。 

 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  
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様式第六十三の二十四（二）（第百十四条の八十一関係） 
 

外国製造体外診断用医薬品製造販売承認事項軽微変更届書 
 
承 認 番 号  承認年月日  
名
称 

一 般 的 名 称  
販  売  名  

変
更
内
容 

事           項 変     更     前 変     更     後 
   

変 更 年 月 日  
変 更 理 由  
備 考  

 
上記により、外国製造体外診断用医薬品の製造販売の承認事項の軽微変更の届出をします。 
 

年  月  日 
 

邦文 
                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造医療機器等製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この届書は、正副2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 

 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  
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様式第六十三の二十五（第百十四条の八十一関係） 

外国製造          適合性調査申請書 

 
 

主たる機能を有する事務所の名称 
  

 
主たる機能を有する事務所の所在地 

  

 
製造販売業の許可番号及び年月日 

  

申
請
品
目 

一 般 的 名 称   

販 売 名   

承認申請受付番号又は承認番号   

承認申請年月日又は承認年月日   

 
区 分 

  

製
造
所 

名称 所在地 登録番号 製造工程 

    

 調 査 手 数 料 金 額   

 備 考   

 

 上記により、外国製造          の適合性調査を申請します。 

 

   年   月   日 

 邦文                       

 外国文 

 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 邦文                 印又は署名 

 外国文 

 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 選任外国製造医療機器等製造販売業者 

 住 所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 印 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

住 所 

氏 名 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地欄及び製造販売業の許可番号及び年月日欄には、選

任外国製造医療機器等製造販売業者に係るものを記載すること。 

４ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定め

る適合性調査手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様式第六十三の二十六（第百十四条の八十一関係）    

第    号 

 

追加的調査結果証明書 

 

 

 

申請者の住所 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

申請者の氏名 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

選任外国製造医療機器等製造販売業者の住所 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

調査申請年月日  

調 査

を 行

つ た

品目 

一般的名称  

販売名  

承認番号  

区分  

製造所 名称 所在地 登録番号 製造工程 

    

基準適合証番号  

追加的調査項目 

 

 

 

調査結果  

備考  

 

 

上記により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

 

第二十三条の二の十七第五項により準用する第二十三条の二の五第八項に基づく調査 

 

の結果を証明する。 

 

    年   月   日 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長  印 
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（注意） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
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様式第六十三の二十七（第百十四条の八十一関係）    

第    号 

 

基 準 適 合 証 

 

 

 

申請者の住所 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

申請者の氏名 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

選任外国製造医療機器等製造販売業者の住所 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

調 査

を 行

つ た

品目 

一般的名称  

販売名  

承認番号  

区分  

製造所 名称 所在地 登録番号 製造工程 

    

 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二 

 

 

の十七第五項において準用する第二十三条の二の六第一項の規定により、 

 

 

上記の         に係る同項各号に規定する         が、 

 

 

同法第二十三条の二の五第二項第四号に規定する基準に適合していることを証明する。 

 

 

    年   月   日 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長  印 

 

 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 
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有効期間      年  月  日から 

          年  月  日まで 

 

 

（注意） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
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様式第六十三の二十八（第百十四条の八十一関係） 

 

 外国製造         製造販売承認 申請書 

 

区   分 
名     称 

審査手数料又は調査手数料金額 
一 般 的 名 称 販 売 名 

    

    

    

    

    

審 査 手 数 料 又 は 調 査 手 数 料 合 計 金 額  

 

 上記により、外国製造        の製造販売の承認に係る     を申請します。 

 

   年   月   日 

 

 邦文                       

 外国文 

 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 邦文                 印又は署名 

 外国文 

 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 選任外国製造医療機器等製造販売業者 

 住 所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 印 

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

審査 
調査 

審査 
調査 

住 所 

氏 名 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品  

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

２ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数

料令において定める区分を記載すること。 

４ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において

定める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様式第六十三の二十九（第百十四条の八十一関係） 

 

                   適合性調査 結果 通知書 
 

名

称 
一 般 的 名 称  
販 売 名  

区 分  

追 加 的 調 査 項 目  

承認申請年月日又は承認年月日  
適 合 性 調 査 申 請 年 月 日  
申請者の氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）  

申請者の住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地）  

選任外国製造医療機器等製造販

売業者の氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） 
 

選任外国製造医療機器等製造販

売業者の住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地） 
 

選任外国製造医療機器等製造販

売業者に係る製造販売業の許可

番号及び年月日 

 

調査を行つた製

造所その他の施

設 

名称 所在地 登録番号及び年

月日 製造工程 

 
 
 
 

   

調 査 報 告 書 番 号  

調 査 結 果  

備 考  

 
上記により、          の適合性調査の結果を通知します。 
 

年  月  日 
 
 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 
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  適合性調査権者  印   

 
 殿 

 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 登録番号及び年月日欄及び製造工程欄は、調査を行つた施設が法第二十三条の二

の三第一項又は法第二十三条の二の四第一項の規定により登録を受けた製造所であ
る場合に記載すること。 

 
 

  
 

厚生労働大臣 
都道府県知事 
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様式第六十三の三十（第百十四条の八十一関係） 
 

外国製造         使用成績評価申請書 
 

承 認 番 号 
 承 認 年 月 日  

承認事項一部変更年月日  

類 別  

名

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

備 考  

 上記により、外国製造        の使用成績評価を申請します。 

     年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
                      
                                           邦文          ○印又は署名 
                    氏 名 
                                           外国文 
                                        
                     

選任外国製造医療機器等製造販売業者 
 

住所 
 
氏名 

  厚生労働大臣    殿 

 (注意) 
 1 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 
 2 この申請書は、正本 1 通及び副本 2 通提出すること。 
 3 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
 4 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
 

収入 
印紙 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 （   ） 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 
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様式第六十三の三十一（第百十四条の八十一関係） 

 

 外国製造          使用成績評価 申請書 

 

区 分 類 別 
名     称 

確認手数料又は調査手数料金額 
一般的名称 販 売 名 

     

     

     

     

     

確 認 手 数 料 及 び 調 査 手 数 料 合 計 金 額  

 

 上記により、外国製造         の使用成績評価に係る を申請します。 

 

   年   月   日 

 

 邦文                       

 外国文 

 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 邦文                 印又は署名 

 外国文 

 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 選任外国製造医療機器等製造販売業者 

 住 所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 印 

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

確 認 
調 査 

確 認 
調 査 

住 所 

氏 名 

医 療 機 器
体外診断用医薬品  
 

医 療 機 器
体外診断用医薬品  
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

２ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料

令に定める区分を記載すること。 

４ 体外診断用医薬品にあっては、類別欄には、「なし」と記載すること。 

５ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定

める手数料を機構の口座に振り込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様式第六十三の三十二（第百十四条の八十一関係） 

 

外国製造           製造販売承認承継届書 

 
 

 

上記により、外国製造          の製造販売の承認の承継の届出をします。 

年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造医療機器等製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

 
厚生労働大臣  殿 

（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とする。 

２ この届書は、正副２通提出すること。 

３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあっては、楷書ではつきりと書くこと。 

４ 承継品目欄には、次により記載すること。 

 (1) 類別は、令別表第一による類別により記載し、体外診断用医薬品にあっては、「なし」と記載するこ

と。 

 (2) 品目が2以上であるときは、承認年月日順に記載すること。 

５ 承継日欄には、相続の場合にあつては相続日を、その他の場合にあつては承継予定日を記載すること。 

６ 被承継者欄には、被承継者の氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）及び住所（法人にあつて

は、主たる事務所の所在地）を記載すること。 

７ 備考欄には、被承継者の被承継品目の製造販売に係る選任製造販売業者の主たる機能を有する事務所の

名称及び所在地並びに製造販売業の許可番号を記載すること。 

 

承 継 品 目 

類   別 
名       称 

承 認 番 号 承認年月日 
一般的名称 販 売 名 

     

承 継 理 由  

承 継 日  

被 承 継 者  

備 考  

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 
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様式第六十四（一）（第百十五条関係） 

                  製造販売認証申請書 

類           別  

名 

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

使 用 目 的 又 は 効 果  

形 状 、 構 造 及 び 原 理  

原 材 料  

性能及び安全性に関する規格  

使 用 方 法  

保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  

製 造 方 法  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  
備  考  

上記により、           の製造販売の認証を申請します。 

 

年  月  日 

 

 

 

 

 

 

登録認証機関 殿 

住 所 

氏 名 ○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

指定高度管理医療機器 
指 定 管 理 医 療 機 器 

指定高度管理医療機器 
指 定 管 理 医 療 機 器 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ 4 とすること。 
２ この申請書は、正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 製造販売する品目の製造所欄について、当該製造所が複数あるときは、それぞれについて記

載すること。 
５ 各欄に記載する事項の全てを記載することができないときは、それぞれの欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。 
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様式第六十四（二）（第百十五条関係） 
指 定 体 外 診 断 用 医 薬 品 製 造 販 売 認 証 申 請 書  

 

名 
 

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

使 用 目 的  

形 状 、 構 造 及 び 原 理  

反 応 系 に 関 与 す る 成 分  

品 目 仕 様  

使 用 方 法  

製 造 方 法  

保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  
備  考  

上記により、指定体外診断用医薬品の製造販売の認証を申請します。 

 

年  月  日 

 

 

 

 

 

登録認証機関 殿 

住 所 

氏 名 ○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ 4 とすること。 
２ この申請書は、正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 製造販売する品目の製造所欄について、当該製造所が複数あるときは、それぞれについて記

載すること。 
５ 各欄に記載する事項の全てを記載することができないときは、それぞれの欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。 
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様式第六十四（三）（第百十五条関係） 

外国製造             製造販売認証申請書 

類           別  

名 
 

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

使 用 目 的 又 は 効 果  

形 状 、 構 造 及 び 原 理  

原 材 料  

性能及び安全性に関する規格  

使 用 方 法  

保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  

製 造 方 法  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  
備  考  

上記により、外国製造            の製造販売の認証を申請します。 

 

年  月  日 

住 所 邦文 

外国文 
法人にあつては、主 

たる事務所の所在地 

氏 名 
邦文             ○印又は署名 

外国文 
法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名 

選任した製造販売業者               

住 所     法人にあつては、主 

  たる事務所の所在地            

氏 名     
 法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名         ○印  

   

登録認証機関 殿 

指定高度管理医療機器 
指 定 管 理 医 療 機 器 

指定高度管理医療機器 
指 定 管 理 医 療 機 器 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ 4 とすること。 
２ この申請書は、正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあっては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 製造販売する品目の製造所欄について、当該製造所が複数あるときは、それぞれについて記

載すること。 
５ 各欄に記載する事項の全てを記載することができないときは、それぞれの欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。 
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様式第六十四（四）（第百十五条関係） 
外 国 製 造 指 定 体 外 診 断 用 医 薬 品 製 造 販 売 認 証 申 請 書  

名 

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

使 用 目 的  

形 状 、 構 造 及 び 原 理  

反 応 系 に 関 与 す る 成 分  

品 目 仕 様  

使 用 方 法  

製 造 方 法  

保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  
備  考  

上記により、外国製造指定体外診断用医薬品の製造販売の認証を申請します。 

年  月  日 

住 所 邦文 

外国文 
法人にあつては、主 

たる事務所の所在地 

氏 名 
邦文             ○印又は署名 

外国文 
法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名 

選任した製造販売業者               

住 所     法人にあつては、主 

  たる事務所の所在地            

氏 名     
 法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名         ○印  

   

登録認証機関 殿 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ 4 とすること。 
２ この申請書は、正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあっては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 製造販売する品目の製造所欄について、当該製造所が複数あるときは、それぞれについて記

載すること。 
５ 各欄に記載する事項の全てを記載することができないときは、それぞれの欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。 
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様式第六十五（一）（第百十八条関係） 

               製造販売認証事項一部変更認証申請書 

認 証 番 号  認 証 年 月 日  

類           別  

名 

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

使 用 目 的 又 は 効 果  

形 状 、 構 造 及 び 原 理  

原 材 料  

性能及び安全性に関する規格  

使 用 方 法  

保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  

製 造 方 法  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  
備  考  

上記により、            の製造販売の認証事項の一部変更の認証を申請します。 

 

年  月  日 

 

 

 

 

 

登録認証機関 殿 

住 所 

氏 名 ○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

指定高度管理医療機器 
指 定 管 理 医 療 機 器 

指定高度管理医療機器 
指 定 管 理 医 療 機 器 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ 4 とすること。 
２ この申請書は、正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあっては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 変更のない事項については「変更なし」と記載すること。 
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様式第六十五（二）（第百十八条関係） 
指 定 体 外 診 断 用 医 薬 品 製 造 販 売 認 証 事 項 一 部 変 更 認 証 申 請 書  

認 証 番 号  認証年月日  

名 
 

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

使 用 目 的  

形 状 、 構 造 及 び 原 理  

反 応 系 に 関 与 す る 成 分  

品 目 仕 様  

使 用 方 法  

製 造 方 法  

保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  
備  考  

上記により、指定体外診断用医薬品の製造販売の認証事項の一部変更の認証を申請します。 

 

年  月  日 

 

 

 

 

 

登録認証機関 殿 

住 所 

氏 名 ○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ 4 とすること。 
２ この申請書は、正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあっては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 変更のない事項については「変更なし」と記載すること。 
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様式第六十五（三）（第百十八条関係） 

外国製造            製造販売認証事項一部変更認証申請書 

認 証 番 号  認 証 年 月 日  

類           別  

名 
 

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

使 用 目 的 又 は 効 果  

形 状 、 構 造 及 び 原 理  

原 材 料  

性能及び安全性に関する規格  

使 用 方 法  

保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  

製 造 方 法  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  
備  考  

上記により、外国製造            の製造販売の認証事項の一部変更の認証を申請します。 

年  月  日 

住 所 邦文 

外国文 
法人にあつては、主 

たる事務所の所在地 

氏 名 
邦文             ○印又は署名 

外国文 
法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名 

選任した製造販売業者               

住 所     法人にあつては、主 

  たる事務所の所在地            

氏 名     
 法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名         ○印  

   

登録認証機関 殿 

指定高度管理医療機器 
指 定 管 理 医 療 機 器 

指定高度管理医療機器 
指 定 管 理 医 療 機 器 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ 4 とすること。 
２ この申請書は、正本１通及び副本２通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあっては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 変更のない事項については「変更なし」と記載すること。 
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様式第六十五（四）（第百十八条関係） 
外 国 製 造 指 定 体 外 診 断 用 医 薬 品 製 造 販 売 認 証 事 項 一 部 変 更 認 証 申 請 書  

認 証 番 号  認 証 年 月 日  

名 
 

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

使 用 目 的  

形 状 、 構 造 及 び 原 理  

反 応 系 に 関 与 す る 成 分  

品 目 仕 様  

使 用 方 法  

製 造 方 法  

保 管 方 法 及 び 有 効 期 間  

製造販売する品目の製造所 
名 称 登 録 番 号 

  
備  考  

上記により、外国製造指定体外診断用医薬品の製造販売の認証事項の一部変更の認証を申請します。 

年  月  日 

住 所 邦文 

外国文 
法人にあつては、主 

たる事務所の所在地 

氏 名 
邦文             ○印又は署名 

外国文 
法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名 

選任した製造販売業者               

住 所     法人にあつては、主 

  たる事務所の所在地            

氏 名     
 法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名         ○印  

   

登録認証機関 殿 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ 4 とすること。 
２ この申請書は、正本１通及び副本２通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあっては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 変更のない事項については「変更なし」と記載すること。 
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様式第六十六（一）（第百十八条関係） 
 

            認証事項軽微変更届書 
 

認 証 番 号  認証年月日  

類 別  

名
称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

変
更
内
容 

事          項 変     更    前 変     更     後 
   

変 更 年 月 日  

変 更 理 由  

備 考  

 
上記により、           の製造販売の認証事項の軽微変更の届出をします。 
 

年  月  日 
  

 
 
 
 
登録認証機関    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ この届書は、正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 類別欄には、令別表第一による類別を記載すること。 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

指定高度管理医療機器 
指 定 管 理 医 療 機 器 

指定高度管理医療機器 
指 定 管 理 医 療 機 器 
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様式第六十六（二）（第百十八条関係） 
 

指定体外診断用医薬品認証事項軽微変更届書 
 

認 証 番 号  認証年月日  

名
称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

変
更
内
容 

事         項 変     更     前 変     更     後 
   

変 更 年 月 日  

変 更 理 由  

備 考  

 
上記により、指定体外診断用医薬品の製造販売の認証事項の軽微変更の届出をします。 
 

年  月  日 
  

 
 
 
 
 

登録認証機関    殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ この届書は、正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様式第六十六（三）（第百十八条関係） 
 

外国製造           製造販売認証事項軽微変更届書 
 

認 証 番 号  認証年月日  
類 別  

名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

変
更
内
容 

事           項 変     更     前 変     更     後 
   

変 更 年 月 日  
変 更 理 由  
備 考  

 
上記により、外国製造            の製造販売の認証事項の軽微変更の届出をします。 
 

年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任した製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

 
登録認証機関    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この届書は、正副2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 類別欄には、令別表第一による類別を記載すること。 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  

指定高度管理医療機器 
指定管理医療機器 

指定高度管理医療機器 
指定管理医療機器 
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様式第六十六（四）（第百十八条関係） 
 

外国製造指定体外診断用医薬品製造販売認証事項軽微変更届書 
 

認 証 番 号  認証年月日  

名
称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

変
更
内
容 

事           項 変     更     前 変     更     後 
   

変 更 年 月 日  

変 更 理 由  

備 考  
 
上記により、外国製造指定体外診断用医薬品の製造販売の認証事項の軽微変更の届出をします。 
 
      年  月  日 
 

邦文 
                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任した製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

 
登録認証機関    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この届書は、正副2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 

 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  
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様式第六十七（一）（第百十八条関係） 

 

指定高度管理医療機器等適合性調査申請書 

 

 
主たる機能を有する事務所の名称 

  

 
主たる機能を有する事務所の所在地 

  

 
製造販売業の許可番号及び年月日 

  

申
請
品
目 

一 般 的 名 称 
  

販 売 名 
  

認証申請受付番号又は認証番号 
  

認証申請年月日又は認証年月日 
  

 
区 分 

  

製
造
所 

名称 所在地 登録番号 製造工程 

    

 
調 査 手 数 料 金 額 

  

 
備 考 

  

 

 上記により、指定高度管理医療機器等の適合性調査を申請します。 

   年   月   日 

 

 

 

 

 

登録認証機関 殿 

 

（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 調査手数料金額欄については、登録認証機関が定める手数料金額について記載すること。 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様
式
第
六
十
七
（
二
）
を
削
る
。

様
式
第
六
十
七
（
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第六十七（二）（第百十八条関係） 

 

外国製造指定高度管理医療機器等適合性調査申請書 

 

 
主たる機能を有する事務所の名称 

  

 
主たる機能を有する事務所の所在地 

  

 
製造販売業の許可番号及び年月日 

  

申
請
品
目 

一 般 的 名 称 
  

販 売 名 
  

認証申請受付番号又は認証番号 
  

認証申請年月日又は認証年月日 
  

 
区 分 

  

製
造
所 

名称 所在地 登録番号 製造工程 

    

 
調 査 手 数 料 金 額 

  

 
備 考 

  

 

 上記により、外国製造指定高度管理医療機器等の適合性調査を申請します。 

 

   年   月   日 

 邦文                       

 外国文 

 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 邦文                 印又は署名 

 外国文 

 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 選任した製造販売業者 

 住 所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 印 

 

登録認証機関 殿 

住 所 

氏 名 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地欄及び製造販売業の許可番号及び年月日欄には、選

任した製造販売業者に係るものを記載すること。 

４ 調査手数料金額欄については、登録認証機関が定める手数料金額について記載すること。 
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様
式
第
六
十
七
（
四
）
を
削
る
。

様
式
第
六
十
八
（
一
）
及
び
様
式
第
六
十
八
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第六十八（一） （第百十八条関係） 

 

指定高度管理医療機器等 適合性調査 結果 通知書 
 

名

称 
一 般 的 名 称  
販 売 名  

区 分  

追 加 的 調 査 項 目  

認証申請年月日又は認証年月日  
適 合 性 調 査 申 請 年 月 日  
申請者たる製造販売業者の氏名

（法人にあつては、名称及び代

表者の氏名） 
 

申請者たる製造販売業者の住所

（法人にあつては、主たる事務

所の所在地） 
 

申請者たる製造販売業の許可番

号及び年月日 
 

調査を行つた製

造販売業者に係

る事務所、製造

所その他の施設 

名称 所在地 登録番号及び年

月日 製造工程 

 
 
 
 

   

調 査 報 告 書 番 号  

調 査 結 果  

備 考  

 
上記により、指定高度管理医療機器等の適合性調査の結果を通知します。 
 

年  月  日 
 
 

  適合性調査権者  印  
 

 殿 
 
 

厚生労働大臣 
都道府県知事 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 登録番号及び年月日欄及び製造工程欄は、調査を行つた施設が法第二十三条の二

の三第一項又は法第二十三条の二の四第一項の規定により登録を受けた製造所であ
る場合に記載すること。 
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様式第六十八（二） （第百十八条関係） 

 

外国製造指定高度管理医療機器等 適合性調査 結果 通知書 
 

名

称 
一 般 的 名 称  
販 売 名  

区 分  

追 加 的 調 査 項 目  

認証申請年月日又は認証年月日  
適 合 性 調 査 申 請 年 月 日  
申請者の氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）  

申請者の住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地）  

選任された製造販売業者の氏名

（法人にあつては、名称及び代

表者の氏名） 
 

選任された製造販売業者の住所

（法人にあつては、主たる事務

所の所在地） 
 

選任された製造販売業者に係る

製造販売業の許可番号及び年月

日 

 

調査を行つた製

造所その他の施

設 

名称 所在地 登録番号及び年

月日 製造工程 

 
 
 
 

   

調 査 報 告 書 番 号  

調 査 結 果  

備 考  

 
上記により、外国製造指定高度管理医療機器等の適合性調査の結果を通知します。 
 

年  月  日 
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  適合性調査権者  印  

 
 殿 

 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 登録番号及び年月日欄及び製造工程欄は、調査を行つた施設が法第二十三条の二

の三第一項又は法第二十三条の二の四第一項の規定により登録を受けた製造所であ
る場合に記載すること。 

 
 

  
 

厚生労働大臣 
都道府県知事 
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様
式
第
六
十
八
（
二
）
の
次
に
次
の
六
様
式
を
加
え
る
。
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様式第六十八の二（一）（第百十八条関係）   

第    号 

 

追加的調査結果証明書 

 

 

 

申請者の住所 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

申請者の氏名 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

調査申請年月日  

調 査

を 行

つ た

品目 

一般的名称  

販売名  

認証番号  

区分  

製造所 名称 所在地 登録番号 製造工程 

    

基準適合証番号  

追加的調査項目 

 

 

 

調査結果  

備考  

 

 

上記により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

 

 

第二十三条の二の二十三第五項に基づく調査の結果を証明する。 

 

 

    年   月   日 

 

 

登録認証機関  印 
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（注意） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
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様式第六十八の二（二）（第百十八条関係）    

第    号 

 

追加的調査結果証明書 

 

 

 

申請者の住所 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

申請者の氏名 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

選任された製造販売業者の住所 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

選任された製造販売業者の氏名 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

調査申請年月日  

調 査

を 行

つ た

品目 

一般的名称  

販売名  

認証番号  

区分  

製造所 名称 所在地 登録番号 製造工程 

    

基準適合証番号  

追加的調査項目 

 

 

 

調査結果  

備考  

 

 

上記により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

 

 

第二十三条の二の二十三第五項に基づく調査の結果を証明する。 

 

 

    年   月   日 

 

登録認証機関  印 
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（注意） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
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様式第六十八の三（一）（第百十八条関係）   

第    号 

 

基 準 適 合 証 

 

 

 

申請者の住所 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

申請者の氏名 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

調 査

を 行

つ た

品目 

一般的名称  

販売名  

認証番号  

区分  

製造所 名称 所在地 登録番号 製造工程 

    

 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二 
 

 
の二十四第一項の規定により、上記の          に係る同項各号に規定する         

 

 

が、同法第二十三条         の二の五第二項第四号に規定する基準に適合し 

 

 

ていることを証明する。 

 

 

    年   月   日 

 

 

登録認証機関  印 

 

有効期間      年  月  日から 

          年  月  日まで 

 

 

（注意） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。  

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 
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様式第六十八の三（二）（第百十八条関係）    

第    号 

 

基 準 適 合 証 

 

 

 

申請者の住所 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

申請者の氏名 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

選任された製造販売業者の住所 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

選任された製造販売業者の氏名 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

調 査

を 行

つ た

品目 

一般的名称  

販売名  

認証番号  

区分  

製造所 名称 所在地 登録番号 製造工程 

    

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二 
 
 
の二十四第一項の規定により、上記の          に係る同項各号に規定する         

 

 

が、同法第二十三条         の二の五第二項第四号に規定する基準に適合し 

 

 

ていることを証明する。 

 

    年   月   日 

 

登録認証機関  印 

 

有効期間      年  月  日から 

          年  月  日まで 

 

（注意） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 

医 療 機 器 
体外診断用医薬品 
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様式第六十八の四（第百十八関係） 
 

          変更届書 
 

認 証 番 号  認証年月日  

名
称 

一般的名称  

販 売 名  

変
更
内
容 

事           項 変     更     前 変     更     後 

 
  

変 更 年 月 日  

備 考  

 
上記により、変更の届出をします。 
 

年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造医療機器等製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名                                 

 
登録認証機関    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この届書は、正副2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 選任外国製造医療機器等製造販売業者の変更にあつては、変更後の選任外国製造医療機器等製造販売業

者の許可の種類、許可番号及び許可年月日を備考欄に記載すること。 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  

選任外国製造医療機器等製造販売業者  
外国製造医療機器等特例認証取得者  
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様式第六十八の五（第百十八条の二関係） 

 

指定高度管理医療機器等製造販売認証承継届書 

 

承 継 品 目 

類   別 
名       称 

認 証 番 号 認証年月日 
一般的名称 販売名 

     

承 継 理 由  

承 継 日  

被 承 継 者  

被承継者の製造販

売業の許可番号 
 

備 考  

上記により、医療機器の製造販売の認証の承継の届出をします。 

年  月  日 

 

 

 

 

 

登録認証機関    殿 

 

（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 

２ この届書は、正副2通提出すること。 

３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

４ 承継品目欄には、次により記載すること。 

(1) 類別は、令別表第一による類別によること。 

(2) 品目が2以上であるときは、認証年月日の順に記載すること。 

５ 承継日欄には、相続の場合にあつては相続日を、その他の場合にあつては承継予定日を記載す

 ること。 

６ 被承継者欄には、被承継者の氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）及び住所（法人

 にあつては、主たる事務所の所在地）を記載すること。 

７ 備考欄には、被承継者の被承継品目の製造販売に係る主たる機能を有する事務所の名称及び所

 在地を記載すること。 

住 所 

氏 名 ○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 
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様
式
第
六
十
九
か
ら
様
式
第
七
十
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第六十九（第百二十条関係） 
 

報告書受理通知書 
 

報 告 書 を 受 け た 期 間  

報 告 書 の 受 理 の 状 況  

備 考  

 
上記により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 23 条の 5 第 2 項

の規定に基づき報告書を受理したことを通知します。 
 

年  月  日 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 ○印  

 
厚生労働大臣    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと記載すること。 
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様式第七十（第百二十一条関係） 
 

登録認証機関 登録 申請書 
 

認 証 業 務 を 行 う 事 業 所 の 名 称  

認 証 業 務 を 行 う 事 業 所 の 所 在 地  

認証業務を行おうとする医療機器及び体

外診断用医薬品の範囲 
 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含

む
。
）
の
欠
格
条
項 

 薬事に関する法令で政

令で定めるもの又はこ

れに基づく処分に違反

したこと 

 

 
法第 23 条の 16 第 1 項

の規定により登録を取

り消されたこと 
 

備 考  

 
上記により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 23 条の 2 の 23 に

規定する登録認証機関の登録を申請します。 
    

年  月  日 
 

 
 

         
 
 

厚生労働大臣    殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと記載すること。 
３ 申請者の欠格条項の(1)及び(2)欄には、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるとき

は、(1) 欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を、(2) 欄にあつてはその理由及び

年月日を記載すること。 
 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

(1) 

(2) 
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様式第七十一（第百二十二条関係） 
 

登録番号 
 

登 録 認 証 機 関 登 録 証 
 

氏 名 （ 法 人 に あ つ て は 、 そ の 名 称 ）   
 

住所（法人にあつては、主たる事業所の所在地） 
 

認 証 業 務 を 行 う 事 業 所 の 名 称 
 

認 証 業 務 を 行 う 事 業 所 の 所 在 地 
 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 23 条の 6 第 1 項の規

定により登録された認証機関であることを証明する。 
 
 
      年   月   日 
 

厚生労働大臣     ○印  

 
認証業務を行う品目の範囲 

 
 
有効期間    年   月   日から 

年   月   日まで 
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様式第七十二（第百二十六条関係） 
 

登録認証機関 登録更新 申請書 
 

登 録 番 号 及 び 年 月 日  
 

認 証 業 務 を 行 う 事 業 所 の 名 称  
 

認 証 業 務 を 行 う 事 業 所 の 所 在 地  
 

認証業務を行つている医療機器及び体外診

断用医薬品の範囲 
 
 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含

む
。
）
の
欠
格
条
項 

 薬事に関する法令で政令

で定めるもの又はこれに

基づく処分に違反したこ

と 

 

 
法第 23条の 16第 1項の規

定により登録を取り消さ

れたこと 
 

備 考  

 
上記により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 23 条の 6 第 3 項

に規定する登録認証機関の登録の更新を申請します。 
   

年  月  日 
 
 
 
 
 
 

厚生労働大臣    殿 
 
（注意） 

１ 紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 申請者の欠格条項の(1)及び(2)欄には、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるとき

は、(1)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を、(2)欄にあつてはその理由及び年

月日を記載すること。 
 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

(1) 

(2) 
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様式第七十三（第百二十九条関係） 
 

登録認証機関業務規程認可申請書 
 
登 録 番 号 及 び 年 月 日  
認 証 業 務 を 行 う 事 業 所 の 名 称  
認 証 業 務 を 行 う 事 業 所 の 所 在 地  
業 務 開 始 予 定 年 月 日  
備 考  

 
上記により、登録認証機関の業務規程の認可を申請します。 
      

年  月  日 
 
 

 
 

 
厚生労働大臣    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様式第七十四（第百二十九条関係） 
 

登録認証機関業務規程変更認可申請書 
 

登 録 番 号 及 び 年 月 日  

変

更

内

容 

事         項 変     更     前 変     更     後 

   

変 更 理 由  

備 考  

 
上記により、登録認証機関の業務規程の変更の認可を申請します。 
 
      年  月  日 
 
 
 
 
 
 
 
  厚生労働大臣    殿 
 
（注意） 
  １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様
式
第
七
十
四
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様式第七十四の二（第百二十九条の二関係） 
 

認可番号 
 

登 録 認 証 機 関 業 務 規 程 認 可 証 
 

氏 名 （ 法 人 に あ つ て は 、 そ の 名 称 ）   
 

住所（法人にあつては、主たる事業所の所在地） 
 

認 証 業 務 を 行 う 事 業 所 の 名 称 
 

認 証 業 務 を 行 う 事 業 所 の 所 在 地 
 
 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 23 条の 10 第 1 項の

規定に基づき、  年  月  日付けで申請された業務規程について、これを認可する。 
 
 
      年   月   日 
 

厚生労働大臣     ○印  
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様
式
第
七
十
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第七十五（第百三十一条関係） 
 

基準適合性認証 命令事項 申請書 
 

対象となる品目の一般的名称  

対 象 と な る 品 目 の 販 売 名 
 

対象となる登録認証機関の名称 
 

対象となる登録認証機関の所在地 
 

命 令 事 項 
 

備 考 
 

 
上記により、法第 23 条の 14 第 1 項に規定する申請を行います。 
 

年  月  日 
 
 

 
 
 

 
厚生労働大臣    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 外国指定高度管理医療機器製造等事業者にあつては、外国語により、申請者の住所及び氏名を

並記すること。また、署名をもつて押印に代えることができるものとする。 
 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様
式
第
七
十
五
の
次
に
次
の
二
十
五
様
式
を
加
え
る
。
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様式第七十五の二（第百三十七条の二十一関係） 
 

再生医療等製品製造販売承認申請書 
 

 
承 認 番 号  承 認 年 月 日  
類 別  
名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

効 能 、 効 果 又 は 性 能  
形状、構造、成分、分量又は本質  
製 造 方 法  
規 格 及 び 試 験 方 法  
用法及び用量又は使用方法  
貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間  

製造販売する品目の

製造所 

名 称 所 在 地 許可区分又は認定区分 許可番号又は認定番号 

    

備 考  
 
上記により、再生医療等製品の製造販売の承認を申請します。 
               

年  月  日 
 
 
 

 
 
 

厚生労働大臣 殿

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本１通及び副本２通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 類別欄には、令別表第２による類別を記載すること。 
６ 承認番号欄には、申請する品目が既に法第23条の26第１項の規定により条件及び期限を付して承認されてい

る場合にはその承認番号を、それ以外の場合には「なし」と記載すること。 
７ 承認年月日欄には、申請する品目が既に法第23条の26第１項の規定により条件及び期限を付して承認されて

いる場合にはその承認された年月日を、それ以外の場合には「なし」と記載すること。 
８ 製造販売品目が外国から輸入される再生医療等製品であるときは、製造方法欄に当該品目の輸入先の国名、製

造販売業者又は製造業者の氏名及び輸入先における販売名を記載すること。 
９ 製造方法欄にその全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付する

こと。 
10 許可区分又は認定区分欄については、第137条の9又は第137条の19の各号のいずれに該当するかを記載す

ること。 
11 法第 23 条の 28 第１項の規定により法第 23 条の 25 第１項の承認を申請しようとするときは、備考欄にその

旨を記載すること。 
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様式第七十五の三（第百三十七条二十七関係） 
 

再生医療等製品製造販売承認事項一部変更承認申請書 
 

承 認 番 号  承 認 年 月 日  
類 別  

名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

効 能 、 効 果 又 は 性 能  
形状、構造、成分、分量又は本質  
製 造 方 法  
規 格 及 び 試 験 方 法  
用法及び用量又は使用方法  
貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間  

製造販売する品目の

製造所 

名 称 所 在 地 許可区分又は認定区分 許可番号又は認定番号 

    

備 考  
 
上記により、再生医療等製品の製造販売の承認事項の一部変更の承認を申請します。 
               

年  月  日 
 

 
 

 
厚生労働大臣 殿 

（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 変更のない事項については、「変更なし」と記載すること。 

 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 
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様式第七十五の四（第百三十七条の二十九関係） 
 

再生医療等製品製造販売承認事項軽微変更届書 
 
承 認 番 号  承認年月日  

名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

変
更
内
容 

事       項 変    更    前 変    更    後 
   

変 更 年 月 日  
変 更 理 由  
備 考  

 
上記により、再生医療等製品の製造販売の承認事項の軽微な変更の届出をします。 
 

年  月  日 
  

 
 
 

 
 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 
 

（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ この届書は、正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

 
 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様式第七十五の五（第百三十七条の三十一関係） 

 

再生医療等製品適合性調査申請書 

 

 
主たる機能を有する事務所の名称 

  

 
主たる機能を有する事務所の所在地 

  

 
製造販売業の許可番号及び年月日 

  

 
調査を受けようとする製造所の名称 

  

 
調査を受けようとする製造所の所在地 

  

 製造業者の氏名（法人にあつては、名
称及び代表者の氏名） 

  

 製造業者の住所（法人にあつては、主
たる事務所の所在地） 

  

 製造業の許可区分又は再生医療等製品
外国製造業者の認定区分 

  

 製造業の許可番号又は再生医療等製品
外国製造業者の認定番号及び年月日 

  

申
請
品
目 

一 般 的 名 称 
  

販 売 名 
  

承認申請受付番号又は承認番号 
  

承認申請年月日又は承認年月日 
  

 
調 査 手 数 料 金 額 

  

 
備 考 

  

 

 上記により、再生医療等製品の適合性調査を申請します。 

 

   年   月   日 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 製造業の許可区分又は再生医療等製品外国製造業者の認定区分欄については、第 137 条の 9又は

第 137 条の 19の各号のいずれに該当するかを記載すること。 

４ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定め

る適合性調査手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様式第七十五の六 （第百三十七条の三十二、第百三十七条の三十七、第二百六十四条関係） 

 

再生医療等製品 適合性調査 結果 通知書 
 

名

称 
一 般 的 名 称  
販 売 名  

申 請 名  

承認申請年月日または承認年月日  
適 合 性 調 査 申 請 年 月 日  

調 査 を 行 つ た 製 造 所の 名 称  

調査を行つた製造所の所在地  

製造業者の氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） 
 

製造業者の住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地） 
 

製造業の許可区分又は再生医療等製

品外国製造業者の認定区分 
 

製造業の許可番号又は再生医療等製

品外国製造業者の認定番号及び年月

日 

 

調 査 結 果  

備 考  

 
上記により、再生医療等製品の適合性調査の結果を通知します。 
 

年  月  日 
 
 

            適合性調査権者  印 
 

 殿 
 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

厚生労働大臣 
都道府県知事 
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様式第七十五の七（第百三十七条の三十六関係） 

 

再生医療等製品 承認    申請書 

 

区 分 販   売   名 審査手数料又は調査手数料の金額 

   

   

   

   

   

審 査 手 数 料 及 び 調 査 手 数 料 合 計 金 額  

 

 上記により、再生医療等製品の承認に係る を申請します。 

 

 

   年   月   日 

 

 

 

 

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

審 査 
調 査 

審 査 
調 査 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

- 536 -



（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手

数料令において定める区分を記載すること。 

４ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令におい

て定める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様式第七十五の八（第百三十七条の三十七関係） 
 

再生医療等製品 承認 審査等 結果通知書 

 
販 売 名  
申 請 者 名  
承認申請年月日  
審 査 等 結 果  

備 考  
 
上記により、再生医療等製品の承認に係る審査等の結果を通知します。 
 

年  月  日 
 
     独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長  印 
 

厚生労働大臣   殿 
 
 
 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
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様式第七十五の九（第百三十七条の三十八関係） 
 

再生医療等製品再審査申請書 
 
 

承 認 番 号  
 承 認 年 月 日  

承認事項一部変更年月日  

類 別  

名

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

備 考  

上記により、再生医療等製品の再審査を申請します。 

   年  月  日 

                            住 所 

                            氏 名             ○印 

    厚生労働大臣    殿 

 (注意) 

 1 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

 2 この申請書は、正本 1 通及び副本 2 通提出すること。 

 3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

 4 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 

 

収入 
印紙 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様式第七十五の十（第百三十七条の四十四関係） 

 

再生医療等製品 再審査     申請書 

 

区 分 販   売   名 確認手数料又は調査手数料の金額 

   

   

   

   

   

確 認 手 数 料 及 び 調 査 手 数 料 合 計 金 額  

 

上記により、再生医療等製品の再審査に係る    を申請します。 

 

 

   年   月   日 

 

 

 

 

 
 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

確 認 
調 査 

確 認 
調 査 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手

数料令において定める区分を記載すること。 

４ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令におい

て定める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様式第七十五の十一（第百三十七条の四十五関係） 
 

再生医療等製品 再審査 確認等 結果 通知書  

 
類 別  

名

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  
申 請 者 名  
再 審 査 申 請 年 月 日  
確 認 等 結 果  

備 考  
 
上記により、再生医療等製品の再審査に係る確認等の結果を通知します。 
 

年  月  日 
 
         独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長  印 
 
厚生労働大臣   殿 
 
 
 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
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様式第七十五の十二（第百三十七条の四十六関係） 

再生医療等製品再評価申請書 

再評価の告示年月日・

番号 年  月  日   厚生労働省告示第      号 

承 認 番 号  承 認 年 月 日  

類 別  

名

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

備 考  

 上記により、再生医療等製品の再評価を申請します。 

      年  月  日 

                            住 所 

氏 名            ○印  

  厚生労働大臣    殿 

 (注意) 
 1 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 
 2 この申請書は、正本 1 通及び副本 2 通提出すること。 
 3 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様式第七十五の十三（第百三十七条の四十七関係） 

 

 

再生医療等製品 再評価      申請書 

 

再評価の告示年月日・番号    年   月   日  厚生労働省告示第    号 

承 認 番 号  承 認 年 月 日  

類 別  

名

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

備 考  

 

上記により、再生医療等製品の再評価に係る     を申請します。 

 

 

   年   月   日 

 

 

 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 
 

（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

 

確 認 
調 査 

確 認 
調 査 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様式第七十五の十四（第百三十七条の四十八関係） 
 

再生医療等製品 再評価 確認等 結果 通知書  

 
再評価の告示年月日・番号     年  月  日  厚生労働省告示 第      号 

類 別  

名

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  
申 請 者 名  
確 認 等 結 果  

備 考  
上記により、再生医療等製品の再評価に係る確認等の結果を通知します。 
 

年  月  日 
 
     独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長  印 
 
厚生労働大臣   殿 
 
 
 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
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様式第七十五の十五（第百三十七条の四十九関係） 

 

再生医療等製品製造販売承認承継届書 

 

承 継 品 目 

類   別 
名       称 

承 認 番 号 承認年月日 
一般的名称 販売名 

     

承 継 理 由  

承 継 日  

被 承 継 者  

被承継者の製造販

売業の許可番号 
 

備 考  

上記により、再生医療等製品の製造販売の承認の承継の届出をします。 

年  月  日 

 

 

 

 

 

厚生労働大臣  殿 

 

（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 

２ この届書は、正副2通提出すること。 

３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

４ 承継品目欄には、次により記載すること。 

 (1) 類別は、令別表第二による類別によること。 

 (2) 品目が2以上であるときは、承認年月日の順に記載すること。 

５ 承継日欄には、相続の場合にあつては相続日を、その他の場合にあつては承継予定日を記載す

 ること。 

６ 被承継者欄には、被承継者の氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）及び住所（法人

 にあつては、主たる事務所の所在地）を記載すること。 

７ 備考欄には、被承継者の被承継品目の製造販売に係る主たる機能を有する事務所の名称及び所

 在地を記載すること。 

住 所 

氏 名 ○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 
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様式第七十五の十六（第百三十七条の五十二関係） 

 

 
再生医療等製品製造管理者承認申請書 

 
 
 

製 造 業 の 許 可 区 分   

 

製造業の許可番号及び年月日  

製 造 所 の 名 称   

製 造 所 の 所 在 地   

管理者 

氏 名 
 

住 所   

備 考 
 

 

 

上記により、再生医療等製品製造管理者の承認を申請します。 

 

 

 

     年   月   日  

 

 

 

 

地 方 厚 生 局 長   殿  

 

（ 注 意 ）  

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ この申請書は、正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 備考欄には、申請に係る者が再生医療等製品製造管理者となる予定年月日を記載すること。 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 

たる事務所の所在地 
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様式第七十五の十七（第百三十七条の六十八関係） 
 

外国製造再生医療等製品製造販売承認申請書 
 
承 認 番 号  承 認 年 月 日  
類 別  
名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

効 能 、 効 果 又 は 性 能  
形状、構造、成分、分量又は本質  
製 造 方 法  
規 格 及 び 試 験 方 法  
用法及び用量又は使用方法  
貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間  
製造販売する品目の製

造所 
名 称 所 在 地 許可区分又は認定区分 許可番号又は認定番号 

    
備 考  

 
上記により、外国製造再生医療等製品の製造販売の承認を申請します。 
 

年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造再生医療等製品製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

 
厚生労働大臣  殿 

（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 類別欄には、令別表第２による類別を記載すること。 
６ 承認番号欄には、申請する品目が既に法第23条の26第１項の規定により条件及び期限を付して承認さ

れている場合にはその承認番号を、それ以外の場合には「なし」と記載すること。 
７ 承認年月日欄には、申請する品目が既に法第23条の26第１項の規定により条件及び期限を付して承認

されている場合にはその承認された年月日を、それ以外の場合には「なし」と記載すること。 
５ 製造方法欄にその全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添

付すること。 
８ 法第23条の40において準用する法第23条の28第1項の規定により法第23条の25第1項の承認

の申請をしようとするときは、備考欄にその旨を記載すること。 

収 入
印 紙 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  
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様式第七十五の十八（第百三十七条の七十七関係） 
 

外国製造再生医療等製品製造販売承認事項一部変更承認申請書 
 

承 認 番 号  承 認 年 月 日  
類 別  
名
称 

一 般 的 名 称  
販 売 名  

効 能 、 効 果 又 は 性 能  
形状、構造、成分、分量又は本質  
製 造 方 法  
規 格 及 び 試 験 方 法  
用法及び用量又は使用方法  
貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間  

製造販売する品目の

製造所 

名 称 所 在 地 許可区分又は認定区分 許可番号又は認定番号 

    

備 考  
 
上記により、外国製造再生医療等製品の製造販売の承認事項の一部変更の承認を申請します。 
       
 

年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造再生医療等製品製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

 
厚生労働大臣    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正本1通及び副本2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 変更のない事項については「変更なし」と記載すること。 

収 入
印 紙 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  
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様式第七十五の十九（第百三十七条の七十七関係） 
 

 
外国製造再生医療等製品製造販売承認事項軽微変更届書 

 
 
承 認 番 号  承認年月日  
類 別  

名
称 

一般的名称  
販 売 名  

変
更
内
容 

事           項 変     更     前 変     更     後 
   

変 更 年 月 日  
変 更 理 由  
備 考  

 
 
上記により、外国製造再生医療等製品の製造販売の承認事項の軽微変更の届出をします。 
 

 
年  月  日 

                                   
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造再生医療等製品製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この届書は、正副2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあっては、楷書ではつきりと書くこと。 

 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  
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様式第七十五の二十（第百三十七条の七十七関係） 

 

外国製造再生医療等製品適合性調査申請書 

 
 主たる機能を有する事務所の名称   

 主たる機能を有する事務所の所在地   

 製造販売業の許可番号及び年月日   

 調査を受けようとする製造所の名称   

 調査を受けようとする製造所の所在地   

 製造業者の氏名（法人にあつては、名
称及び代表者の氏名） 

  

 製造業者の住所（法人にあつては、主
たる事務所の所在地） 

  

 製造業の許可区分又は再生医療等製品
外国製造業者の認定区分 

  

 製造業の許可番号又は再生医療等製品
外国製造業者の認定番号及び年月日 

  

申
請
品
目 

一 般 的 名 称   

販 売 名   

承認申請受付番号又は承認番号   

承認申請年月日又は承認年月日   

 調 査 手 数 料 金 額   

 備 考   

 

 上記により、外国製造再生医療等製品の適合性調査を申請します。 

 

   年   月   日 

 邦文                       

 外国文 

 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 邦文                 印又は署名 

 外国文 

 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 選任外国製造再生医療等製品製造販売業者 

 住 所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 印 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

住 所 

氏 名 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地欄及び製造販売業の許可番号及び年月日欄には、選

任外国製造再生医療等製品製造販売業者に係るものを記載すること。 

４ 製造業の許可区分又は再生医療等製品外国製造業者の認定区分欄については、第 137 条の 9又は

第 137 条の 19の各号のいずれに該当するかを記載すること。 

５ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定め

る適合性調査手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 

 

- 552 -



様式第七十五の二十一（第百三十七条の七十七関係） 

 

 外国製造再生医療等製品製造販売承認 申請書 

 

区   分 
名     称 

審査手数料又は調査手数料金額 
一 般 的 名 称 販 売 名 

    

    

    

    

    

審 査 手 数 料 又 は 調 査 手 数 料 合 計 金 額  

 

 上記により、外国製造再生医療等製品の製造販売の承認に係る    を申請します。 

 

   年   月   日 

 

 邦文                       

 外国文 

 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 邦文                 印又は署名 

 外国文 

 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 選任外国製造再生医療等製品製造販売業者 

 住 所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 印 

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

審査 
調査 

審査 
調査 

住 所 

氏 名 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

２ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数

料令において定める区分を記載すること。 

４ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において

定める手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様式第七十五の二十二（第百三十七条の七十七関係） 
 

外国製造再生医療等製品再審査申請書 
 

承 認 番 号 
 承 認 年 月 日  

承認事項一部変更年月日  

類 別  

名

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

備 考  

 上記により、外国製造再生医療等製品の再審査を申請します。 

     年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
                      
                                           邦文          ○印又は署名 
                    氏 名 
                                           外国文 
                                        
                     

選任外国製造再生医療等製品製造販売業者 
 

住所 
 
氏名 

  厚生労働大臣    殿 

 (注意) 
 1 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 
 2 この申請書は、正本 1 通及び副本 2 通提出すること。 
 3 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
 4 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
 

収入 
印紙 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 （   ） 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様式第七十五の二十三（第百三十七条の七十七関係） 

 

外国製造再生医療等製品 再審査     申請書 

 

区 分 類 別 
名     称 

確認手数料又は調査手数料金額 
一般的名称 販 売 名 

     

     

     

     

     

確 認 手 数 料 及 び 調 査 手 数 料 合 計 金 額  

 

 上記により、外国製造再生医療等製品の再審査に係る を申請します。 

 

   年   月   日 

 

 邦文                       

 外国文 

 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 邦文                 印又は署名 

 外国文 

 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 選任外国製造再生医療等製品製造販売業者 

 住 所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 印 

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

確 認 
調 査 

確 認 
調 査 

住 所 

氏 名 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

２ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 区分欄には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料

令に定める区分を記載すること。 

４ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定

める手数料を機構の口座に振り込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 

 

- 557 -



様式第七十五の二十四（第百三十七条の七十七関係） 

外国製造再生医療等製品再評価申請書 

再評価の告示年月日・番号     年  月  日 厚生労働省告示 第   号 

承 認 番 号   承 認 年 月 日   

類 別  

名

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

備 考  

 上記により、外国製造再生医療等製品の再評価を申請します。 

      年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
                      
                                           邦文          ○印又は署名 
                    氏 名 
                                           外国文 
                                        
                     

選任外国製造再生医療等製品製造販売業者 
 

住所 
 
氏名 

  厚生労働大臣    殿 

 (注意) 
 1 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 
 2 この申請書は、正本 1 通及び副本 2 通提出すること。 
 3 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 （   ） 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様式第七十五の二十五（第百三十七条の七十七関係） 

 

外国製造再生医療等製品 再評価     申請書 

 

再評価の告示年月日・番号    年   月   日  厚生労働省告示第    号 

承 認 番 号  承 認 年 月 日  

類 別  

名

称 

一 般 的 名 称  

販 売 名  

備 考  

 

上記により、外国製造再生医療等製品の再評価に係る を申請します。 

 

   年   月   日 

 

 邦文                       

 外国文 

 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 邦文                 印又は署名 

 外国文 

 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 選任外国製造再生医療等製品製造販売業者 

 住 所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏 名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 印 

 
 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

確 認 
調 査 

確 認 
調 査 

住 所 

氏 名 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

２ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあつては、楷書ではつきりと書くこと。 
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様式第七十五の二十六（第百三十七条の七十七関係） 

 

外国製造再生医療等製品製造販売承認承継届書 

 
 

 

上記により、外国製造再生医療等製品の製造販売の承認の承継の届出をします。 

年  月  日 
邦文 

                   住 所 
                                          外国文 
                                         
 
                                        

邦文               ○印又は署名 
                    氏 名 
                                          外国文 
                                        
                     

 
選任外国製造再生医療等製品製造販売業者 

                     
住所 
 
 
氏名 

 
厚生労働大臣  殿 

（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とする。 

２ この届書は、正副２通提出すること。 

３ 字は、墨、インク等を用い、邦文にあっては、楷書ではつきりと書くこと。 

４ 承継品目欄には、次により記載すること。 

(1) 類別は、令別表第二による類別によること。 

(2) 品目が2以上であるときは、承認年月日順に記載すること。 

５ 承継日欄には、相続の場合にあつては相続日を、その他の場合にあつては承継予定日を記載すること 

６ 被承継者欄には、被承継者の氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）及び住所（法人にあつて

は、主たる事務所の所在地）を記載すること。 

７ 備考欄には、被承継者の被承継品目の製造販売に係る選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の主た

る機能を有する事務所の名称及び所在地並びに製造販売業の許可番号を記載すること。 

 

承 継 品 目 

類   別 
名       称 

承 認 番 号 承認年月日 
一般的名称 販 売 名 

     

承 継 理 由  

承 継 日  

被 承 継 者  

備 考  

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  
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ら
第
七
十
八
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第七十六（第百三十九条関係） 

店 舗 販 売 業 許 可 申 請 書 

店 舗 の 名 称  

店 舗 の 所 在 地  

店 舗 の 構 造 設 備 の 概 要  

医 薬 品 の 販 売 又 は 授 与 を 
行 う 体 制 の 概 要 

 

（ 法 人 に あ つ て は ） 
店 舗 販 売 業 者 の 業 務 を 
行 う 役 員 の 氏 名 

 

通 常 の 営 業 日 及 び 営 業 時 間  

相 談 時 及 び 緊 急 時 の 連 絡 先  

特 定 販 売 の 実 施 の 有 無 有    ・    無 

を
行
う
役
員
を
含
む
。
）
の
欠
格
条
項 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
業
務 

(1) 
法第75条第1項の規定
により許可を取り消さ
れたこと 

 

(2) 
法第 75条の 2第 1項の
規定により登録を取り
消されたこと 

 

(3) 禁錮以上の刑に処せら
れたこと 

 

(4) 
薬事に関する法令又は
これに基づく処分に違
反したこと 

 

(5) 
後見開始の審判を受け
ていること 

 

備 考  

 
上記により、店舗販売業の許可を申請します。 
 

年   月   日 

 

 
 
 
 
 
 
 都 道 府 県 知 事 
 保健所設置市市長    殿 
 特 別 区 区 長 

法人にあつては、主 

たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名 

住 所 

氏 名 ○印  
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格 A4とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 店舗の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。 

４ 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

５ 相談時及び緊急時の連絡先欄には、原則として電話番号を記載し、必要に応じてメールアドレス等も記

載すること。 

６ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、

(1)及び（2）欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びそ

の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の

事実及び違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
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様式第七十七 （第百四十二条、第百四十九条、第百五十五条関係） 
許可番号 

医 薬 品 販 売 業 許 可 証 
 

氏名(法人にあつては、名称)     

店舗の名称             

店舗の所在地又は営業区域      

 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 24 条第１項の規定 
    店舗販売業 
により 配置販売業の許可を受けた者であることを証明する。 

卸売販売業 
      年  月  日 

 

 

       都道府県知事 

       保健所設置市市長      

       特別区区長 

 

有効期間      年   月   日から 

      年   月   日まで 

 

取扱品目 

○印  
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様式第七十八（第百四十二条、第百四十九条、第百五十五条関係） 
 

医 薬 品 販 売 業 許 可 更 新 申 請 書 
 

許 可 番 号 及 び 年 月 日  

店 舗 又 は 営 業 所 の 名 称  

店 舗 若 し く は 営 業 所 の 
所 在 地 又 は 営 業 の 区 域  

変
更
内
容 

 事 項  変 更 前   変 更 後 

   

役
員
を
含
む
。
）
の
欠
格
条
項 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行
う 

（１） 
法第 75 条第 1 項の規

定により許可を取り消

されたこと 

 

（２） 
法第 75 条の 2 第 1 項

の規定により登録を

取り消されたこと 

 

（３） 
禁錮以上の刑に処せ

られたこと 

 

（４） 

薬事に関する法令又

はこれに基づく処分に

違反したこと 

 

（５） 
後見開始の審判を受

けていること 

 

  備          考 

 

 
        店舗販売業 
上記により、配置販売業の許可の更新を申請します。                   

卸売販売業 
 
 

年   月   日 
 
 
 
 
 
 
 都 道 府 県 知 事 
 保健所設置市市長  殿 
 特 別 区 区 長 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

住 所 

氏 名 ○印  
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（注意） 
 １ 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 
 ２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
 ３ 配置販売業にあつては、店舗又は営業所の名称欄の記載を要しないこと。 
 ４ 次に掲げる事項について変更のあつた日から 30 日以内にこの更新申請書を提出する場合は、当該変

更のあつた事項について、変更内容欄に記載すること。 
（１）店舗販売業者にあつては、第 159 条の 19 第１項各号に掲げる事項 
（２）配置販売業者にあつては、第 159 条の 21 第１項各号に掲げる事項 
（３）卸売販売業者にあつては、第 159 条の 22 第１項各号に掲げる事項 
５ 店舗販売業者にあつては、第 159 条の 20 第１項各号に掲げる事項についてこの更新申請書を提出す

る際に変更の予定がある場合は、当該変更の予定がある事項について、変更内容欄に記載すること。 
６ 店舗販売業及び配置販売業において、薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者に変更が

あつた場合のうち、新たに当該店舗又は区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販

売者となつた者がいる場合には、その者の薬剤師名簿登録番号及び登録年月日又は販売従事登録番号

及び登録年月日を変更後欄に付記すること。 
７ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、

(1)及び（2）欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及び

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違

反の事実及び違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
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様式第八十三（第百四十八条関係） 

配 置 販 売 業 許 可 申 請 書 

営 業 の 区 域  

医 薬 品 の 販 売 又 は 授 与 を 
行 う 体 制 の 概 要 

 

（ 法 人 に あ つ て は ） 
配 置 販 売 業 者 の 業 務 を 
行 う 役 員 の 氏 名 

 

通 常 の 営 業 日 及 び 営 業 時 間  

相 談 時 及 び 緊 急 時 の 連 絡 先  

を
行
う
役
員
を
含
む
。
）
の
欠
格
条
項 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
業
務 

(1) 
法第75条第1項の規定
により許可を取り消さ
れたこと 

 

(2) 
法第 75条の 2第 1項の
規定により登録を取り
消されたこと 

 

(3) 
禁錮以上の刑に処せら
れたこと 

 

(4) 
薬事に関する法令又は
これに基づく処分に違
反したこと 

 

(5) 
後見開始の審判を受け
ていること 

 

備 考  

 
上記により、配置販売業の許可を申請します。 

 

年   月   日 

 

 

 

 
 
 
 
 都道府県知事    殿 
 

法人にあつては、主 

たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名 

住 所 

氏 名 ○印  
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格 A4とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同
欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

４ 相談時及び緊急時の連絡先欄には、原則として電話番号を記載し、必要に応じてメールアドレス等も記
載すること。 

５ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、
(1)及び（2）欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びそ
の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の
事実及び違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
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式
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か
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様式第八十六（第百五十三条関係） 

卸 売 販 売 業 許 可 申 請 書 

営 業 所 の 名 称  

営 業 所 の 所 在 地  

営 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要  

医 薬 品 の 保 管 設 備 の 面 積  

医 薬 品 の 取 扱 品 目  

営 業 所 
管 理 者 

氏 名  

住 所  

資 格  

兼 営 事 業 の 種 類  

相 談 時 及 び 緊 急 時 の 連 絡 先  

を
行
う
役
員
を
含
む
。
）
の
欠
格
条
項 

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
業
務 

(1) 
法第75条第1項の規定
により許可を取り消さ
れたこと 

 

(2) 
法第 75条の 2第 1項の
規定により登録を取り
消されたこと 

 

(3) 禁錮以上の刑に処せら
れたこと 

 

(4) 
薬事に関する法令又は
これに基づく処分に違
反したこと 

 

(5) 
後見開始の審判を受け
ていること 

 

備 考  

 
上記により、卸売販売業の許可を申請します。 
 

年   月   日 

 

 

 

 
 
 
 都道府県知事    殿 

法人にあつては、主 

たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名 

住 所 

氏 名 ○印  
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格 A4とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 営業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のと
おり」と記載し、別紙を添付すること。 

４ 医薬品の取扱品目欄には、全般的に取り扱う場合は推定による販売品目数を、特定品目群のみを取り扱
う場合はその特定品目群の名称及び推定による販売品目数を記載すること。 

５ 営業所管理者の資格欄には、薬剤師であるときはその者の薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を、薬
剤師以外の者であるときはその者が第 154 条各号のいずれに該当するかを記載すること。 

６ 兼営事業の種類欄には、当該営業所において他の業務を併せ行うときはその業務の種類を記載し、ない
ときは「なし」と記載すること。 

７ 相談時及び緊急時の連絡先欄には、原則として電話番号を記載し、必要に応じてメールアドレス等も記
載すること。 

８ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、
(1)及び（2）欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びそ
の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の
事実及び違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
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様式第八十六の二（第百五十九条の七関係） 
 
 

販売従事登録申請書 
 

 

申 請 者 の 氏 名  

申 請 者 の 本 籍 地 都 道 府 県 名 
 

申 請 者 の 生 年 月 日 年   月   日 

申 請 者 の 性 別 男   ・   女 

申
請
者
の
欠
格
条
項 

(1) 法第 75 条第１項の規定により許可

を取り消されたこと 
 

(2) 法第 75 条の２第１項の規定により

登録を取り消されたこと 
 

(3) 禁錮以上の刑に処せられたこと 
 

(4) 薬事に関する法令又はこれに基づく

処分に違反したこと 
 

(5) 後見開始の審判を受けていること  

備                 考 

 

 
上記により、販売従事登録を申請します。 
 
  

年   月   日                  
 
 

 
申請者住所 

申請者氏名          印 
 
都道府県知事   殿 
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（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記

載し、あるときは、(1)及び（2）欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつ

てはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月

日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
４ 申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載する

こと。 
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様式第八十六の三（第百五十九条の八関係） 
 
販売従事登録番号 
 
販売従事登録年月日 

 
 

販売従事登録証 
 
 
 

本籍地都道府県名(国籍)             

氏名                      

生年月日          年   月   日 

 
 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 36 条の８第２項

の規定により登録された登録販売者であることを証明する。 
 

 

      年  月  日 

 

 

 

     都道府県知事            印 
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様式第八十七（第百六十条関係）                        
 

高度管理医療機器等     許可申請書 
 
営 業 所 の 名 称  
営 業 所 の 所 在 地  
営 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要  

管理者 氏 名  
住 所  

兼 営 事 業 の 種 類  
申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）
の

欠
格
条
項 

法第75条第１項の規定により

許可を取り消されたこと  

法第75条の２第１項の規定に

より登録を取り消されたこと  

禁錮以上の刑に処せられたこ

と  

薬事に関する法令又はこれに

基づく処分に違反したこと  

後見開始の審判を受けている

こと  

備 考  

 
上記により、高度管理医療機器等の    の許可を申請します。 
 

年  月  日 
 
 
 

 
 

都道府県知事    殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 営業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙の

とおり」と記載し、別紙を添付すること。 
４ 兼営事業の種類欄には、当該営業所において高度管理医療機器等の販売業又は貸与業以外の業務を併

せて行うときはその業務の種類を記載し、ないときは「なし」と記載すること。 
５ 申請者の欠格事項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、

(1)及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事

実及び違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 

販売業 
貸与業 

販売業 
貸与業 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

(5) 
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様式第八十八（第百六十三条関係）   
                                        

管理医療機器    届書 
 

営 業 所 の 名 称  

営 業 所 の 所 在 地  

管理者 
氏      名  
住      所  

営業所の構造設備の概要  

兼 営 事 業 の 種 類  

備 考  

 
上記により、管理医療機器の   の届出をします。 
 

年  月  日 
 

 
 
 
 
 

都道府県知事    殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 営業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に

「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
４ 兼営事業の種類欄には、当該営業所において管理医療機器の販売業又は貸与業以外の業務を

併せて行うときはその業務の種類を記載し、ないときは「なし」と記載すること。 

販売業 
貸与業 

販売業 
貸与業 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様式第八十九（第百七十八条関係） 
 

許可番号                                 
 

高度管理医療機器等    許可証 
 

 
                           氏名（法人にあつては、その名称） 
  

営 業 所 の 名 称 
 

営 業 所 の 所 在 地 
  
 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第１項の規定

により高度管理医療機器等の    の許可を受けた者であることを証明する。 
 
         年   月   日 
 

都道府県知事    ○印  

 
 

有効期間   年  月  日から 
年  月  日まで 

 
 

販売業 
貸与業 

販売業 
貸与業 
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様式第九十（第百七十八条関係）                        
 

高度管理医療機器等     許可更新申請書 
 
許 可 番 号 及 び 年 月 日  
営 業 所 の 名 称  
営 業 所 の 所 在 地  
営 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要  
兼 営 事 業 の 種 類  
変

更

内

容 

事           項 変     更     前 変     更     後 

   

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
）
の
欠
格

条
項 

法第75条第１項の規定により

許可を取り消されたこと  

法第75条の２第１項の規定に

より登録を取り消されたこと  

禁錮以上の刑に処せられたこ

と  

薬事に関する法令又はこれに

基づく処分に違反したこと  

後見開始の審判を受けている

こと  

備 考  

 
上記により、高度管理医療機器等の   の許可の更新を申請します。 
 

年  月  日 
 
 
 
 

都道府県知事    殿 
 

（注意） 
１ 用紙は、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 営業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に

「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
４ 兼営事業の種類欄には、高度管理医療機器等の販売業又は貸与業以外の業務を併せて行うと

きはその業務の種類を記載し、ないときは「なし」と記載すること。 
５ 変更内容欄には、第 174 条第 1 項各号に掲げる事項のうち、この更新申請書を提出する時ま

でに変更のあつた事項について、記載すること。 
６ 申請者の欠格事項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、ある

ときは、(1)及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確

定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)
欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 

販売業 
貸与業 

販売業 
貸与業 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

(5) 
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様式第九十一（第百八十条関係）                      

 
医療機器修理業許可申請書 

 
事 業 所 の 名 称  
事 業 所 の 所 在 地  
特定保守管理医療機器に係る修理区分  
特定保守管理医療機器以外の医療機器に係る

修理区分  

事 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要  

責任技術者 氏 名  資格  
住 所  

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）
の

欠
格
条
項 

法第75条第１項の規定により

許可を取り消されたこと  

法第75条の２第１項の規定に

より登録を取り消されたこと  

禁錮以上の刑に処せられたこ

と  

薬事に関する法令又はこれに

基づく処分に違反したこと  

後見開始の審判を受けている

こと  

備 考  
 
上記により、医療機器の修理業の許可を申請します。 
       

年  月  日 
 
 
 

 
 
地方厚生局長 
都道府県知事 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、地方厚生局長に提出する場合にあつては正本1通及び副本2通、都道府県知事に提出す

る場合にあつては正本1通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみはり、消印をしないこと。 
５ 特定保守管理医療機器に係る修理区分欄又は特定保守管理医療機器以外の医療機器に係る修理区分

欄には、別表第二に掲げる区分を記載すること。 
６ 事業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙の

とおり」と記載し、別紙を添付すること。 
７ 責任技術者の資格欄には、第188条各号のいずれに該当するかを記載すること。 
８ 申請者の欠格事項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、

(1)及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事

実及び違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 

殿 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 

(5) 
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様式第九十二（第百八十二条関係）                   
 

許可番号 
 

医 療 機 器 修 理 業 許 可 証 
 

 氏名（法人にあつては、その名称） 
 
 事 業 所 の 名 称 
 
 事 業 所 の 所 在 地 
  
 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 40 条の 2 第 1 項 
 

の規定により許可された医療機器の修理業者であることを証明する。 
 

 
         年   月   日 
 

地方厚生局長 
都道府県知事 

 
特定保守管理医療機器に係る修理区分 
 
特定保守管理医療機器以外の医療機器に係る修理区分 

 
 

有効期間   年  月  日から 
       年  月  日まで 

 
 

○印  
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様式第九十三（第百八十五条関係）                     
 

医療機器修理業許可更新申請書 
 

許 可 番 号 及 び 年 月 日  
事 業 所 の 名 称  
事 業 所 の 所 在 地  
特定保守管理医療機器に係る修理区分  
特定保守管理医療機器以外の医療機器に係

る修理区分  

事 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要  

責任技術者 氏 名  資格  
住 所  

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）
の
欠
格

条
項 

法第75条第１項の規定により

許可を取り消されたこと  

法第75条の２第１項の規定に

より登録を取り消されたこと  

禁錮以上の刑に処せられたこ

と  

薬事に関する法令又はこれに

基づく処分に違反したこと  

後見開始の審判を受けている

こと  

備 考  
 
上記により、医療機器の修理業の許可の更新を申請します。 
       

年  月  日 
 
 
 
 
 

地方厚生局長 
都道府県知事 

（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、地方厚生局長に提出する場合にあつては正本1通及び副本2通、都道府県知事に提出

する場合にあつては正本1通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 特定保守管理医療機器に係る修理区分欄又は特定保守管理医療機器以外の医療機器に係る修理区分

欄には、別表第二に掲げる区分を記載すること。 
６ 事業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙の

とおり」と記載し、別紙を添付すること。 
７ 責任技術者の資格欄には、第 188条各号のいずれに該当するかを記載すること。 
８ 申請者の欠格事項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、

(1)及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事

実及び違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 

殿 

収 入
印 紙 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

(5) 
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様式第九十四（第百八十六条関係） 
 

医療機器修理業修理区分   許可申請書 
 
許 可 番 号 及 び 年 月 日  
事 業 所 の 名 称  
事 業 所 の 所 在 地  

特定保守管理医療機器に係る修理

区分        

変     更     前 変     更     後 

  

特定保守管理医療機器以外の医療

機器に係る修理区分 

変     更     前 変     更     後 

  

事 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要  

責任技術者 氏 名  資格  
住 所  

備 考  

 
上記により、医療機器の修理業の修理区分の  の許可を申請します。 
      

年  月  日 
 
 
 
 
 

地方厚生局長 
都道府県知事 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ この申請書は、地方厚生局長に提出する場合にあつては正本 1 通及び副本 2 通、都道府県知事

に提出する場合にあつては正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、地方厚生局長に提出する申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ 特定保守管理医療機器に係る修理区分欄及び特定保守管理医療機器以外の医療機器にかか

る修理区分欄には、別表第二に掲げる区分を記載すること。 
５ 事業所の構造設備の概要欄には、変更し、又は追加する区分に係る部分についてのみ記載す

ること。また、その記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」

と記載し、別紙を添付すること。 
６ 責任技術者欄には、新たに追加する修理の区分に係る者について記載すること。 

殿 

変更 
追加 

変更 
追加 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 
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様
式
第
九
十
四
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。
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様式第九十四の二（第百九十六条の二関係） 
 

再生医療等製品販売業許可申請書 
 
営 業 所 の 名 称  
営 業 所 の 所 在 地  
営 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要  

管 理 者 氏     名  資格  
住     所  

兼 営 事 業 の 種 類  

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）
の
欠

格
条
項 

(1)法第75条第１項の規定により許可

を取り消されたこと 
 

(2)法第75条の２第１項の規定により

登録を取り消されたこと 
 

(3)禁錮以上の刑に処せられたこと  

(4)薬事に関する法令又はこれに基づ

く処分に違反したこと 
 

(5)後見開始の審判を受けていること  

備 考  
 
上記により、再生医療等製品の販売業の許可を申請します。 
 
  

年  月  日                  
 
 
 
 
 
 

都道府県知事  殿 
 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 営業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のと

おり」と記載し、別紙を添付すること。 
４ 管理者の資格欄には、法第 40 条の６の規定により再生医療等製品の販売を実地に管理する者が第 196
条の４各号のいずれに該当するかを記載すること。 

５ 兼営業所の種類欄には、当該営業所において再生医療等製品の販売業以外の業務を併せて行うときはそ

の業務の種類を記載し、ないときは「なし」と記載すること。 
６ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)
欄及び(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び

違反した年月日を、(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
 

- 588 -



様式第九十四の三 （第百九十六条の五関係） 
許可番号 
 

再生医療等製品販売業許可証 
 

氏名 (法人にあつては、その名称) 

営業所の名称           

営業所の所在地          

 

 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 40 条の５第１項

の規定により再生医療等製品の販売業の許可を受けた者であることを証明する。 
 

 

      年  月  日 

 

 

       都道府県知事   印 

 

有効期間      年   月   日から 

      年   月   日まで 
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様式第九十四の四（第百九十六条の五関係） 
 

再生医療等製品販売業許可更新申請書 
 

 
許 可 番 号 及 び 年 月 日  
営 業 所 の 名 称  
営 業 所 の 所 在 地  
営 業 所 の 構 造 設 備 の 概 要  

管 理 者 氏     名  資格  
住     所  

兼 営 業 所 の 種 類  

変
更
内
容 

事 項 変 更 前 変 更 後 

   

申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）
の
欠

格
条
項 

(1)法第75条第１項の規定により許可

を取り消されたこと 
 

(2)法第75条の２第１項の規定により

登録を取り消されたこと 
 

(3)禁錮以上の刑に処せられたこと  

(4)薬事に関する法令又はこれに基づ

く処分に違反したこと 
 

(5)後見開始の審判を受けていること  

備 考  
 
 
上記により、再生医療等製品の販売業の許可の更新を申請します。 

 
 
 

年  月  日 
 
 
 
 
 

都道府県知事 殿 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 営業所の構造設備の概要欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」

と記載し、別紙を添付すること。 
４ 兼営業所の種類欄には、当該営業所において再生医療等製品の販売業以外の業務を併せて行うときはその業務

の種類を記載し、ないときは「なし」と記載すること。 
５ 変更内容欄には、許可申請書に記載した事項のうち、この更新申請書を提出する時までに変更のあった事項に

ついて、記載すること。 
６ 申請者の欠格条項の(1)欄から(5)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)欄及び

(2)欄にあつてはその理由及び年月日を、(3)欄にあつてはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなつた場合はその年月日を、(4)欄にあつてはその違反の事実及び違反した年月日を、

(5)欄にあつては「ある」と記載すること。 
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様
式
第
九
十
五
及
び
様
式
第
九
十
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第九十五（第百九十七条、第百九十七条の十一、第百九十七条の十二関係） 
 

            
検   定   申   請   書 

 

 
 
上記により、         の検定を受けたく申請します。 
 
 
 

 
年   月   日 

 
 
 
 
 
国 立 感 染 症 研 究 所 長 
国立医薬品食品衛生研究所長 

製造販売業者又は選任製造販売業者の氏名  
製造販売業者又は選任製造販売業者の住所  
検定に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品

を保有する施設の名称及び所在地 
 

医薬品、医療機器又は再生医療等製品の名称  
製 造 番 号 又 は 製 造 記 号  
製 造 年 月 日  
容 器 又

は 被 包 
種 類  
数 量  

試 験 品 の 数 量  
備                  考  

第  号 
            年  月  日 
都道府県 
  経  由 

 
 

知   事 

薬 事 監 視 員 氏 名  
試 験 品 採 取 年 月 日  

殿 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

収 入
印 紙 

医 薬 品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 

○印  

○印  
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（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は、正副２通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 
５ この申請書は、各品目の製造番号又は製造記号ごとに作成すること。 
６ この申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品の検定が２以上の製造段階について行われるべき場合に

あつては、この申請に係る製造段階の別について、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の名称欄に併せて記載

すること。 
７ 容器又は被包の数量には、試験品の容器又は被包の数量を含めないこと。 
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(
第一項

第二項) 

様式第九十六（第二百条関係） 
 

検 定 合 格 証 明 書 

 

第 号 

 

 

出願者の住所 （法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

出願者の氏名 （法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

 

医薬品、医療機器又は再生

医療等製品の名称 
合格番号 

製造番号又は 

製造記号 
数量 備考 

     

 

 

   医 薬 品 

上記の 医 療 機 器 は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の 
再生医療等製品 

 
確保等に関する法律第四十三条       に規定する検定に合格したことを証明する。 

     

 

    年   月   日 

 

 

 

 

 

国 立 感 染 症 研 究 所 長 

印 

国立医薬品食品衛生研究所長 

 

(注意) この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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十
七
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一
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を
加
え
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。
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様式第九十七の二（第二百十六条の八関係） 
 

添付文書記載事項 届出受理 通知書 
 

届 出 を 受 理 し た 期 間  

届 出 件 数  

備 考  

 
上記により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 52 条の 3 第 3 項

の規定に基づき届出を受理したことを通知します。 
 

年  月  日 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 ○印  

 
厚生労働大臣    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと記載すること。 
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九
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を
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九
十
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し
、
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。
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様式第九十八（第二百二十八条の十二、第二百二十八条の十三関係） 

 

              委  託           
 

受託者の氏名（法人にあつて

は、名称及び代表者の氏名）  

受託者の住所（法人にあつて

は、主たる事務所の所在地）  

特定医療機

器の名称 

一般的名 称  

販 売 名  

特定医療機器の承認番号  

特定医療機器の承認年月日  

備 考  

 
上記により、特定医療機器に関する記録の保存等の事務の委託の      をします。 
 

年  月  日 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働大臣 殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 受託者を変更する場合にあつては、変更後の受託者について記載すること。 
 

届 書 
変更届書 

届 出 
変更の届出 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様式第九十八の二（第二百二十八条の十七、第二百二十八条の十八関係） 
 

 

再生医療等製品に関する記録及び保存 委託 
届  書 
変更届書 

 
受託者の氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） 
 

受託者の住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地） 
 

記録受託責任者の氏名  

記録受託責任者の住所  

再生医療等

製品の名称 

一般的名称  

販 売 名  

再生医療等製品の承認番号  

再生医療等製品の承認年月日  

備         考  

 

上記により、再生医療等製品に関する記録又は保存の事務の委託の 
届   出 

をします。 
変更の届出 

年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 
 

氏 名 
法人にあつては、名

称及び代表者の氏名 ○印  

厚生労働大臣    殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと記載すること。 
３ 受託者を変更する場合にあつては、変更後の受託者について記載すること。 
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様式第九十八の三（第二百二十八条の二十一関係） 
 

副作用救済給付等に関する情報 整理 結果 通知書 
 

副作用救済給付等に関する情報の 
整理を行った期間 

 

整 理 件 数  

整 理 の 結 果  

備 考  

 
上記により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 68 条の 10 第 3 項

の規定に基づき副作用救済給付請求等の整理の結果を通知します。 
 

年  月  日 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 ○印  

 
厚生労働大臣    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと記載すること。 

 

- 601 -



様式第九十八の四（第二百二十八条の二十一、第二百二十八条の二十四関係） 
 

副作用等報告 
調査 結果 通知書 

副作用救済給付等に関する情報 
 
 

 

調 査 の 名 称  

調 査 の 結 果  

備 考  

 
上記により、調査の結果を通知します。 
 

年  月  日 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 ○印  

 
厚生労働大臣    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと記載すること。 
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様式第九十八の五（第二百二十八条の二十四関係） 
 

副作用等報告 整理 結果 通知書 
 

副作用等報告に関する情報の整理

を行った期間 
 

報 告 件 数  

報 告 者 数  

整 理 の 結 果  

備 考  

 
上記により、副作用等報告の整理の結果を通知します。 
 

年  月  日 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 ○印  

 
厚生労働大臣    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと記載すること。 
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様式第九十九（第二百二十九条関係） 

 

 
生 物 由 来 製 品 製 造 管 理 者 承 認 申 請 書 

 
 
 

 製 造 業 の 許 可 又 は 登 録 区 分
  

  

 

製造業の許可又は登録番号及び年月日  

  製 造 所 の 名 称     

製 造 所 の 所 在 地   

 

管理者 

  氏     名     

  住     所      

備      考  

 

 

 

上 記 に よ り 、 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 第 68条 の 16第 1項 の 規 定 に よ る 生 物 由 来 製 品 製 造 管 理 者 の 承 認 を

申 請 し ま す 。  

 

 

 

     年   月   日  

 

 

 

 

地 方 厚 生 局 長  

都 道 府 県 知 事  

 

殿 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 

たる事務所の所在地 
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（ 注 意 ）  

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ この申請書は、地方厚生局長に提出する場合にあつては正副 2 通、都道府県知事に

提出する場合にあつては正本１通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 備考欄には、申請に係る者が生物由来製品製造管理者となる予定年月日を記載する

こと。 
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様式第九十九の二（第二百三十八条、第二百三十九条関係） 
 

 

委託 
届  書 
変更届書 

 
受託者の氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） 
 

受託者の住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地） 
 

記録受託責任者の氏名  

記録受託責任者の住所  

生物由来製

品の名称 

一般的名称  

販 売 名  

生物由来製品の承認番号  

生物由来製品の承認年月日  

備         考  

 

上記により、生物由来製品に関する記録又は保存の事務の委託の 
届   出 

をします。 
変更の届出 

年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 
 

氏 名 
法人にあつては、名

称及び代表者の氏名 ○印  

厚生労働大臣    殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと記載すること。 
３ 受託者を変更する場合にあつては、変更後の受託者について記載すること。 
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。
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様式第百七（二）（第二百五十条関係） 
 

希少疾病用医療機器指定申請書 
 

上記により、希少疾病用医療機器の指定を申請します。 
     年  月  日 
 
     住所 
 
 
     氏名      印 
 
厚生労働大臣 殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格 A4とすること。 

２ この申請書は、正副 2通提出すること。 

３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではっきり書くこと。 

４ 粉状又は液状の医療機器にあっては、形状、構造及び寸法欄の記載を要しないこと。 

類別 
 

 

名称 
 

 

形状、構造及び原理 
 

 

原材料 
 

 

製造方法 
 

 

予定される使用目的又は

効果 
 

予定される使用方法  
使用価値が特に優れてい

ると判断する理由 
 

備考 
 

 

法人にあっては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあっては、名 
称及び代表者の氏名 
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様式第百七(三)（第二百五十条関係） 
 

希少疾病用再生医療等製品指定申請書 
 

名 称  

形状、構造、成分、分量

又は本質 
 

製 造 方 法  

予定される用法及び用量

又は使用方法 
 

予定される効能、効果又

は性能 
 

使用価値が特に優れてい

ると判断する理由 
 

備 考  

 
上記により、希少疾病用再生医療等製品の指定を申請します。 
 
  

年  月  日                  
 
 
 
 
 
 

厚生労働大臣  殿 
 

（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は正副２通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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様式第百八（第二百五十二条関係） 
 

 
             中止届書 

 
 

指 定 年 月 日  

名 称  

中 止 の 理 由  

備 考  

 
 
上記により、             の     中止の届出をします。 
 
  

年  月  日                  
 
 
 
 
 
 

厚生労働大臣  殿 
 

（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この申請書は正副２通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

希 少 疾 病 用 医 薬 品 
希 少 疾 病 用 医 療 機 器 
希少疾病用再生医療等製品 

試験研究 
製造販売 
製 造 

希 少 疾 病 用 医 薬 品 
希 少 疾 病 用 医 療 機 器 
希少疾病用再生医療等製品 

試験研究 
製造販売 
製 造 
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様式第百十二（一）（第二百六十二条関係） 
 
 

                    条件変更申出書 
 
 
許可番号又は認定番号及

び年月日 
 

主たる機能を有する事務

所又は製造所の名称 
 

主たる機能を有する事務

所又は製造所の所在地 
 

条件の変更

希望内容 

事       項 変    更    前 変    更    後 
   

構 造 設 備 の 概 要  
備 考  

 
 
上記により、        の       の    の条件の変更を希望します。 
 
 

年  月  日 
  

 
 
 

 
  厚生労働大臣 
  地方厚生局長  殿 
  都道府県知事 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 条件の変更希望内容欄の事項の箇所には、変更を希望する許可又は認定の条件の種類を記載

すること。 
４ 条件の変更希望内容欄の変更前の箇所には、同欄の事項の箇所に記載した許可又は認定の条

件の種類について申出時点における許可又は認定の条件の内容を記載すること。 
５ 条件の変更希望内容欄の変更後の箇所には、同欄の事項の箇所に記載した許可又は認定の条

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 

製 造 販 売 業 
製 造 業 
外国製造業者 

許 可 
認 定 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 

製 造 販 売 業 
製 造 業 
外国製造業者 

許 可 
認 定 
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件の種類について希望する許可又は認定の条件の内容を記載すること。 

６ 条件の変更の希望する事項が２以上であるときは、条件の変更希望内容欄の事項、変更前及

び変更後の箇所に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。また、条件の変更希望内

容欄の事項、変更前又は変更後の箇所に全てを記載することができないときは、この箇所に「別

紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
７ 構造設備の概要欄には、許可又は認定の条件の変更に係る部分についてのみ記載すること。 
８ 認定外国製造業者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を併記すること。また、

署名をもって押印に代えることができるものとする。 
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様式第百十二（二）（第二百六十二条関係） 
 
 

       製造販売承認 条件変更申出書 
 
 
承 認 番 号 及 び 年 月 日  
主たる機能を有する事務

所の名称 
 

主たる機能を有する事務

所の所在地 
 

条件の変更

希望内容 

事       項 変    更    前 変    更    後 
   

備 考  
 
 
上記により、        の製造販売の承認の条件の変更を希望します。 
 
 

年  月  日 
  

 
 
 

 
  厚生労働大臣 
  地方厚生局長  殿 
  都道府県知事 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 条件の変更希望内容欄の事項の箇所には、変更を希望する承認の条件の種類を記載すること。 
４ 条件の変更希望内容欄の変更前の箇所には、同欄の事項の箇所に記載した承認の条件の種類

について申出時点における承認の条件の内容を記載すること。 
５ 条件の変更希望内容欄の変更後の箇所には、同欄の事項の箇所に記載した承認の条件の種類

について希望する承認の条件の内容を記載すること。 
６ 条件の変更の希望する事項が２以上であるときは、条件の変更希望内容欄の事項、変更前及

び変更後の箇所に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。また、条件の変更希望内

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 
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容欄の事項、変更前又は変更後の箇所に全てを記載することができないときは、この箇所に「別

紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
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様式第百十二（三）（第二百六十二条関係） 
 
 

外国製造         製造販売承認 条件変更申出書 
 
 
承 認 番 号 及 び 年 月 日  
主たる機能を有する事務

所の名称 
 

主たる機能を有する事務

所の所在地 
 

条件の変更

希望内容 

事       項 変    更    前 変    更    後 
   

備 考  
 
 
上記により、外国製造の        の製造販売の承認の条件の変更を希望します。 
 
 

年  月  日 
邦文 

                 住 所 
                                         外国文 
                                         
 
                                        

邦文          ○印又は署名 
                 氏 名 
                                         外国文 
                                        
                     

 
選任製造販売業者 

                     
住 所 

 
 

氏 名 
 
  厚生労働大臣  殿 
 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 

医 薬 品 
医 薬 部 外 品 
化 粧 品 
医 療 機 器 
再生医療等製品 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

（   ） 法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 ○印  

（   ） 法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 
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３ 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地欄には、選任製造販売業者に係るものを記載す

ること。 
４ 条件の変更希望内容欄の事項の箇所には、変更を希望する承認の条件の種類を記載すること。 
５ 条件の変更希望内容欄の変更前の箇所には、同欄の事項の箇所に記載した承認の条件の種類

について申出時点における承認の条件の内容を記載すること。 
６ 条件の変更希望内容欄の変更後の箇所には、同欄の事項の箇所に記載した承認の条件の種類

について希望する承認の条件の内容を記載すること。 
７ 条件の変更の希望する事項が２以上であるときは、条件の変更希望内容欄の事項、変更前及

び変更後の箇所に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。また、条件の変更希望内

容欄の事項、変更前又は変更後の箇所に全てを記載することができないときは、この箇所に「別

紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
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様式第百十二の二 （第二百六十四条関係） 

 

                   適合性調査 結果 通知書 
 

名

称 
一 般 的 名 称  
販 売 名  

申 請 者 名  

適 合 性 調 査 申 請 年 月 日  

調査を行つた製造所の名称  

調査を行つた製造所の所在地  

製造業者の氏名（法人にあつて

は、名称及び代表者の氏名）  

製造業者の住所（法人にあつて

は、主たる事務所の所在地）  

製造業の登録番号及び年月日  

調 査 結 果  

備 考  

 
上記により、         の適合性調査の結果を通知します。 
 

年  月  日 
 
 

            適合性調査権者  ○印  

 
 殿 

 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
 
 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 

厚生労働大臣 
都道府県知事 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 
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様式第百十三（一）（第二百六十四条関係） 

 

 輸出用 適合性調査 申請書 

 

 
調査を受けようとする製造所の名称 

  

 
調査を受けようとする製造所の所在地 

  

 製造業者の氏名（法人にあつては、名
称及び代表者の氏名） 

  

 製造業者の住所（法人にあつては、主
たる事務所の所在地） 

  

 
製造業の許可区分 

  

 
製造業の許可番号及び年月日 

  

 
一 般 的 名 称 

  

 
輸 出 用 名 称 

  

 
輸 出 先 

  

 
届 出 年 月 日 

  

 
調 査 手 数 料 金 額 

  

 
備 考 

  

 

 上記により、輸出用の の適合性調査を申請します。 

 

   年   月   日 

 

 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 

都道府県知事 

医 薬 品 
医薬部外品 

医 薬 品 
医薬部外品 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 

たる事務所の所在地 

殿 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 製造業の許可区分欄には第26条第1項又は第2項の各号のいずれに該当するかを記載すること。 

４ 届出年月日欄には、令第 74 条の規定による届出の届出年月日を記載すること。 

５ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長に申請する場合にあつては、医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定める適合性調査手数料を機

構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様式第百十三（二）（第二百六十四条関係） 

 

輸出用          適合性調査 申請書 

 

 
調査を受けようとする製造所の名称 

  

 
調査を受けようとする製造所の所在地 

  

 製造業者の氏名（法人にあつては、名
称及び代表者の氏名） 

  

 製造業者の住所（法人にあつては、主
たる事務所の所在地） 

  

 
製造業の登録番号及び年月日 

  

 
一 般 的 名 称 

  

 
輸 出 用 名 称 

  

 
輸 出 先 

  

 
届 出 年 月 日 

  

 
調 査 手 数 料 金 額 

  

 
備 考 

  

 

 上記により、輸出用の          の適合性調査を申請します。 

 

   年   月   日 

 

 

 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 

たる事務所の所在地 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 

医 療 機 器  
体外診断用医薬品 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 届出年月日欄には、令第 74 条の２の規定による届出の届出年月日を記載すること。 

４ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定め

る適合性調査手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様式第百十三（三）（第二百六十四条関係） 

 

輸出用再生医療等製品 適合性調査 申請書 

 

 
調査を受けようとする製造所の名称 

  

 
調査を受けようとする製造所の所在地 

  

 製造業者の氏名（法人にあつては、名
称及び代表者の氏名） 

  

 製造業者の住所（法人にあつては、主
たる事務所の所在地） 

  

 
製造業の許可区分 

  

 
製造業の許可番号及び年月日 

  

 
一 般 的 名 称 

  

 
輸 出 用 名 称 

  

 
輸 出 先 

  

 
届 出 年 月 日 

  

 
調 査 手 数 料 金 額 

  

 
備 考 

  

 

 上記により、輸出用の再生医療等製品の適合性調査を申請します。 

 

   年   月   日 

 

 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

住 所 

氏 名 ○印  
法人にあつては、名 

称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 

たる事務所の所在地 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 

３ 製造業の許可区分欄には第 137 条の 9の各号のいずれに該当するかを記載すること。 

４ 届出年月日欄には、令第 74 条の３の規定による届出の届出年月日を記載すること。 

５ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令において定め

る適合性調査手数料を機構の口座に払い込んだことを証する書類の写しを裏面に貼付すること。 
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様
式
第
百
十
四
（
一
）
を
様
式
第
百
十
四
と
し
、
様
式
第
百
十
四
（
二
）
及
び
様
式
第
百
十
四
（
三
）
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。
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様式第百十四の二(一)（第二百六十五条の二関係） 
 

輸出用 医療機器   届書 
 
製造販売業又は製造業の許可又は登録番

号及び年月日 
 

製造販売業の許可の種類  
主たる機能を有する事務所又は製造所の

名称 
 

主たる機能を有する事務所又は製造所の

所在地 
 

製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
品
目 

類         別  

名   

称 
一 般 的 名 称  

輸 出 用 名 称  

形 状 、 構 造 及 び 原 理  

原 材 料  

使 用 目 的 又 は 効 果  

使 用 方 法  

輸 出 先  
備          考  

 
上記により、輸出用の医療機器の   の届出をします。 
 

年  月  日 
                                

 
 
 
 

 
厚生労働大臣    殿 

（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この届書は、正本1通及び副本2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 製造し、又は輸入しようとする品目欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄

に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
５ 類別欄には、令別表第一による類別を記載すること。 
６ 一般医療機器又は法第23条の２の23第1項の規定により指定する高度管理医療機器又は管理医療機

器にあつては、形状、構造及び原理欄、原材料欄、使用目的又は効果欄及び使用方法欄の記載を要せず、

歯科材料（固形の歯科用研削材料類を除く。）にあつては、形状、構造及び原理欄の記載を要せず、そ

の他の医療機器にあつては原材料欄の記載を要しないこと。 
 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

製造 
輸入 

製造 
輸入 
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様式第百十四の二（二）（第二百六十五条の二関係） 
 

輸出用 体外診断用医薬品    届書 
 

製造販売業又は製造業の許可又は登録番

号及び年月日 
 

製造販売業の許可の種類  
主たる機能を有する事務所又は製造所の

名称 
 

主たる機能を有する事務所又は製造所の

所在地 
 

製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
品
目 

名   

称 
一 般 的 名 称  

輸 出 用 名 称  

使 用 目 的  

形 状 、 構 造 及 び 原 理  

反 応 系 に 関 与 す る 成 分  

品 目 仕 様  

使 用 方 法  

輸 出 先  
備 考  

 
上記により、輸出用の体外診断用医薬品の  の届出をします。 

 
年  月  日 

 
 
 
 
 

 
厚生労働大臣    殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この届書は、正副2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 製造し、又は輸入しようとする品目欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄

に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
 
 
 

 
 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

製造 
輸入 

製造 
輸入 
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式
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四
の
二
（
二
）
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様式第百十四の三（第二百六十五条の三関係） 
 

輸出用 再生医療等製品   届書 
 
製造販売業又は製造業の許可番号及び年

月日 
 

製造販売業の許可の種類又は製造業の許

可区分 
 

主たる機能を有する事務所又は製造所の

名称 
 

主たる機能を有する事務所又は製造所の

所在地 
 

製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る

品
目 

類         別  

名   

称 
一 般 的 名 称  

輸 出 用 名 称  

形状、構造、成分、分量又は本質  

効 能 、 効 果 又 は 性 能  

用法及び用量又は使用方法  

輸 出 先  
備          考  

 
上記により、輸出用の再生医療等製品の   の届出をします。 
 

年  月  日 
                                

 
 
 
 

 
厚生労働大臣    殿 

（注意） 
１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とすること。 
２ この届書は、正本1通及び副本2通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 製造し、又は輸入しようとする品目欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄

に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
５ 類別欄には、令別表第二による類別を記載すること。 
 

住 所 

氏 名 ○印  法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

製造 
輸入 

製造 
輸入 
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様式第百二十（第二百八十条の三関係） 
 

原薬等登録原簿登録申請書 
 

登 録 区 分 
（ 原 薬 等 の 種 類 ）  

原 薬 等 の 名 称  

製 造 所 の 名 称  
製 造 所 の 所 在 地  
成 分 及 び 分 量 又 は 本 質  
製 造 方 法  
規 格 及 び 試 験 方 法  
安 定 性 に 関 す る 情 報  
貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間  
安 全 性 に 関 す る 情 報  
製造業の許可区分若しくは登録区

分又は外国製造業者の認定区分若

しくは登録区分 

 

製造業の許可番号若しくは登録番

号又は外国製造業者の認定番号若

しくは登録番号及び年月日 

 

原薬等国内管理人 氏  名  
住  所  

備 考  
 
上記により、原薬等登録原簿の登録を申請します。 
 

年  月  日 
 
                
 
 
 
 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

住 所 

氏 名 
○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 
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（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ この申請書は、正副 2 通提出すること。 
３ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
４ 登録区分欄には、第 280 条の 2 各号のいずれに該当するかを記載すること。 
５ 製造業の許可区分若しくは登録区分又は外国製造業者の認定区分若しくは登録区分欄及び

製造業の許可番号若しくは登録番号又は外国製造業者の認定番号若しくは登録番号欄には、

当該製造業者が法第 13 条の許可、法第 13 条の 3 の認定、法第 23 条の 2 の 3 及び法第 23 条

の 2 の 4 の登録、法 23 条の 22 の許可又は法 23 条の 24 の認定を受けている場合に記載する

こと。 
６ 製造方法欄、規格及び試験方法欄、安定性に関する情報欄、貯蔵方法及び有効期限欄及び安

全性に関する情報欄に当該記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙の

とおり」と記載し、別紙を添付すること。 
７ 原薬等国内管理人欄は、第 280 条の 3 第 2 項の規定により原薬等国内管理人が選任され

ている場合に記載すること。 
８ 原薬等を外国において製造する者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を並記する

こと。また、署名をもつて押印に代えることができるものとする。 
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様式第百二十一 （第二百八十条の四関係） 
登録番号 
 

原 薬 等 登 録 原 簿 登 録 証 
 

原薬等製造業者の氏名 (法人にあつては、その名称) 

製 造 所 の 名 称 及 び 所 在 地    

製 造 業 の 許 可 又 は 登 録 番 号 若 し く は  

外 国 製 造 業 者 の 認 定 又 は 登 録 番 号  

原 薬 等 国 内 管 理 人 の 氏 名 及 び 住 所    

 

１．登録区分 
２．原薬等の名称 
３．登録資料項目 
 
上記品目は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

第８０条の６の規定により、原薬等登録原簿に登録されていることを証明する。 
      年  月  日 

 

 

    独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長   ○印  
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様式第百二十二（第二百八十条の五関係） 
 

原薬等登録原簿登録証書換え交付申請書 
 

登 録 区 分 
（原薬等の種類） 

 

原 薬 等 の 名 称  

登 録 番 号  登録年月日  

変
更
内
容 

事        項 変     更     前 変     更     後 
   

変 更 年 月 日  

備 考  

 
上記により、原薬等登録原簿登録証の書換え交付を申請します。 
 

年  月  日 
 

 
 
 
 

 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 登録区分欄には、第 280 条の 2 各号のいずれに該当するかを記載すること。 
４ 原薬等国内管理人が選任されている場合には、備考欄に原薬等国内管理人の氏名（法人にあ

つては、名称及び代表者の氏名）及び住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地）を記載

すること。 
５ 原薬等を外国において製造する者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を並記する

こと。また、署名をもつて押印に代えることができるものとする。 

 
 

住 所 

氏 名 
○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 
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様式第百二十三（第二百八十条の六関係） 
 

原薬等登録原簿登録証再交付申請書 
 

登 録 区 分 
（原薬等の種類） 

 

原 薬 等 の 名 称  

登 録 番 号  登録年月日  

再交付申請の理由  

備 考  

 
上記により、原薬等登録原簿登録証の再交付を申請します。 
 

年  月  日 
 
 
 
 
 
 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 登録区分欄には、第 280 条の 2 各号のいずれに該当するかを記載すること。 
４ 原薬等国内管理人が選任されている場合には、備考欄に原薬等国内管理人の氏名（法人にあ

つては、名称及び代表者の氏名）及び住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地）を記載

すること。 
５ 原薬等を外国において製造する者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を並記する

こと。また、署名をもつて押印に代えることができるものとする。 

 

住 所 

氏 名 
○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 
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様式第百二十四（第二百八十条の十関係） 
 

原薬等登録原簿変更登録申請書 
 

登 録 区 分 
（ 原 薬 等 の 種 類 ）  

原 薬 等 の 名 称  
登 録 番 号 及 び 登 録 年 月 日  
製 造 所 の 名 称  
製 造 所 の 所 在 地  
許可、認定又は登録の区分  
許可、認定又は登録番号及び年月日  
変 更 予 定 年 月 日  
変

更

内

容 
 

事       項 変     更     前 変     更     後 
   

備 考  
 

上記により、原薬等登録原簿の変更の登録を申請します。 
 
      年  月  日 
 
                

 
 
 

 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 登録区分欄には、第 280 条の 2 各号のいずれに該当するかを記載すること。 
４ 許可、認定又は登録の区分欄は、当該製造業者が法第 13 条の許可、法第 13 条の 3 の認定、

法第 23 条の 2 の 3 及び法第 23 条の 2 の 4 の登録、法 23 条の 22 の許可又は法 23 条の 24 の

認定を受けている場合に記載すること。 
５ 変更内容欄に変更事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と

記載し、別紙を添付すること。 
６ 原薬等国内管理人が選任されている場合には、備考欄に原薬等国内管理人の氏名（法人

にあつては、名称及び代表者の氏名）及び住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地）

を記載すること。 
７ 原薬等を外国において製造する者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を並記する

こと。また、署名をもつて押印に代えることができるものとする。 

住 所 

氏 名 
○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 
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様式第百二十五（第二百八十条の十二関係） 
 

原薬等登録原簿軽微変更届書 
 

登 録 区 分 
（ 原 薬 等 の 種 類 ） 

 

原 薬 等 の 名 称  

登録番号及び登録年月日  

製 造 所 の 名 称  
製 造 所 の 所 在 地  
許可、認定又は登録の区分  
許可、認定又は登録番号及び年月日  

変
更
内
容 

事          項 変     更     前 変     更     後 
   

変 更 年 月 日  
備 考  

 
上記により、原薬等登録原簿の軽微変更の届出をします。 
 
      年  月  日 
 
 
                

 
 

 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 登録区分欄には、第 280 条の 2 各号のいずれに該当するか記載すること。 
４ 許可又は認定の区分欄は、当該製造業者が法第 13 条の許可、法第 13 条の 3 の認定、法第 23
条の 2 の 3 及び法第 23 条の 2 の 4 の登録、法 23 条の 22 の許可又は法 23 条の 24 の認定を受け

ている場合に記載すること。 
５ 変更内容欄に変更事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記

載し、別紙を添付すること。 
６ 原薬等国内管理人が選任されている場合には、備考欄に原薬等国内管理人の氏名（法人

にあつては、名称及び代表者の氏名）及び住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地）

を記載すること。 
７ 原薬等を外国において製造する者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を並

記すること。また、署名をもつて押印に代えることができるものとする。 

住 所 

氏 名 
○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 
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様式第百二十六（第二百八十条の十四関係） 
 

原薬等登録原簿登録承継届書 
 

承 継 登 録 品 目 
原薬等の名称 登録区分 登録番号 登録年月日 

    

承 継 理 由  

承 継 日  

被 承 継 者  

備 考  

 
上記により、原薬等登録原簿の登録の承継の届出をします。 
 

    年  月  日 
 
 
 

 
 

 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 承継品目欄には、品目が 2 以上であるときは、登録年月日の順に記載すること。 
４ 承継日欄には、相続の場合にあつては相続日を、その他の場合にあつては承継予定日を記載

すること。 
５ 被承継者が法第 13 条の許可、法第 13 条の 3 の認定、法第 23 条の 2 の 3 及び法第 23 条の

2 の 4 の登録、法 23 条の 22 の許可又は法 23 条の 24 の認定を取得している場合にあつては、

被承継者欄に当該許可、認定又は登録の種類若しくは区分、許可番号、認定番号若しくは登録

番号及び許可、認定若しくは登録年月日を記載すること。 
６ 原薬等国内管理人が選任されている場合には、備考欄に原薬等国内管理人の氏名（法人

にあつては、名称及び代表者の氏名）及び住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地）

を記載すること。 
７ 原薬等を外国において製造する者にあつては、外国語により申請者の住所及び氏名を並

記すること。また、署名をもつて押印に代えることができるものとする。 

住 所 

氏 名 
○印  

法人にあつては、主 
たる事務所の所在地 

法人にあつては、名 
称及び代表者の氏名 
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様式第百二十七 （第二百八十条の十五関係） 
 

原薬等登録原簿       通知書  

 
登録等を行つた期間  
件

数 
登 録  
却 下  
届 出 受 理  
登 録 の 抹 消  

備 考  
 
 
上記により、原薬等登録原簿に係る        を行つたことを通知します。 
 
 

年  月  日 
 
     独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長  印 
 

厚生労働大臣  殿 
 
 
 
 
（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書ではつきりと書くこと。 
３ 登録、申請却下、届出の受理又は登録の抹消を行つたことについて、必要に応じその内

容について別紙にまとめること。 
 

登 録 
申 請 却 下 
届出の受理 
登録の抹消 

登 録 
申 請 却 下 
届 出 の 受 理 
登 録 の 抹 消 
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別
表
第
五
を
別
表
第
六
と
し
、
別
表
第
四
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
五
（
第
二
百
二
十
八
条
の
十
関
係
）

医
薬
品

一

ア
ク
チ
ノ
マ
イ
シ
ン
Ｃ
及
び
そ
の
製
剤

二

ア
ク
チ
ノ
マ
イ
シ
ン
Ｄ
及
び
そ
の
製
剤

三

ア
ク
ラ
ル
ビ
シ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

四

Ｌ
―
ア
ス
パ
ラ
ギ
ン
ア
ミ
ド
ヒ
ド
ロ
ラ
ー
ゼ
（
別
名
Ｌ
―
ア
ス
パ
ラ
ギ
ナ
ー
ゼ
）
及
び
そ
の
製
剤

五

（
＋
）
―
（
七
Ｓ
・
九
Ｓ
）
―
九
―
ア
セ
チ
ル
―
九
―
ア
ミ
ノ
―
七
―
［
（
二
―
デ
オ
キ
シ
―
ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
エ

リ
ス
ロ
―
ペ
ン
ト
ピ
ラ
ノ
シ
ル
）
オ
キ
シ
］
―
七
・
八
・
九
・
一
〇
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
六
・
一
一
―
ジ
ヒ
ド
ロ
キ

シ
―
五
・
一
二
―
ナ
フ
タ
セ
ン
ジ
オ
ン
（
別
名
ア
ム
ル
ビ
シ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

六

四
―
ア
ミ
ノ
―
一
―
ア
ラ
ビ
ノ
フ
ラ
ノ
シ
ル
―
二
―
オ
キ
ソ
―
一
・
二
―
ジ
ヒ
ド
ロ
ピ
リ
ミ
ジ
ン
（
別
名
シ
タ
ラ

ビ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

七

（
三
Ｒ
Ｓ
）
―
三
―
（
四
―
ア
ミ
ノ
―
一
―
オ
キ
ソ
―
一
・
三
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
二
Ｈ
―
イ
ソ
イ
ン
ド
ー
ル
―
二
―
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イ
ル
）
ピ
ペ
リ
ジ
ン
―
二
・
六
―
ジ
オ
ン
（
別
名
レ
ナ
リ
ド
ミ
ド
）
及
び
そ
の
製
剤

八

Ｎ
―
｛
四
―
［
二
―
（
二
―
ア
ミ
ノ
―
四
―
オ
キ
ソ
―
四
・
七
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
一
Ｈ
―
ピ
ロ
ロ
［
二
・
三
―
ｄ
］

ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
五
―
イ
ル
）
エ
チ
ル
］
ベ
ン
ゾ
イ
ル
｝
―
Ｌ
―
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
（
別
名
ペ
メ
ト
レ
キ
セ
ド
）
、
そ
の

塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

九

五
―
ア
ミ
ノ
―
七
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
ト
リ
ア
ゾ
ロ
ピ
リ
ミ
ジ
ン
（
別
名
八
―
ア
ザ
グ
ア
ニ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

十

（
二
Ｒ
・
三
Ｒ
・
三
ａ
Ｓ
・
七
Ｒ
・
八
ａ
Ｓ
・
九
Ｓ
・
一
〇
ａ
Ｒ
・
一
一
Ｓ
・
一
二
Ｒ
・
一
三
ａ
Ｒ
・
一
三
ｂ
Ｓ

・
一
五
Ｓ
・
一
八
Ｓ
・
二
一
Ｓ
・
二
四
Ｓ
・
二
六
Ｒ
・
二
八
Ｒ
・
二
九
ａ
Ｓ
）
―
二
―
［
（
二
Ｓ
）
―
三
―
ア
ミ
ノ

―
二
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
］
―
三
―
メ
ト
キ
シ
―
二
六
―
メ
チ
ル
―
二
〇
・
二
七
―
ジ
メ
チ
リ
デ
ン
ヘ
キ
サ
コ

サ
ヒ
ド
ロ
―
一
一
・
一
五
：
一
八
・
二
一
：
二
四
・
二
八
―
ト
リ
エ
ポ
キ
シ
―
七
・
九
―
エ
タ
ノ
―
一
二
・
一
五
―

メ
タ
ノ
―
九
Ｈ
・
一
五
Ｈ
―
フ
ロ
［
三
・
二
―
ｉ
］
フ
ロ
［

・

：
五
・
六
］
ピ
ラ
ノ
［
四
・
三
―
ｂ
］
［
一
・

二′

三′

四
］
ジ
オ
キ
サ
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
コ
シ
ン
―
五
（
四
Ｈ
）
―
オ
ン
（
別
名
エ
リ
ブ
リ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の

製
剤

十
一

四
―
ア
ミ
ノ
―
一
―
ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
ア
ラ
ビ
ノ
フ
ラ
ノ
シ
ル
―
二
（
一
Ｈ
）
―
ピ
リ
ミ
ジ
ノ
ン

―
（
ナ
ト
リ

五′
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ウ
ム

オ
ク
タ
デ
シ
ル

ホ
ス
フ
ア
ー
ト
）
別
名
シ
タ
ラ
ビ
ン

オ
ク
ホ
ス
フ
ア
ー
ト
）
及
び
そ
の
製
剤

十
二

二
―
ア
ミ
ノ
―
九
―
ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
ア
ラ
ビ
ノ
フ
ラ
ノ
シ
ル
―
六
―
メ
ト
キ
シ
―
九
Ｈ
―
プ
リ
ン
（
別
名
ネ
ラ

ラ
ビ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

十
三

四
―
ア
ミ
ノ
―
一
―
ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
リ
ボ
フ
ラ
ノ
シ
ル
―
一
・
三
・
五
―
ト
リ
ア
ジ
ン
―
二
（
一
Ｈ
）
―
オ
ン

（
別
名
ア
ザ
シ
チ
ジ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

十
四

一
―
（
四
―
ア
ミ
ノ
―
二
―
メ
チ
ル
―
五
―
ピ
リ
ミ
ジ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
―
三
―
（
ベ
ー
タ
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―

三
―
ニ
ト
ロ
ソ
尿
素
（
別
名
ニ
ム
ス
チ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

十
五

四
―
ア
ミ
ノ
―
一
〇
―
メ
チ
ル
葉
酸
（
別
名
メ
ソ
ト
レ
キ
セ
ー
ト
）
及
び
そ
の
製
剤

十
六

七
ア
ル
フ
ア
―
［
九
―
［
（
四
・
四
・
五
・
五
・
五
―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）
ス
ル
フ
イ
ニ
ル
］
ノ
ニ

ル
］
エ
ス
ト
ラ
―
一
・
三
・
五
（
一
〇
）
―
ト
リ
エ
ン
―
三
・
一
七
ベ
ー
タ
―
ジ
オ
ー
ル
（
別
名
フ
ル
ベ
ス
ト
ラ
ン

ト
）
及
び
そ
の
製
剤

十
七

二
・

―
ア
ン
ヒ
ド
ロ
―
一
―
ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
ア
ラ
ビ
ノ
フ
ラ
ノ
シ
ル
シ
ト
シ
ン
（
別
名
ア
ン
シ
タ
ビ
ン
）
、

二′

そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤
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十
八

Ｎ
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
―
四
―
（
二
―
メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ノ
メ
チ
ル
）
―
ベ
ン
ズ
ア
ミ
ド
（
別
名
プ
ロ
カ
ル
バ
ジ

ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

十
九

イ
ダ
ル
ビ
シ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

二
十

イ
ブ
リ
ツ
モ
マ
ブ

チ
ウ
キ
セ
タ
ン
及
び
そ
の
製
剤

二
十
一

イ
ミ
ノ
ジ
プ
ロ
ピ
ル
ジ
メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ネ
ー
ト
（
別
名
イ
ン
プ
ロ
ス
ル
フ
ァ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら

の
製
剤

二
十
二

イ
ン
タ
ー
フ
エ
ロ
ン
―
ア
ル
フ
ア
及
び
そ
の
製
剤

二
十
三

イ
ン
タ
ー
フ
エ
ロ
ン
―
ガ
ン
マ
及
び
そ
の
製
剤

二
十
四

イ
ン
タ
ー
フ
エ
ロ
ン
―
ベ
ー
タ
及
び
そ
の
製
剤

二
十
五

一
・
三
・
五
（
一
〇
）
―
エ
ス
ト
ラ
ト
リ
エ
ン
―
三
・
一
七
―
ベ
ー
タ
―
ジ
オ
ー
ル
＝
三
―
〔
ビ
ス
―
（
二

―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―
カ
ル
バ
メ
ー
ト
〕
＝
一
七
―
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
（
別
名
リ
ン
酸
エ
ス
ト
ラ
ム
ス
チ
ン
）
、
そ

の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

二
十
六

Ｎ
―
（
三
―
エ
チ
ニ
ル
フ
エ
ニ
ル
）
―
六
・
七
―
ビ
ス
（
二
―
メ
ト
キ
シ
エ
ト
キ
シ
）
キ
ナ
ゾ
リ
ン
―
四
―
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ア
ミ
ン
（
別
名
エ
ル
ロ
チ
ニ
ブ
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

二
十
七

（
一
）
―
（
五
Ｒ
・
五
ａ
Ｒ
・
八
ａ
Ｒ
・
九
Ｓ
）
―
九
―
〔
〔
四
・
六
―
Ｏ
―
（
Ｒ
）
―
エ
チ
リ
デ
ン
―
ベ

ー
タ
―
Ｄ
―
グ
ル
コ
ピ
ラ
ノ
シ
ル
〕
オ
キ
シ
〕
―
五
・
八
・
八
ａ
・
九
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
五
―
（
四
―
ヒ
ド
ロ
キ

シ
―
三
・
五
―
ジ
メ
ト
キ
シ
フ
エ
ニ
ル
）
フ
ロ
〔

・

：
六
・
七
〕
ナ
フ
ト
〔
二
・
三
―
ｄ
〕
―
一
・
三
―
ジ
オ

三′

四′

キ
ソ
ー
ル
―
六
（
五
ａ
Ｈ
）
―
オ
ン
（
別
名
エ
ト
ポ
シ
ド
）
及
び
そ
の
製
剤

二
十
八

九
―
エ
チ
ル
―
六
・
六
―
ジ
メ
チ
ル
―
八
―
［
四
―
（
モ
ル
ホ
リ
ン
―
四
―
イ
ル
）
ピ
ペ
リ
ジ
ン
―
一
―
イ

ル
］
―
一
一
―
オ
キ
ソ
―
六
・
一
一
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
五
Ｈ
―
ベ
ン
ゾ
［
ｂ
］
カ
ル
バ
ゾ
ー
ル
―
三
―
カ
ル
ボ
ニ
ト
リ

ル
（
別
名
ア
レ
ク
チ
ニ
ブ
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

二
十
九

一
・

―
エ
チ
レ
ン
ジ
―
四
―
イ
ソ
ブ
ト
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
オ
キ
シ
メ
チ
ル
―
三
・
五
―
ジ
オ
キ
ソ
ピ
ペ
ラ

一′

ジ
ン
（
別
名
ソ
ブ
ゾ
キ
サ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

三
十

エ
ピ
ル
ビ
シ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

三
十
一

オ
フ
ア
ツ
ム
マ
ブ
及
び
そ
の
製
剤

三
十
二

カ
ル
チ
ノ
フ
イ
リ
ン
及
び
そ
の
製
剤
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三
十
三

乾
燥
Ｂ
Ｃ
Ｇ
及
び
そ
の
製
剤

三
十
四

ク
ロ
モ
マ
イ
シ
ン
Ａ
３
及
び
そ
の
製
剤

三
十
五

（±

）
―
三
―
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―
二
―
〔
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―
ア
ミ
ノ
〕
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド

ロ
―
二
Ｈ
―
一
・
三
・
二
―
オ
キ
サ
ザ
ホ
ス
ホ
リ
ン
―
二
―
オ
キ
シ
ド
（
別
名
イ
ホ
ス
フ
ア
ミ
ド
）
及
び
そ
の
製
剤

三
十
六

二
―
ク
ロ
ロ
―

―
デ
オ
キ
シ
ア
デ
ノ
シ
ン
（
別
名
ク
ラ
ド
リ
ビ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

二′

三
十
七

二
―
ク
ロ
ロ
―
九
―
（
二
―
デ
オ
キ
シ
―
二
―
フ
ル
オ
ロ
―
ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
ア
ラ
ビ
ノ
フ
ラ
ノ
シ
ル
）
―
九

Ｈ
―
プ
リ
ン
―
六
―
ア
ミ
ン
（
別
名
ク
ロ
フ
ア
ラ
ビ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

三
十
八

四
―
｛
四
―
［
三
―
（
四
―
ク
ロ
ロ
―
三
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
フ
エ
ニ
ル
）
ウ
レ
イ
ド
］
フ
エ
ノ
キ
シ

｝
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
ピ
リ
ジ
ン
―
二
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別
名
ソ
ラ
フ
エ
ニ
ブ
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

２

三
十
九

四
―
［
四
―
（
｛
［
四
―
ク
ロ
ロ
―
三
―
（
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
フ
エ
ニ
ル
］
カ
ル
バ
モ
イ
ル
｝
ア
ミ

ノ
）
―
三
―
フ
ル
オ
ロ
フ
エ
ノ
キ
シ
］
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
ピ
リ
ジ
ン
―
二
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別
名
レ
ゴ
ラ
フ
エ
ニ

ブ
）
及
び
そ
の
製
剤

四
十

（
二
Ｅ
）
―
Ｎ
―
［
四
―
（
三
―
ク
ロ
ロ
―
四
―
フ
ル
オ
ロ
ア
ニ
リ
ノ
）
―
七
―
｛
［
（
三
Ｓ
）
―
オ
キ
ソ
ラ
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ン
―
三
―
イ
ル
］
オ
キ
シ
｝
キ
ナ
ゾ
リ
ン
―
六
―
イ
ル
］
―
四
―
（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
ブ
タ
―
二
―
エ
ナ
ミ
ド
（

別
名
ア
フ
ア
チ
ニ
ブ
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

四
十
一

Ｎ
―
（
三
―
ク
ロ
ロ
―
四
―
フ
ル
オ
ロ
フ
エ
ニ
ル
）
―
七
―
メ
ト
キ
シ
―
六
―
［
三
―
（
モ
ル
ホ
リ
ン
―
四

―
イ
ル
）
プ
ロ
ポ
キ
シ
］
キ
ナ
ゾ
リ
ン
―
四
―
ア
ミ
ン
（
別
名
ゲ
フ
イ
チ
ニ
ブ
）
及
び
そ
の
製
剤

四
十
二

Ｎ
―
｛
三
―
ク
ロ
ロ
―
四
―
［
（
三
―
フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）
オ
キ
シ
］
フ
エ
ニ
ル
｝
―
六
―
［
五
―
（
｛

［
二
―
（
メ
チ
ル
ス
ル
ホ
ニ
ル
）
エ
チ
ル
］
ア
ミ
ノ
｝
メ
チ
ル
）
フ
ラ
ン
―
二
―
イ
ル
］
キ
ナ
ゾ
リ
ン
―
四
―
ア
ミ

ン
（
別
名
ラ
パ
チ
ニ
ブ
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

四
十
三

Ｎ
―
（
二
―
ク
ロ
ロ
―
六
―
メ
チ
ル
フ
エ
ニ
ル
）
―
二
―
（
｛
六
―
［
四
―
（
二
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
エ
チ
ル
）

ピ
ペ
ラ
ジ
ン
―
一
―
イ
ル
］
―
二
―
メ
チ
ル
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
四
―
イ
ル
｝
ア
ミ
ノ
）
―
一
・
三
―
チ
ア
ゾ
ー
ル
―
五

―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別
名
ダ
サ
チ
ニ
ブ
）
及
び
そ
の
製
剤

四
十
四

ゲ
ム
ツ
ズ
マ
ブ
オ
ゾ
ガ
マ
イ
シ
ン
及
び
そ
の
製
剤

四
十
五

コ
バ
ル
ト
プ
ロ
ト
ポ
ル
フ
イ
リ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

四
十
六

酢
酸
一
七
―
（
ピ
リ
ジ
ン
―
三
―
イ
ル
）
ア
ン
ド
ロ
ス
タ
―
五
・
一
六
―
ジ
エ
ン
―
三
ベ
ー
タ
―
イ
ル
（
別
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名
ア
ビ
ラ
テ
ロ
ン
酢
酸
エ
ス
テ
ル
）
及
び
そ
の
製
剤

四
十
七

ザ
ル
コ
マ
イ
シ
ン
及
び
そ
の
製
剤

四
十
八

二
・
五
―
ジ
―
Ｏ
―
ア
セ
チ
ル
―
Ｄ
―
グ
ル
カ
ロ
―
一
・
四
―
六
・
三
―
ジ
ラ
ク
ト
ン
（
別
名
ア
セ
グ
ラ
ト

ン
）
及
び
そ
の
製
剤

四
十
九

（±
）
―
Ｎ
―
［
四
―
シ
ア
ノ
―
三
―
（
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
フ
エ
ニ
ル
］
―
三
―
［
（
四
―
フ
ル
オ

ロ
フ
エ
ニ
ル
）
ス
ル
ホ
ニ
ル
］
―
二
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
二
―
メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン
ア
ミ
ド
（
別
名
ビ
カ
ル
タ
ミ
ド
）
及

び
そ
の
製
剤

五
十

Ｎ
―
［
二
―
（
ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
チ
ル
］
―
五
―
［
（
Ｚ
）
―
（
五
―
フ
ル
オ
ロ
―
二
―
オ
キ
ソ
―
一
・

二
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
三
Ｈ
―
イ
ン
ド
ー
ル
―
三
―
イ
リ
デ
ン
）
メ
チ
ル
］
―
二
・
四
―
ジ
メ
チ
ル
―
一
Ｈ
―
ピ
ロ
ー
ル

―
三
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別
名
ス
ニ
チ
ニ
ブ
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

五
十
一

（
＋
）
―
（
四
Ｓ
）
―
四
・
一
一
―
ジ
エ
チ
ル
―
四
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
九
―
［
（
四
―
ピ
ペ
リ
ジ
ノ
ピ
ペ
リ

ジ
ノ
）
カ
ル
ボ
ニ
ル
オ
キ
シ
］
―
一
Ｈ
ピ
ラ
ノ
［

・

：
六
・
七
］
イ
ン
ド
リ
ジ
ノ
［
一
・
二
―
ｂ
］
キ
ノ
リ
ン

三′

四′

―
三
・
一
四
（
四
Ｈ
・
一
二
Ｈ
）
―
ジ
オ
ン
（
別
名
イ
リ
ノ
テ
カ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤
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五
十
二

二
―
［
（
三
Ｒ
Ｓ
）
―
二
・
六
―
ジ
オ
キ
ソ
ピ
ペ
リ
ジ
ン
―
三
―
イ
ル
］
イ
ソ
イ
ン
ド
リ
ン
―
一
・
三
―
ジ

オ
ン
（
別
名
サ
リ
ド
マ
イ
ド
）
及
び
そ
の
製
剤

五
十
三

（
Ｓ
Ｐ
―
四
―
二
）
―
［
（
一
Ｒ
・
二
Ｒ
）
―
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
―
一
・
二
―
ジ
ア
ミ
ン
―
κ
Ｎ
・
κ

］
Ｎ′

［
エ
タ
ン
ジ
オ
ア
ト
（
二
―
）
―
κ
Ｏ
・
κ
Ｏ
］
白
金
（
別
名
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

１

２

五
十
四

（
Ｓ
Ｐ
―
四
―
二
）
―
［
（
一
Ｒ
・
二
Ｒ
）
―
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
―
一
・
二
―
ジ
ア
ミ
ン
―
Ｎ
・

］
ビ
ス

Ｎ′

（
テ
ト
ラ
デ
カ
ノ
ア
ト
―
Ｏ
）
白
金
（
別
名
ミ
リ
プ
ラ
チ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

五
十
五

（
三
Ｒ
）
―
三
―
シ
ク
ロ
ペ
ン
チ
ル
―
三
―
［
四
―
（
七
Ｈ
―
ピ
ロ
ロ
［
二
・
三
―
ｄ
］
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
四

―
イ
ル
）
―
一
Ｈ
―
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
―
一
―
イ
ル
］
プ
ロ
パ
ン
ニ
ト
リ
ル
（
別
名
ル
キ
ソ
リ
チ
ニ
ブ
）
、
そ
の
塩
類
及

び
そ
れ
ら
の
製
剤

五
十
六

（±

）
―
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
（
オ
ル
ト
―
ク
ロ
ロ
フ
エ
ニ
ル
）
―
二
―
（
パ
ラ
―
ク
ロ
ロ
フ
エ
ニ

ル
）
―
エ
タ
ン
（
別
名
ミ
ト
タ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

五
十
七

三
―
［
（
一
Ｒ
）
―
一
―
（
二
・
六
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
三
―
フ
ル
オ
ロ
フ
エ
ニ
ル
）
エ
ト
キ
シ
］
―
五
―
［
一

―
（
ピ
ペ
リ
ジ
ン
―
四
―
イ
ル
）
―
一
Ｈ
―
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
―
四
―
イ
ル
］
ピ
リ
ジ
ン
―
二
―
ア
ミ
ン
（
別
名
ク
リ
ゾ
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チ
ニ
ブ
）
及
び
そ
の
製
剤

五
十
八

シ
ス
―
ジ
ア
ン
ミ
ン
グ
リ
コ
ラ
ト
白
金
（
別
名
ネ
ダ
プ
ラ
チ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

五
十
九

シ
ス
ー
ジ
ア
ン
ミ
ン
（
一
・
一
―
シ
ク
ロ
ブ
タ
ン
ジ
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ト
）
白
金
（
別
名
カ
ル
ボ
プ
ラ
チ
ン
）

及
び
そ
の
製
剤

六
十

シ
ス
―
ジ
ア
ン
ミ
ン
ジ
ク
ロ
ロ
白
金
（
別
名
シ
ス
プ
ラ
チ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

六
十
一

ジ
ノ
ス
タ
チ
ン

ス
チ
マ
ラ
マ
ー
及
び
そ
の
製
剤

六
十
二

一
・
四
―
ジ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
五
・
八
―
ビ
ス
〔
〔
二
―
〔
（
二
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
エ
チ
ル
）
ア
ミ
ノ
〕
エ
チ
ル

〕
ア
ミ
ノ
〕
ア
ン
ト
ラ
キ
ノ
ン
（
別
名
ミ
ト
キ
サ
ン
ト
ロ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

六
十
三

（
一
Ｒ
・
九
Ｓ
・
一
二
Ｓ
・
一
五
Ｒ
・
一
六
Ｅ
・
一
八
Ｒ
・
一
九
Ｒ
・
二
一
Ｒ
・
二
三
Ｓ
・
二
四
Ｅ
・
二
六

Ｅ
・
二
八
Ｅ
・
三
〇
Ｓ
・
三
二
Ｓ
・
三
五
Ｒ
）
―
一
・
一
八
―
ジ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
一
二
―
｛
（
一
Ｒ
）
―
二
―
［
（

一
Ｓ
・
三
Ｒ
・
四
Ｒ
）
―
四
―
（
二
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
エ
ト
キ
シ
）
―
三
―
メ
ト
キ
シ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
］
―
一
―
メ

チ
ル
エ
チ
ル
｝
―
一
九
・
三
〇
―
ジ
メ
ト
キ
シ
―
一
五
・
一
七
・
二
一
・
二
三
・
二
九
・
三
五
―
ヘ
キ
サ
メ
チ
ル
―

一
一
・
三
六
―
ジ
オ
キ
サ
―
四
―
ア
ザ
ト
リ
シ
ク
ロ
［
三
〇
・
三
・
一
・

〇

］
ヘ
キ
サ
ト
リ
ア
コ
ン
タ
―
一
六
・

四
・
九
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二
四
・
二
六
・
二
八
―
テ
ト
ラ
エ
ン
―
二
・
三
・
一
〇
・
一
四
・
二
〇
―
ペ
ン
タ
オ
ン
（
別
名
エ
ベ
ロ
リ
ム
ス
）
及

び
そ
の
製
剤

六
十
四

一
・
六
―
ジ
ブ
ロ
モ
―
一
・
六
―
ジ
デ
オ
キ
シ
―
Ｄ
―
マ
ン
ニ
ト
ー
ル
（
別
名
ミ
ト
ブ
ロ
ニ
ト
ー
ル
）
及
び

そ
の
製
剤

六
十
五

ジ
メ
タ
ン
ス
ル
ホ
キ
シ
ブ
タ
ン
（
別
名
ブ
ス
ル
フ
ア
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

六
十
六

（
＋
）
―
（
四
Ｓ
）
―
一
〇
―
［
（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
メ
チ
ル
］
―
四
―
エ
チ
ル
―
四
・
九
―
ジ
ヒ
ド
ロ

キ
シ
―
一
Ｈ
―
ピ
ラ
ノ
［

・

：
六
・
七
］
イ
ン
ド
リ
ジ
ノ
［
一
・
二
―
ｂ
］
キ
ノ
リ
ン
―
三
・
一
四
（
四
Ｈ
・

三′

四′

一
二
Ｈ
）
―
ジ
オ
ン
（
別
名
ノ
ギ
テ
カ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

六
十
七

五
―
（
｛
四
―
［
（
二
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
―
二
Ｈ
―
イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル
―
六
―
イ
ル
）
（
メ
チ
ル
）
ア
ミ
ノ
］

ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
二
―
イ
ル
｝
ア
ミ
ノ
）
―
二
―
メ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ン
ア
ミ
ド
（
別
名
パ
ゾ
パ
ニ
ブ
）
、
そ
の

塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

六
十
八

（
二
Ｒ
・
三
Ｓ
）
―
三
―
（
一
・
一
―
ジ
メ
チ
ル
エ
チ
ル
）
オ
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
ア
ミ
ノ
―
二
―
ヒ
ド
ロ
キ

シ
―
三
―
フ
エ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン
酸

（
一
Ｓ
・
二
Ｓ
・
三
Ｒ
・
四
Ｓ
・
五
Ｒ
・
七
Ｓ
・
八
Ｓ
・
一
〇
Ｒ
・
一
三
Ｓ
）
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―
四
―
ア
セ
ト
キ
シ
―
二
―
ベ
ン
ゾ
イ
ル
オ
キ
シ
―
五
・
二
〇
―
エ
ポ
キ
シ
―
一
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
七
・
一
〇
―
ジ

メ
ト
キ
シ
―
九
―
オ
キ
ソ
タ
キ
ス
―
一
一
―
エ
ン
―
一
三
―
イ
ル
（
別
名
カ
バ
ジ
タ
キ
セ
ル
）
及
び
そ
の
製
剤

六
十
九

五
―
（
三
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
―
一
―
ト
リ
ア
ゼ
ノ
）
―
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
―
四
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別
名
ダ

カ
ル
バ
ジ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

七
十

（
二
Ｅ
・
四
Ｅ
・
六
Ｅ
・
八
Ｅ
）
―
三
・
七
―
ジ
メ
チ
ル
―
九
―
（
二
・
六
・
六
―
ト
リ
メ
チ
ル
―
一
―
シ
ク

ロ
ヘ
キ
セ
ン
―
一
―
イ
ル
）
―
二
・
四
・
六
・
八
―
ノ
ナ
テ
ト
ラ
エ
ン
酸
（
別
名
ト
レ
チ
ノ
イ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

七
十
一

水
銀
ヘ
マ
ト
ポ
ル
フ
イ
リ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

七
十
二

セ
ツ
キ
シ
マ
ブ
及
び
そ
の
製
剤

七
十
三

セ
ル
モ
ロ
イ
キ
ン
及
び
そ
の
製
剤

七
十
四

ダ
ウ
ノ
ル
ビ
シ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

七
十
五

（
＋
）
―

―
デ
オ
キ
シ
―

・

―
ジ
フ
ル
オ
ロ
シ
チ
ジ
ン
（
別
名
ゲ
ム
シ
タ
ビ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び

二′

二′

二′

そ
れ
ら
の
製
剤

七
十
六

―
デ
オ
キ
シ
―
五
―
（
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
ウ
リ
ジ
ン
（
別
名
ト
リ
フ
ル
リ
ジ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

二′
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七
十
七

―
デ
オ
キ
シ
―
五
―
フ
ル
オ
ロ
ウ
リ
ジ
ン
（
別
名
ド
キ
シ
フ
ル
リ
ジ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

五′

七
十
八

（
Ｒ
）
―
三
―
（
二
―
デ
オ
キ
シ
―
ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
エ
リ
ス
ロ
―
ペ
ン
ト
フ
ラ
ノ
シ
ル
）
―
三
・
六
・
七
・

八
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
イ
ミ
ダ
ゾ
［
四
・
五
―
ｄ
］
［
一
・
三
］
ジ
ア
ゼ
ピ
ン
―
八
―
オ
ー
ル
（
別
名
ペ
ン
ト
ス
タ
チ

ン
）
及
び
そ
の
製
剤

七
十
九

（
＋
）
―
一
―
（
五
―
デ
オ
キ
シ
―
ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
リ
ボ
フ
ラ
ノ
シ
ル
）
―
五
―
フ
ル
オ
ロ
―
一
・
二
―
ジ

ヒ
ド
ロ
―
二
―
オ
キ
ソ
―
四
―
ピ
リ
ミ
ジ
ン
カ
ル
バ
ミ
ン
酸

ペ
ン
チ
ル
エ
ス
テ
ル
（
別
名
カ
ペ
シ
タ
ビ
ン
）
及
び

そ
の
製
剤

八
十

Ｎ
―
デ
ス
ア
セ
チ
ル
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
―
コ
ル
ヒ
チ
ン
（
別
名
デ
メ
コ
ル
チ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

八
十
一

テ
セ
ロ
イ
キ
ン
及
び
そ
の
製
剤

八
十
二

四
―
［
（
五
・
六
・
七
・
八
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
五
・
五
・
八
・
八
―
テ
ト
ラ
メ
チ
ル
―
二
―
ナ
フ
チ
ル
）

カ
ル
バ
モ
イ
ル
］
安
息
香
酸
（
別
名
タ
ミ
バ
ロ
テ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

八
十
三

一
―
（
二
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
フ
リ
ル
）
―
五
―
フ
ル
オ
ル
ウ
ラ
シ
ル
及
び
そ
の
製
剤

八
十
四

ド
キ
ソ
ル
ビ
シ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤
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八
十
五

ド
セ
タ
キ
セ
ル
及
び
そ
の
製
剤

八
十
六

ト
ラ
ス
ツ
ズ
マ
ブ
及
び
そ
の
製
剤

八
十
七

ト
ラ
ス
ツ
ズ
マ
ブ

エ
ム
タ
ン
シ
ン
及
び
そ
の
製
剤

八
十
八

ト
リ
エ
チ
レ
ン
チ
オ
ホ
ス
ホ
ル
ア
ミ
ド
及
び
そ
の
製
剤

八
十
九

ト
リ
ス
―
（
ベ
ー
タ
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―
ア
ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

九
十

ニ
ボ
ル
マ
ブ
及
び
そ
の
製
剤

九
十
一

ネ
オ
カ
ル
チ
ノ
ス
タ
チ
ン
及
び
そ
の
製
剤

九
十
二

バ
ク
リ
タ
キ
セ
ル
及
び
そ
の
製
剤

九
十
三

パ
ニ
ツ
ム
マ
ブ
及
び
そ
の
製
剤

九
十
四

パ
ラ
ー
［
ビ
ス
―
（
ベ
ー
タ
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―
ア
ミ
ノ
］
―
Ｌ
―
フ
エ
ニ
ル
ア
ラ
ニ
ン
（
別
名
メ
ル
フ
ア

ラ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

九
十
五

二
・
五
―
ビ
ス
―
（
一
―
ア
ジ
リ
ジ
ニ
ル
）
―
三
―
（
二
―
カ
ル
バ
モ
イ
ル
オ
キ
シ
―
一
―
メ
ト
キ
シ
エ
チ

ル
）
―
六
―
メ
チ
ル
ベ
ン
ゾ
キ
ノ
ン
（
別
名
カ
ル
ボ
コ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤
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九
十
六

四
―
｛
五
―
［
ビ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
ア
ミ
ノ
］
―
一
―
メ
チ
ル
―
一
Ｈ
―
ベ
ン
ゾ
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル

―
二
―
イ
ル
｝
ブ
タ
ン
酸
（
別
名
ベ
ン
ダ
ム
ス
チ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

九
十
七

一
・
三
―
ビ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―
一
―
ニ
ト
ロ
ソ
尿
素
（
別
名
カ
ル
ム
ス
チ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

九
十
八

一
・
四
―
ビ
ス
―
（
三
―
ブ
ロ
ム
プ
ロ
ピ
オ
ニ
ル
）
―
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
（
別
名
ピ
ポ
プ
ロ
マ
ン
）
及
び
そ
の
製

剤
九
十
九

Ｎ
―
Ｎ
―
ビ
ス
―
（
ベ
ー
タ
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―
Ｎ
―
プ
ロ
ピ
レ
ン
―
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
―
ジ
ア
ミ
ド
（
別

名
サ
イ
ク
ロ
ホ
ス
フ
ア
ミ
ド
）
及
び
そ
の
製
剤

百

ヒ
ド
ロ
キ
シ
尿
素
（
別
名
ヒ
ド
ロ
キ
シ
カ
ル
バ
ミ
ド
）
及
び
そ
の
製
剤

百
一

三
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
二
―
（
ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
ル
）
―
二
―
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸

（
一
Ｒ
・
二
Ｒ
・
四
Ｓ

）
―
四
―
｛
（
二
Ｒ
）
―
二
―
［
（
三
Ｓ
・
六
Ｒ
・
七
Ｅ
・
九
Ｒ
・
一
〇
Ｒ
・
一
二
Ｒ
・
一
四
Ｓ
・
一
五
Ｅ
・
一
七

Ｅ
・
一
九
Ｅ
・
二
一
Ｓ
・
二
三
Ｓ
・
二
六
Ｒ
・
二
七
Ｒ
・
三
四
ａ
Ｓ
）
―
九
・
二
七
―
ジ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
一
〇
・
二

一
―
ジ
メ
ト
キ
シ
―
六
・
八
・
一
二
・
一
四
・
二
〇
・
二
六
―
ヘ
キ
サ
メ
チ
ル
―
一
・
五
・
一
一
・
二
八
・
二
九
―

ペ
ン
タ
オ
キ
ソ
―
一
・
四
・
五
・
六
・
九
・
一
〇
・
一
一
・
一
二
・
一
三
・
一
四
・
二
一
・
二
二
・
二
三
・
二
四
・
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二
五
・
二
六
・
二
七
・
二
八
・
二
九
・
三
一
・
三
二
・
三
三
・
三
四
・
三
四
ａ
―
テ
ト
ラ
コ
サ
ヒ
ド
ロ
―
三
Ｈ
―
二

三
・
二
七
―
エ
ポ
キ
シ
ピ
リ
ド
［
二
・
一
―
ｃ
］
［
一
・
四
］
オ
キ
サ
ザ
シ
ク
ロ
ヘ
ン
ト
リ
ア
コ
ン
チ
ン
―
三
―
イ

ル
］
プ
ロ
ピ
ル
｝
―
二
―
メ
ト
キ
シ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
エ
ス
テ
ル
（
別
名
テ
ム
シ
ロ
リ
ム
ス
）
及
び
そ
の
製
剤

百
二

Ｎ
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―

―
フ
エ
ニ
ル
オ
ク
タ
ン
ジ
ア
ミ
ド
（
別
名
ボ
リ
ノ
ス
タ
ツ
ト
）
及
び
そ
の
製
剤

Ｎ′

百
三

ビ
ノ
レ
ル
ビ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

百
四

ピ
ラ
ル
ビ
シ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

百
五

ビ
ン
ク
リ
ス
チ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

百
六

ビ
ン
デ
シ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

百
七

ビ
ン
ブ
ラ
ス
チ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

百
八

五
―
フ
ル
オ
ロ
ウ
ラ
シ
ル
（
別
名
フ
ル
オ
ロ
ウ
ラ
シ
ル
）
及
び
そ
の
製
剤

百
九

（
＋
）
―
二
―
フ
ル
オ
ロ
―
九
―
（
五
―
Ｏ
―
フ
オ
ス
フ
オ
ノ
―
ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
ア
ラ
ビ
ノ
フ
ラ
ノ
シ
ル
）
―

九
Ｈ
―
プ
リ
ン
―
六
―
ア
ミ
ン
（
別
名
フ
ル
ダ
ラ
ビ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

百
十

ブ
レ
オ
マ
イ
シ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤
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百
十
一

ブ
レ
ン
ツ
キ
シ
マ
ブ

ベ
ド
チ
ン
及
び
そ
の
製
剤

百
十
二

五
―
ブ
ロ
ム
―

―
デ
オ
キ
シ
ウ
リ
ジ
ン
（
別
名
ブ
ロ
ク
ス
ウ
リ
ジ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

二′

百
十
三

一
―
ヘ
キ
シ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
―
五
―
フ
ル
オ
ロ
ウ
ラ
シ
ル
（
別
名
カ
ル
モ
フ
ー
ル
）
及
び
そ
の
製
剤

百
十
四

九
―
ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
リ
ボ
フ
ラ
ノ
シ
ル
―
九
Ｈ
―
プ
リ
ン
―
六
―
チ
オ
ー
ル
及
び
そ
の
製
剤

百
十
五

ベ
バ
シ
ズ
マ
ブ
及
び
そ
の
製
剤

百
十
六

ペ
プ
ロ
マ
イ
シ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

百
十
七

Ｎ
４
―
ベ
ヘ
ノ
イ
ル
―
一
―
ベ
ー
タ
―
Ｄ
―
ア
ラ
ビ
ノ
フ
ラ
ノ
シ
ル
シ
ト
シ
ン
（
別
名
エ
ノ
シ
タ
ビ
ン
）
及

び
そ
の
製
剤

百
十
八

ペ
ル
ツ
ズ
マ
ブ
及
び
そ
の
製
剤

百
十
九

ポ
ド
フ
イ
ル
酸
エ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ド
（
別
名
ミ
ト
ポ
ド
ジ
ド
）
及
び
そ
の
製
剤

百
二
十

ポ
ド
フ
イ
ル
ム
配
糖
体
の
ベ
ン
ジ
リ
デ
ン
化
合
物
及
び
そ
の
製
剤

百
二
十
一

マ
イ
ト
マ
イ
シ
ン
Ｃ
及
び
そ
の
製
剤

百
二
十
二

三
―
メ
チ
ル
―
四
―
オ
キ
ソ
―
三
・
四
―
ジ
ヒ
ド
ロ
イ
ミ
ダ
ゾ
［
五
・
一
―
ｄ
］
［
一
・
二
・
三
・
五
］
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テ
ト
ラ
ジ
ン
―
八
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別
名
テ
モ
ゾ
ロ
ミ
ド
）
及
び
そ
の
製
剤

百
二
十
三

メ
チ
ル

六
―
〔
三
―
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―
三
―
ニ
ト
ロ
ソ
ウ
レ
イ
ド
〕
―
六
―
デ
オ
キ
シ
―
ア

ル
フ
ア
―
Ｄ
―
グ
ル
コ
ピ
ラ
ノ
シ
ド
（
別
名
ラ
ニ
ム
ス
チ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

百
二
十
四

メ
チ
ル
ビ
ス
―
（
ベ
―
タ
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―
ア
ミ
ン
オ
キ
シ
ド
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

百
二
十
五

メ
チ
ル
ビ
ス
―
（
ベ
ー
タ
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―
ア
ミ
ン
（
別
名
メ
ク
ロ
ル
エ
タ
ミ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び

そ
れ
ら
の
製
剤

百
二
十
六

四
―
（
四
―
メ
チ
ル
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
―
一
―
イ
ル
メ
チ
ル
）
―
Ｎ
―
［
四
―
メ
チ
ル
―
三
―
（
四
―
ピ
リ
ジ

ン
―
三
―
イ
ル
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
二
―
イ
ル
ア
ミ
ノ
）
フ
エ
ニ
ル
］
ベ
ン
ズ
ア
ミ
ド
（
別
名
イ
マ
チ
ニ
ブ
）
、
そ
の
塩

類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

百
二
十
七

Ｎ
―
メ
チ
ル
―
二
―
（
｛
三
―
［
（
一
Ｅ
）
―
二
―
（
ピ
リ
ジ
ン
―
二
―
イ
ル
）
エ
テ
ン
―
一
―
イ
ル
］

―
一
Ｈ
―
イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル
―
六
―
イ
ル
｝
ス
ル
フ
ア
ニ
ル
）
ベ
ン
ズ
ア
ミ
ド
（
別
名
ア
キ
シ
チ
ニ
ブ
）
及
び
そ
の
製

剤
百
二
十
八

｛
（
一
Ｒ
）
―
三
―
メ
チ
ル
―
一
―
［
（
二
Ｓ
）
―
三
―
フ
エ
ニ
ル
―
二
―
（
ピ
ラ
ジ
ン
―
二
―
カ
ル
ボ
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キ
サ
ミ
ド
）
プ
ロ
パ
ン
ア
ミ
ド
］
ブ
チ
ル
｝
ボ
ロ
ン
酸
（
別
名
ボ
ル
テ
ゾ
ミ
ブ
）
及
び
そ
の
製
剤

百
二
十
九

四
―
メ
チ
ル
―
Ｎ
―
［
三
―
（
四
―
メ
チ
ル
―
一
Ｈ
―
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
―
一
―
イ
ル
）
―
五
―
（
ト
リ
フ

ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
フ
エ
ニ
ル
］
―
三
―
｛
［
四
―
（
ピ
リ
ジ
ン
―
三
―
イ
ル
）
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
二
―
イ
ル
］
ア
ミ
ノ

｝
ベ
ン
ズ
ア
ミ
ド
（
別
名
ニ
ロ
チ
ニ
ブ
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

百
三
十

六
―
メ
ル
カ
プ
ト
プ
リ
ン
及
び
そ
の
製
剤

百
三
十
一

モ
ガ
ム
リ
ズ
マ
ブ
及
び
そ
の
製
剤

百
三
十
二

溶
血
性
連
鎖
状
球
菌
を
ベ
ン
ジ
ル
ペ
ニ
シ
リ
ン
カ
リ
ウ
ム
と
と
も
に
加
熱
し
、
凍
結
乾
燥
し
た
も
の
及
び

そ
の
製
剤

百
三
十
三

リ
ツ
キ
シ
マ
ブ
及
び
そ
の
製
剤

（
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

薬
局
等
構
造
設
備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
、
「
医
療
機
器
の
製
造
業
（
第
十
四
条
―
第
十
四
条
の
四
）
」
を
「
再
生
医
療
等

製
品
の
製
造
業
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）
」
に
改
め
る
。
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第
一
章
の
章
名
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
る
。

第
一
条
第
一
項
第
六
号
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
ロ
中
「
か
ぎ
」
を
「
鍵
」
に
、
「
そ
の
他
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し

く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
」
を
「
そ
の
他
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
」

に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
と
す
る
者
又
は
」
を
「
と
す
る
者
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中
「
薬
事
法
施
行

令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
第
十
条
第
二

号
に
掲
げ
る
許
可
」
を
「
第
十
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
十
号
ロ
中
「
そ
の
他
一
般
用
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
」
を
「
そ
の
他
一

般
用
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
ハ
中
「
と
す
る
者
又

は
」
を
「
と
す
る
者
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
条
中
「
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、

「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
、
「
法
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
医
療
機
器
」
を
「
管
理
医
療
機
器
（
特
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定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
提
供
の
み
を
行
う
営
業
所
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。

第
一
章
中
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
営
業
所
の
構
造
設
備
）

第
五
条
の
二

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
営
業
所
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

採
光
、
照
明
及
び
換
気
が
適
切
で
あ
り
、
か
つ
、
清
潔
で
あ
る
こ
と
。

二

常
時
居
住
す
る
場
所
及
び
不
潔
な
場
所
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

冷
暗
貯
蔵
の
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
冷
暗
貯
蔵
が
必
要
な
再
生
医
療
等
製
品
を
取
り
扱
わ
な
い
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

取
扱
品
目
を
衛
生
的
に
、
か
つ
、
安
全
に
貯
蔵
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

第
六
条
中
「
及
び
第
二
項
第
二
号
の
区
分
並
び
に
」
を
「
の
区
分
及
び
」
に
、
「
及
び
第
二
項
第
二
号
の
区
分
の
」
を
「

の
区
分
の
」
に
、
「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
に
、
「
以
下
同
じ
。
）
（
以
下
「
製
造
業
者
等
」
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を
「
）
（
以
下
「
医
薬
品
製
造
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
こ
の
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同

条
第
五
号
中
「
充
て
ん
及
び
閉
そ
く
す
る
」
を
「
充
填
及
び
閉
塞
す
る
」
に
、
「
充
て
ん
作
業
又
は
閉
そ
く
作
業
」
を
「
充

填
作
業
又
は
閉
塞
作
業
」
に
、
同
条
第
七
号
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
医
薬
品
製
造
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
医
薬
品
製
造
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
充
て
ん
作
業
又
は
閉
そ
く
作
業
」

を
「
充
填
作
業
又
は
閉
塞
作
業
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
医
薬
品
製
造
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
十
項
」
を
「

第
二
条
第
十
一
項
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
製
造
業
者
等
」
を
「
医
薬
品
製
造
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
充
て
ん
作
業
」
を

「
充
填
作
業
」
に
、
「
閉
そ
く
作
業
」
を
「
閉
塞
作
業
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
充
て
ん
作
業
」
を
「
充
填
作
業
」
に
、

（3）

「
閉
そ
く
」
を
「
閉
塞
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
及
び
第
二
項
第
一
号
の
区
分
並
び
に
」
を
「
の
区
分
及
び
」
に
、
「
及
び
第
二
項
第
一
号
の
区
分
の

製
造
業
者
等
」
を
「
の
区
分
の
医
薬
品
製
造
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
地
く
ず
れ
」
を
「
地
崩
れ
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
ハ
中
「
し
や
へ
い
壁
」
を
「
遮
蔽
壁
」
に
、
「
し
や
へ
い
物
」
を
「
遮
蔽
物
」
に
改
め
、
同
号
ハ

中
「
被
ば

（1）
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く
す
る
」
を
「
被
爆
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
ロ
中
「
し
や
へ
い
壁
」
を
「
遮
蔽
壁
」
に
、
「
し
や
へ
い
物
」
を
「
遮

蔽
物
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
と
び
ら
、
ふ
た
」
を
「
扉
、
蓋
」
に
、
「
か
ぎ
」
を
「
鍵
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
か
ぎ
」

を
「
鍵
」
に
改
め
、
同
号
ヘ

中
「
き
裂
」
を
「
亀
裂
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ハ
中
「
し
や
へ
い
壁
」
を
「
遮
蔽
壁
」
に

（3）

、
「
し
や
へ
い
物
」
を
「
遮
蔽
物
」
に
改
め
、
同
号
ホ

中
「
排
水
浄
化
そ
う
」
を
「
排
水
浄
化
槽
」
に
改
め
、
同
号
ホ

（3）

（4）

中
「
排
水
浄
化
そ
う
」
を
「
排
水
浄
化
槽
」
に
、
「
ふ
た
」
を
「
蓋
」
に
、
「
さ
く
」
を
「
柵
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
被

ば
く
す
る
」
を
「
被
爆
す
る
」
に
改
め
、
同
号
ヌ

中
「
と
び
ら
、
ふ
た
」
を
「
扉
、
蓋
」
に
、
「
か
ぎ
」
を
「
鍵
」
に
改

（2）

め
、
同
項
第
五
号
中
「
さ
く
」
を
「
柵
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
第
二
項
第
一
号
の
区
分
並
び
に
」
を
「
の
区
分

及
び
」
に
、
「
及
び
第
二
項
第
一
号
の
区
分
の
製
造
業
者
等
」
を
「
の
区
分
の
医
薬
品
製
造
業
者
等
」
に
、
「
第
二
条
第
三

項
第
一
号
の
た
だ
し
書
き
」
を
「
第
二
条
第
三
項
第
一
号
た
だ
し
書
」
に
、
「
当
該
製
造
業
者
等
」
を
「
当
該
医
薬
品
製
造

業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
及
び
第
二
項
第
三
号
の
区
分
並
び
に
」
を
「
の
区
分
及
び
」
に
、
「
及
び
第
二
項
第
三
号
の
区
分
の
製
造
業

者
等
」
を
「
の
区
分
の
医
薬
品
製
造
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
医
薬
品
製
造
業
者
等
」
に

改
め
る
。
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第
十
二
条
中
「
第
二
十
六
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
三
項
第
二
号

」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
業
者
及
び
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
（
以
下
「
医

薬
部
外
品
製
造
業
者
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
充
て
ん
作
業
又
は
閉
そ
く
作
業
」
を
「
充
填
作
業
又

は
閉
塞
作
業
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
医
薬
部
外
品
製
造
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
中
「
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
三
項
第

一
号
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
製
造
業
者
等
」
を
「
医
薬
部
外
品
製
造
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
三
中
「
第
二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
三
項
第

三
号
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
第
三
号
」
に
、
「
製
造
業
者
等
」
を
「
医
薬
部
外
品
製
造
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
二
十
六
条
第
四
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
製
造
業

者
等
」
を
「
製
造
業
者
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
中
「
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
三
項
第
二
号
」
に
、
「
第
十
条
第
三
号
」
を
「

同
条
第
三
号
」
に
、
「
製
造
業
者
等
」
を
「
医
薬
品
製
造
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
四
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

- 686 -



第
四
節

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業

（
再
生
医
療
等
製
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
の
構
造
設
備
）

第
十
四
条

施
行
規
則
第
百
三
十
七
条
の
九
第
一
号
の
区
分
及
び
施
行
規
則
第
百
三
十
七
条
の
十
九
第
一
号
の
区
分
の
再
生

医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
及
び
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
再
生

医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
を
い
う
。
）
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
製
造
業
者
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
製
造
所
の
構

造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
製
造
所
の
製
品
を
製
造
す
る
の
に
必
要
な
設
備
及
び
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二

製
品
等
及
び
資
材
の
混
同
及
び
汚
染
を
防
止
し
、
円
滑
か
つ
適
切
な
作
業
を
行
う
の
に
支
障
の
な
い
よ
う
配
置
さ
れ

て
お
り
、
か
つ
、
清
掃
及
び
保
守
が
容
易
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

手
洗
設
備
及
び
更
衣
を
行
う
場
所
そ
の
他
必
要
な
衛
生
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

四

原
料
の
受
入
れ
、
製
品
の
保
管
等
を
行
う
区
域
は
、
製
品
の
製
造
を
行
う
他
の
区
域
か
ら
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五

原
料
の
受
入
れ
、
製
品
の
保
管
等
を
行
う
区
域
は
、
こ
れ
ら
を
行
う
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

六

作
業
所
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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イ

照
明
及
び
換
気
が
適
切
で
あ
り
、
か
つ
、
清
潔
で
あ
る
こ
と
。

ロ

常
時
居
住
す
る
場
所
及
び
不
潔
な
場
所
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

作
業
を
行
う
の
に
支
障
の
な
い
面
積
を
有
す
る
こ
と
。

ニ

防
じ
ん
、
防
虫
及
び
防
そ
の
た
め
の
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ホ

廃
水
及
び
廃
棄
物
の
処
理
に
要
す
る
設
備
又
は
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

ヘ

製
品
等
に
よ
り
有
毒
ガ
ス
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
そ
の
処
理
に
要
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

七

作
業
所
の
う
ち
、
作
業
室
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

屋
外
に
直
接
面
す
る
出
入
口
（
非
常
口
を
除
く
。
）
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
屋
外
か
ら
の
汚
染
を
防
止
す
る
の

に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ

出
入
口
及
び
窓
は
、
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

室
内
の
排
水
設
備
は
、
作
業
室
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ニ

作
業
室
の
天
井
は
、
ご
み
の
落
ち
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ホ

室
内
の
パ
イ
プ
、
ダ
ク
ト
等
の
設
備
は
、
表
面
に
ご
み
が
た
ま
ら
な
い
よ
う
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
清
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掃
が
容
易
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

八

作
業
所
の
う
ち
作
業
室
又
は
作
業
管
理
区
域
は
、
温
度
及
び
湿
度
（
湿
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
維
持
管
理
が
必
要
で

あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
維
持
管
理
で
き
る
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

九

作
業
所
の
う
ち
、
清
浄
度
管
理
区
域
（
作
業
所
の
う
ち
、
製
品
等
（
無
菌
操
作
に
よ
り
取
り
扱
う
必
要
の
あ
る
も
の

を
除
く
。
）
の
調
製
作
業
を
行
う
場
所
及
び
滅
菌
さ
れ
る
前
の
容
器
等
が
作
業
所
内
の
空
気
に
触
れ
る
場
所
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
無
菌
操
作
等
区
域
（
作
業
所
の
う
ち
、
無
菌
操
作
に
よ
り
取
り
扱
う
必
要
の
あ
る
製
品
等
の
調
製

作
業
を
行
う
場
所
、
滅
菌
さ
れ
た
容
器
等
が
作
業
所
内
の
空
気
に
触
れ
る
場
所
及
び
無
菌
試
験
等
の
無
菌
操
作
を
行
う

場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

天
井
、
壁
及
び
床
の
表
面
は
、
な
め
ら
か
で
ひ
び
割
れ
が
な
く
、
か
つ
、
じ
ん
あ
い
を
発
生
し
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。
ま
た
、
清
掃
が
容
易
で
、
消
毒
液
等
に
よ
る
噴
霧
洗
浄
に
耐
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

設
備
及
び
器
具
は
、
滅
菌
又
は
消
毒
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

排
水
設
備
は
、
有
害
な
廃
水
に
よ
る
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
適
切
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

清
浄
度
管
理
区
域
に
は
、
排
水
口
を
設
置
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
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作
業
室
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ホ

無
菌
操
作
等
区
域
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

排
水
口
を
設
置
し
な
い
こ
と
。

（1）

流
し
を
設
置
し
な
い
こ
と
。

（2）

十

作
業
所
の
う
ち
、
動
物
又
は
微
生
物
を
用
い
る
試
験
を
行
う
区
域
及
び
製
品
の
製
造
に
必
要
の
な
い
動
物
組
織
又
は

微
生
物
を
取
り
扱
う
区
域
は
、
当
該
製
品
の
製
造
を
行
う
他
の
区
域
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
空
気
処

理
シ
ス
テ
ム
が
別
系
統
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
一

作
業
所
の
う
ち
、
無
菌
操
作
を
行
う
区
域
は
、
フ
イ
ル
タ
ー
に
よ
り
処
理
さ
れ
た
清
浄
な
空
気
を
供
し
、
か
つ
、

適
切
な
差
圧
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
二

作
業
所
の
う
ち
、
病
原
性
を
持
つ
微
生
物
等
を
取
り
扱
う
区
域
は
、
適
切
な
陰
圧
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
構

造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
三

無
菌
操
作
等
区
域
で
使
用
し
た
器
具
の
洗
浄
、
消
毒
及
び
滅
菌
の
た
め
の
設
備
並
び
に
廃
液
等
の
処
理
の
た
め
の

設
備
を
有
す
る
こ
と
。
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十
四

空
気
処
理
シ
ス
テ
ム
は
、
微
生
物
等
に
よ
る
製
品
等
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
適
切
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ

と
。

十
五

配
管
、
バ
ル
ブ
及
び
ベ
ン
ト
・
フ
イ
ル
タ
ー
は
、
使
用
の
目
的
に
応
じ
、
容
易
に
清
掃
又
は
滅
菌
が
で
き
る
構
造

の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
六

使
用
動
物
を
管
理
す
る
施
設
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

使
用
動
物
を
検
査
す
る
た
め
の
区
域
は
、
他
の
区
域
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

害
虫
の
侵
入
の
お
そ
れ
の
な
い
飼
料
の
貯
蔵
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

製
造
に
使
用
す
る
動
物
の
飼
育
室
と
試
験
検
査
に
使
用
す
る
動
物
の
飼
育
室
を
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
る
こ
と
。

ニ

使
用
動
物
の
飼
育
室
は
、
他
の
区
域
と
空
気
処
理
シ
ス
テ
ム
が
別
系
統
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
野
外
で

の
飼
育
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
動
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ

使
用
動
物
に
抗
原
等
を
接
種
す
る
場
合
に
は
、
接
種
室
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
接
種
室
は
動
物
の
剖

検
室
と
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
七

製
品
等
及
び
資
材
を
区
分
し
て
、
衛
生
的
か
つ
安
全
に
貯
蔵
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
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十
八

貯
蔵
設
備
は
、
恒
温
装
置
、
温
度
計
そ
の
他
必
要
な
計
器
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
九

次
に
掲
げ
る
試
験
検
査
の
設
備
及
び
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
製
造
業
者
等

の
他
の
試
験
検
査
設
備
又
は
他
の
試
験
検
査
機
関
を
利
用
し
て
自
己
の
責
任
に
お
い
て
当
該
試
験
検
査
を
行
う
場
合
で

あ
つ
て
、
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

密
封
状
態
検
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
密
封
状
態
検
査
の
設
備
及
び
器
具

ロ

異
物
検
査
の
設
備
及
び
器
具

ハ

製
品
等
及
び
資
材
の
理
化
学
試
験
の
設
備
及
び
器
具

ニ

無
菌
試
験
の
設
備
及
び
器
具

ホ

発
熱
性
物
質
試
験
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
発
熱
性
物
質
試
験
の
設
備
及
び
器
具

ヘ

生
物
学
的
試
験
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
生
物
学
的
試
験
の
設
備
及
び
器
具

（
包
装
等
区
分
の
再
生
医
療
等
製
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
の
構
造
設
備
）

第
十
五
条

施
行
規
則
第
百
三
十
七
条
の
九
第
二
号
の
区
分
及
び
施
行
規
則
第
百
三
十
七
条
の
十
九
第
二
号
の
区
分
の
再
生

医
療
等
製
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

製
品
等
及
び
資
材
を
衛
生
的
か
つ
安
全
に
保
管
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二

作
業
を
適
切
に
行
う
の
に
支
障
の
な
い
面
積
を
有
す
る
こ
と
。

三

製
品
等
及
び
資
材
の
試
験
検
査
に
必
要
な
設
備
及
び
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品

製
造
業
者
等
の
他
の
試
験
検
査
設
備
又
は
他
の
試
験
検
査
機
関
を
利
用
し
て
自
己
の
責
任
に
お
い
て
当
該
試
験
検
査
を

行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
支
障
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
（

昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
第
二
号
中
「
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
」
を
「
、
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
」
に
改
め
、
「
第
九
条
第
一
項
第

三
号
」
の
下
に
「
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
た
る
放
射
性
医
薬
品
（
以
下
「
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
に
あ

つ
て
は
、
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
六
十
九
号
。
以
下
「
製
造
管
理
等
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
）
」
を
加
え
、
「
設
備

に
」
を
「
貯
蔵
設
備
に
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
中
「
第
九
条
第
一
項
第
四
号
ヘ
」
の
下
に
「
（
放
射
性
体
外
診
断

用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
製
造
管
理
等
基
準
省
令
第
八
十
条
第
一
項
第
四
号
ヘ
）
」
を
加
え
、
「
被
ば
く
す
る
」
を
「
被
爆
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す
る
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
号
中
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
、
「
設
備
の
」
を
「
構
造
設
備
（
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品

に
あ
つ
て
は
、
製
造
管
理
等
基
準
省
令
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
運
営
基
盤
）
の
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
九
条
第
一
項
第
二
号
ハ
」
の
下
に
「
（
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
製

造
管
理
等
基
準
省
令
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
ハ
）
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
一
項
の
表
第
二
条
第
四
項
第
二
号
の
項
中
「
第
九
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
た

る
放
射
性
医
薬
品
（
以
下
「
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬

品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九
号
。
以
下
「
製
造
管
理

等
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
）
」
を
加
え
、
「
設
備
」
を
「
貯
蔵
設
備
」
に
改
め
、
同
表
第
六
条

第
三
号
の
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
設
備
（
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
製

造
管
理
等
基
準
省
令
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
運
営
基
盤
）
」
に
改
め
、
「
第
五
項
ま
で
」
の
下
に
「
に
規
定
す

る
構
造
設
備
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
の
表
第
二
条
第
四
項
第
二
号
の
項
中
「
第
九
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
（
体
外

診
断
用
医
薬
品
た
る
放
射
性
医
薬
品
（
以
下
「
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
医
療
機
器
及
び
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体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九
号
。

以
下
「
製
造
管
理
等
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
）
」
を
加
え
、
「
設
備
」
を
「
貯
蔵
設
備
」
に
改

め
、
同
表
第
六
条
第
三
号
の
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
設
備
（
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品

に
あ
つ
て
は
、
製
造
管
理
等
基
準
省
令
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
運
営
基
盤
）
」
に
改
め
、
「
第
四
項
ま
で
」
の

下
に
「
に
規
定
す
る
構
造
設
備
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
の
表
第
二
条
第
四
項
第
二
号
の
項
中
「
第
九
条
第
一
項
第
三
号
」

の
下
に
「
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
た
る
放
射
性
医
薬
品
（
以
下
「
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は

、
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令

第
百
六
十
九
号
。
以
下
「
製
造
管
理
等
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
）
」
を
加
え
、
「
設
備
」
を
「

貯
蔵
設
備
」
に
改
め
、
同
表
第
六
条
第
三
号
の
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
設
備
（
放
射
性
体

外
診
断
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
製
造
管
理
等
基
準
省
令
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
運
営
基
盤
）
」
に
改
め
、
「

第
四
項
ま
で
」
の
下
に
「
に
規
定
す
る
構
造
設
備
」
を
加
え
る
。

（
薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業
及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業
及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
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号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
」
に
、
同
項
第
一
号
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
要
指
導
指
導
医
薬
品
」
を
「
要
指
導
医
薬
品
」
に
改
め
る
。

（
医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
」
を
「
の
厚
生
労
働
省
令
で
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
、
「
に
規
定
す
る
資
料
」
を
「
の
資
料
」
に
改

め
、
「
単
に
」
を
削
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
又
は
こ
の
」
を
「
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
」
に
、
「
、
又
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。
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第
四
条
第
一
項
中
「
省
令
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
省
令
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
「

、
及
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
号
中
「
省
令
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
中
「
教
育
、
訓
練
及
び
」
を
「
教
育
及
び
訓
練

の
内
容
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
以
下
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い

て
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
中
「
省
令
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
同
条
第
六
号
中
「
施
設
（
以
下
」
を
「
施
設
（
第
九
条
第
四

項
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
省
令
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
「
記
名
な
つ
印
」
を
「
記
名
押
印
」
に
改
め
、
同
項

第
六
号
中
「
第
七
条
第
三
号
」
を
「
前
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
記
名
な
つ
印
」
を
「
記
名
押
印
」
に
改
め

、
同
項
第
十
号
中
「
省
令
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
次
項
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
単
に
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
四
項
中
「
試
験
責
任
者
の
」
を
「
試
験
責
任
者
に
報
告
し
、
そ
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
標
準
操
作

手
順
書
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
」
を
「
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
」
に
改
め
る
。
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第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
二
項
中
「
記
名
な
つ
印
」
を
「
記
名
押
印
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
並
び
に
第
二
項
中
「
記
名
な
つ
印
」
を
「
記
名
押
印
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
以
下
」
を
「
次
項
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
四
号
中
「
同
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
四
号
中
「
運
営
管

理
者
及
び
試
験
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
管
理
者
、
試
験
責
任
者
、
試
験
場
所
の
運
営
及
び
管
理
に
つ
い
て
責
任
を
有

す
る
者
（
以
下
「
試
験
場
所
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
及
び
試
験
主
任
者
」
と
、
同
項
第
五
号
」
に
、
「
同
項
第
十
号
」

を
「
同
項
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
運
営
管
理
者
及
び
試
験
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
管
理
者
、
試
験
責
任
者
、
試
験

場
所
管
理
責
任
者
及
び
試
験
主
任
者
」
と
、
同
項
第
十
号
」
に
改
め
る
。

（
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
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に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
」
を
「
の
厚
生
労
働
省
令
で
」
に
、
「
第
八
十
条
の
二
第
一
項
」
を
「
法
第
八
十
条
の
二
第

一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
十
六
項
中
「
一
の
治
験
実
施
計
画
書
」
の
下
に
「
（
第
十
八
項
に
規
定
す
る
治
験
実
施
計
画
書
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
「
治
験
依
頼
者
」
」
を
「
治
験
依
頼
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
項

中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
医
療
機
関
等
」
を
「
実
施
医
療
機
関
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
五
条

各
号
」
に
、
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
各
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
に
規
定
す
る
試
験
」
を
「
の
試
験
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
治
験
薬
概
要
書
」
を
「
前
項

の
治
験
薬
概
要
書
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
を
「
治
験
の
依
頼
を

し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
実
施
医
療
機
関
の
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
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で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
各
号
」
に
、
「
に
よ
る
書
面
」
を
「
に

よ
り
書
面
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削

り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
受
託
者
と
の
」
を
「
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
と
の

」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
六
号
中
「
当
該
受
託
者
」
を
「
受
託
者
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を

「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
を
「
治

験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
受
託
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線

で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
に

よ
る
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
よ
る
承
諾
」
を
「
よ
り
承
諾
」
に
改
め
、
同
項

第
一
号
中
「
規
定
す
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
、
同
条
第
三
項
第
一
号
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を

「
並
び
に
同
条
第
三
項
第
一
号
、
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
保
険
」
を
「
保
険
契
約
の
締
結
」
に
改
め
る
。
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第
十
五
条
の
四
第
四
項
中
「
当
該
」
を
削
る
。

第
十
五
条
の
五
第
一
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
」
を
「
前
項
の
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
八
第
一
項
中
「
受
託
者
と
の
」
を
「
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）

と
の
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
六
号
中
「
当
該
受
託
者
」
を
「
受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る

」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
九
中
「
保
険
」
を
「
保
険
契
約
の
締
結
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
八
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項

中
「
第
七
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
七
項
の
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
第
七
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
医
薬
品
」
を
「
監
査
に
係
る
医
薬
品
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
四
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
七
第
二
項
中
「
当
該
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
を
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
に
、
「
当
該
治
験
」
を
「
そ
の
対
象
と
な

- 701 -



る
治
験
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
八
第
六
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
十
第
三
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
」
の
下
に
「
い
ず
れ
か
の
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
第
三
項
及
び
第
七
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
、
前
条
第
一
項
」
に
、
「
の
意
見
を
、
当
該
治
験
を
継
続
し

て
行
う
こ
と
の
適
否
の
判
断
の
前
提
と
な
る
特
定
の
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
専

門
治
験
審
査
委
員
会
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
専
門
治
験
審
査
委
員
会
」
を
「
（
当
該
治
験
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
の

適
否
の
判
断
の
前
提
と
な
る
特
定
の
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
専
門
治
験
審
査
委

員
会
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
治
験
審
査
委
員
会
及
び
当
該
専
門
治
験
審
査

委
員
会
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
三
項
中
「
調
査
し
た
上
、
」
を
「
調
査
し
た
上
で
」
に
改
め
、
「
審
査
し
、
文
書
に
よ
り
意
見
を
」
を
削

り
、
「
調
査
を
し
た
上
、
」
を
「
調
査
し
た
上
で
」
に
、
「
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
審
査
し
、
」
に
改
め
、
「
速
や
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か
に
」
の
下
に
「
、
文
書
に
よ
り
意
見
を
」
を
加
え
、
同
条
第
八
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
第

六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
「
、
第
四
十
条
第
一
項
」
を
「
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
」
に
、
「
被
験
薬
」
を
「
、
被
験
薬
」
に
改
め

る
。第

三
十
七
条
第
一
項
中
「
治
験
審
査
委
員
会
及
び
」
の
下
に
「
第
三
十
条
第
五
項
の
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
第
五
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に

、
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
症
例
報
告
書
）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
適
宜
」
を
「
、
適
宜
、
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
代
諾
者
と
な
る
べ
き
者
」
を
「
被
験
者
と
な
る
べ
き
者
の
代
諾
者
」
に
改

め
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
第
八
号
中
「
何
時
で
も
」
を
「
い
つ
で
も
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
、
又
は
」
を
「
又
は
」
に
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改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、
「
若
し
く
は
」
を
「
、
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
中
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
第
十
六

条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
」
を
「
第
十
六
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
、
第
二
項
並
び
に
」
に
改
め
、
「
第
十
七
条
」
の

下
に
「
（
見
出
し
を
含
む
。
）
」
を
、
「
並
び
に
第
三
十
九
条
」
の
下
に
「
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
規
定
」
を
加
え
、
「

第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
治
験
用
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
用
」
と
、
同
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条

の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
治
験
用
」
と
あ
る
の
は

「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
用
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
七
十
七
条
の
四
の
二
」
を
「
第
六
十
八
条
の
十
第
一

項
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
」
に
、
「
第
二
百
五
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
と
、

第
三
十
九
条
」
の
下
に
「
（
見
出
し
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
、
第
四
十
条
第
二
項
中
」
を
「
、
「
第
十
六
条
第
六
項
又

は
第
二
十
六
条
の
二
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
条
第
六
項
」
と
、
第
四
十
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼
者
か
ら
又
は
第
二
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
」
と
あ
る
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の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼
者
か
ら
若

し
く
は
第
二
十
六
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼

者
」
と
、
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
中
「
に
規
定
す
る
治
験
の
依
頼
に
つ
い
て
」
を
「
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
治
験
依
頼
者
が
治
験
を
依
頼
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
八
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る

治
験
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
を
「
治
験
の
依
頼
を
受
け
た
者
に
係
る
法
第
八
十
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
基
準
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
が
治
験
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
八
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
治

験
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
を
「
に
係
る
法
第
八
十
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
」
に
、
「
第
二
十
六

条
の
十
二
第
五
号
」
を
「
第
二
十
六
条
の
十
二
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
中
「
に
規
定
す
る
治
験
の
管
理
に
つ
い
て
」
を
「
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
」
に
改
め
る
。

（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年

厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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題
名
中
「
及
び
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め

、
「
第
十
二
条
の
二
第
二
号
」
の
下
に
「
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
第
二
号
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
一
第
二
号
」
を
加
え

る
。第

二
条
第
一
項
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
九

項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
処
方
せ
ん
医
薬
品
」
を
「
処
方
箋
医
薬
品
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六

項
中
「
処
方
せ
ん
医
薬
品
」
を
「
処
方
箋
医
薬
品
」
に
、
「
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
」
を
「
、
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は

再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

こ
の
省
令
で
「
再
生
医
療
等
製
品
情
報
担
当
者
」
と
は
、
再
生
医
療
等
製
品
の
適
正
な
使
用
に
資
す
る
た
め
に
、
医
療

関
係
者
を
訪
問
す
る
こ
と
等
に
よ
り
安
全
管
理
情
報
を
収
集
し
、
提
供
す
る
こ
と
を
主
な
業
務
と
し
て
行
う
者
を
い
う
。

第
三
条
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
二
項
に

規
定
す
る
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
又
は
法
第
二
十
三
条
の
三
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
総
括

製
造
販
売
責
任
者
」
に
、
「
と
い
う
」
を
「
と
総
称
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
品
質
保
証
責
任
者
（
医
薬
品
、
医
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薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
を
「
品
質
保
証
責
任
者
等
（
医
薬
品
、
医
薬
部

外
品
、
化
粧
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
に
、
「
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
三
項
」
を
「
（
同
令
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
七
条
」
に
改

め
、
「
規
定
す
る
品
質
保
証
責
任
者
」
の
下
に
「
並
び
に
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理

の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
（
同
令
第
七
十
二
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
」
を
加
え
、
「
処
方
せ
ん
医
薬
品
又

は
高
度
管
理
医
療
機
器
」
を
「
処
方
箋
医
薬
品
、
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
「
第
九
十
七
条
各
号
」
の
下
に
「
、
第
百
十
四
条
の
五
十
九
各
号
又
は
第
百
三
十
七
条
の
五

十
九
各
号
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
中
「
品
質
保
証
責
任
者
」
を
「

品
質
保
証
責
任
者
等
」
に
、
「
処
方
せ
ん
医
薬
品
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
」
を
「
処
方
箋
医
薬
品
、
高
度
管
理
医
療
機
器

又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
を
同
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項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

第
一
種
製
造
販
売
業
者
が
第
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
販
直
後
調
査
を
行
う
場

合
に
あ
っ
て
は
、
市
販
直
後
調
査
に
関
す
る
手
順

第
五
条
第
六
項
中
「
処
方
せ
ん
医
薬
品
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
」
を
「
処
方
箋
医
薬
品
、
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
再

生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
品
質
保
証
責
任
者
」
を
「
品
質
保
証
責
任
者
等
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
医
療
機

器
情
報
担
当
者
」
を
「
、
医
療
機
器
情
報
担
当
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
情
報
担
当
者
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
中
「
第
一
種
製
造
販
売
業
者
」
を
「
処
方
箋
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
一
種
製
造
販
売
業
者
」
を
「
処
方
箋
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
」
に
、
「
第
二
百
五
十
三
条
第
一

項
第
一
号
イ
」
を
「
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
第
一
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
「
を
い
う
。
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
に
お

い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
一
種
製
造
販
売
業
者
」
を
「
処
方
箋
医
薬
品
の
製
造
販
売

業
者
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
準
用
）
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第
十
条
の
二

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前

条
第
一
項
中
「
規
則
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
第
一
項
第
一
号
イ
、
ハ

か
ら

ま
で
及
び
ト
並
び
に
第
二
号
イ
」
と
あ

(1)

(5)

る
の
は
「
規
則
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
第
一
項
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
並
び
に
第
四
項
第
一
号
イ
及
び
ヘ
並
び
に
第

(1)

(5)

二
号
イ
」
と
、
「
医
薬
品
リ
ス
ク
管
理
と
し
て
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
七
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
に
条
件
と
し
て
付
さ
れ
る
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「

市
販
直
後
調
査
ご
と
に
、
医
薬
品
リ
ス
ク
管
理
計
画
書
に
基
づ
き
」
と
あ
る
の
は
「
市
販
直
後
調
査
ご
と
に
」
と
、
同
条

第
三
項
中
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
、
医
薬
品
リ
ス
ク
管
理
計
画
書
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
安
全

管
理
業
務
手
順
書
等
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
、
医
薬
品
リ
ス
ク
管
理
計
画
書
」

と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
」
と
、
「
規
則
第
九
十
七
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
規
則
第
百
三

十
七
条
の
五
十
九
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条
中
「
第
五
条
第
一
項
第
五
号
」
の
下
に
「
及
び
第
七
号
」
を
加
え
、
「
及
び
第
五
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
」
を

「
、
第
五
条
か
ら
第
十
条
ま
で
」
に
改
め
、
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
」
を
加
え
、
「
第
三
条

第
一
号
」
を
「
第
三
条
中
「
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
又
は
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法
第
二
十
三
条
の
三
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
法
第
二
十

三
条
の
二
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
、
同
条
第
一
号
」
に
改
め
、
「
第
十
三
条

第
二
項
」
と
」
の
下
に
「
、
第
四
条
第
四
項
中
「
、
第
百
十
四
条
の
五
十
九
各
号
又
は
第
百
三
十
七
条
の
五
十
九
各
号
」
と

あ
る
の
は
「
又
は
第
百
十
四
条
の
五
十
九
各
号
」
と
」
を
加
え
、
「
第
十
条
」
」
を
「
前
条
」
」
に
改
め
、
「
準
用
す
る
前

条
」
と
」
の
下
に
「
、
同
項
第
三
号
中
「
、
医
療
機
器
情
報
担
当
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
情
報
担
当
者
」
と
あ
る
の
は
「

又
は
医
療
機
器
情
報
担
当
者
」
と
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
中
「
第
三
条
第
一
号
」
を
「
第
三
条
中
「
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
総

括
製
造
販
売
責
任
者
又
は
法
第
二
十
三
条
の
三
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
あ

る
の
は
「
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
、
同
条
第
一
号

」
に
、
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
同
項
第
一
号
中
「
前
条
及
び
第
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前

条
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
、
医
療
機
器
情
報
担
当
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
情
報
担
当
者
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
医
療
機

器
情
報
担
当
者
」
と
、
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
生
物
由
来
製
品
」
の
下
に
「
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
特
定
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生
物
由
来
製
品
」
の
下
に
「
及
び
法
第
六
十
八
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
項
第
三

号
中
「
第
九
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
四
条
の
五
十
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省

令
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
医
療
機
器
」
を
「
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

目
次
中
「
第
一
条
―
第
二
条
」
を
「
第
一
条
・
第
二
条
」
に
、
「
医
療
機
器
」
を
「
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
―

第
二
十
五
条
」
を
削
る
。

第
一
条
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め

、
「
第
十
二
条
の
二
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
三
条
の
二
十
一
第
一
号
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
医
薬
品
（
」
の
下
に
「
体
外
診
断
用
医
薬
品
及
び
」
を
加
え
、
「
医
療
機
器
」
を
「
再
生
医
療
等
製

品
」
に
、
「
外
国
製
造
業
者
（
以
下
「
外
国
製
造
業
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
、
法
第
二
十
三
条

の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。
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第
三
条
の
見
出
し
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「
総
括
製

造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品

及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及

び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬
品
等
」
の
下
に
「
又
は
医
療
機
器
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任

者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
、
第
八
条
第
三
号
、
第
九
条
第
五
項
第
三
号
ハ
、
第
十
条
第
二
項
第
三
号
、
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及

び
第
二
項
、
第
十
二
条
第
二
号
、
第
十
三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
第
三
号
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品

等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
三
号
イ
中
「
第
二
条
第
十
項
」
を
「
第
二
条
第
十
一
項
」
に
、
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
二
号
中
「
医
薬
品
等
」
の
下
に
「
又
は
医
療
機
器
」
を
加
え
る
。
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第
十
八
条
第
三
項
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
を

「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令

」
に
、
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

施
行
令
」
に
改
め
る
。

第
四
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
章

再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
の
基
準

第
二
十
一
条

再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
（
第
十
五
条
第
三
号
ハ
及
び
第
十
六
条
第
三

号
ハ
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
六
条
第
二

項
、
第
八
条
第
三
号
、
第
九
条
第
五
項
第
三
号
ハ
、
第
十
条
第
二
項
第
三
号
、
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
、

第
十
二
条
第
二
号
、
第
十
三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
第
三
号
中
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
あ
る
の
は

「
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
、
第
三
条
中
「
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
法
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第
二
十
三
条
の
三
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
以
外

の
医
薬
品
に
あ
っ
て
は
、
製
造
販
売
後
安
全
管
理
基
準
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
安
全
管
理
責
任
者
。
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
安
全
管
理
統
括
部
門
」
と
い
う
。
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
安
全
管
理
統
括
部
門
」
と
い

う
。
」
と
、
第
八
条
第
四
号
中
「
販
売
業
者
、
薬
局
開
設
者
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
業
者
」
と
、
第
十
条
第
一
項
第
一
号

中
「
法
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
及

び
第
二
十
三
条
の
三
十
五
第
二
項
」
と
、
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
生
物

由
来
製
品
（
以
下
「
特
定
生
物
由
来
製
品
」
と
い
う
。
）
又
は
人
の
血
液
を
原
材
料
（
製
造
に
使
用
す
る
原
料
又
は
材
料

（
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
由
来
と
な
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し

て
製
造
さ
れ
る
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
（
以
下
「
人
血
液
由
来
原
料
製
品
」
と
い
う
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
六
十
八
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
再
生
医
療
等
製
品
」
と
、
同
号
ロ
中
「
法
第
二
条
第
十
項
に
規

定
す
る
生
物
由
来
製
品
（
以
下
「
生
物
由
来
製
品
」
と
い
う
。
）
又
は
細
胞
組
織
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
再
生
医
療
等

製
品
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）
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第
九
条

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働

省
令
第
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
医
療
機
器
製
造
業
者
等
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
」
を
「
医
療
機
器
等
の
製
造
管
理
及
び

品
質
管
理
に
係
る
基
本
的
要
求
事
項
」
に
、
「
医
療
機
器
包
装
等
製
造
業
者
等
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
及
び
品
質
管

理
」
を
「
医
療
機
器
等
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
係
る
追
加
的
要
求
事
項
」
に
、
「
第
七
十
二
条
」
を
「
第
七
十
二
条

の
三
」
に
、
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
の
製
造
所
に
お
け
る
」
を
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
の
」
に
、
「
第
五

「
第
五
章

放

章

体
外
診
断
用
医
薬
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
（
第
八
十
条
）
」
を

第
六
章

医

射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
（
第
八
十
条
・
第
八
十
一
条
）

に
改
め
る
。

療
機
器
等
の
製
造
業
者
等
へ
の
準
用
等
（
第
八
十
二
条
―
第
八
十
四
条
）

」

第
一
条
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「

第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
」
に
、
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
」
に
改
め
、
「
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
及
び
第
八
十
条
第
二
項
」
を
加
え
る
。
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第
二
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
」
の
下
に
「
（
法
第
二

条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
と
は
」
の
下
に
「
、
構
成
部

品
等
か
ら
な
り
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

こ
の
省
令
で
「
製
造
販
売
業
者
等
」
と
は
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
以
下
「
医
療
機
器
等
」
と
い
う
。

）
の
製
造
販
売
業
者
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
に
規
定
す
る
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
（

以
下
「
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選

任
さ
れ
た
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
業
者
（
以
下
「
選
任
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業

者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
に
規
定
す
る
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取

得
者
（
以
下
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
に

規
定
す
る
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
（
以
下
「
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
」
と

い
う
。
）
を
い
う
。

第
二
条
第
六
項
及
び
第
七
項
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
滅
菌
医
療
機
器
」
を
「
滅
菌
製
品
」
に
、
「
医
療
機
器
を
」
を

「
医
療
機
器
等
を
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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７

こ
の
省
令
で
「
施
設
」
と
は
、
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
含
ま
れ
る
製
品
実
現
に
係
る
施
設
（
製
造
所
を
含
む
。
）

を
い
う
。

第
二
条
第
九
項
中
「
製
造
所
」
を
「
施
設
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、

同
条
第
十
一
項
中
「
閉
そ
く
作
業
」
を
「
閉
塞
作
業
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
中
第
十
二
項
を
第
十
一

項
と
し
、
第
十
三
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
十
七
項
中
「
業
務
を
行
う
役
員
等
製
造
所
の
管

理
監
督
を
行
う
者
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
の
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
係
る
業
務
を
最
上
位
で
管
理
監
督
す
る
役
員
等

を
い
う
。
た
だ
し
、
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
章
か
ら
第
五
章
ま
で
に
お
い
て

は
、
製
造
業
者
の
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
係
る
業
務
を
最
上
位
で
管
理
監
督
す
る
役
員
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

十
六
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

こ
の
省
令
で
「
製
品
受
領
者
」
と
は
、
製
品
の
市
場
出
荷
後
に
当
該
製
品
を
取
り
扱
う
全
て
の
者
を
い
う
。
た
だ
し
、

17
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
章
か
ら
第
五
章
ま
で
に
お
い
て
は
、
製
品
の
製
造

業
者
か
ら
の
出
荷
後
に
当
該
製
品
を
取
り
扱
う
全
て
の
者
を
い
う
。

第
二
条
第
十
九
項
中
「
製
造
業
者
及
び
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
製
造
業
者
（
以
下
単
に
「
外
国
製
造
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業
者
」
と
い
う
。
）
（
以
下
「
製
造
業
者
等
」
と
総
称
す
る
。
）
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
製
造
所
の
」
を

削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
八
十
二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
章
か
ら
第
五
章
ま
で
に
お
い
て
は
、
製
造
業
者
が
品
質

に
関
し
て
製
造
所
の
管
理
監
督
を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
、
第
八
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
章
か

ら
第
五
章
ま
で
に
お
い
て
は
、
製
造
業
者
が
品
質
に
関
し
て
管
理
監
督
を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

第
二
条
第
二
十
一
項
中
「
製
造
所
の
」
を
「
施
設
に
お
け
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
項
中
「
製
造
所
」
を
「
施
設
」

に
改
め
、
同
条
中
第
二
十
四
項
を
第
二
十
五
項
と
し
、
第
二
十
三
項
を
第
二
十
四
項
と
し
、
第
二
十
二
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

こ
の
省
令
で
「
製
品
実
現
」
と
は
、
開
発
の
段
階
か
ら
製
品
の
出
荷
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
至
る

23
ま
で
に
行
わ
れ
る
一
連
の
業
務
を
い
う
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

こ
の
省
令
で
「
特
別
採
用
」
と
は
、
製
品
に
係
る
要
求
事
項
に
適
合
し
て
い
な
い
製
品
に
つ
い
て
、
そ
の
製
品
の
製
造

26
管
理
及
び
品
質
管
理
に
支
障
が
な
く
、
薬
事
に
関
す
る
法
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
（
以
下
「
法
令
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の
規
定
等
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
を
適
切
に
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
使
用
若
し
く
は
操
作
の
許
可
、
工
程
の
次

の
段
階
に
進
む
こ
と
の
許
可
又
は
出
荷
の
決
定
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
適
用
の
範
囲
）

第
三
条

製
造
販
売
業
者
等
は
、
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

製
造
販
売
業
者
等
は
、
生
物
由
来
製
品
た
る
医
療
機
器
（
以
下
「
生
物
由
来
医
療
機
器
」
と
い
う
。
）
、
法
第
四
十
三

条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
療
機
器
及
び
細
胞
組
織
医
療
機
器
（
以
下
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
」
と
い

う
。
）
に
係
る
製
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
ほ
か
、
第
四
章
の
規
定

に
基
づ
き
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

製
造
販
売
業
者
等
は
、
放
射
性
医
薬
品
（
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号

）
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
放
射
性
医
薬
品
を
い
う
。
）
た
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
以
下
「
放
射
性
体
外
診
断
用
医

薬
品
」
と
い
う
。
）
に
係
る
製
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
ほ
か
、
第
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五
章
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
章

医
療
機
器
等
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
係
る
基
本
的
要
求
事
項

第
四
条
第
一
項
中
「
第
七
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
医
療
機
器
そ
の
他
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
適
切

な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
設
計
及
び
開
発
（
以
下
「
設
計
開
発
」
と
い
う
。
）
の
管
理
が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
医
療
機
器
以
外
の
医
療
機
器
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用

医
薬
品
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
以
外
の
医
療
機
器
等
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
医
療
機
器
」
を
「
医
療
機
器
等
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
確
立
し
」
の
下
に
「
、
文
書
化
し
」
を
加
え

、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
工
程
の
」
を
「
、
当
該
工

程
の
」
に
、
「
製
造
所
全
体
に
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
識
別
で
き
る
よ
う
に
」
を
「
、
各
施
設
の
関
与
の

態
様
を
明
確
に
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
及
び
監
視
測
定
」
を
「
、
監
視
及
び
測
定
」
に
、
「
体
制
を
確
保
す
る
」
を
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「
よ
う
に
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
監
視
測
定
し
、
」
を
「
監
視
し
、
測
定
し
、
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、

「
製
品
に
係
る
要
求
事
項
（
薬
事
に
関
す
る
法
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単

に
「
法
令
の
規
定
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
製
品
要
求
事
項
」
と
い
う
。
）
」
を
「
製
品
に
係

る
要
求
事
項
（
法
令
の
規
定
等
を
含
む
。
以
下
「
製
品
要
求
事
項
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
（
法
第
十
三
条
第
一
項
の

許
可
又
は
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
の
対
象
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
製
造
業
者
等

」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
管
理
を
」
を
「
工
程
の
管
理
の
在
り
方
を
」
に
、
「
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

」
を
「
明
確
に
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
作
成
す
る
」
を
加

え
、
「
を
確
立
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
文
書
を
作
成
し
、
当
該
文
書
に
規
定
す
る
事
項
を
実
施
し
な
け
れ
ば
」
を
「
に

係
る
文
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
（
一
般
医
療
機
器
の
う
ち
製
造
管
理
又
は
品
質

管
理
に
注
意
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
療
機
器
以
外
の
医
療
機
器
（
以
下
「
限
定
一
般
医
療
機

器
」
と
い
う
。
）
の
み
を
製
造
販
売
す
る
製
造
販
売
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
を
除
く
。
）
を
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記
載
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

品
質
方
針
及
び
品
質
目
標

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
基
準
書
」
を
「
の
基
準
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
製
造
所
の
」
を
「
各
施
設
に
お
け
る

」
に
、
「
の
実
効
性
」
を
「
、
実
効
性
」
に
、
「
文
書
」
を
「
事
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
手
順
書
」
を
「
手
順
」

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
に
規
定
す
る
文
書
」
を
「
の
規
定
に
よ
り
文
書
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
事
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
規
定
し
た
文
書
」
を
「
規
定
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
内
容

を
明
確
に
し
た
文
書
」
に
改
め
、
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
及
び
「
又
は
製
品
標
準
書
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
文
書
」
を
削

り
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
製
造
所
」
を
「
各
施
設
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「

全
て
」
に
、
「
つ
い
て
も
」
を
「
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
は
、
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
」
に
、
「
に
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
を
作
成
し
、
維
持
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
作
成
し
た
手
順

書
」
の
下
に
「
（
確
立
し
た
手
順
を
記
載
し
た
文
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等

」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
）
」
に
、
「
お
い
て
、
前
条
第
一
項
各
号
に
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掲
げ
る
文
書
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
そ
の
体
系
」
を
「
係
る
文
書
の
体
系
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
の
見
出
し
中
「
文
書
」
を
「
品
質
管
理
監
督
文
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製

造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
に
必
要
」
を
「
を
実
施
す
る
上
で
必
要
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造

販
売
業
者
等
」
に
、
「
管
理
を
定
め
た
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
管
理
方
法
に
関
す
る
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を

文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
文
書
」
を
「
当
該
品
質
管
理
監
督
文
書
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

品
質
管
理
監
督
文
書
を
改
訂
し
た
場
合
は
、
当
該
品
質
管
理
監
督
文
書
の
改
訂
版
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

第
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
適
切
な
識
別
表
示
に
よ
る
区
分
を
適
用
す
る
」
を
「
廃
止
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
適
切

に
識
別
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三
種
医

療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
）
」
に
、
「
決
定
」
を
「
変
更
の
決
定
」
に
、
「
当
該
文
書
」
を
「
当
該
品
質
管
理
監
督

文
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

製
造
販
売
業
者
等
は
、
品
質
管
理
監
督
文
書
又
は
そ
の
写
し
を
、
少
な
く
と
も
一
部
、
第
六
十
七
条
で
定
め
る
期
間
保

管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

- 723 -



第
九
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
記
録
そ
の
他
」
を
削
り
、
「
実
証
す
る
記
録

を
」
を
「
実
証
す
る
た
め
」
に
改
め
、
「
で
き
る
よ
う
に
」
の
下
に
「
記
録
を
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等

」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
識
別
表
示
に
よ
る
区
分
」
を
「
識
別
」
に
、
「
に
関
し
所
要
の
管
理
を
定
め
た
手
順
書

を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
に
つ
い
て
の
所
要
の
管
理
方
法
に
関
す
る
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
作
成
の
日
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
（
た

だ
し
、
教
育
訓
練
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
五
年
間
）
」
を
「
第
六
十
八
条
で
定
め
る
期
間
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
十
条
中
「
業
務
」
の
下
に
「
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
の
管
理
監
督
者
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
及
び
第

五
号
に
掲
げ
る
業
務
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
製
造
販
売
業
者
そ
の
他
製
品
を
受
領
す
る
者
（
以
下
「
製

品
受
領
者
」
と
い
う
。
）
の
要
求
事
項
（
以
下
「
製
品
受
領
要
求
事
項
」
と
い
う
。
）
」
を
「
製
品
要
求
事
項
の
う
ち
製
品

受
領
者
が
要
求
す
る
事
項
（
以
下
「
製
品
受
領
者
要
求
事
項
」
と
い
う
。
）
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
の
管

理
監
督
者
に
あ
っ
て
は
、
法
令
の
規
定
等
に
限
る
。
）
」
に
、
「
製
造
所
に
お
い
て
」
を
「
、
全
て
の
施
設
に
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
管
理
監
督
者
」
の
下
に
「
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
の
管
理
監
督
者
を
除
く
。
次
条
か
ら

第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
当
該
要
求
事
項
」
を
「
当
該
製
品
受
領
者
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要
求
事
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
号
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
維
持
に
」
の
下
に
「
つ
い

て
、
管
理
監
督
者
が
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
を
定
め
、
照
査
す
る
」
を
「
の
策
定
及
び
照
査
」
に
改
め
、
同
条
第
四

号
中
「
製
造
所
に
お
い
て
」
を
「
全
て
の
施
設
に
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
製
造
所
の
関
係
部
門
に
お
い
て
、
」
を
「
各
施
設
に
お
い
て
、
各
部
門
及
び
各
階
層
に
応
じ
た
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
管
理
監
督
者
は
、
品
質
目
標
を
」
を
「
前
項
の
品
質
目
標
は
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
製
造
所
」
を
「
全
て
の
施
設
」
に
、
「
業
務
に
従
事
す
る
部
門
」
を
「
各
部
門
」
に
、
「
職
員
の

」
を
「
当
該
部
門
の
構
成
員
に
係
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
従
事
す
る
職
員
、
管
理
監
督
す
る
職
員
及
び
検
証
す

る
職
員
の
す
べ
て
」
を
「
を
管
理
監
督
し
、
実
施
し
、
又
は
検
証
す
る
者
の
全
て
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
管
理
責
任
者
）

第
十
六
条

管
理
監
督
者
は
、
製
造
販
売
業
者
等
の
役
員
、
管
理
職
の
地
位
に
あ
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
者
の
う
ち

か
ら
製
造
販
売
業
者
等
の
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
実
施
及
び
維
持
の
責
任
者
（
以
下
「
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
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を
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

管
理
監
督
者
は
、
管
理
責
任
者
に
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
責
任
及
び
権
限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

工
程
が
確
立
さ
れ
、
実
施
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
効
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二

品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
実
施
状
況
及
び
そ
の
改
善
の
必
要
性
に
つ
い
て
管
理
監
督
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

三

全
て
の
施
設
に
お
い
て
、
法
令
の
規
定
等
及
び
製
品
受
領
者
要
求
事
項
に
つ
い
て
の
認
識
が
向
上
す
る
よ
う
に
す
る

こ
と
。

第
十
七
条
中
「
製
造
所
」
を
「
各
施
設
内
及
び
各
施
設
間
」
に
、
「
が
確
立
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
す
る
」
を
「
を
確
立
す

る
」
に
、
「
情
報
の
伝
達
が
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
に
注
意
を
払
い
つ
つ
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
」
を

「
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
に
関
わ
る
情
報
交
換
が
確
実
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
担
保
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
当
該
製
造
所
の
」
を
削
り
、
「
、
品
質
方
針
及
び
品
質
目
標
の
改
善
の
余
地
及
び
」
を
「
（
品
質

方
針
及
び
品
質
目
標
を
含
む
。
）
の
改
善
又
は
」
に
、
「
第
十
四
条
第
一
項
の
計
画
に
」
を
「
あ
ら
か
じ
め
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
管
理
監
督
者
照
査
」
に
、
「
に
よ
っ
て
管
理
監
督
者
照
査
を
」
を
「
に
基
づ
き
」
に
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改
め
、
同
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

監
査
の
結
果

第
十
九
条
第
三
号
中
「
製
品
の
」
を
削
り
、
「
製
品
要
求
事
項
」
の
下
に
「
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
あ
っ

て
は
、
工
程
の
実
施
状
況
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
七
号
中
「
職
員
」
を
「
構
成
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
）
」
に
改
め

、
「
掲
げ
る
事
項
」
の
下
に
「
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
」

を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
の
妥
当
性
及
び
実
効
性
の
維
持
を
確
保
す
る
た
め
に
」
を
「
次
条
に

規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
製
品
受
領
者
要
求
事
項
」
の
下

に
「
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
法
令
の
規
定
等
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
品
質
業
務
従
事
者
の
能
力
）

第
二
十
二
条

製
造
販
売
業
者
等
は
、
製
品
の
品
質
に
影
響
を
及
ぼ
す
業
務
に
従
事
す
る
全
て
の
者
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
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教
育
訓
練
、
技
能
及
び
経
験
に
基
づ
き
、
業
務
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
能
力
、
認
識
及
び
教
育
訓
練
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業

者
等
」
に
改
め
、
「
掲
げ
る
業
務
」
の
下
に
「
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る

業
務
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
職
員
」
を
「
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

前
号
の
能
力
を
取
得
さ
せ
る
た
め
に
教
育
訓
練
の
実
施
そ
の
他
の
措
置
を
採
る
こ
と
。

第
二
十
三
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
職
員
が
、
品
質
目
標
の
達
成
に
向

け
て
」
を
「
全
て
の
構
成
員
が
、
」
に
、
「
関
連
性
」
を
「
意
味
」
に
改
め
、
「
と
も
に
、
」
の
下
に
「
品
質
目
標
の
達
成

に
向
け
て
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
職
員
」
を
「
構
成
員
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五

号
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
は
、
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
は
、
各
施
設
の
建
物
、
作
業
室
及
び
こ
れ
ら
に
附

属
す
る
水
道
そ
の
他
の
設
備
、
工
程
に
係
る
設
備
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
含
む
。
）
、
輸
送
、
情
報
の
伝
達
等
製
品
の
製
造
を

支
援
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
」
に
、
「
保
有
し
」
を
「
提
供
し
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
各
号
並
び
に
同
条
第
二

項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
要
求
事
項
書
」
を
「
要
求
事
項
」
に
、
「
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作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
明
確
に
し
、
当
該
要
求
事
項
に
係
る
適
切
な
運
用
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な

け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
守
業
務
に
つ
い
て
適
切
な
運
用
を
確
立
す
る

と
と
も
に
、
こ
れ
を
文
書
化
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三
種
医

療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
）
」
に
、
「
作
成
し
た
と
き
は
」
を
「
作
成
し
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
「
、
製
品
」
の
下
に
「
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る

製
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
上
で
」
を
「
た
め
に
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
職
員
」
を
「
構
成
員
」
に
、
「
場
合
に
お
い
て
は
」
を

「
工
程
に
つ
い
て
は
」
に
、
「
作
業
衣
、
作
業
用
の
は
き
物
、
作
業
帽
及
び
作
業
マ
ス
ク
」
を
「
作
業
衣
等
」
に
、
「
要
求

事
項
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
要
求
事
項
を
明
確
に
し
、
当
該
要
求
事
項
に
係
る
適
切
な
運
用
を
確
立
す
る
と
と
も
に

、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
場
合
に
お
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い
て
は
」
を
「
工
程
に
つ
い
て
は
」
に
、
「
要
求
事
項
書
を
作
成
す
る
」
を
「
要
求
事
項
を
明
確
に
し
、
当
該
要
求
事
項
に

係
る
適
切
な
運
用
を
確
立
す
る
」
に
、
「
手
順
書
」
を
「
手
順
」
に
、
「
作
業
指
図
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
作
業
指

図
に
係
る
体
系
を
確
立
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製

造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
す
べ
て
の
職
員
に
、
第
二
十
三
条
第
三
号
」
を
「
全
て
の
構
成
員
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
二

号
」
に
、
「
適
切
に
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
」
を
「
受
け
さ
せ
、
又
は
同
号
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
た
構
成
員
に
監
督

さ
せ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「

職
員
」
を
「
構
成
員
」
に
、
「
に
規
定
す
る
識
別
表
示
に
よ
る
区
分
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
識
別
」
に
、
「
実
施
要
領
書
を

作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
実
施
要
領
を
策
定
し
、
当
該
実
施
要
領
に
基
づ
く
適
切
な
運
用
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を

文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
（
こ
の
節
の
規
定
に
よ
り
製
造
業
者
等

が
行
う
製
品
の
実
現
に
向
け
た
一
連
の
業
務
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業

者
等
」
に
、
「
製
品
実
現
に
係
る
工
程
以
外
の
工
程
に
係
る
」
を
「
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
係
る
そ
の
他
の
工
程
等
に

係
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
を
行
う
」
及
び
「
適
切
に
」
を
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削
り
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

当
該
製
品
に
固
有
の
工
程
、
当
該
工
程
に
係
る
文
書
の
策
定
及
び
所
要
の
資
源
の
確
保
の
必
要
性

第
二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
中
「
監
視
測
定
」
を
「
監
視
、
測
定
」
に
改
め
、
「
製
造
所
か
ら
の
」
を
削
り
、
「
製
造
出

荷
可
否
決
定
基
準
」
を
「
出
荷
可
否
決
定
基
準
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等
は
、
製
品
実
現
計
画
の
策
定
に

係
る
工
程
出
力
情
報
を
、
製
造
所
の
作
業
方
法
に
見
合
う
形
式
に
よ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
」
を
「
製
品
実
現
計
画
は
、
製

造
販
売
業
者
等
が
当
該
製
品
実
現
計
画
を
実
行
す
る
に
当
た
っ
て
適
し
た
形
式
で
作
成
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
要
求
事
項
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば

」
を
「
要
求
事
項
を
明
確
に
し
、
当
該
要
求
事
項
に
係
る
適
切
な
運
用
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
製
造
業
者
等
は
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
製
造
所
か
ら
の
製
品
の
出

荷
及
び
出
荷
後
」
を
「
製
品
受
領
者
へ
の
製
品
の
送
達
及
び
製
品
受
領
者
が
製
品
を
受
領
し
た
後
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

中
「
あ
ら
か
じ
め
規
定
し
」
を
「
当
該
製
品
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
」
に
、
「
当
該
製
品
に
係
る
使
用
方
法
又
は
操

作
方
法
に
必
要
な
要
求
事
項
で
あ
っ
て
既
知
の
も
の
」
を
「
用
途
で
あ
っ
て
、
製
造
販
売
業
者
等
に
と
っ
て
既
知
の
も
の
に
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必
要
な
要
求
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
そ
の
他
製
造
業
者
等
が
明
確
に
し
た
」
を
「
そ
の
他
製
造
販
売
業
者
等
が

必
要
と
判
断
し
た
当
該
製
品
に
係
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
、
以
前
に

」
を
「
従
前
に
」
に
、
「
が
解
明
さ
れ
て
い
る
」
を
「
に
つ
い
て
、
製
品
受
領
者
と
合
意
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
製
造
所
」
を
「
各
施
設
」
に
改
め
、
「
あ
ら
か
じ
め
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売

業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
製
品
受
領
者
へ
の
製
品
の
供
給
」

を
「
当
該
要
求
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
職
員
」
を
「
構
成
員

」
に
、
「
が
周
知
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
」
を
「
を
確
実
に
周
知
し
、
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
見
出
し
中
「
情
報
の
伝
達
」
を
「
間
の
情
報
等
の
交
換
」
に
改
め
、
同
条
中
「
製
造
業
者
等
は
、
製
品
受

領
者
と
の
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
は
、
」
に
、
「
に
係
る
情
報
の
伝
達
の
た
め
に
」
を
「
に
関
す
る
製
品
受
領
者
と
の
間

の
相
互
の
情
報
又
は
意
見
の
交
換
の
た
め
の
」
に
、
「
実
施
要
領
」
を
「
方
法
」
に
改
め
、
「
明
確
に
し
、
」
の
下
に
「
こ

れ
を
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
の
伝
達
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
製
品
受
領
者
と
の
間
に
お
け
る
照
会
、
確
認
、

指
示
、
連
絡
、
報
告
及
び
取
決
め
」
を
「
問
合
せ
、
契
約
及
び
注
文
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
の
意
見
」
を
「
か
ら
の
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意
見
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
の
発
行
及
び
実
施
」
を
削
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
手
順
を
確

立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
」
を
「
に
お
け
る
」
に
、
「
設
計
開
発
に
係
る
」
を
「
設
計
開
発
か
ら
の

」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
及
び
職
員
」
を
「
又
は
構
成
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販

売
業
者
等
」
に
、
「
の
伝
達
」
を
「
又
は
意
見
の
交
換
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者

等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
中
「
に
係
る
」
を
「
へ
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
は
、
」
を
「
製
造
販
売
業

者
等
は
、
設
計
開
発
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
」
に
、
「
設
計
開
発
に
係
る
」
を
「
設
計
開
発
へ
の
」
に
、
「
当
該
情
報

」
を
「
当
該
工
程
入
力
情
報
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
使
用
方
法
又
は
操
作
方
法
に
応
じ
た
、
効
能
、
効
果
」
を
「
用

途
に
応
じ
た
機
能
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
も
の
」
を
「
要
求
事
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
二
十
六
条
第
五

項
の
」
を
「
第
二
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
工
程
出
力
情
報
」
の
下
に
「
た
る
要
求
事
項
」
を
加
え
、
同

項
第
四
号
中
「
規
定
等
」
の
下
に
「
に
基
づ
く
要
求
事
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
は
、
」
を
「
製
造
販
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売
業
者
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
に
係
る
」
を
「
へ
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

製
造
販
売
業
者
等
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
求
事
項
に
つ
い
て
、
漏
れ
が
な
く
、
不
明
確
で
は
な
く
、
か
つ
、
互

い
に
相
反
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
の
見
出
し
中
「
に
係
る
」
を
「
か
ら
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者

等
」
に
、
「
に
係
る
工
程
出
力
情
報
」
を
「
か
ら
の
工
程
出
力
情
報
」
に
、
「
に
係
る
工
程
入
力
情
報
」
を
「
へ
の
工
程
入

力
情
報
」
に
、
「
を
可
能
と
す
る
形
式
に
よ
り
保
有
し
な
け
れ
ば
」
を
「
を
可
能
と
す
る
形
式
に
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
に
係
る
」
を
「
か
ら
の
」
に
、
「
を
承
認
し
な
け
れ
ば

」
を
「
に
つ
い
て
承
認
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
に
係

る
工
程
出
力
情
報
を
」
を
「
か
ら
の
工
程
出
力
情
報
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
設
計
開
発
に
係
る
」
を
「
前

条
に
規
定
す
る
設
計
開
発
へ
の
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
製
造
出
荷
可
否
決
定
基
準
」
を
「
出
荷
可
否
決
定
基
準
」
に

、
「
含
む
」
を
「
含
み
、
又
は
当
該
出
荷
可
否
決
定
基
準
を
参
照
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を

「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
に
係
る
」
を
「
か
ら
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
定
め
た
実
施
要
領
に
従
っ
て
」
を
「
従
い
」
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に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
結
果
が
」
の
下
に
「
全
て
の
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業

者
等
」
に
、
「
当
該
照
査
」
を
「
当
該
設
計
開
発
照
査
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者

等
」
に
、
「
及
び
当
該
結
果
に
基
づ
き
所
要
の
措
置
を
採
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
記
録
」
を
「
（
当
該
結
果
に
基
づ

き
所
要
の
措
置
を
採
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
記
録
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
に
係
る
工
程
出
力
情
報
」
を
「
か
ら
の
工
程

出
力
情
報
」
に
、
「
当
該
設
計
開
発
に
係
る
工
程
入
力
情
報
た
る
要
求
事
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る

条
件
」
に
、
「
定
め
た
実
施
要
領
に
従
っ
て
」
を
「
従
い
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売

業
者
等
」
に
、
「
検
証
結
果
」
を
「
検
証
の
結
果
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
製
品
を
、
規
定
さ
れ
た
性
能
、
使
用
目
的
、

効
能
若
し
く
は
効
果
又
は
意
図
し
た
使
用
方
法
若
し
く
は
操
作
方
法
に
係
る
要
求
事
項
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、

当
該
製
品
に
係
る
設
計
開
発
計
画
に
定
め
た
実
施
要
領
に
従
っ
て
」
を
「
設
計
開
発
さ
れ
た
製
品
を
、
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ

れ
た
機
能
若
し
く
は
性
能
又
は
意
図
し
た
用
途
に
係
る
要
求
事
項
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
た
め
、
当
該
製
品
に
係
る
設
計

開
発
計
画
に
従
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
製
造
所
か
ら
の
」
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を
削
り
、
「
医
療
機
器
」
を
「
医
療
機
器
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、

「
及
び
当
該
バ
リ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
に
基
づ
き
所
要
の
措
置
を
採
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
記
録
」
を
「
（
当
該
バ
リ

デ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
に
基
づ
き
所
要
の
措
置
を
採
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
記
録
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

４

製
造
販
売
業
者
等
は
、
設
計
開
発
に
係
る
医
療
機
器
等
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
医
療
機
器
等
で
あ
る
場
合
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医

療
機
器
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
資
料
の
収
集
及
び
作
成
を
、
設
計
開
発
バ
リ
デ
ー

シ
ョ
ン
の
一
部
と
し
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製

造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
許
可
し
な
け
れ
ば
」
を
「
承
認
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
は
、
」

を
「
製
造
販
売
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
「
製
造
所
か
ら
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等

」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
照
査
結
果
」
を
「
照
査
の
結
果
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
、
自
ら
」
を
「
自
ら
」
に
、
「
手
順
書
を
作
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成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「

製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
供
給
者
及
び
」
を
「
供
給
者
並
び
に
」
に
、
「
製
品
に
」
を
「
最
終
製
品
（
中
間
製
品
以
外
の

製
品
を
い
う
。
）
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ

し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
の
購
買
物
品
の
供
給
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
供
給
者
を
評
価
す
れ
ば
足
り

る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
七
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
再
評
価
」
の
下
に
「
（
限
定
一
般
医
療

機
器
に
係
る
製
品
の
購
買
物
品
の
供
給
者
に
あ
っ
て
は
、
評
価
及
び
再
評
価
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
製
造
業
者
等

」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
評
価
結
果
」
を
「
評
価
の
結
果
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
に
、
」
を
「
を
明
確
に
し
、
か
つ
、
購
買
情

報
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
の
出
荷
の
可
否
の
決
定
」
を
削
り
、
「
施
設
」
を
「
事
業
所
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
職
員
」
を
「
構
成
員
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」

に
、
「
購
買
情
報
を
提
供
す
る
」
を
「
購
買
物
品
要
求
事
項
を
提
示
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
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「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
）
」
に
、
「
関
連
の
」
を
「
関
連
す
る
」
に
改
め

、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
購
買
物
品
要
求
事
項
に
適
合
し
て
い
る
よ
う

に
す
る
た
め
に
必
要
な
試
験
検
査
及
び
そ
の
他
の
業
務
を
定
め
、
」
を
「
購
買
物
品
要
求
事
項
に
適
合
し
て
い
る
状
態
を
確

保
す
る
た
め
、
試
験
検
査
そ
の
他
の
検
証
に
必
要
な
業
務
を
定
め
、
こ
れ
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」

を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
そ
の
」
を
「
関
連
す
る
」
に
、
「
施
設
」
を
「
事
業
所
」
に
、
「
を
前
条
の
」
を
「
に
つ

い
て
、
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
の
」
を
「
前
二
項
の
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
製
造
所
に
お
け
る
」
を
「
製
品
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
を

除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
」
に
、
「
サ
ー
ビ
ス
提
供
」
を
「
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
」
に
、
「
（
当
該
製
造
所
に
お

け
る
製
造
の
内
容
等
か
ら
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
管
理
条
件
を
除
く
。
）
」
を
「
（
当
該
製
品
に
つ
い
て
該
当
す
る
も

の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
体
制
に
あ
る
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
要
求
事
項
書
」
を
「
要
求
事
項
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を
記
載
し
た
文
書
」
に
改
め
、
「
並
び
に
所
要
の
参
照
試
料
及
び
参
照
試
料
測
定
に
係
る
手
順
書
」
及
び
「
体
制
に
あ
る
」

を
削
り
、
同
号
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
参
照
す
る
試
料
を
利
用
で
き
、
か
つ
参
照
す
る
測
定
法
を
確
認
で
き
る
こ
と
。

第
四
十
条
第
一
項
第
四
号
中
「
監
視
測
定
」
を
「
監
視
及
び
測
定
」
に
、
「
利
用
で
き
る
体
制
に
あ
り
」
を
「
利
用
で
き

」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
監
視
測
定
」
を
「
監
視
及
び
測
定
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
章
」
を
「
省
令
」
に
、
「

製
造
所
か
ら
の
製
品
の
出
荷
の
可
否
」
を
「
市
場
へ
の
出
荷
」
に
、
「
出
荷
及
び
出
荷
後
業
務
」
を
「
製
品
受
領
者
へ
の
製

品
の
送
達
及
び
製
品
受
領
者
が
製
品
を
受
領
し
た
後
の
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売

業
者
等
」
に
改
め
、
「
製
造
所
か
ら
の
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
製
品
の
各
ロ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
製
造
数
量
及
び
出
荷
決
定

数
量
を
識
別
で
き
る
よ
う
に
し
た
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
ロ
ッ
ト
」
を
「
製
品
の
各
ロ
ッ
ト
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
中
「
製
造
業
者
等
は
、
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
及
び
第
五
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
」
に
改
め
、
「
そ
の
製
品
」
の
下
に
「
（
限
定
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一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
及
び
第
五
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加

え
、
「
要
求
事
項
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
要
求
事
項
を
明
確
に
し
、
当
該
要
求
事
項
に
係
る
適
切
な
運
用
を
確
立
す

る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
施
設

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、

「
供
給
を
し
」
を
「
供
給
（
出
荷
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
し
」
に
、
「
清
浄
化
工
程
」
を
「
清
浄
化
の
工
程
」

に
改
め
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
施
行
規
則
第
九
十
三
条
第
一
項
」
を
「
医
薬

品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号

。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
四
条
の
五
十
五
第
一
項
」
に
、
「
の
製
造
を
行
う
」
を
「
を
取
り
扱
う
」
に
、

「
要
求
事
項
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
要
求
事
項
を
明
確
に
し
、
当
該
要
求
事
項
に
係
る
適
切
な
運
用
を
確
立
す
る
と

と
も
に
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
は
、
前
項
の
要
求
事
項
書
を
製
造
販
売

業
者
に
」
を
「
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
製
品
受
領
者
要
求
事
項
に
よ
り
当
該
製
造
販
売
業
者
等
又
は
当
該
製
造
販
売
業
者

等
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
以
外
の
者
が
医
療
機
器
の
設
置
及
び
当
該
設
置
の
検
証
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
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さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
設
置
及
び
検
証
を
実
施
す
る
者
に
対
し
、
当
該
設
置
及
び
検
証
に
係
る
要
求
事
項
を

」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

製
造
販
売
業
者
等
は
、
実
施
さ
れ
た
第
一
項
の
医
療
機
器
の
設
置
及
び
当
該
設
置
の
検
証
（
製
造
販
売
業
者
等
又
は
製

造
販
売
業
者
等
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
が
実
施
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
製
造
に
」
を
「
製
品
の
供
給
に
」
に
、
「
サ

ー
ビ
ス
業
務
（
」
を
「
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
業
務
（
」
に
、
「
当
該
要
求
事
項
へ
の
適
合
状
況
の
検
証
及
び
当
該
業
務
の
実
施

の
た
め
に
、
手
順
書
、
作
業
指
図
書
並
び
に
所
要
の
参
照
試
料
及
び
参
照
試
料
の
測
定
に
係
る
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば

」
を
「
当
該
業
務
の
実
施
及
び
当
該
要
求
事
項
へ
の
適
合
状
況
に
係
る
検
証
の
た
め
の
手
順
及
び
作
業
指
図
に
係
る
体
系
を

確
立
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
参
照
す
る
試
料
及
び
測
定

の
手
順
に
つ
い
て
も
、
併
せ
て
確
立
し
、
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販

売
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
見
出
し
中
「
製
造
管
理
」
の
下
に
「
に
係
る
特
別
要
求
事
項
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
施
行
規
則
第
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二
十
六
条
第
五
項
第
二
号
の
区
分
の
製
造
業
者
及
び
施
行
規
則
第
三
十
六
条
第
四
項
第
二
号
の
区
分
の
外
国
製
造
業
者
（
以

下
「
滅
菌
医
療
機
器
製
造
業
者
等
」
と
総
称
す
る
。
）
」
を
「
滅
菌
製
品
を
取
り
扱
う
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
滅
菌
医
療
機
器
製
造
業
者
等
」
を
「
滅
菌
製
品
を
取
り
扱
う
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削

る
。第

四
十
五
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
製
造
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
」
を
「
実
施
し
た

製
品
の
製
造
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
」
に
、
「
監
視
測
定
」
を
「
監
視
又
は
測
定
」
に
改
め
、
「
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、

当
該
工
程
に
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
工
程
が
、
第
十
四
条

第
一
項
の
計
画
」
を
「
規
定
に
よ
り
バ
リ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
対
象
と
さ
れ
た
工
程
が
製
品
実
現
計
画
」
に
、
「
こ
と
を
」
を
「

こ
と
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
掲
げ
る
事
項
」
の
下

に
「
（
当
該
工
程
の
内
容
等
か
ら
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
定
め
な
け
れ
ば
」
を
「
策

定
し
、
か
つ
、
当
該
実
施
要
領
に
基
づ
く
適
切
な
運
用
を
確
立
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
第

二
号
中
「
及
び
職
員
」
を
「
並
び
に
構
成
員
に
係
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等

」
に
、
「
適
合
」
を
「
適
合
性
」
に
、
「
サ
ー
ビ
ス
提
供
へ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
適
用
」
を
「
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
ソ
フ
ト
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ウ
ェ
ア
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
使
用
」
に
、
「
に
係
る
変
更
又
は
そ
の
適
用
」
を
「
又
は

そ
の
使
用
の
在
り
方
」
に
、
「
の
バ
リ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
に
係
る
バ
リ
デ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業

者
等
」
に
、
「
の
適
用
に
つ
い
て
、
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
初
回
使
用
に
当
た
り
」
を
「
を
初
め
て
使
用
す
る
と
き
は
」
に

改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
滅
菌
医
療
機
器
製
造
業
者
等
」
を
「
滅
菌
製
品
を
取
り
扱
う
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
手
順

書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
滅
菌
医
療
機

器
製
造
業
者
等
」
を
「
滅
菌
製
品
を
取
り
扱
う
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
に
つ
い
て
、
そ
の
初
回
実
施
に
当
た
り
」
を
「

を
初
め
て
実
施
す
る
と
き
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
滅
菌
医
療
機
器
製
造
業
者
等
」
を
「
滅
菌
製
品
を
取
り
扱
う
製

造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
識
別
表
示
に

よ
り
区
分
し
な
け
れ
ば
」
を
「
識
別
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」

に
、
「
に
規
定
す
る
識
別
表
示
に
よ
る
区
分
」
を
「
の
識
別
」
に
、
「
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
手
順
を
確
立
し
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、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
を
識
別
表

示
に
よ
り
」
を
「
に
つ
い
て
、
」
に
改
め
、
「
適
合
製
品
」
の
下
に
「
（
製
品
の
要
求
事
項
に
適
合
す
る
製
品
を
い
う
。
）

」
を
加
え
、
「
区
分
さ
れ
る
」
を
「
明
確
に
識
別
さ
れ
る
」
に
、
「
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
手
順
を
確
立
し
、

こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
は
、
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
は
、
製
品
の
」
に
、
「
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ

ば
」
を
「
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業

者
等
」
に
、
「
手
順
書
」
を
「
手
順
を
記
載
し
た
手
順
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
は
、
」
を
「
製
造
販

売
業
者
等
は
、
製
品
の
」
に
、
「
固
有
の
識
別
表
示
に
よ
る
区
分
に
つ
い
て
、
」
を
「
当
該
製
品
に
つ
い
て
識
別
の
た
め
の

固
有
の
表
示
等
に
よ
り
」
に
、
「
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
」
を
「
こ
れ
を
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め

る
。第

四
十
九
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
が
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
」
を
「
を
記
録
し
、
こ
れ
を

保
管
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。
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２

製
造
販
売
業
者
等
は
、
特
定
医
療
機
器
に
係
る
製
品
の
出
荷
後
の
追
跡
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
製
品
を
取
り

扱
う
販
売
業
者
等
（
法
第
六
十
八
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
医
療
機
器
の
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
を
い
う
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該
製
品
の
流
通
に
係
る
記
録
を
作
成
さ
せ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
保
管
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

前
項
の
記
録
は
、
製
造
販
売
業
者
等
が
当
該
製
品
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規

定
に
よ
る
調
査
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
又
は
法
第
六
十
九
条
第

一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
医
薬

品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）

第
三
十
七
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
実
施
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
、
販
売
業
者
等
が
こ

れ
を
提
示
で
き
る
よ
う
に
保
管
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
監
視
測
定
」
を
「
監
視
及
び
測
定
」
に
、
「
、

製
品
の
状
態
を
識
別
表
示
に
よ
り
区
分
し
な
け
れ
ば
」
を
「
製
品
の
状
態
を
識
別
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
（
製
品
要
求
事
項
に
適
合
し
て
い
な
い
製
品
に
つ
い
て
、
そ
の
製
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品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
支
障
の
な
い
こ
と
を
適
切
に
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
使
用
若
し
く
は
操
作
の
許
可
、
工
程

の
次
の
段
階
に
進
む
こ
と
の
許
可
又
は
製
造
所
か
ら
の
出
荷
の
決
定
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
下
で
製
造
所

か
ら
の
出
荷
」
を
「
下
で
出
荷
」
に
、
「
製
造
所
か
ら
出
荷
さ
れ
」
を
「
出
荷
さ
れ
」
に
改
め
、
「
の
識
別
表
示
に
よ
る
区

分
」
を
削
り
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
「
に
お
い
て
」
の
下
に
「
識
別
で
き
る
よ
う
に
し
、
こ
れ
を
」
を
加
え

る
。第

五
十
一
条
の
見
出
し
中
「
物
品
」
を
「
物
品
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等

」
に
、
「
物
品
を
識
別
表
示
に
よ
り
区
分
し
」
を
「
物
品
等
（
製
品
受
領
者
が
所
有
権
を
有
す
る
知
的
財
産
及
び
情
報
を
含

む
。
）
を
識
別
す
る
と
と
も
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
物
品
」
を

「
物
品
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

製
造
販
売
業
者
等
は
、
第
一
項
の
物
品
等
が
当
該
製
造
販
売
業
者
等
に
管
理
さ
れ
、
又
は
使
用
さ
れ
て
い
る
間
は
、
十

分
な
注
意
を
払
っ
て
当
該
物
品
等
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
製
造
所
に
お
け
る
」
を
削
り
、
「
ま
で

の
間
」
の
下
に
「
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
担
当
す
る
業
務
の
間
）
」
を
加
え
、
「
識
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別
表
示
に
よ
る
区
分
」
を
「
識
別
」
に
、
「
手
順
書
又
は
作
業
指
図
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
手
順
又
は
作
業
指
図
に

係
る
体
系
を
確
立
し
、
か
つ
こ
れ
ら
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
製
品
に
つ
い
て
そ
の
製
造
販
売
業
者
等
が
担
当
す
る

業
務
の
間
に
限
る
。

第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
手
順
書
又
は
作
業
指
図
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
手
順
又
は
作
業
指
図
に
係
る
体
系

を
確
立
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十
二
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
、
管
理
す
る
」
を
「
管
理
す
る
」
に
、
「
記

録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
」
を
「
こ
れ
を
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
監
視
測
定
及
び
当
該
監
視
測
定
」
を
「
監
視

及
び
測
定
並
び
に
当
該
監
視
及
び
測
定
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
監
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視
測
定
」
を
「
監
視
及
び
測
定
」
に
、
「
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
監
視
測
定
の
」
を
「
監
視
及
び
測
定
の

」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
識
別
表
示
に
よ
る
区
分
が
な
さ
れ
て
い
る
」
を
「
校
正
の
状
態
に
つ
い
て
識
別
で
き
る
よ
う

に
さ
れ
て
い
る
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
監
視
測
定
結
果
」
を
「
監
視
及
び
測
定
の
結
果
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
監
視
測
定
の
」
を
「
監
視
及
び
測
定
の
」
に
、
「
監
視
測
定
に
」
を
「

監
視
及
び
測
定
に
」
に
、
「
監
視
測
定
結
果
」
を
「
監
視
及
び
測
定
の
結
果
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
製

造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
監
視
測
定
」
を
「
監
視
及
び
測
定
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
製
造
業
者

等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
監
視
測
定
」
を
「
監
視
及
び
測
定
」
に
、
「
初
回
使
用
に
当
た
り
」
を
「
こ
れ
を
初

め
て
使
用
す
る
と
き
に
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
の
見
出
し
中
「
監
視
測
定
」
を
「
測
定
」
に
改
め
、
同
条
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限

定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
監
視
測
定
」
を
「
監
視
、
測

定
」
に
改
め
、
「
改
善
」
の
下
に
「
（
次
項
に
お
い
て
「
監
視
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
（
適
用
す
る
試
験
検
査
等

の
方
法
（
製
品
の
抜
取
り
等
に
適
用
す
る
統
計
学
的
方
法
を
含
む
。
）
及
び
当
該
方
法
の
適
用
の
範
囲
の
明
確
化
を
含
む
。

- 748 -



）
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
製
品
」
の
下
に
「
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

製
造
販
売
業
者
等
は
、
前
項
の
計
画
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
工
程
に
適
用
可
能
な
監
視
等
の
方
法
（
統
計
学
的

方
法
を
含
む
。
）
及
び
当
該
方
法
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
監
視
測
定
」
を
「
測
定
」
に
、
「
製
造
所
」

を
「
製
造
販
売
業
者
等
を
含
む
全
て
の
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
の
製
品
受
領
者
」
を
「
、
並
び
に
是
正
措
置
及
び

予
防
措
置
に
係
る
工
程
入
力
情
報
と
し
て
活
用
す
る
た
め
、
製
品
受
領
者
か
ら
」
に
、
「
手
順
書
並
び
に
是
正
措
置
及
び
予

防
措
置
に
係
る
工
程
入
力
情
報
の
提
供
に
係
る
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な

け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
製
造
所
か
ら
の
」
を
「
法
第
六
十

八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
収
集
さ
れ
た
情
報
等
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
に
定
め
た
実
施
要
領
」

を
削
り
、
「
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
あ
っ
て
は
、
製
品
実
現
計
画
を
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除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
実
効
性
の
あ
る
実
施
及
び
維
持
が
な
さ
れ
て
い
る
」
を
「
効
果
的
に
実
施
さ
れ
、

か
つ
維
持
さ
れ
て
い
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
、
並
び
に
」
を
「

並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等

」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
職
員
」
を
「
構
成
員
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業

者
等
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売

業
者
等
」
に
改
め
、
「
権
限
並
び
に
」
を
削
り
、
「
手
順
書
の
中
で
定
め
な
け
れ
ば
」
を
「
定
め
た
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ

を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
管
理
監
督
者
」
を

「
責
任
者
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
の
見
出
し
中
「
監
視
測
定
」
を
「
監
視
及
び
測
定
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

製
造
販
売
業
者
等
は
、
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
工
程
を
適
切
な
方
法
で
監
視
す
る
と
と
も
に
、

測
定
が
可
能
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
併
せ
て
測
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
七
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
」
を
「
監
視
の
方
法
に
つ
い
て
」
に
、
「
実
証
し
な
け
れ
ば
」
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を
「
実
証
で
き
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、

「
製
品
」
の
下
に
「
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
十
八
条
の
見
出
し
中
「
監
視
測
定
」
を
「
監
視
及
び
測
定
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造

販
売
業
者
等
」
に
、
「
監
視
測
定
し
な
け
れ
ば
」
を
「
監
視
し
、
か
つ
、
測
定
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
）
」
に
、
「
監
視
測
定
を
、
」

を
「
監
視
及
び
測
定
を
、
当
該
製
品
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
を
除
く
。
）
に
係
る
」
に
改
め
、
「
に
定
め
た
実

施
要
領
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
製
造
出
荷
可
否
決
定
基
準
」
を
「

出
荷
可
否
決
定
基
準
」
に
改
め
、
「
監
視
測
定
結
果
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売

業
者
等
」
に
改
め
、
「
製
造
所
か
ら
の
製
品
の
」
及
び
「
可
否
の
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造

販
売
業
者
等
」
に
、
「
実
施
要
領
に
基
づ
く
監
視
測
定
を
」
を
「
全
て
の
必
要
事
項
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に

あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
製
品
の
特
性
の
監
視
、
測
定
そ
の
他
の
必
要
事
項
）
が
」
に
改
め
、
「
製
造
所
か
ら
の
製
品
の
」
及

び
「
可
否
の
」
を
削
り
、
「
サ
ー
ビ
ス
提
供
」
を
「
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
の
見
出
し
中
「
に
係
る
製
品
の
監
視
測
定
」
を
「
固
有
の
要
求
事
項
」
に
改
め
、
同
条
中
「
製
造
業
者
等
」
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を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
次
条
及
び
第
六
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

に
改
め
、
「
製
品
」
の
下
に
「
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
前

条
の
監
視
測
定
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
試
験
検
査
業
務
を
行
っ
た
職
員
」
を
「
、
当
該
製
品
に
係
る
全
て
の
試
験
又

は
検
査
業
務
を
行
っ
た
構
成
員
」
に
、
「
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
」
を
「
作
成
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
製
造
所
か
ら
の
」
を
削
り
、
「
防
ぐ
よ
う

識
別
表
示
に
よ
る
区
分
が
な
さ
れ
、
管
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
」
を
「
防
ぐ
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
、
こ
れ

を
識
別
し
、
管
理
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
を
手
順
書

に
定
め
な
け
れ
ば
」
を
「
に
つ
い
て
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業

者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
製
造
所
か
ら
の
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等

」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
適
合
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
の
み
」
を
「
適
合
し
な
い
場
合
に
は
」
に
、
「
製
造
所

か
ら
の
製
品
の
出
荷
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
」
を
「
不
適
合
製
品
の
処
理
を
行
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項

中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
職
員
」
を
「
構
成
員
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
製

造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
受
渡
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し
の
後
又
は
」
を
「
製
品
受
領
者
へ
の
製
品
の
送
達
後
又
は
当
該
製
品
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
製
造
業
者

等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
工
程
に
つ
い
て
、
元
の
作
業
指
図
と
同
様
の
許
可
及
び
承
認
手
続
き
に
よ
り
新
た
な

作
業
指
図
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
当
該
工
程
に
係
る
新
た
な
手
順
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改

め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
製
造
販
売
業
者
等
は
、
当
該
手
順
を
記
載
し
た
手
順
書
の
発
効
に
当
た
っ
て
は
、
元
の
手
順
書

と
同
様
の
承
認
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
条
第
十
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
許
可
及
び
承
認
」
を
「
承
認
手
続
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
並
び
に
そ
の
」
を
「
及
び
そ
の
」
に
、
「
実

効
性
の
改
善
の
余
地
」
を
「
改
善
を
図
る
措
置
が
採
ら
れ
た
場
合
に
当
該
措
置
の
改
善
に
係
る
実
効
性
」
に
、
「
監
視
測
定

」
を
「
監
視
及
び
測
定
」
に
、
「
及
び
そ
れ
」
を
「
並
び
に
そ
れ
」
に
、
「
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
手
順
を
確

立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「

掲
げ
る
事
項
」
の
下
に
「
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
」
を
加

え
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。
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た
だ
し
、
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
二
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
）

」
に
、
「
内
部
監
査
」
を
「
監
査
」
に
改
め
、
「
の
活
用
」
を
削
り
、
「
通
じ
て
、
」
の
下
に
「
継
続
的
に
」
を
加
え
、
「

す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
手
順
書
を
作
成
し
」

を
「
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
す
る
と
と
も
に
」
に
改
め
、
「
（
製
品
受
領
者
が
主
体
的
に
通
知
書
を
発
行
し
、
実

施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
通
知
書
の
発
行
に
必
要
な
情
報
を
製
品
受
領
者
に
提
供
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
」

を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
製
造
業
者
等
は
、
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
は
、
実
施
し
た
」
に
、
「
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た

場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
係
る
全
て
の
調
査
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
「
す
べ
て
に
係
る
」
を
削
り
、
「
作
成
し
」
の
下
に
「

、
か
つ
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
製
造
業
者
等
は
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
は
」
に
、
「
当
該
製
造
業
者
等
」
を
「
当

該
製
造
販
売
業
者
等
を
含
む
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な
工
程
に
関
与
す
る
全
て
の
者
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
予
防
措
置
」
の
下
に
「
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者

に
あ
っ
て
は
、
是
正
措
置
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三

種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
「
、
製
品
」
の
下
に
「
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
を
除
く
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。
）
」
を
加
え
、
「
第
二
百
五
十
三
条
第
二
項
各
号
」
を
「
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
第
二
項
各
号
」
に
、
「
当
該
事
項
を

製
品
受
領
者
に
通
知
す
る
た
め
の
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
る

た
め
の
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
照
ら
し
」
を
「
応
じ
て
」
に
、
「
適
切
な
」

を
「
当
該
不
適
合
の
再
発
を
防
ぐ
た
め
に
適
切
な
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」

に
改
め
、
「
掲
げ
る
」
の
下
に
「
事
項
に
関
し
て
必
要
な
」
を
加
え
、
「
規
定
し
た
是
正
措
置
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば

」
を
「
定
め
た
是
正
措
置
に
係
る
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
明
確
化
」

を
「
特
定
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
「
照
ら
し
、
」
の
下
に
「
当
該
問
題
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
製
造
業
者
等
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
掲
げ
る
」
の
下
に
「
事
項
に
関
し
て
必

要
な
」
を
加
え
、
「
予
防
措
置
手
順
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
予
防
措
置
に
係
る
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し

な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
明
確
化
」
を
「
特
定
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
明
確
化
」
を
「
決
定
」
に
改
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め
る
。

第
三
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章

医
療
機
器
等
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
係
る
追
加
的
要
求
事
項

（
登
録
製
造
所
の
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
）

第
六
十
五
条

製
造
販
売
業
者
等
は
、
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
工
程
を
外
部
委
託
す
る
事
業
所
又
は
購
買
物
品
の
供
給

者
の
事
業
所
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た

製
造
所
（
以
下
「
登
録
製
造
所
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
登
録
製
造
所
に
係
る
製
造
業
者
又
は
同

項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
（
以
下
「
登
録
製
造
所
に
係
る
製
造
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
適
切
な
品
質

管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
き
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
確
認
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
係
る
追
加
的
要
求
事
項
）

第
六
十
六
条

製
造
販
売
業
者
等
は
、
第
二
章
の
規
定
の
ほ
か
、
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
の
規
定
（
第
三
条
の
規
定
に
よ

り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
規
定
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
を
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確
立
し
、
文
書
化
し
、
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
効
性
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

製
造
販
売
業
者
等
は
、
工
程
に
つ
い
て
、
第
二
章
の
規
定
の
ほ
か
、
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
管
理

監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

製
造
販
売
業
者
等
は
、
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
係
る
文
書
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
の
ほ
か
、
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
に
規
定
す
る
手
順
及
び
記
録
に
つ
い
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
品
質
管
理
監
督
文
書
の
保
管
期
限
）

第
六
十
七
条

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
販
売
業
者
等
が
品
質
管
理
監
督
文
書
又
は
そ
の
写
し
を
保
管
す
る
期
間

は
、
当
該
品
質
管
理
監
督
文
書
の
廃
止
の
日
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
（
教
育
訓
練
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
五
年

間
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
製
品
の
製
造
又
は
試
験
検
査
に
用
い
た
品
質
管
理
監
督
文
書
に
つ
い
て
は
、
次
条
に
規
定
す
る

期
間
、
当
該
品
質
管
理
監
督
文
書
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
保
管
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

一

特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
あ
っ
て
は
、
十
五
年
間
（
当
該
製
品
の
有
効
期
間
又
は
使
用
の
期
限
（
以

下
単
に
「
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）
に
一
年
を
加
算
し
た
期
間
が
十
五
年
よ
り
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
有
効
期

間
に
一
年
を
加
算
し
た
期
間
）
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二

特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
以
外
の
医
療
機
器
等
に
係
る
製
品
に
あ
っ
て
は
、
五
年
間
（
当
該
製
品
の
有
効
期
間
に
一

年
を
加
算
し
た
期
間
が
五
年
よ
り
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
有
効
期
間
に
一
年
を
加
算
し
た
期
間
）

（
記
録
の
保
管
期
限
）

第
六
十
八
条

製
造
販
売
業
者
等
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
こ
の
章
に
規
定
す
る
記
録
を
、
作
成
の
日
か
ら
次
の
各
号
に
掲

げ
る
期
間
（
教
育
訓
練
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
五
年
間
）
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
あ
っ
て
は
、
十
五
年
間
（
当
該
製
品
の
有
効
期
間
に
一
年
を
加
算
し
た
期

間
が
十
五
年
よ
り
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
有
効
期
間
に
一
年
を
加
算
し
た
期
間
）

二

特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
以
外
の
医
療
機
器
等
に
係
る
製
品
に
あ
っ
て
は
、
五
年
間
（
当
該
製
品
の
有
効
期
間
に
一

年
を
加
算
し
た
期
間
が
五
年
よ
り
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
有
効
期
間
に
一
年
を
加
算
し
た
期
間
）

（
不
具
合
等
報
告
）

第
六
十
九
条

製
造
販
売
業
者
等
は
、
全
て
の
施
設
及
び
関
連
す
る
登
録
製
造
所
に
、
当
該
施
設
及
び
関
連
す
る
登
録
製
造

所
が
製
品
に
関
し
て
施
行
規
則
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
っ
た
場
合
に
当
該
事
項
を
当

該
製
造
販
売
業
者
等
に
通
知
さ
せ
る
た
め
の
手
順
を
確
立
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
手
順
を
文
書
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

- 758 -



（
製
造
販
売
後
安
全
管
理
基
準
と
の
関
係
）

第
七
十
条

製
造
販
売
業
者
等
は
、
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
省
令

の
規
定
の
ほ
か
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準

に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
五
号
。
以
下
「
製
造
販
売
後
安
全
管
理
基
準
」
と
い
う
。
）
の

規
定
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
業
務
）

第
七
十
一
条

製
造
販
売
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療

機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
（
以
下
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

製
品
の
出
荷
の
決
定
そ
の
他
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
係
る
業
務
を
統
括
し
、
こ
れ
に
責
任
を
負
う
こ
と
。

二

業
務
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
製
造
販
売
業
者
、
管
理
監
督
者
そ
の
他
の

当
該
業
務
に
関
し
て
責
任
を
有
す
る
者
に
対
し
文
書
に
よ
り
必
要
な
意
見
を
述
べ
、
そ
の
写
し
を
五
年
間
保
管
す
る
こ

と
。
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三

次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
を
監
督
す
る
こ
と
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
器
等
総
括

製
造
販
売
責
任
者
が
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
を
兼
ね
る
場
合
を
除
く
。
）
。

四

管
理
責
任
者
及
び
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者

に
あ
っ
て
は
、
管
理
責
任
者
を
除
く
。
）
の
意
見
を
尊
重
す
る
こ
と
。

五

製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
に
関
係
す
る
部
門
と
製
造
販
売
後
安
全
管
理
基
準
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
安
全
管
理

統
括
部
門
（
次
条
第
二
項
第
九
号
に
お
い
て
「
安
全
管
理
統
括
部
門
」
と
い
う
。
）
と
の
密
接
な
連
携
を
図
ら
せ
る
こ

と
。

２

医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
は
、
管
理
監
督
者
若
し
く
は
管
理
責
任
者
又
は
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
品

質
業
務
運
営
責
任
者
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
）

第
七
十
二
条

製
造
販
売
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
従
っ
て
行
う
国
内
の
製
品
の
品
質
を
管
理
す
る
業
務
（
以
下
「
品

質
管
理
業
務
」
と
い
う
。
）
の
責
任
者
と
し
て
、
国
内
に
所
在
す
る
施
設
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
国
内
品
質
業

務
運
営
責
任
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

製
造
販
売
業
者
に
お
け
る
品
質
保
証
部
門
の
責
任
者
で
あ
る
こ
と
。

二

品
質
管
理
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三

国
内
の
品
質
管
理
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し
う
る
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

四

医
療
機
器
等
の
販
売
に
係
る
部
門
に
属
す
る
者
で
な
い
こ
と
そ
の
他
国
内
の
品
質
管
理
業
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
遂

行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

製
造
販
売
業
者
は
、
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
に
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
手
順
書
等
に
基
づ
き

、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

国
内
の
品
質
管
理
業
務
を
統
括
す
る
こ
と
。

二

国
内
の
品
質
管
理
業
務
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

三

国
内
に
流
通
さ
せ
る
製
品
に
つ
い
て
、
市
場
へ
の
出
荷
の
決
定
を
ロ
ッ
ト
ご
と
（
ロ
ッ
ト
を
構
成
し
な
い
医
療
機
器

等
に
あ
っ
て
は
、
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
ご
と
）
に
行
い
、
そ
の
結
果
及
び
出
荷
先
等
市
場
へ
の
出
荷
の
記
録
を
作

成
す
る
こ
と
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
市
場
へ
の
出
荷
の
可
否
の
決
定
を
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
製
品
の
市
場
へ
の
出
荷
の
可
否
の
決
定
の
状
況
に
つ
い
て
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
。
）
。
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四

国
内
に
流
通
す
る
製
品
に
つ
い
て
、
当
該
製
品
の
品
質
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
製
造
方
法
、
試
験
検
査
方

法
等
の
変
更
が
な
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
情
報
を
国
内
外
か
ら
収
集
し
、
か
つ
、
把
握
す
る
と

と
も
に
、
当
該
変
更
が
製
品
の
品
質
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
管
理
責
任
者
（

限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
の
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
に
あ
っ
て
は
、
管
理
監
督
者
。
次
号
か
ら
第
七

号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
報
告
し
、
必
要
か
つ
適

切
な
措
置
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五

国
内
に
流
通
す
る
製
品
に
つ
い
て
、
当
該
製
品
の
品
質
等
に
関
す
る
情
報
（
品
質
不
良
又
は
そ
の
お
そ
れ
に
係
る
情

報
を
含
む
。
）
を
国
内
外
か
ら
収
集
す
る
と
と
も
に
、
当
該
情
報
を
得
た
と
き
は
、
速
や
か
に
管
理
責
任
者
及
び
医
療

機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
報
告
し
、
記
録
し
、
及
び
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
が
採
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。

六

国
内
に
流
通
す
る
製
品
の
回
収
を
行
う
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

イ

回
収
し
た
医
療
機
器
等
を
区
分
し
て
一
定
期
間
保
管
し
た
後
、
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。

ロ

回
収
の
内
容
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
し
、
管
理
責
任
者
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
に
対
し
て
文
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書
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
。

七

第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
内
の
品
質
管
理
業
務
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
管
理
責
任
者
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
。

八

国
内
の
品
質
管
理
業
務
の
実
施
に
当
た
り
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
す
る
登
録
製
造
所
に
係
る
製
造
業
者
又
は
医
療
機

器
等
外
国
製
造
業
者
、
販
売
業
者
、
薬
局
開
設
者
、
病
院
及
び
診
療
所
の
開
設
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
し
、
文
書
に
よ

る
連
絡
又
は
指
示
を
行
う
こ
と
。

九

製
造
販
売
後
安
全
管
理
基
準
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
安
全
確
保
措
置
に
関
す
る
情
報
を
知
っ
た
と
き
は
、
安
全

管
理
統
括
部
門
に
遅
滞
な
く
文
書
で
提
供
す
る
こ
と
。

３

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
市
場
へ
の
出
荷
の
決
定
は
、
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
（
品

質
保
証
部
門
の
者
又
は
登
録
製
造
所
（
市
場
へ
の
出
荷
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
構
成
員
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
を
適

正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し
う
る
能
力
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
市
場
へ
の
出
荷
の
決
定
を
行
っ
た
者
は
、
そ
の
結
果
及
び
出
荷
先
等
市
場
へ
の
出
荷
に
関
す
る
記

録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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５

国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
は
、
管
理
責
任
者
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
そ
の
他
の
遵
守
事
項
）

第
七
十
二
条
の
二

製
造
販
売
業
者
は
、
前
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
収
集
が
妨
げ
ら
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
と
の
関
係
も
踏
ま
え
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
関

係
す
る
施
設
及
び
登
録
製
造
所
と
の
間
で
必
要
か
つ
十
分
な
事
項
に
つ
い
て
取
り
決
め
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

製
造
販
売
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

医
療
機
器
の
修
理
業
者
か
ら
の
通
知
の
処
理

二

医
療
機
器
の
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
に
お
け
る
品
質
の
確
保

三

中
古
品
の
販
売
業
者
又
は
貸
与
業
者
か
ら
の
通
知
の
処
理

（
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
の
業
務
）

第
七
十
二
条
の
三

外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
に
、
こ
の

省
令
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
う
ち
、
国
内
の
業
務
に
関
す
る
も
の

二

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
う
ち
、
国
内
の
業
務
に
関
す
る
も
の

三

第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
う
ち
、
国
内
の
業
務
に
関
す
る
も
の

四

第
四
十
八
条
及
び
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
う
ち
、
国
内
の
業
務
に
関
す
る
も
の

五

第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
う
ち
、
国
内
の
業
務
に
関
す
る
も
の

六

第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
う
ち
、
国
内
の
業
務
に
関
す
る
も
の

七

国
内
の
製
品
に
係
る
回
収
処
理

八

国
内
の
製
品
に
係
る
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務

九

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
と
し
て
行
う
業
務
に
つ
い
て
の
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得

者
の
管
理
監
督
者
及
び
管
理
責
任
者
そ
の
他
の
関
係
す
る
者
に
対
す
る
必
要
な
報
告
、
情
報
の
授
受
そ
の
他
の
当
該
業

務
を
適
切
に
行
う
た
め
に
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
と
の
必
要
な
連
携
を
図
る
た
め
の
業
務

十

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
と
し
て
行
う
業
務
に
関
す
る
文
書
及
び
記
録
の
管
理

２

外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
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選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
選
任
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
又
は
選
任
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
に
つ
い
て
は

、
第
七
十
条
か
ら
前
条
ま
で
（
第
七
十
二
条
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十

一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
そ
の
他
の
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
又
は
選
任

外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
と
し
て
行
う
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
製
造
販
売
業
者
、
管
理
監
督
者

」
と
あ
る
の
は
「
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
又
は
選
任
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業

者
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
管
理
責
任
者
及
び
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
」
と
、
「
（
限
定
第
三
種
医

療
機
器
製
造
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
管
理
責
任
者
を
除
く
。
）
の
意
見
」
と
あ
る
の
は
「
の
意
見
」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
管
理
監
督
者
若
し
く
は
管
理
責
任
者
又
は
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
」
と
、
第
七
十
二
条
第
一
項

中
「
従
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
従
っ
て
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
又
は
選
任
外
国
指
定
高
度
管
理
医
療

機
器
等
製
造
販
売
業
者
と
し
て
」
と
、
同
条
第
二
項
第
四
号
中
「
管
理
責
任
者
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者

の
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
に
あ
っ
て
は
、
管
理
監
督
者
。
次
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
医
療
機
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器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
、
同
項
第
五
号
、
第
六
号
ロ
及

び
第
七
号
中
「
管
理
責
任
者
及
び
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責

任
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章
の
章
名
中
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
の
製
造
所
に
お
け
る
」
を
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
の
」
に
改

め
る
。

第
七
十
三
条
の
見
出
し
中
「
特
定
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
」
を
「
特
定
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業

者
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
「
製
造
業
者
等
（
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
（
」

に
、
「
特
定
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
」
を
「
特
定
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
い

う
。
）
は
、
」
の
下
に
「
当
該
製
品
を
製
造
す
る
製
造
所
（
製
造
工
程
の
う
ち
包
装
、
表
示
若
し
く
は
保
管
又
は
設
計
の
み

を
行
う
製
造
所
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
」
を
加
え
、
「
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並

び
に
第
四
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
イ
中
「
に
応
じ
、
」
の
下
に
「
適
切
な
温

度
、
湿
度
及
び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
ハ

」
を
「
ル

」
に
改
め
、
「
有
す
る
室
」
の
下
に
「
並
び
に
製
品
、
製
造
用

(4)

(4)

物
質
及
び
材
料
の
試
験
検
査
に
必
要
な
設
備
の
う
ち
無
菌
試
験
を
行
う
設
備
を
有
す
る
室
」
を
加
え
、
同
号
ホ
を
同
号
ワ
と
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し
、
同
号
ニ
中
「
ハ

」
を
「
ル

」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ハ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と

(2)

(2)

し
、
同
号
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

清
浄
区
域
（
作
業
所
の
う
ち
、
構
成
部
品
等
の
秤
量
及
び
調
製
作
業
を
行
う
場
所
並
び
に
洗
浄
後
の
容
器
が
作
業

所
内
の
空
気
に
触
れ
る
場
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
無
菌
区
域
（
作
業
所
の
う
ち
、
無
菌

化
さ
れ
た
製
品
、
中
間
製
品
若
し
く
は
構
成
部
品
等
又
は
滅
菌
さ
れ
た
容
器
が
作
業
所
内
の
空
気
に
触
れ
る
場
所
、

容
器
の
閉
塞
作
業
を
行
う
場
所
及
び
無
菌
試
験
等
の
無
菌
操
作
を
行
う
場
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

天
井
、
壁
及
び
床
の
表
面
は
、
な
め
ら
か
で
ひ
び
割
れ
が
な
く
、
か
つ
、
じ
ん
あ
い
を
発
生
し
な
い
も
の
で
あ

(1)
る
こ
と
。

排
水
設
備
は
、
有
害
な
排
水
に
よ
る
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
適
切
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(2)
ホ

清
浄
区
域
に
は
、
排
水
口
を
設
置
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

排
水
口
は
、
清
掃
が
容
易
な
ト
ラ
ッ
プ
及
び
排
水
の
逆
流
を
防
止
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ

(1)
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と
。ト

ラ
ッ
プ
は
、
消
毒
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(2)

床
の
溝
は
、
浅
く
清
掃
が
容
易
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
排
水
口
を
通
じ
て
、
製
造
区
域
（
培
養
、
抽
出
及
び

(3)
精
製
作
業
、
構
成
部
品
等
の
秤
量
及
び
調
製
作
業
、
容
器
の
洗
浄
及
び
乾
燥
作
業
並
び
に
容
器
の
閉
塞
及
び
包
装

作
業
を
行
う
場
所
並
び
に
更
衣
を
行
う
場
所
を
い
う
。
）
の
外
へ
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ

無
菌
区
域
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

排
水
口
を
設
置
し
な
い
こ
と
。

(1)

流
し
を
設
置
し
な
い
こ
と
。

(2)
ト

動
物
又
は
微
生
物
を
用
い
る
試
験
を
行
う
区
域
及
び
特
定
生
物
由
来
医
療
機
器
等
に
係
る
製
品
の
製
造
に
必
要
の

な
い
動
物
組
織
又
は
微
生
物
を
取
り
扱
う
区
域
は
、
当
該
製
品
の
製
造
を
行
う
他
の
区
域
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て

お
り
、
か
つ
、
空
気
処
理
シ
ス
テ
ム
が
別
系
統
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

チ

無
菌
操
作
を
行
う
区
域
は
、
フ
ィ
ル
タ
ー
に
よ
り
処
理
さ
れ
た
清
浄
な
空
気
を
供
し
、
か
つ
、
適
切
な
差
圧
管
理

を
行
う
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

- 769 -



リ

病
原
性
を
持
つ
微
生
物
等
を
取
り
扱
う
区
域
は
、
適
切
な
陰
圧
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有

す
る
こ
と
。

ヌ

感
染
性
を
持
つ
微
生
物
等
を
取
り
扱
う
区
域
は
、
当
該
区
域
で
使
用
し
た
器
具
の
洗
浄
、
消
毒
及
び
滅
菌
の
た
め

の
設
備
並
び
に
廃
液
等
の
処
理
の
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

第
七
十
三
条
第
二
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

材
料
の
秤
量
作
業
又
は
容
器
の
洗
浄
作
業
を
行
う
作
業
室
は
、
防
じ
ん
の
た
め
、
密
閉
構
造
で
あ
る
こ
と
。

第
七
十
三
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

カ

ル
に
掲
げ
る
設
備
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

製
造
又
は
試
験
検
査
に
使
用
す
る
動
物
の
飼
育
管
理
に
必
要
な
設
備

(1)

培
地
及
び
そ
の
希
釈
用
液
を
調
製
す
る
設
備

(2)

製
造
又
は
試
験
検
査
に
使
用
す
る
器
具
器
械
、
容
器
等
の
洗
浄
、
乾
燥
、
滅
菌
及
び
保
管
に
必
要
な
設
備

(3)

容
器
の
閉
塞
設
備

(4)

動
物
の
死
体
そ
の
他
の
汚
物
の
適
切
な
処
理
及
び
汚
水
の
浄
化
を
行
う
設
備

(5)
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ヨ

貯
蔵
設
備
は
、
恒
温
装
置
、
自
記
温
度
計
そ
の
他
必
要
な
計
器
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

タ

空
気
処
理
シ
ス
テ
ム
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

微
生
物
等
に
よ
る
製
品
又
は
材
料
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
適
切
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

病
原
性
を
持
つ
微
生
物
等
を
取
り
扱
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
微
生
物
等
の
空
気
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
に

(2)
適
切
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

病
原
性
を
持
つ
微
生
物
等
を
取
り
扱
う
区
域
か
ら
排
出
さ
れ
る
空
気
を
、
高
性
能
エ
ア
フ
ィ
ル
タ
ー
に
よ
り
当

(3)
該
微
生
物
等
を
除
去
し
た
後
に
排
出
す
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

病
原
性
を
持
つ
微
生
物
等
が
漏
出
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
室
か
ら
排
出
さ
れ
る
空
気
を
再
循
環
さ
せ
な
い
構

(4)
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

に
規
定
す
る
構
造
に
よ
り
当
該
微
生
物
等
が
十
分
除
去
さ
れ
て
お
り
、
か

(3)

つ
、
再
循
環
さ
せ
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

必
要
に
応
じ
て
、
作
業
室
ご
と
に
別
系
統
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(5)
レ

配
管
、
バ
ル
ブ
及
び
ベ
ン
ト
・
フ
ィ
ル
タ
ー
は
、
使
用
の
目
的
に
応
じ
、
容
易
に
清
掃
又
は
滅
菌
が
で
き
る
構
造

の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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ソ

次
に
掲
げ
る
試
験
検
査
の
設
備
及
び
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製

造
販
売
業
者
等
の
他
の
試
験
検
査
機
関
を
利
用
し
て
自
己
の
責
任
に
お
い
て
当
該
試
験
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て

、
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

密
封
状
態
検
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
密
封
状
態
検
査
の
設
備
及
び
器
具

(1)

異
物
検
査
の
設
備
及
び
器
具

(2)

製
品
、
製
造
用
物
質
及
び
材
料
の
理
化
学
試
験
の
設
備
及
び
器
具

(3)

無
菌
試
験
の
設
備
及
び
器
具

(4)

発
熱
性
物
質
試
験
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
発
熱
性
物
質
試
験
の
設
備
及
び
器
具

(5)

生
物
学
的
試
験
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
生
物
学
的
試
験
の
設
備
及
び
器
具

(6)

第
七
十
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

製
造
又
は
試
験
検
査
に
使
用
す
る
動
物
（
ド
ナ
ー
動
物
を
含
む
。
以
下
「
使
用
動
物
」
と
い
う
。
）
を
管
理
す
る
設

備
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

使
用
動
物
を
検
査
す
る
た
め
の
区
域
は
、
他
の
区
域
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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ロ

害
虫
の
侵
入
の
お
そ
れ
の
な
い
飼
料
の
貯
蔵
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

製
造
に
使
用
す
る
動
物
の
飼
育
室
と
試
験
検
査
に
使
用
す
る
動
物
の
飼
育
室
を
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
る
こ
と
。

ニ

使
用
動
物
の
飼
育
室
は
、
他
の
区
域
と
空
気
処
理
シ
ス
テ
ム
が
別
系
統
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
野
外
で

の
飼
育
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
動
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ

使
用
動
物
に
抗
原
等
を
接
種
す
る
場
合
に
は
、
動
物
の
剖
検
室
と
分
離
さ
れ
た
接
種
室
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

第
七
十
四
条
中
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
」
を
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
に
係
る
製
品
の
製
造
販
売
業
者
等

（
以
下
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
製
造
す
る
」
を
「
取
り
扱
う
」
に
、
「
製
品

ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
製
品
標
準
書
を
製
造
所
ご
と
に
作
成
し
な
け
れ
ば
」
を
「
製
品
標
準
書
に

お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め

、
同
条
第
二
号
中
「
製
造
又
は
試
験
検
査
に
使
用
す
る
動
物
（
ド
ナ
ー
動
物
を
含
む
。
以
下
「
使
用
動
物
」
と
い
う
。
）
」

を
「
使
用
動
物
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
第
一
項
中
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
」
を
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、

「
製
造
す
る
」
を
「
取
り
扱
う
」
に
改
め
、
「
及
び
手
順
書
」
を
削
り
、
「
管
理
し
な
け
れ
ば
」
を
「
管
理
す
る
と
と
も
に
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、
そ
の
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ト
及
び
チ
中
「
職
員
」
を
「
構
成
員
」
に

改
め
、
同
号
チ

中
「
六
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
」
を
「
定
期
的
に
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」

(2)

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
」
を
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、

「
製
造
す
る
」
を
「
取
り
扱
う
」
に
改
め
、
「
及
び
手
順
書
」
を
削
り
、
「
に
基
づ
き
、
」
の
下
に
「
当
該
製
品
の
製
造
所

に
お
け
る
」
を
加
え
、
「
管
理
し
な
け
れ
ば
」
を
「
管
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け

れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ロ

中
「
施
設
」
を
「
事
業
所
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
職
員
」
を
「
構
成
員
」
に
改
め
、

(1)

同
号
ホ
中
「
出
荷
先
施
設
名
」
を
「
出
荷
先
事
業
所
名
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等

」
を
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
第
一
項
中
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
」
を
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、

「
製
造
す
る
」
を
「
取
り
扱
う
」
に
改
め
、
「
及
び
手
順
書
」
を
削
り
、
「
に
基
づ
き
、
」
の
下
に
「
当
該
製
品
の
製
造
所

に
お
け
る
」
を
加
え
、
「
管
理
し
な
け
れ
ば
」
を
「
管
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け

れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
場
合
に
お
い
て
」
を
「
場
合
に
あ

っ
て
」
に
、
「
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
保
管
す
る
こ
と
」
に
、
「
三
年
（
当
該
医
療
機
器
に
関
し
て
有
効
期
間
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の
記
載
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
有
効
期
間
に
一
年
を
加
算
し
た
期
間
が
三
年
よ
り
長
い
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
有
効
期
間
に
一
年
を
加
算
し
た
期
間
）
」
を
「
当
該
製
品
の
有
効
期
間
に
一
年
を
加
算
し
た
期
間
」
に
改
め

、
同
条
第
二
項
中
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
」
を
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
製
造

す
る
」
を
「
取
り
扱
う
」
に
改
め
、
「
及
び
手
順
書
」
を
削
り
、
「
基
づ
き
、
」
の
下
に
「
当
該
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る

」
を
加
え
、
「
管
理
し
な
け
れ
ば
」
を
「
管
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
手
順
を
確
立
し
、
こ
れ
を
文
書
化
し
な
け
れ
ば
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
」
を
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め

る
。第

七
十
七
条
中
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
」
を
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
製
造

す
る
」
を
「
取
り
扱
う
」
に
、
「
別
に
」
を
「
第
二
十
三
条
に
」
に
、
「
手
順
書
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
な

け
れ
ば
」
を
「
次
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
の
手
順
を
確
立
し
て
実
施
す
る
と
と
も
に
、
当
該
手
順
に
つ
い
て
文
書
化
し
な

け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
職
員
」
を
「
構
成
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
は
、
前
項
の
教
育
訓
練
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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第
七
十
八
条
第
一
項
中
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
」
を
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改

め
、
「
た
だ
し
、
」
及
び
「
少
な
く
と
も
」
を
削
り
、
「
に
お
い
て
当
該
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
生
物

由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
」
を
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
、
「
た
だ
し
、
」
を
削
る
。

第
七
十
九
条
中
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
」
を
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
五
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
章

放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理

（
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
登
録
製
造
所
の
業
務
運
営
基
盤
）

第
八
十
条

放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
製
品
の
製
造
販
売
業
者
等
は
、
当
該
製
品
を
製
造
す
る
登
録
製
造
所
（
設

計
の
み
を
行
う
登
録
製
造
所
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
業
務
運
営
基
盤
と
し
て
、
次
に
掲
げ

る
要
件
（
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
第
二
条
第
三
項
第
一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
容
器
又
は
被
包
の
包
装

、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う
登
録
製
造
所
に
あ
っ
て
は
第
二
号
ホ
及
び
第
四
号
ニ
中
作
業
室
に
関
す
る
規
定
を
、
当
該

登
録
製
造
所
の
他
の
試
験
検
査
設
備
又
は
他
の
試
験
検
査
機
関
を
利
用
し
て
自
己
の
責
任
に
お
い
て
当
該
試
験
検
査
を
行

う
場
合
で
あ
つ
て
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
二
号
ホ
及
び
第
四
号
ニ
中
試
験
検
査
室
に
関
す
る
規
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定
を
除
く
。
）
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

地
崩
れ
及
び
浸
水
の
お
そ
れ
の
少
な
い
場
所
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
製
品
の
作
業
所
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

他
の
設
備
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

主
要
構
造
部
等
が
耐
火
構
造
で
あ
る
か
、
又
は
不
燃
材
料
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）

第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
不
燃
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

次
の
線
量
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
線
量
限
度
以
下
と
す
る
た
め
に
必
要
な
遮
蔽
壁
そ

の
他
の
遮
蔽
物
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

登
録
製
造
所
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お
い
て
人
が
被
曝
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
の
線
量

(1)

登
録
製
造
所
の
境
界
及
び
登
録
製
造
所
内
の
人
が
居
住
す
る
区
域
に
お
け
る
放
射
線
の
線
量

(2)
ニ

人
が
常
時
出
入
り
す
る
出
入
口
は
、
一
箇
所
と
す
る
こ
と
。

ホ

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
作
業
室
及
び
試
験
検
査
室
（
動
物
試
験
を
行
う
場
合
に
は
動
物
試
験
室
を
含
む

。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
こ
と
。
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内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
放
射
性
物
質
（
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
放

(1)
射
性
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
は
、
突
起
物
、
く
ぼ
み
及
び
仕

上
げ
材
の
目
地
等
の
隙
間
の
少
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
の
表
面
は
、
平
滑
で
あ
り
、

(2)
気
体
又
は
液
体
が
浸
透
し
に
く
く
、
か
つ
、
腐
食
し
に
く
い
材
料
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
廃
棄
す
る
も
の
が
飛
散
し
、
漏
れ
、
染
み
出
、
又

(3)
は
流
れ
出
る
お
そ
れ
の
な
い
廃
棄
容
器
で
あ
っ
て
、
運
搬
及
び
廃
棄
を
安
全
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
備
え

て
い
る
こ
と
。

フ
ー
ド
、
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
等
の
気
体
状
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
空
気
の

(4)
広
が
り
を
防
止
す
る
装
置
が
排
気
設
備
に
連
結
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
汚
染
検
査
室
（
人
体
又
は
作
業
衣
、
履
物
、
保
護
具
等
人
体
に
着
用
し
て
い
る

物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
検
査
及
び
除
去
を
行
う
室
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
量
又
は
濃
度
以
下
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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人
が
常
時
出
入
り
す
る
作
業
所
の
出
入
口
の
付
近
等
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
検
査
及
び
除
去
を
行
う
の
に

(1)
最
も
適
し
た
場
所
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ
の

及
び

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
こ
と
。

(2)

(1)

(2)

洗
浄
設
備
及
び
更
衣
設
備
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
汚
染
の
検
査
の
た
め
の
放
射
線
測
定
器
及
び
汚
染
の

(3)
除
去
に
必
要
な
器
材
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

に
定
め
る
洗
浄
設
備
の
排
水
管
は
、
排
水
設
備
に
連
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(4)

(3)

三

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
貯
蔵
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

イ

主
要
構
造
部
等
が
耐
火
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
開
口
部
に
防
火
戸
を
有
す
る
貯
蔵
室
又
は
耐
火
性
の
構
造
で

あ
る
貯
蔵
箱
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

前
号
ハ
の
基
準
に
適
合
す
る
遮
蔽
壁
そ
の
他
の
遮
蔽
物
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

人
が
常
時
出
入
り
す
る
出
入
口
は
、
一
箇
所
で
あ
る
こ
と
。

ニ

扉
、
蓋
等
外
部
に
通
ず
る
部
分
に
、
鍵
そ
の
他
閉
鎖
の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
を
有
す
る
こ
と
。

ホ

放
射
性
医
薬
品
を
他
の
物
と
区
別
し
て
保
管
す
る
た
め
の
鍵
の
か
か
る
設
備
又
は
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
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ヘ

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
放
射
性
物
質
を
入
れ
る
容
器
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

容
器
の
外
に
お
け
る
空
気
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
性
物
質
を
入
れ
る
容
器
に
あ
っ
て
は
、
気
密
な
構

(1)
造
で
あ
る
こ
と
。

液
体
状
の
放
射
性
物
質
を
入
れ
る
容
器
に
あ
っ
て
は
、
液
体
が
こ
ぼ
れ
に
く
い
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
液
体
が

(2)
浸
透
し
に
く
い
材
料
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

液
体
状
又
は
固
体
状
の
放
射
性
物
質
を
入
れ
る
容
器
で
、
亀
裂
、
破
損
等
の
事
故
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も

(3)
の
に
あ
っ
て
は
、
受
皿
、
吸
収
材
そ
の
他
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
又
は
器

具
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
廃
棄
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

イ

他
の
設
備
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

主
要
構
造
部
等
が
耐
火
構
造
で
あ
る
か
、
又
は
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

第
二
号
ハ
の
基
準
に
適
合
す
る
遮
蔽
壁
そ
の
他
の
遮
蔽
物
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
排
気
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
量
若
し
く
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は
濃
度
以
下
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
と
き
又
は
排
気
設
備
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
使
用
の
目
的
を
妨
げ
、
若

し
く
は
作
業
の
性
質
上
困
難
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
気
体
状
の
放
射
性
物
質
を
発
生
し
、
若
し
く
は
放
射
性
物
質

に
よ
っ
て
空
気
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

排
気
口
に
お
け
る
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
能
力
を

(1)
有
す
る
こ
と
又
は
排
気
監
視
設
備
を
設
け
て
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
登
録
製

造
所
の
境
界
（
登
録
製
造
所
の
境
界
に
隣
接
す
る
区
域
に
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
た

場
合
に
は
、
そ
の
区
域
の
境
界
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
外
の
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃

度
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
能
力
を
有
す
る
排

気
設
備
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
排
気
設
備
が
登
録
製
造
所
の
境
界
の
外
の
人
が
被
曝

す
る
線
量
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
線
量
限
度
以
下
と
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
承

認
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

気
体
が
漏
れ
に
く
い
構
造
で
、
か
つ
、
腐
食
し
に
く
い
材
料
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)

故
障
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
空
気
の
広
が
り
を
急
速
に
防
止
す
る
こ
と

(3)
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が
で
き
る
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

作
業
室
、
試
験
検
査
室
又
は
廃
棄
作
業
室
（
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
焼
却

(4)
し
た
後
そ
の
残
渣
を
焼
却
炉
か
ら
搬
出
し
、
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
の
固
型
化
材
料
に
よ
り
固
型
化
（
固
型

化
す
る
た
め
の
処
理
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
す
る
作
業
を
行
う
室
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
の
人
が
常
時
立

ち
入
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
能
力

を
有
す
る
こ
と
。

ホ

液
体
状
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
液
を
浄
化
し
、
又
は
排
水
す
る
場
合
に
は
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
排
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

排
水
口
に
お
け
る
排
液
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
能
力
を

(1)
有
す
る
こ
と
又
は
排
水
監
視
設
備
を
設
け
て
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
登
録
製

造
所
の
境
界
に
お
け
る
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
能
力

を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
能
力
を
有
す
る
排
水
設
備
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、

排
水
設
備
が
登
録
製
造
所
の
境
界
の
外
の
人
が
被
曝
す
る
線
量
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
線
量
限
度
以
下
と
す
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る
能
力
を
有
す
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

排
液
の
漏
れ
に
く
い
構
造
で
、
排
液
が
浸
透
し
に
く
く
、
か
つ
、
腐
食
し
に
く
い
材
料
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

(2)
と
。排

水
浄
化
槽
は
、
排
液
を
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
又
は
排
液
中
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
測
定

(3)
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
排
液
の
流
出
を
調
節
す
る
装
置
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

排
水
浄
化
槽
の
上
部
の
開
口
部
は
、
蓋
の
で
き
る
構
造
で
あ
る
か
、
又
は
そ
の
周
囲
に
柵
そ
の
他
の
人
が
み
だ

(4)
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
設
備
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ

放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
焼
却
す
る
場
合
に
は
、
ニ
の
規
定
に
適
合
す
る
排
気

設
備
、
第
二
号
ホ
の

、

及
び

の
規
定
に
適
合
す
る
廃
棄
作
業
室
、
同
号
ヘ
の

か
ら

ま
で
の
規
定
に
適
合

(1)

(2)

(4)

(1)

(3)

す
る
汚
染
検
査
室
並
び
に
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
焼
却
炉
を
有
す
る
こ
と
。

気
体
が
漏
れ
に
く
く
、
か
つ
、
灰
が
飛
散
し
に
く
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

(1)

排
気
設
備
に
連
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)

焼
却
残
渣
の
搬
出
口
は
、
廃
棄
作
業
室
に
連
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(3)
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ト

放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
の
固
型
化
材
料
に
よ
り
固
型

化
す
る
場
合
に
は
、
ニ
の
規
定
に
適
合
す
る
排
気
設
備
、
第
二
号
ホ
の

、

及
び

の
規
定
に
適
合
す
る
廃
棄
作

(1)

(2)

(4)

業
室
、
同
号
ヘ
の

か
ら

ま
で
の
規
定
に
適
合
す
る
汚
染
検
査
室
並
び
に
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
固
型

(1)

(3)

化
処
理
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
が
漏
れ
、
又
は
こ
ぼ
れ
に
く
く
、
か
つ
、
粉
塵
が
飛

(1)
散
し
に
く
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

液
体
が
浸
透
し
に
く
く
、
か
つ
、
腐
食
し
に
く
い
材
料
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)
チ

放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
保
管
廃
棄
す
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

適
合
す
る
保
管
廃
棄
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

外
部
と
区
画
さ
れ
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。

(1)

扉
、
蓋
等
外
部
に
通
ず
る
部
分
に
は
、
鍵
そ
の
他
の
閉
鎖
の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)

前
号
ヘ
の
規
定
に
適
合
す
る
容
器
（
耐
火
性
の
構
造
の
も
の
に
限
る
。
）
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

(3)

五

放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
柵
そ
の
他
の
人
が
み
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だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

前
項
第
四
号
ニ

又
は
ホ

の
承
認
を
受
け
た
排
気
設
備
又
は
排
水
設
備
が
、
当
該
承
認
に
係
る
能
力
を
有
す
る
と
認

(1)

(1)

め
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
当
該
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
量
又
は
濃
度
以
下
の
放
射
性
物
質
の
み
を
取
り
扱
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
一
号
、

第
二
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
、
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
、
第
四
号
並
び
に
第
五
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
の
遵
守
）

第
八
十
一
条

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
製
品
の
製
造
販
売
業
者
等
は
、
登
録
製

造
所
が
、
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
業
務
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

本
則
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
六
章

医
療
機
器
等
の
製
造
業
者
等
へ
の
準
用
等

（
輸
出
用
の
医
療
機
器
等
の
製
造
業
者
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
）

第
八
十
二
条

法
第
八
十
条
第
二
項
の
輸
出
用
の
医
療
機
器
等
に
係
る
製
品
の
製
造
業
者
に
お
け
る
製
品
の
製
造
管
理
及
び
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品
質
管
理
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
及
び
第
三
章
（
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
五
条
並
び
に
第
六
十
九
条

か
ら
第
七
十
二
条
の
三
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
（
生
物
由
来
医
療
機
器
等
に
係
る
製
品
の
製
造
業
者
に
あ
っ
て
は
こ
れ

ら
の
規
定
の
ほ
か
第
四
章
の
規
定
、
放
射
性
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
製
品
の
製
造
業
者
に
あ
っ
て
は
こ
れ
ら
の
規
定

の
ほ
か
第
五
章
の
規
定
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
第
二
項

各
施
設

製
造
所
の
各
部
門

第
一
号

第
六
条
第
一
項

事
項
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
（

事
項

一
般
医
療
機
器
の
う
ち
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理

に
注
意
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が

指
定
す
る
医
療
機
器
以
外
の
医
療
機
器
（
以
下
「

限
定
一
般
医
療
機
器
」
と
い
う
。
）
の
み
を
製
造

販
売
す
る
製
造
販
売
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

- 786 -



）
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
を
除
く
。
）

第
六
条
第
一
項

各
施
設

製
造
所

第
三
号
及
び
第

三
項

第
十
条

業
務
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
の

業
務

管
理
監
督
者
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
及
び
第
五
号

に
掲
げ
る
業
務
に
限
る
。
）

（
以
下
「
製
品
受
領
者
要
求
事
項
」
と
い
う
。
）

（
以
下
「
製
品
受
領
者
要
求
事
項
」
と
い
う
。

（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
の
管
理

）

監
督
者
に
あ
っ
て
は
、
法
令
の
規
定
等
に
限
る
。

）全
て
の
施
設
に

製
造
所
に
お
い
て

第
十
一
条

管
理
監
督
者
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売

管
理
監
督
者
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業
者
の
管
理
監
督
者
を
除
く
。
次
条
か
ら
第
十
四

条
ま
で
、
第
十
六
条
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
同

じ
。
）

第
十
二
条
第
四

全
て
の
施
設
に

製
造
所
に
お
い
て

号第
十
三
条
第
一

各
施
設

製
造
所

項第
十
五
条
第
一

全
て
の
施
設

製
造
所

項第
十
六
条
第
二

全
て
の
施
設

製
造
所
全
体

項
第
三
号

第
十
七
条

各
施
設
内
及
び
各
施
設
間

製
造
所

第
十
九
条
第
三

製
品
要
求
事
項
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製

製
品
要
求
事
項
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号

品
に
あ
っ
て
は
、
工
程
の
実
施
状
況
に
限
る
。
）

第
二
十
条

事
項
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
あ
っ

事
項

て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

第
二
十
一
条
第

製
品
受
領
者
要
求
事
項
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器

製
品
受
領
者
要
求
事
項

二
号

製
造
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
法
令
の
規
定
等
に

限
る
。
）

第
二
十
三
条

業
務
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
に

業
務

あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

第
二
十
四
条
第

各
施
設

製
造
所

一
項

第
二
十
四
条
第

文
書
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
限
定

文
書
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

二
項

第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、

当
該
保
守
業
務
に
つ
い
て
適
切
な
運
用
を
確
立
す
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る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
文
書
化
す
れ
ば
足
り
る
も

の
と
す
る

第
二
十
五
条
第

製
品
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
を
除
く

製
品

一
項

。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）

第
二
十
八
条
第

各
施
設

製
造
所

二
項
第
三
号

第
三
十
七
条
第

選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
限
定
一

選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

三
項

般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
の
購
買
物
品
の
供
給
者

に
つ
い
て
は
、
当
該
供
給
者
を
評
価
す
れ
ば
足
り

る
も
の
と
す
る

第
三
十
七
条
第

再
評
価
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
の
購

再
評
価

四
項

買
物
品
の
供
給
者
に
あ
っ
て
は
、
評
価
及
び
再
評
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価
）

第
三
十
八
条
第

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
限
定
一

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

三
項

般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い

第
四
十
条
第
一

製
品
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
を
除
く

製
品

項

。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
四
十
条
第
一

市
場
へ
の

当
該
製
造
業
者
か
ら
の

項
第
六
号

第
四
十
条
第
二

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
限
定
一

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

項

般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
製
品
の

各
ロ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
製
造
数
量
及
び
出
荷
決
定

数
量
を
識
別
で
き
る
よ
う
に
し
た
記
録
を
作
成
し

、
こ
れ
を
保
管
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
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第
四
十
一
条

製
品
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
を
除
く

製
品

。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
及
び
第
五

十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
四
十
二
条
第

を
取
り
扱
う

の
製
造
を
行
う

一
項

第
四
十
四
条
及

取
り
扱
う

製
造
す
る

び
第
四
十
六
条

第
五
十
二
条
第

ま
で
の
間
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

ま
で
の
間

一
項

者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
担
当
す
る
業
務
の
間
）

文
書
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
限
定

文
書
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
該

製
品
に
つ
い
て
そ
の
製
造
販
売
業
者
等
が
担
当
す

る
業
務
の
間
に
限
る
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第
五
十
二
条
第

文
書
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
限
定

文
書
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

二
項

一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い

第
五
十
二
条
第

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
限
定
一

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

三
項

般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い

第
五
十
四
条
第

製
品
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
を
除
く

製
品

一
項
第
一
号

。
）

第
五
十
五
条
第

製
造
販
売
業
者
等
を
含
む

製
造
所

一
項

全
て
の
施
設

第
五
十
五
条
第

法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
収

製
造
所
か
ら
の

四
項

集
さ
れ
た
情
報
等

第
五
十
六
条
第

品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
（
限
定
一
般
医
療
機
器

品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
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一
項
第
一
号

に
係
る
製
品
に
あ
っ
て
は
、
製
品
実
現
計
画
を
除

く
。
）

第
五
十
七
条
第

製
品
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
を
除
く

製
品

三
項
及
び
第
五

。
）

十
八
条
第
二
項

第
五
十
八
条
第

必
要
事
項
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に

必
要
事
項

五
項

あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
製
品
の
特
性
の
監
視
、
測

定
そ
の
他
の
必
要
事
項
）

第
五
十
九
条

製
品
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
を
除
く

製
品

。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
六
十
一
条
第

事
項
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
あ
っ

事
項

二
項

て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）

第
六
十
一
条
第

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
限
定
一

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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三
項

般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い

第
六
十
二
条
第

予
防
措
置
（
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

予
防
措
置

五
項

者
に
あ
っ
て
は
、
是
正
措
置
に
限
る
。
）

第
六
十
二
条
第

製
品
（
限
定
一
般
医
療
機
器
に
係
る
製
品
を
除
く

製
品
の
輸
出
先
の
国
又
は
地
域
の
規
制
当
局
に

六
項

。
）
に
関
し
、
施
行
規
則
第
二
百
二
十
八
条
の
二

対
し
、
製
品
の
不
具
合
に
係
る
情
報
を
通
知
す

十
第
二
項
各
号
の
事
項
を
知
っ
た
場
合
に
お
い
て

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

同
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す

、
当
該
通
知
を
行
う

る

第
七
十
三
条

特
定
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等

輸
出
用
の
特
定
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業

者

第
七
十
四
条
及

生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等

輸
出
用
の
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者

び
第
七
十
五
条

取
り
扱
う

製
造
す
る
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第
一
項

第
七
十
五
条
第

生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等

輸
出
用
の
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者

二
項

製
品
を
取
り
扱
う

製
品
を
製
造
す
る

第
七
十
五
条
第

生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等

輸
出
用
の
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者

三
項

第
七
十
六
条
第

生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等

輸
出
用
の
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者

一
項
及
び
第
二

取
り
扱
う

製
造
す
る

項第
七
十
六
条
第

生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等

輸
出
用
の
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者

三
項

第
七
十
七
条
第

生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等

輸
出
用
の
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者

一
項

取
り
扱
う

製
造
す
る

第
七
十
七
条
第

生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等

輸
出
用
の
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
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二
項
、
第
七
十

八
条
及
び
第
七

十
九
条

（
登
録
製
造
所
に
係
る
製
造
業
者
等
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
）

第
八
十
三
条

製
造
販
売
業
者
等
若
し
く
は
他
の
登
録
製
造
所
に
よ
り
工
程
の
外
部
委
託
を
受
け
た
事
業
所
又
は
製
造
販
売

業
者
等
若
し
く
は
他
の
登
録
製
造
所
に
対
し
て
購
買
物
品
の
供
給
を
行
う
事
業
所
が
登
録
製
造
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
登
録
製
造
所
に
係
る
製
造
業
者
等
に
お
け
る
製
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
か
ら
第

五
章
ま
で
（
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
二
条
の
三
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
を

準
用
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
製
品
に
つ
い
て
当
該
登
録
製
造
所
が
行
う
工
程
に
照
ら
し
、
そ
の
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム

に
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
規
定
は
、
そ
の
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
に
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
製
造
所
に
係
る
製
造
業
者
等
は
、
当
該
製
品
に
係
る
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
基

準
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
第
三
項
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
二
十
条
、
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第
二
十
一
条
第
二
号
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
第
三
項

、
第
四
十
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
第
五
項

、
第
五
十
七
条
第
二
項
、
第
五
十
八
条
第
二
項
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
二
条
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第

六
十
四
条
第
一
項
中
「
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
限
定
第
三
種
医
療
機
器
製
造
業
者
等
」

と
、
第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
九
条
ま
で
の
規
定
中
「
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
生
物

由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
」
と
、
第
六
条
第
一
項
中
「
製
造
販
売
す
る
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
す
る

登
録
製
造
所
に
係
る
製
造
業
者
等
」
と
、
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
を
取
り
扱
う
」
と
あ
る
の
は
「
の
製
造
を
行
う
」
と

、
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
六
条
中
「
取
り
扱
う
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
す
る
」
と
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
製
造
販

売
業
者
等
を
含
む
全
て
の
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
所
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
収
集
さ
れ
た
情
報
等
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
登
録
製
造
所
か
ら
の
」
と
、
第
六
十
二
条
第
六
項
中
「
同
項
の
規

定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
を
製
造
販
売
業
者
等
に
通
知
す
る
」
と
、
第
七
十

三
条
中
「
特
定
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
生
物
由
来
医
療
機
器
等
製
造
業
者
等
」

と
、
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
中
「
取
り
扱
う
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
す
る
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
製
品
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を
取
り
扱
う
」
と
あ
る
の
は
「
製
品
を
製
造
す
る
」
と
、
第
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
七
条
第
一
項

中
「
取
り
扱
う
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
販
売
業
者
等
に
よ
る
確
認
）

第
八
十
四
条

製
造
販
売
業
者
等
は
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
製
造
所
に
係
る
製
造
業

者
等
が
必
要
な
確
認
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
確
認
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
必
要
な
確
認
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
」
を
「
の
厚
生
労
働
省
令
で
」
に
、
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬

品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
、
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
専
ら
疾
病
の
診
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断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
身
体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
」
を
「
体

外
診
断
用
医
薬
品
」
に
、
「
は
り
付
け
ら
れ
る
」
を
「
貼
り
付
け
ら
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
当
該
医
薬
品
」
を
「
医
薬
品
」
に
、
「
第
十
四
条
又
は
法
第
十
九
条
の
二
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（

法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
六
号
中
「
に
係
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
第
二
号
中
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す

る
省
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に

関
す
る
省
令
」
に
、
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
に

規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
製
造
販
売
後
調
査
等
が
、
」
を
「
製
造
販
売
後
調
査
等
が
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
に
代
え
て
」
を
「
の
締
結
に
代
え
て
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
得
て
、
契
約
」
を

「
得
て
、
」
に
、
「
行
う
こ
と
」
を
「
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
」
に
、
「
契
約
を
し
た
」
を
「
契
約
を
締
結
し
た
」
に
改
め

- 800 -



、
同
項
第
一
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
を
「
製
造
販
売
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
医
療
機
関
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り

、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
を
「
あ
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
契
約
の
場
合
に
は
、
」
を
削
り
、
「
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を

「
い
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
規
定
に
よ
り
」
を
削
り
、
「
医
療
機
関
」
を
「
契
約
を

行
お
う
と
す
る
医
療
機
関
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
規
定
す
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
第
七
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
「
当
該
医
療
機
関
か
ら
」
を
「
契
約
を
行
お
う
と
す
る
医
療
機
関
か
ら
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
同
規
則
」
を
「
同
令
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号

中
「
措
置
」
を
「
指
示
に
基
づ
く
措
置
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
」
を
「
前
項
第
一
号
の
」
に
、
「
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
二
項
の
」
に
改
め
、
同
条
第

五
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
二
項
の
契
約

第
六
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で

医
療
機
関

受
託
者

第
二
項
第
四
号

第
六
条
第
三
項
、
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
及
び

医
療
機
関

受
託
者

の
指
示

第
六
項

第
二
項
第
七
号

第
六
条
第
三
項
、
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
及
び

製
造
販
売
業
者
等

受
託
者

の
報
告

第
六
項

医
療
機
関

製
造
販
売
業
者
等

第
十
一
条
第
一
項
中
「
同
規
則
」
を
「
同
令
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
又
は
法
」
を
「
及
び
」
に
、
「
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
」
を
「
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条

及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
に

改
め
る
。

（
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
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百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め

る
。第

三
条
第
一
項
中
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
」
に
改
め
、
「
基
づ
き
、
」

の
下
に
「
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
」
を
加
え
、
「
外
国
製
造
業
者
（
以
下
単
に
「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外

国
製
造
業
者
（
以
下
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療

機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
十
七
条
第
四
項
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八

条
の
十
六
第
一
項
」
に
、
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
、
「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造

業
者
」
に
改
め
、
「
規
定
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
七
条
第
四
号
中
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
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を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
外
国
製
造
業
者
」
を
「
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
、
充
て
ん
作
業
」
を

「
、
充
填
作
業
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
充
て
ん
作
業
」
を
「
充
填
作
業
」
に
、
「
閉
そ
く
作
業
」
を
「
閉
塞
作
業
」
に
改

め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
十
項
」
を
「
第
二
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

（
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
再
審
査
等
」
を
「
使
用
成
績
評
価
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「

第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
九
項
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
一
項

及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
」
に
、
「
並
び
に
法
第
十
四
条
の
四
第
四
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第
四
項
（
こ
れ
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ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条
の
四
」
を
「
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
」
に
、
「
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
」
を
「
の
厚
生
労
働
省
令
で
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
十
六
項
中
「
一
の
治
験
実
施
計
画
書
」
の
下
に
「
（
第
十
八
項
に
規
定
す
る
治
験
実
施
計
画
書
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
「
治
験
依
頼
者
」
」
を
「
治
験
依
頼
者
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
法
第

二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
」
に
、
「
第

十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
三

条
の
二
の
五
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
（
以
下
「
不
具
合
情
報
」
と
い
う
。
）
等
」
を
「
等
（
以
下
「
不
具
合
情
報
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
医
療
機
関
等
」
を
「
実
施
医
療
機
関
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
五
十
四
条
」
を
「
第
五
十
四
条

各
号
」
に
、
「
第
六
十
二
条
」
を
「
第
六
十
二
条
各
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
治
験
機
器
概
要
書
」
を
「
前
項
の
治
験

機
器
概
要
書
」
に
改
め
る
。
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第
十
条
第
二
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
を
「
治
験
の
依
頼
を

し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
実
施
医
療
機
関
の
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線

で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
各
号
」
に
、
「
に
よ
る
」
を
「
に
よ
り

」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
項

を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
受
託
者
と
の
」
を
「
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
と
の

」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
六
号
中
「
当
該
受
託
者
」
を
「
受
託
者
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を

「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
を
「
治

験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
受
託
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線

で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
に

よ
る
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
規
定
す
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
、
同
条
第
三
項
第
一
号
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
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「
並
び
に
同
条
第
三
項
第
一
号
、
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
保
険
」
を
「
保
険
契
約
の
締
結
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
四
項
中
「
当
該
」
を
削
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
」
を
「
前
項
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
受
託
者
と
の
」
を
「
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
と

の
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
六
号
中
「
当
該
受
託
者
」
を
「
受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
項
」
を
「

第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
保
険
」
を
「
保
険
契
約
の
締
結
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
八
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九

項
中
「
第
七
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
七
項
の
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
二
項
第
七
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
当
該
」
を
「
監
査
に
係
る
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
三
項
中
「
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
に
規
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定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
二
項
中
「
当
該
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
を
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
に
、
「
当
該
治
験
」
を
「
そ
の
対
象
と
な
る
治
験

」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
二
項
第
六
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
三
項
中
「
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
」
の
下
に
「
い
ず
れ
か
の
」
を
加
え
る
。

第
四
十
九
条
第
七
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
、
前
条
第
一
項
」
に
、
「
の
意
見
を
、
当
該
治
験
を
継
続
し
て

行
う
こ
と
の
適
否
の
判
断
の
前
提
と
な
る
特
定
の
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
専
門

治
験
審
査
委
員
会
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
専
門
治
験
審
査
委
員
会
」
を
「
（
当
該
治
験
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
の
適

否
の
判
断
の
前
提
と
な
る
特
定
の
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
専
門
治
験
審
査
委
員

会
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
治
験
審
査
委
員
会
及
び
当
該
専
門
治
験
審
査
委

- 808 -



員
会
）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
三
項
中
「
調
査
し
た
上
、
」
を
「
調
査
し
た
上
で
」
に
改
め
、
「
審
査
し
、
文
書
に
よ
り
意
見
を
」
を
削

り
、
「
調
査
を
し
た
上
、
」
を
「
調
査
し
た
上
で
」
に
、
「
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
審
査
し
、
」
に
改
め
、
「
速
や

か
に
」
の
下
に
「
、
文
書
に
よ
り
意
見
を
」
を
加
え
、
同
条
第
八
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
第

六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
中
「
、
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
並
び
に
第
六
十
条
第
一
項
」
に
、
「
被
験
機
器
」
を
「
、
被
験
機
器
」
に

改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
治
験
審
査
委
員
会
及
び
」
の
下
に
「
第
四
十
九
条
第
五
項
の
」
を
加
え
る
。

第
六
十
条
第
五
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に

、
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
症
例
報
告
書
）
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
第
一
項
中
「
適
宜
」
を
「
、
適
宜
、
」
に
改
め
る
。
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第
七
十
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
代
諾
者
と
な
る
べ
き
者
」
を
「
被
験
者
と
な
る
べ
き
者
の
代
諾
者
」
に
改

め
る
。

第
七
十
一
条
第
一
項
第
八
号
中
「
何
時
で
も
」
を
「
い
つ
で
も
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
、
又
は
」
を
「
又
は
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、
「
若
し
く
は
」
を
「
、
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
五
章
の
章
名
中
「
再
審
査
等
」
を
「
使
用
成
績
評
価
」
に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
の
見
出
し
中
「
再
審
査
等
」
を
「
使
用
成
績
評
価
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
」

を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
に
、
「
第
十
四
条
の
四
第
四
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第
四
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
」
に

、
「
並
び
に
第
四
十
六
条
」
を
「
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
（
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
四
十

九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
（
第
七
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
六
十
七
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
（
第
三
項

を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
十
九
条
」
に
、
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
を
「
選
任
外
国
製
造
医
療
機
器
等
製
造
販
売
業
者
」
に

、
「
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
、
第
二
項
」
に
改
め
、
「
第
二
十
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五
条
」
及
び
「
並
び
に
第
五
十
八
条
」
の
下
に
「
（
見
出
し
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
第
十
九
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第

二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
三
項
」
に
、
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
治
験
用
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試

験
用
」
と
、
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
治
験
機
器
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に

し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
機
器
」
を
「
第
二
十
四
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項

ま
で
の
規
定
中
「
治
験
機
器
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
機
器
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号

中
「
治
験
用
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
用
」
に
、
「
第
七
十
七
条
の
四
の
二
」
を
「
第
六
十
八
条
の
十
第
一

項
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
」
に
、
「
第
二
百
五
十
三
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
再
審
査
又

は
再
評
価
」
を
「
使
用
成
績
評
価
」
に
、
「
第
五
十
八
条
の
見
出
し
中
「
治
験
機
器
の
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た

製
造
販
売
後
臨
床
試
験
機
器
の
」
と
、
同
条
中
「
治
験
機
器
を
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状
態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験

機
器
を
」
と
、
第
六
十
条
第
二
項
中
」
を
「
第
五
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
治
験
機
器
」
と
あ
る
の
は
「
盲
検
状

態
に
し
た
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
機
器
」
と
、
「
第
二
十
四
条
第
六
項
又
は
第
三
十
五
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

四
条
第
六
項
」
と
、
第
六
十
条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼
者
か
ら
又
は
第
三
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十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者
」
と
、
同
条
第

二
項
中
「
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
治
験
依
頼
者
か
ら
若
し
く
は
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
治
験

を
実
施
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
後
臨
床
試
験
依
頼
者
」
と
、
」
に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
中
「
に
規
定
す
る
治
験
の
依
頼
に
つ
い
て
」
を
「
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
」
に
、
「
（
以
下
「
不

具
合
情
報
」
と
い
う
。
）
等
」
を
「
等
（
以
下
「
不
具
合
情
報
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
第
一
項
中
「
治
験
依
頼
者
が
治
験
を
依
頼
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
八
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
治

験
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
を
「
治
験
の
依
頼
を
受
け
た
者
に
係
る
法
第
八
十
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
準
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
が
治
験
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
八
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
治
験
を

す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
を
「
に
係
る
法
第
八
十
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
」
に
、
「
第
四
十
五
条
第

五
号
」
を
「
第
四
十
五
条
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
中
「
に
規
定
す
る
治
験
の
管
理
に
つ
い
て
」
を
「
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
」
に
改
め
る
。

（
医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三

- 812 -



十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
九
項
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十

一
項
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
」
に
、
「
並
び
に
法
第
十
四
条
の
四
第
四
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第
四
項
（

こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条
の
四
」
を
「
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
」
に
、
「

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
」
を
「
の
厚
生
労
働
省
令
で
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
、
「
第
四
十
条
第
一
項
第
五
号
ロ
及
び
ニ
（
第
百
二

条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
四
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
（
第
百
十
四
条
の
七
十
二
第
二
項
」
に
、
「
第
五
十
九
条

第
一
項
（
第
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
十
四
条
の
六
第
四
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
」
を
「
第
百
十
四
条
の
四
十
第
一
項
（
第
百
十
四
条
の
八
十
一
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
」
に
改
め
、
「
単
に
」
を
削
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
又
は
こ
の
」
を
「
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
」
に
、
「
、
又
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
に
、
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
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三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
」
に
、
「
第
十
四
条
第
三
項
並
び
に
法
第
十
四
条
の
四
第
四
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第
四
項
に
規

定
す
る
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
の
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
省
令
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
省
令
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
「

、
及
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
号
中
「
省
令
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
中
「
教
育
、
訓
練
及
び
」
を
「
教
育
及
び
訓
練

の
内
容
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
以
下
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い

て
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
中
「
省
令
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
同
条
第
六
号
中
「
施
設
（
以
下
」
を
「
施
設
（
第
九
条
第
四

項
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
三
号
中
「
省
令
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
「
記
名
な
つ
印
」
を
「
記
名
押
印
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号

中
「
第
七
条
第
三
号
」
を
「
前
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
及
び
そ
の
」
を
「
並
び
に
そ
の
」
に
、
「
記
名
な

つ
印
」
を
「
記
名
押
印
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
省
令
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
次
項
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
単
に
」
に
改
め
る
。
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第
十
一
条
第
四
項
中
「
試
験
責
任
者
の
」
を
「
試
験
責
任
者
に
報
告
し
、
そ
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
標
準
操
作

手
順
書
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
」
を
「
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
二
項
中
「
記
名
な
つ
印
」
を
「
記
名
押
印
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
並
び
に
第
二
項
中
「
記
名
な
つ
印
」
を
「
記
名
押
印
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
以
下
」
を
「
次
項
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
四
号
中
「
同
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
四
号
中
「
運
営
管

理
者
及
び
試
験
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
管
理
者
、
試
験
責
任
者
、
試
験
場
所
の
運
営
及
び
管
理
に
つ
い
て
責
任
を
有

す
る
者
（
以
下
「
試
験
場
所
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
及
び
試
験
主
任
者
」
と
、
同
項
第
五
号
」
に
、
「
同
項
第
十
号
」

を
「
同
項
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
運
営
管
理
者
及
び
試
験
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
管
理
者
、
試
験
責
任
者
、
試
験

場
所
管
理
責
任
者
及
び
試
験
主
任
者
」
と
、
同
項
第
十
号
」
に
改
め
る
。

（
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
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十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「

第
十
四
条
の
四
第
四
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条
の
四
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
九

第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
」
に
、
「
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
」
を
「
の
厚
生
労
働
省
令
で
」
に
、
「
）

に
規
定
す
る
医
療
機
器
」
を
「
）
及
び
医
療
機
器
」
に
、
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承

認
取
得
者
」
に
、
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
を
「
外
国
製
造
医
療
機
器
等
特
例
承
認
取
得
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
第
十
四
条
又
は
法
第
十
九
条
の
二
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二

の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
六
号
中
「
に
係
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
第
三
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
製
造
販
売
業
者
」
を
「
製
造
販
売
業

者
等
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
製
造
販
売
後
調
査
等
が
、
」
を
「
製
造
販
売
後
調
査
等
が
」
に
改
め
る
。
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第
六
条
第
一
項
中
「
指
定
す
る
者
に
」
の
下
に
「
こ
れ
を
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
に
代
え
て
」
を
「
の
締
結
に
代

え
て
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
得
て
、
契
約
を
」
を
「
得
て
、
」
に
、
「
行
う
こ
と
」
を
「
契
約
を
締
結

す
る
こ
と
」
に
、
「
契
約
を
し
た
」
を
「
契
約
を
締
結
し
た
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
を
「
製

造
販
売
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
医
療
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た

電
子
情
報
処
理
組
織
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
各
号
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
あ
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
契
約
の
場
合
に
は
、
」
を
削
り
、
「
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
い
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同

条
第
六
項
中
「
規
定
に
よ
り
」
を
削
り
、
「
医
療
機
関
」
を
「
契
約
を
行
お
う
と
す
る
医
療
機
関
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

中
「
規
定
す
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
「
当

該
医
療
機
関
か
ら
」
を
「
契
約
を
行
お
う
と
す
る
医
療
機
関
か
ら
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を

同
条
第
七
項
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
同
規
則
」
を
「
同
令
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
同
項
第
五
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号
中
「
措
置
」
を
「
指
示
に
基
づ
く
措
置
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
」
を
「
前
項
第
一
号
の
」
に
、
「
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
二
項
の
」
に
改
め
、
同
条

第
五
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
二
項
の
契
約

第
六
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で

医
療
機
関

受
託
者

第
二
項
第
四
号

第
六
条
第
三
項
、
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
及
び

医
療
機
関

受
託
者

の
指
示

第
六
項

第
二
項
第
七
号

第
六
条
第
三
項
、
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
及
び

製
造
販
売
業
者
等

受
託
者

の
報
告

第
六
項

医
療
機
関

製
造
販
売
業
者
等

第
十
一
条
第
一
項
中
「
同
規
則
」
を
「
同
令
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
再
審
査
又
は
再
評
価
」
を
「
使
用
成
績
評
価

」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
再
審
査
等
」
を
「
使
用
成
績
評
価
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
四
条
の
四
第
四
項
又
は
法
第
十

四
条
の
六
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条
の
四
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
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十
九
」
に
、
「
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で

、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
」
を
「
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る

ほ
か
、
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

（
薬
事
法
関
係
手
数
料
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

薬
事
法
関
係
手
数
料
規
則
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
規
則

第
一
条
第
一
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」

に
、
「
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
、
「
は
っ
て
」
を
「
貼
っ
て
」
に
改
め
る
。

第
二
条
を
削
る
。

第
三
条
中
「
手
数
料
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手

数
料
令
（
以
下
「
手
数
料
令
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
、

、

、

、

又
は

」
を
「
又
は

」
に
、
「
掲
げ
る
も
の

（9）

（11）

（13）

（14）

（15）

（9）

」
を
「
掲
げ
る
有
効
成
分
（
有
効
成
分
が
不
明
な
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
本
質
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
有
効
成
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分
を
含
有
す
る
ワ
ク
チ
ン
及
び
血
液
製
剤
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
医
薬
品
の
有
効
成
分
（
当
該
承
認
を
受
け

て
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
有
効
成
分
を
除
く
。
）

二

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
医
薬
品
の
有
効
成
分

第
三
条
を
第
二
条
と
し
、
本
則
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
）

第
三
条

手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
は
、
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す

（4）

る
資
料
及
び
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
資
料
と
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
）

第
四
条

手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
同
号
ロ

に
掲

（1）

（4）

げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
組
み
合
わ
せ
て
一
体
と
な
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
す
る
。

（
手
数
料
の
減
額
の
対
象
と
な
る
変
更
）

第
五
条

手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
ニ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
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変
更
と
す
る
。

一

製
造
所

二

有
効
期
間

三

販
売
名

（
承
認
の
た
め
に
必
要
な
試
験
の
対
象
と
な
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
）

第
六
条

手
数
料
令
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（

を
除
く
。
）
に

(7)

掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
う
ち
、
人
の
身
体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
（
保
健
衛
生
上
特
別
の
注
意
を

要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
感
染
症
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は

血
液
型
を
判
定
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
組
立
て
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
製
造
工
程
）

第
七
条

手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
ロ

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
製
造
工
程
は
、
次
の
各
号
に

（2）

掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
製
造
工
程
と
す
る
。

一

医
療
機
器

主
た
る
組
立
て
そ
の
他
の
主
た
る
製
造
工
程
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二

体
外
診
断
用
医
薬
品

反
応
系
に
関
与
す
る
成
分
の
最
終
製
品
へ
の
充
填
工
程

（
専
門
的
調
査
手
数
料
加
算
を
行
う
場
合
）

第
八
条

手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
医
療
機
器
が
医
薬

品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一

号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
四
条
の
三
十
三
第
一
項
第
一
号
イ
、
ロ
、
ホ
若
し
く
は
ヘ
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
同
項
第
三
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
条
件
の
数
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
施
行
規
則
第

百
十
四
条
の
三
十
三
第
一
項
第
一
号
イ
、
ロ
、
ホ
若
し
く
は
ヘ
又
は
第
三
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
一
と
し
て

算
定
す
る
。

（
調
査
手
数
料
の
減
額
算
定
）

第
九
条

手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二

以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
又
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
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用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
か
ら
第
七
項

ま
で
に
定
め
る
額
か
ら
減
じ
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
調
査
を
申
請
す
る
場
合

同
条
第
七
項
各
号
に
定
め
る

額
の
う
ち
、
機
構
が
当
該
調
査
を
行
う
た
め
に
当
該
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
同
一
の
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施

設
（
次
号
ロ
に
お
い
て
「
製
造
所
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
二
以
上
の
品
目
の
調
査
に
お
け
る
共
通
の
行
程
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
（
当
該
二
以
上
の
品
目
の
う
ち
一
の

品
目
に
係
る
当
該
行
程
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）

二

手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
三
号
の
調
査
を
申
請
す
る
場
合

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

当
該
二
以
上
の
品
目
の
調
査
に
つ
い
て
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
加
算

さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
、
当
該
調
査
に
つ
い
て
同
号
イ
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
加
算
さ
れ
る
額
の
う
ち
最
も
高

い
額
（
同
号
イ
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
額
が
最
も
高
い
額
で
あ
る
品
目
が
複
数
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の

う
ち
一
の
品
目
の
調
査
に
係
る
当
該
額
に
限
る
。
）
を
減
じ
た
額

ロ

当
該
二
以
上
の
品
目
の
共
通
の
製
造
所
等
に
係
る
調
査
に
つ
い
て
手
数
料
令
第
三
十
三
条
第
五
項
第
三
号
ロ
の
規
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定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
加
算
さ
れ
る
額
の
合
計
額
か
ら
、
当
該
調
査
に
つ
い
て
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
加
算

さ
れ
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
（
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
額
が
最
も
高
い
額
で
あ
る
品
目
が
複
数
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
う
ち
一
の
品
目
の
調
査
に
係
る
当
該
額
に
限
る
。
）
を
減
じ
た
額

（
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

一

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
第
三
十
二
条
第
四
項
第
五
号

二

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
第
二
条
第
二
項

三

乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
第
一
条

四

母
体
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
厚
生
省
令
第
三
十
二
号
）
別
表
総
論
の
項

五

あ
へ
ん
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
二
十
六
号
）
第
十
七
条

六

予
防
接
種
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
第
二
条

七

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
別
表
第
十
二
自
動
販
売
機
調
整
の
項
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及
び
別
表
第
十
三
自
動
販
売
機
調
整
の
項

八

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
四
条
の

五
第
二
項
第
二
号

九

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
六
百
十
九
条
第
三
号
及
び
第
六
百
七
十
五
条
第

三
号

十

事
務
所
衛
生
基
準
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
三
号
）
第
十
五
条
第
三
号

十
一

薄
層
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
用
標
準
品
を
製
造
す
る
者
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十

六
号
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号

十
二

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
四
十
四
号
）
第
七
条
第
三
項
第
一
号

（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
七
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
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改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
医
薬
品
」
の
下
に
「
、
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質

、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
八
号
及
び
第
三
十
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
十
三
号
中
「
薬
事
法
第
二
条
第
十
六
項
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。

（
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
各
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
三
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

」
に
、
「
若
し
く
は
第
七
十
五
条
第
一
項
」
を
「
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
九
条
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
及
び
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等

の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
薬
事
工
業
生
産
動
態
統
計
調
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

薬
事
工
業
生
産
動
態
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
厚
生
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
、
「
第
百
四
十
五
号
」
の
下
に
「
。
こ
の
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
」
を
加

え
、
「
も
つ
ぱ
ら
」
を
「
専
ら
」
に
改
め
、
同
条
二
項
及
び
第
三
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
、
「

も
つ
ぱ
ら
」
を
「
専
ら
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
、
「
第
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
三
条
の

二
第
一
項
」
を
加
え
、
「
同
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
、
「
第
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十

三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
を
加
え
、
「
製
造
業
の
許
可
」
を
「
製
造
業
の
許
可
又
は
登
録
」
に
改
め
る
。

（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
二
十
一
条

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
四
条
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」

に
改
め
、
「
第
百
四
十
五
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
「
薬
事
法
の
規
定
に

よ
る
」
を
削
り
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
「
第
一
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
第
三
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
薬
事
法
施
行
規

則
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
明
り
よ
う
」
を
「
明
瞭
」
に
改
め
、
同
項
の
表

向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬
輸
入
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務

所
所
在
地
）
の
項
及
び
同
条
第
五
項
の
表
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬
輸
入
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）
の
項
中
「
薬
事
法
」
及
び
「
同
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」

に
改
め
る
。
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第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
薬
事
法
」
及
び
「
同
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
薬
事
法

施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法

第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
」
を
「
医
薬
品
等
総

括
製
造
販
売
責
任
者
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
三
十
六
号
様
式
中
「薬
事
法

」
を
「医

薬
品

医
療
機
器
等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全

、
、

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
る
。

（
安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
厚
生
省
令
第
二
十
二
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
」
を
「
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
用
法
、
効
能
及

び
効
果
に
お
い
て
血
液
製
剤
と
代
替
性
の
あ
る
医
薬
品
」
を
「
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」

に
、
「
も
の
」
を
「
医
薬
品
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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（
採
血
等
の
制
限
の
特
例
）

第
四
条
の
二

法
第
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
人
体
か
ら
採
取
さ
れ
た
血
液
又
は
こ
れ
か
ら
得
ら

れ
た
物
を
原
料
と
し
て
製
造
さ
れ
る
再
生
医
療
等
製
品
と
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
血
液
製
剤
等
」
を
「
血
液
製
剤
」
に
改
め
、
同
条
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

」
に
、
「
第
二
条
第
十
六
項
」
を
「
第
二
条
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
二
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
」
に
改
め
る
。

（
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
二
十
四
条

保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に

改
め
る
。

様
式
第
一
号
（
裏
面
）
及
び
様
式
第
二
号
（
裏
面
）
中
「薬

事
法

」
を
「医

薬
品

医
療
機
器
等
の
品
質

有
効
性
及
び

、
、

安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
る
。

（
母
子
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

母
子
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
三
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

」
に
、
「
若
し
く
は
第
七
十
五
条
第
一
項
」
を
「
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
毒
物
又
は
劇
物
を
含
有
す
る
物
の
定
量
方
法
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

毒
物
又
は
劇
物
を
含
有
す
る
物
の
定
量
方
法
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
第
二
の
１
の
項
中
「薬

事
法

」
を
「医

薬
品

医
療
機
器
等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

、
、

律
」
に
改
め
る
。

（
医
薬
品
等
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
タ
ー
ル
色
素
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

医
薬
品
等
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
タ
ー
ル
色
素
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」

に
、
「
第
五
十
六
条
第
八
号
」
を
「
第
五
十
六
条
第
九
号
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
中
「
第
五
十
六
条
第
八
号
」
を
「
第
五
十
六
条
第
九
号
」
に
改
め
る
。

別
表
通
則
の
部
１
の
目
中
「薬

事
法

」
を
「医

薬
品

医
療
機
器
等
の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

、
、

法
律

」
に
改
め
る
。

（
有
害
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

有
害
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
三
条
第
二
号
中
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
又
は
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
項
中
「薬
事
法

」
を
「医

薬
品

医
療
機
器
等
の
品
質

有
効

、
、

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
る
。

（
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
三
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

」
に
、
「
若
し
く
は
第
七
十
五
条
第
一
項
」
を
「
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
の
二
第
七
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
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る
法
律
」
に
改
め
、
「
医
薬
品
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
（
次
号
に
お
い
て｢

医

薬
品
等｣

と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
条
第
十
六
項
」
を
「
同
条
第
十
七
項
」
に
改
め
、
「
薬
物
」
の
下
に
「
若
し
く
は

人
若
し
く
は
動
物
の
細
胞
に
培
養
そ
の
他
の
加
工
を
施
し
た
も
の
若
し
く
は
人
若
し
く
は
動
物
の
細
胞
に
導
入
さ
れ
、
こ
れ

ら
の
体
内
で
発
現
す
る
遺
伝
子
を
含
有
す
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て｢

薬
物
等｣

と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
中
「

薬
事
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
」
を
「
医
薬
品
等
」
に
、
「
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
治
験
の
対
象
と
さ
れ

る
薬
物
」
を
「
薬
物
等
」
に
改
め
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
六
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

」
に
、
「
第
二
条
第
十
六
項
」
を
「
第
二
条
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。
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（
厚
生
労
働
省
関
係
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

厚
生
労
働
省
関
係
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」

に
、
「
及
び
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
四
条
第
五
項
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
六
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
許
可
生
物
由
来
製
品
」
を
「
許
可
生
物
由
来
製
品
又
は
感
染
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等

製
品
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
四
条
第
九
項
の
」
を
「
第
四
条
第
十
一
項
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
許
可
生
物
由
来

製
品
が
」
を
「
許
可
生
物
由
来
製
品
又
は
法
第
四
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
感
染
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品

（
以
下
「
感
染
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
と
い
う
。
）
が
」
に
改
め
、
「
そ
の
許
可
生
物
由
来
製
品
」
及
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び
「
当
該
許
可
生
物
由
来
製
品
」
の
下
に
「
又
は
感
染
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
「
第
四
条
第

九
項
各
号
」
を
「
第
四
条
第
十
一
項
各
号
」
に
、
「
当
該
生
物
由
来
製
品
」
を
「
当
該
許
可
生
物
由
来
製
品
又
は
感
染
救
済

給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
法
第
四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
生
物
由
来
製
品
を
介
し

た
感
染
等
」
を
「
許
可
生
物
由
来
製
品
等
を
介
し
た
感
染
等
」
に
、
「
同
項
各
号
」
を
「
法
第
四
条
第
十
一
項
各
号
」
に
改

め
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
医
薬
品
の
副
作
用
」
を
「
許
可
医
薬
品
等
の
副
作
用
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
医
薬
品
の
副
作

用
」
を
「
許
可
医
薬
品
等
の
副
作
用
」
に
、
「
当
該
医
薬
品
」
を
「
当
該
許
可
医
薬
品
又
は
法
第
四
条
第
十
項
に
規
定
す
る

副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
（
以
下
「
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
と
い
う
。

）
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
医
薬
品
の
副
作
用
」
を
「
許
可
医
薬
品
等
の
副
作
用
」
に
改
め
、
「
許
可
医
薬
品
」
の
下
に

「
又
は
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
許
可
医
薬
品

」
の
下
に
「
又
は
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
六
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
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号
、
第
七
条
第
三
項
、
第
八
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
九
条
第
三
項
並
び
に
第
十
条
第
一

項
第
三
号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
許
可
医
薬
品
」
の
下
に
「
又
は
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医

療
等
製
品
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
中
「
許
可
医
薬
品
の
副
作
用
」
を
「
許
可
医
薬
品
等
の
副
作
用
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
許
可
医
薬
品
」
の
下
に
「
又
は
副
作
用
救
済
給
付
に

係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
一
項
各
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
許
可
医
薬
品
の
副
作
用
」
を
「
許
可
医
薬
品
等
の
副
作

用
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
許
可
医
薬
品
」
の
下
に
「
又
は
副
作
用
救
済
給
付
に

係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
に
よ
り
許
可
医
薬
品
」
及
び
「
区
分
さ
れ
た
許
可
医
薬
品
」
の
下
に
「
又
は
副
作
用
救
済
給
付

に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
医
療
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
又
は
副
作
用
救

済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
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、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
「
厚
生
省
令
第
一
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
医
薬

品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
「
同
令
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
」
に
改
め
、
「
許

可
医
薬
品
（
」
の
下
に
「
用
法
若
し
く
は
」
を
加
え
、
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び

安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
）
第
十
四
条
」
を
「
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
十

四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
」
に
、
「
同
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
、
「
以
下
こ
の
項
」
を
「
ロ
」
に
、
「
薬
事

法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
特
例
承
認
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法

第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
」
に
、
「
「
特
例
承
認
」
を
「
「
医
薬
品
特
例
承
認
」
に
、

「
同
条
第
一
号
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三

十
六
年
政
令
第
十
一
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
薬
事
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
」
に
、
「
特
例
承
認
」
を
「
医

薬
品
特
例
承
認
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
令
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
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に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三

条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
が
与
え
ら
れ
て
い
る
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品

ニ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
第
百
三
十
七
条
の
四
十
三
第
一
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
第
百
三

十
七
条
の
七
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
調
査
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
副
作
用
救

済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
（
用
法
、
用
量
若
し
く
は
使
用
方
法
の
変
更
又
は
効
能
、
効
果
若
し
く
は
性

能
の
追
加
に
係
る
も
の
と
し
て
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認

が
与
え
ら
れ
て
い
る
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
を
除
く
。
）
又
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
及
び
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
医
薬
品
医
療

機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
医
療
機
器
等

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
」
と
い
う
。

）
を
受
け
た
者
に
対
し
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
十
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
義
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務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品

ホ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
を
受
け
た

者
に
対
し
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
十
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
義
務
が
課
せ
ら

れ
て
い
る
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品

第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
前
号
イ
若
し
く
は
ロ
」
に
改
め
、
「
ト
ロ
ー
チ
剤
」
の
下
に
「
又
は
前
号

ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

２

副
作
用
拠
出
金
に
係
る
算
定
基
礎
取
引
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
許
可
医
薬
品
又
は
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再

生
医
療
等
製
品
の
副
作
用
拠
出
金
に
係
る
品
目
ご
と
の
単
価
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
単
価
と
す
る
。

一

許
可
医
薬
品
の
う
ち
、
健
康
保
険
法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
さ
れ
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
使
用
薬
剤
と
し
て
の
購
入
価
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る

も
の
（
許
可
医
薬
品
の
う
ち
の
医
療
用
医
薬
品
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
当
該
購
入
価
格
と
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に

あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
医
薬
品
の
出
荷
価
格
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
価
格
と
す
る
。
た
だ
し
、
薬
局
製
造
販
売
医
薬
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品
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
令
第
三
条
に
規
定
す
る
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
い
う
。
）
の
製
造
販
売
に
係
る
医

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
（
以
下
「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
製
造
販
売
業
者

」
と
い
う
。
）
が
製
造
販
売
を
す
る
許
可
医
薬
品
に
あ
っ
て
は
当
該
販
売
価
格
と
し
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
購
入

す
る
際
の
基
準
と
す
る
価
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
許
可
医
薬
品
に
あ
っ
て
は
当
該
価
格
と
す
る
。

二

副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
の
う
ち
、
健
康
保
険
法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
当
該
副
作
用
救

済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
の
購
入
価
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
購
入
価
格
と
し
、
そ

れ
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
の
出
荷
価
格
に
一
・
二
を
乗
じ

て
得
た
価
格
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
購
入
す
る
際
の
基
準
と
す
る
価
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
価
格
と
す
る
。

第
二
十
四
条
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
」
に
、
「
許
可
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
」
を
「
許
可
医
薬

品
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
原
因
許
可
医
薬
品
」
を
「
原
因
許
可
医
薬
品
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
許
可
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
」
を
「
許
可
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
六
条
第
三
項
中
「
許
可
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
」
を
「
許
可
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
表
第
三
条
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条

法

法
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

許
可
医
薬
品
等
の
副
作
用

許
可
生
物
由
来
製
品
等
を
介
し
た
感
染
等

許
可
医
薬
品
又
は
法
第
四
条
第
十
項
に
規
定
す
る

許
可
生
物
由
来
製
品
又
は
法
第
四
条
第
十
一
項

副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品

に
規
定
す
る
感
染
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生

（
以
下
「
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医

医
療
等
製
品
（
以
下
「
感
染
救
済
給
付
に
係
る

療
等
製
品
」
と
い
う
。
）

許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
と
い
う
。
）

第
三
十
一
条
の
表
第
四
条
第
一
項
の
項
中
「
医
薬
品
の
副
作
用
」
を
「
許
可
医
薬
品
等
の
副
作
用
」
に
、
「
生
物
由
来
製

品
を
介
し
た
感
染
等
」
を
「
許
可
生
物
由
来
製
品
等
を
介
し
た
感
染
等
」
に
改
め
、
「
許
可
医
薬
品
」
の
下
に
「
又
は
副
作

用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
を
、
「
許
可
生
物
由
来
製
品
」
の
下
に
「
又
は
感
染
救
済
給
付
に
係
る
許
可

再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
表
第
四
条
第
二
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
項
、
第
五
条
第
一
項
の
項
、
第
六
条
第
一
項
の

項
、
第
六
条
第
二
項
の
項
、
第
七
条
第
三
項
の
項
、
第
八
条
第
一
項
の
項
、
第
八
条
第
二
項
の
項
、
第
九
条
第
三
項
の
項
、
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第
十
条
第
一
項
の
項
及
び
第
十
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項
の
項
中
「
許
可
医
薬
品
」
の
下
に
「

又
は
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
を
、
「
許
可
生
物
由
来
製
品
」
の
下
に
「
又
は
感
染
救
済
給
付
に

係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
表
第
十
二
条
及
び
第
十
七
条
の
項
中
「
許
可
医
薬
品
の
副
作
用
」
を
「
許
可
医

薬
品
等
の
副
作
用
」
に
、
「
許
可
生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
」
を
「
許
可
生
物
由
来
製
品
等
を
介
し
た
感
染
等
」
に

改
め
、
同
表
第
十
六
条
第
一
項
の
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
項
中
「
許
可
医
薬
品
」
の
下
に
「
又
は
副
作
用
救
済
給
付
に

係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
を
、
「
許
可
生
物
由
来
製
品
」
の
下
に
「
又
は
感
染
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製

品
」
を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
許
可
生
物
由
来
製
品
」
の
下
に
「
又
は
感
染
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加

え
、
同
項
第
二
号
中
「
薬
事
法
第
二
条
第
十
項
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
「
除
く
。
）

」
の
下
に
「
又
は
感
染
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
の
う
ち
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
七
第
三

項
に
規
定
す
る
指
定
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
る
も
の
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
薬
事
法
第
二
条
第
九
項
」
を
「
医
薬
品

医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
、
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
又
は
感
染
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品

（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
と
な
る
許
可
生
物
由
来
製
品
」
の
下
に
「
又
は
感
染
救

- 843 -



済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
」
を
「
限
る
。
）
に
あ
っ

て
は
」
に
、
「
医
薬
品
に
あ
っ
て
は
、
」
を
「
医
薬
品
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
「
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の

確
保
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
正
取
引
委
員
会
が
指
定
し
て
い
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
小
売

価
格
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
再
販
売
価
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
再
販
売
価
格
と
し
」
を
削
り
、

同
項
第
二
号
中
「
に
あ
っ
て
は
、
当
該
購
入
価
格
」
を
「
に
あ
っ
て
は
当
該
購
入
価
格
」
に
、
「
に
あ
っ
て
は
、
当
該
医
療

機
器
」
を
「
に
あ
っ
て
は
当
該
医
療
機
器
」
に
改
め
、
「
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
二

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
正
取
引
委
員
会
が
指
定
し
て
い
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
小
売
価
格
と
し
て
同
項
に
規

定
す
る
再
販
売
価
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
再
販
売
価
格
と
し
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

三

感
染
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
の
う
ち
、
健
康
保
険
法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
当
該
感
染
救
済
給

付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
の
購
入
価
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
購
入
価
格
と
し
、
そ
れ
以

外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
感
染
救
済
給
付
に
係
る
許
可
再
生
医
療
等
製
品
の
出
荷
価
格
に
一
・
二
を
乗
じ
て
得
た
価
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格
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
購
入
す
る
際
の
基
準
と
す
る
価
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
当
該
価
格
と
す
る
。

第
三
十
三
条
の
表
第
二
十
四
条
の
項
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
」
に
、
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」

を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
許
可
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
」
を
「
許
可
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
許
可
生

物
由
来
製
品
製
造
販
売
業
者
」
を
「
許
可
生
物
由
来
製
品
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
原
因
許
可
医
薬
品
」
を
「
原
因
許
可

医
薬
品
等
」
に
、
「
原
因
許
可
生
物
由
来
製
品
」
を
「
原
因
許
可
生
物
由
来
製
品
等
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
五
条
の
項
及

び
第
二
十
六
条
第
三
項
の
項
中
「
許
可
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
」
を
「
許
可
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
」
に
、
「
許
可
生
物

由
来
製
造
販
売
業
者
」
を
「
許
可
生
物
由
来
製
品
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
及
び
「
同
令

」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
」
に
改
め
、
「
医
薬
品
（
」
の
下
に
「
用
法
若
し
く
は
」
を
加
え
、
「
薬
事
法
第

十
四
条
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
」
に
、
「
同
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に

、
「
以
下
こ
の
項
」
を
「
ロ
」
に
、
「
特
例
承
認
」
を
「
医
薬
品
特
例
承
認
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
医
療

- 845 -



機
器
等
法
施
行
令
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
薬
事
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
三

第
二
項
」
に
、
「
特
例
承
認
」
を
「
医
薬
品
特
例
承
認
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
令
」

に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三

条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品

ニ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
第
百
三
十
七
条
の
四
十
三
第
一
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
第
百
三

十
七
条
の
七
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
調
査
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
再
生
医
療

等
製
品
（
用
法
、
用
量
若
し
く
は
使
用
方
法
の
変
更
又
は
効
能
、
効
果
若
し
く
は
性
能
の
追
加
に
係
る
も
の
と
し
て

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
が
与
え
ら
れ
て
い
る
再
生
医
療

等
製
品
を
除
く
。
）
又
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十

三
条
の
四
十
第
一
項
及
び
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第

一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
医
療
等
製
品
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特
例
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
十
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講

ず
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品

ホ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
医
療
等
製
品
特
例
承
認
を
受
け
た

者
に
対
し
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
十
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
義
務
が
課
せ
ら

れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品

第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
前
号
イ
若
し
く
は
ロ
」
に
改
め
、
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
又
は
前
号
ハ

か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
薬
事
法
」

を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
」

に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
中
「
許
可
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
、
許
可
生
物
由
来
製
品
製
造
販
売
業
者
」
を
「
許
可
医
薬
品
製
造
販
売
業

者
等
、
許
可
生
物
由
来
製
品
製
造
販
売
業
者
等
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
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年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
及
び
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

（
薬
事
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
検
査
機
関
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

薬
事
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
検
査
機
関
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生

労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
」
に
改
め
る
。

（
薬
事
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
講
習
等
を
行
う
者
の
登
録
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

薬
事
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
講
習
等
を
行
う
者
の
登
録
等
に
関
す
る
省
令
（
平
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成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
第
三
項
第
三
号
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
百
十
四
条
の
四
十
九
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
」
に
、
「
第
八
十
五
条
第
三
項
第
三
号
、
第
九
十
一
条
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第
百
十
四
条
の
四
十
九
第

一
項
第
三
号
、
第
百
十
四
条
の
五
十
三
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
及
び
第
二
項
第
一
号
、
第
百
七
十
五
条
第
一
項
各
号
」
を

「
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
、
第
百
七
十
五
条
第
一
項
（
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
除
く
。
）
」
に
、
「
第

八
十
五
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
九
十
一
条
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第
百
十
四
条
の
四
十
九
第
一
項
第
三
号
及
び
第
百
十
四

条
の
五
十
三
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
及
び
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
百
七
十
五
条
第
一
項
各
号
」
を
「
、
第
二
項
第
一
号

及
び
第
三
項
第
一
号
並
び
に
第
百
七
十
五
条
第
一
項
（
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
除
く
。
）
」
に
、
「
総
括
製
造
販
売
責

任
者
講
習
等
」
を
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
講
習
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
項
第
二
号
及
び

第
三
号
、
第
五
項
第
二
号
並
び
に
第
六
項
第
三
号
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
講
習
等
」
を
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売

責
任
者
講
習
等
」
に
改
め
る
。
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第
二
条
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者

講
習
等
」
を
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
講
習
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
第
百
四
十
五
号
」
の
下
に
「
。
以

下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
講
習
等
」
を
「
医

療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
講
習
等
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
る
。

別
表
中
「
総
括
製
造
販
売
責
任
者
講
習
等
」
を
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
講
習
等
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の

項
中
「
第
八
十
五
条
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第
百
十
四
条
の
四
十
九
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療

機
器
等
法
」
に
、
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」

を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省

令
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
二
の
項
中
「
第
九
十
一
条
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第
百
十
四
条
の
五
十
三
第
一
項
第
三
号
」
に

、
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
項
及
び
二
の
二
の
項
中
「
医
療
機
器
販
売
業
」
を
「

医
療
機
器
の
販
売
業
」
に
、
「
賃
貸
業
に
」
を
「
貸
与
業
に
」
に
、
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
、
「
賃
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貸
業
者
」
を
「
貸
与
業
者
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
の
三

規
則

一

医
療
機
器
販
売
業
及
び
貸
与
業
に
関
す
る
医

六
時
間

第
百
六
十
二
条

薬
品
医
療
機
器
等
法
の
規
定

第
三
項
第
一
号

二

医
療
法
、
工
業
標
準
化
法
、
製
造
物
責
任
法

に
規
定
す
る
講

そ
の
他
関
連
法
令

習
（
プ
ロ
グ
ラ

三

流
通
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
高
度
管
理
医
療

ム
高
度
管
理
医

機
器
の
品
質
確
保

療
機
器
関
連
）

四

医
療
現
場
に
お
け
る
販
売
業
者
及
び
貸
与
業

者
の
役
割

五

販
売
倫
理
と
自
主
規
制

別
表
の
二
の
三
の
項
中
「
二
の
三
」
を
「
二
の
四
」
に
、
「
第
百
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
百
七
十
五
条
第
一

項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
」
に
、
「
医
療
機
器
販
売
業
」
を
「
医
療
機
器
の
販
売
業
」
に
、
「
賃
貸
業
に
」
を
「
貸
与
業
に

」
に
、
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
賃
貸
業
者
」
を
「
貸
与
業
者
」
に
改
め
、
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同
表
の
二
の
四
の
項
中
「
二
の
四
」
を
「
二
の
五
」
に
、
「
第
百
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
七
十
五
条
第
一
項

第
一
号
」
に
、
「
医
療
機
器
販
売
業
」
を
「
医
療
機
器
の
販
売
業
」
に
、
「
賃
貸
業
に
」
を
「
貸
与
業
に
」
に
、
「
薬
事
法

」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
、
「
賃
貸
業
者
」
を
「
貸
与
業
者
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
五
の
項
中
「
二
の
五
」
を

「
二
の
六
」
に
、
「
第
百
七
十
五
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
百
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
医
療
機
器
販
売
業
」

を
「
医
療
機
器
の
販
売
業
」
に
、
「
賃
貸
業
に
」
を
「
貸
与
業
に
」
に
、
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
、

「
賃
貸
業
者
」
を
「
貸
与
業
者
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
の
七

規
則

一

医
療
機
器
の
販
売
業
及
び
貸
与
業
に
関
す
る

六
時
間

第
百
七
十
五
条

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
の
規
定

第
一
項
第
三
号

二

医
療
法
、
工
業
標
準
化
法
、
製
造
物
責
任
法

に
規
定
す
る
講

そ
の
他
関
連
法
令

習
（
プ
ロ
グ
ラ

三

流
通
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
特
定
管
理
医
療

ム
特
定
管
理
医

機
器
の
品
質
確
保

療
機
器
関
連
）

四

医
療
現
場
に
お
け
る
販
売
業
者
及
び
貸
与
業
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者
の
役
割

五

販
売
倫
理
と
自
主
規
制

別
表
の
三
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
表
一
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
薬
事
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）

の
項
中
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

」
に
改
め
、
同
表
薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け

、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存
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等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

第
十
四
条
第
三
項
（
第
百
十
二
条
及
び
第
百
十
四
条
の
八
十
三
第
二
項
に
お
い
て

昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
保
存

号
）

第
九
十
八
条
の
二
第
三
項
（
第
九
十
八
条
の
三
及
び
第
九
十
八
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
の
保
存

第
九
十
八
条
の
二
第
四
項
第
五
号
（
第
九
十
八
条
の
三
及
び
第
九
十
八
条
の
四
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存
及
び
報
告

第
九
十
八
条
の
二
第
五
項
第
二
号
（
第
九
十
八
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

第
九
十
八
条
の
二
第
六
項
（
第
九
十
八
条
の
三
及
び
第
九
十
八
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
の
保
存

第
九
十
八
条
の
二
第
七
項
（
第
九
十
八
条
の
三
及
び
第
九
十
八
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

第
九
十
八
条
の
六
第
三
項
（
第
九
十
八
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
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。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
の
保
存

第
九
十
八
条
の
六
第
四
項
第
五
号
（
第
九
十
八
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存
及
び
報
告

第
九
十
八
条
の
六
第
五
項
第
二
号
（
第
九
十
八
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

第
九
十
八
条
の
六
第
六
項
（
第
九
十
八
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
の
保
存

第
九
十
八
条
の
六
第
七
項
（
第
九
十
八
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

第
百
四
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
、
書
類
等
の
保
存

第
百
七
条
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け
及
び
保
存

第
百
十
四
条
の
六
十
一
第
三
項
（
第
百
十
四
条
の
六
十
二
及
び
第
百
十
四
条
の
六

十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
の
保
存
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第
百
十
四
条
の
六
十
一
第
四
項
第
五
号
（
第
百
十
四
条
の
六
十
二
及
び
第
百
十
四

条
の
六
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

及
び
報
告

第
百
十
四
条
の
六
十
一
第
五
項
（
第
百
十
四
条
の
六
十
二
及
び
第
百
十
四
条
の
六

十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
の
保
存

第
百
十
四
条
の
六
十
一
第
六
項
（
第
百
十
四
条
の
六
十
二
及
び
第
百
十
四
条
の
六

十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

第
百
十
四
条
の
六
十
五
第
三
項
（
第
百
十
四
条
の
六
十
六
及
び
第
百
十
四
条
の
六

十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
の
保
存

第
百
十
四
条
の
六
十
五
第
四
項
第
五
号
（
第
百
十
四
条
の
六
十
六
及
び
第
百
十
四

条
の
六
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

及
び
報
告

第
百
十
四
条
の
六
十
五
第
五
項
（
第
百
十
四
条
の
六
十
六
及
び
第
百
十
四
条
の
六

- 856 -



十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
の
保
存

第
百
十
四
条
の
六
十
五
第
六
項
（
第
百
十
四
条
の
六
十
六
及
び
第
百
十
四
条
の
六

十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

第
百
十
四
条
の
七
十
四
の
規
定
に
よ
る
記
録
、
書
類
等
の
保
存

第
百
十
四
条
の
七
十
七
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け
及
び
保
存

第
百
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存

第
百
三
十
七
条
の
六
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
の
保
存

第
百
三
十
七
条
の
六
十
一
第
四
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存
及
び
報
告

第
百
三
十
七
条
の
六
十
一
第
五
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

第
百
三
十
七
条
の
六
十
一
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
の
保
存

第
百
三
十
七
条
の
六
十
一
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

第
百
三
十
七
条
の
六
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
の
保
存

第
百
三
十
七
条
の
六
十
三
第
四
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存
及
び
報
告

- 857 -



第
百
三
十
七
条
の
六
十
三
第
五
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

第
百
三
十
七
条
の
六
十
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
の
保
存

第
百
三
十
七
条
の
六
十
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

第
百
三
十
七
条
の
七
十
の
規
定
に
よ
る
記
録
、
書
類
等
の
保
存

第
百
三
十
七
条
の
七
十
三
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け
及
び
保
存

第
百
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け

第
百
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存

第
百
四
十
六
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
保
存

第
百
四
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け

第
百
四
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存

第
百
四
十
九
条
の
五
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
保
存

第
百
五
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け

第
百
五
十
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存
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第
百
五
十
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
保
存

第
百
六
十
四
条
第
一
項
（
第
百
七
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け

第
百
六
十
四
条
第
三
項
（
第
百
七
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存

第
百
七
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
保
存

第
百
九
十
一
条
第
三
項
第
二
号
（
第
百
九
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
苦
情
処
理
記
録
の
保
存

第
百
九
十
一
条
第
四
項
第
三
号
（
第
百
九
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
回
収
処
理
記
録
の
保
存

第
百
九
十
六
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け

第
百
九
十
六
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存

第
百
九
十
六
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
保
存
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第
二
百
八
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
台
帳
の
備
付
け

別
表
第
一
表
一
医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
二
十

一
号
）
の
項
中
「
訂
正
し
た
標
準
操
作
手
順
書
」
を
「
変
更
前
の
標
準
操
作
手
順
書
」
に
、
「
訂
正
し
た
試
験
計
画
書
」
を

「
変
更
し
た
試
験
計
画
書
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
表
一
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
項
中
「
第

二
十
六
条
の
十
二
（
第
五
十
六
条
及
び
」
を
「
第
二
十
六
条
の
十
二
（
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
表
一
薬
事
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
検
査
機
関
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年

厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
の
項
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
表
一
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（

平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
五
号
）
の
項
中
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売

後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造

販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
、
「
第
十
条
第
四
項
」
の
下
に
「
（
第
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
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場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
表
一
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚

生
労
働
省
令
第
百
三
十
六
号
）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧

第
六
条
第
二
項
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
品

。
）
の
規
定
に
よ
る
品
質
管
理
業
務
手
順
書
等
の
備
付
け

質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令

第
十
六
条
第
一
号
（
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

第
百
三
十
六
号
）

第
十
六
条
第
三
号
（
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
品
質
管
理
業
務
手
順
書
の
備
付
け

別
表
第
一
表
一
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年

厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九
号
）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医

第
六
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
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薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
質

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
製
品
標
準
書
の
保
管

管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（

第
八
条
第
四
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
品
質
管
理
監
督
文
書
の
保
管

百
六
十
九
号
）

第
九
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
十
八
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
二
十
三
条
第
五
号
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
二
十
四
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
二
十
六
条
第
六
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管
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第
二
十
八
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
三
十
一
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
三
十
二
条
第
四
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
三
十
三
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
三
十
四
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
三
十
五
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
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三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
三
十
八
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
及
び
記
録
の
保
管

第
三
十
九
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
四
十
三
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
四
十
五
条
第
六
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
四
十
六
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
五
十
一
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管
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第
五
十
三
条
第
六
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
五
十
八
条
第
四
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
六
十
条
第
六
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
六
十
二
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
ホ
及
び
ル
か
ら
ワ
ま
で
並
び
に
第
二
項
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
管

第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管
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第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管

別
表
第
一
表
一
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令

第
百
七
十
一
号
）
の
項
中
「
（
第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

別
表
第
一
表
一
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の

項
中
「
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
表
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に

第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
確
認
文
書
の
保
存

関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の

第
六
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二

第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十

第
八
条
第
一
項
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

八
号
）

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
守
点
検
記
録
の
保
存

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
操
作
手
順
書
の
備
付
け

第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
前
の
標
準
操
作
手
順
書
の
保
存
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第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
し
た
試
験
計
画
書
の
保
存

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
最
終
報
告
書
訂
正
文
書
の
保
存

第
十
八
条
第
一
項
（
第
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
試
験
関
係
資
料
の
保
存

再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験

第
三
十
四
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
治
験
に
関
す
る
記
録
の
保
存

（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省

第
四
十
五
条
（
第
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

令
第
八
十
九
号
）

定
に
よ
る
治
験
に
関
す
る
記
録
の
保
存

第
四
十
六
条
第
二
項
第
五
号
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、

事
業
報
告
書
そ
の
他
の
財
務
に
関
す
る
書
類
の
備
え
置
き

第
五
十
三
条
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
等
の
保
存
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第
六
十
一
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
治
験
に
関
す
る
記
録
の
保
存

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
後
調
査
等
業
務
手
順
書
の
保
存

後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の

第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
後
調
査
等
基
本
計
画
書
の
保
存

基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二

第
四
条
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
後
調
査
等
基
本
計
画
書
等
の
保

十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十

存

号
）

第
四
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
存

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
文
書
の
保
存

第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試

験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
等
の
保
存

第
十
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
示
文
書
の
保
存

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
管
理

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
製
品
標
準
書
の
保
管

及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
衛
生
管
理
基
準
書
の
保
管
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る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
管
理
基
準
書
の
保
管

労
働
省
令
第

号
）

第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
品
質
管
理
基
準
書
の
保
管

第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
保
管

第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
等
の
備
付
け

第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
製
造
指
図
書
の
保
管

第
二
十
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
管

第
二
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
保
管

別
表
第
二
薬
事
法
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
薬
事
法
施
行
規
則
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
作
成

、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

第
十
四
条
第
一
項
（
第
百
十
二
条
及
び
第
百
十
四
条
の
八
十
三
第
二
項
に
お
い
て

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
書
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面
の
記
載

第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
台
帳
の
記
載

第
九
十
八
条
の
二
第
三
項
（
第
九
十
八
条
の
三
及
び
第
九
十
八
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
九
十
八
条
の
二
第
五
項
第
一
号
（
第
九
十
八
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
九
十
八
条
の
二
第
六
項
（
第
九
十
八
条
の
三
及
び
第
九
十
八
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
九
十
八
条
の
六
第
三
項
（
第
九
十
八
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
九
十
八
条
の
六
第
五
項
第
一
号
（
第
九
十
八
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
九
十
八
条
の
六
第
六
項
（
第
九
十
八
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
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。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
百
四
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
、
書
類
等
の
記
載

第
百
七
条
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
記
載

第
百
十
四
条
の
六
十
一
第
三
項
（
第
百
十
四
条
の
六
十
二
及
び
第
百
十
四
条
の
六

十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
百
十
四
条
の
六
十
一
第
五
項
（
第
百
十
四
条
の
六
十
二
及
び
第
百
十
四
条
の
六

十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
百
十
四
条
の
六
十
五
第
三
項
（
第
百
十
四
条
の
六
十
六
及
び
第
百
十
四
条
の
六

十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
百
十
四
条
の
六
十
五
第
五
項
（
第
百
十
四
条
の
六
十
六
及
び
第
百
十
四
条
の
六

十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
百
十
四
条
の
七
十
四
の
規
定
に
よ
る
記
録
、
書
類
等
の
記
載

第
百
十
四
条
の
七
十
七
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
記
載
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第
百
三
十
七
条
の
六
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
百
三
十
七
条
の
六
十
一
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
百
三
十
七
条
の
六
十
一
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
百
三
十
七
条
の
六
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
百
三
十
七
条
の
六
十
三
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
百
三
十
七
条
の
六
十
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
百
三
十
七
条
の
七
十
の
規
定
に
よ
る
記
録
、
書
類
等
の
記
載

第
百
三
十
七
条
の
七
十
三
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
記
載

第
百
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
作
成

第
百
四
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の

記
載

第
百
四
十
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
作
成

第
百
四
十
九
条
の
五
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
書
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面
の
記
載

第
百
五
十
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
作
成

第
百
五
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
記
載

第
百
六
十
四
条
第
二
項
（
第
百
七
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
記
載

第
百
七
十
三
条
第
一
項
（
第
百
十
四
条
の
八
十
三
及
び
第
百
三
十
七
条
の
七
十
八

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
記
載

第
百
九
十
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
百
九
十
一
条
第
三
項
第
二
号
（
第
百
九
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
苦
情
処
理
記
録
の
作
成

第
百
九
十
一
条
第
四
項
第
三
号
（
第
百
九
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
回
収
処
理
記
録
の
作
成

第
百
九
十
六
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
作
成
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第
百
九
十
六
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
記
載

第
二
百
八
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
台
帳
の
記
載

別
表
第
二
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の

第
四
条
第
一
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

基
準
に
関
す
る
省
令

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
七
条
第
一
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
の
作
成

第
七
条
第
二
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
治
験
実
施
計
画
書
へ
の
記
載

第
七
条
第
三
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
治
験
実
施
計
画
書
へ
の
記
載

第
七
条
第
五
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
治
験
実
施
計
画
書
の
改
訂
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第
八
条
第
一
項
（
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
治
験
薬
概
要
書
の
作
成

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
治
験
薬
概
要
書
の
改
訂

第
十
五
条
の
四
第
一
項
（
第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
の
作
成

第
十
五
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
へ
の
記
載

第
十
五
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
の
改
訂

第
十
五
条
の
五
第
一
項
（
第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
治
験
薬
概
要
書
の
作
成

第
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
治
験
薬
概
要
書
の
改
訂

第
十
五
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
説
明
文
書
の
作
成

第
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約

第
十
六
条
第
六
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
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含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
十
六
条
第
七
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
説
明
文
書
の
作
成

第
十
八
条
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

委
嘱
に
関
す
る
文
書
の
作
成

第
十
九
条
第
二
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
二
十
条
第
四
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
及
び
治
験
薬
概
要
書
の
改
訂

第
二
十
一
条
第
一
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
二
十
三
条
第
一
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
計
画
書
及
び
手
順
書
の
作
成
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第
二
十
三
条
第
三
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
監
査
証
明
書
の
作
成

第
二
十
五
条
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
総
括
報
告
書
の
作
成

第
二
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
委
嘱
に
関
す
る
文
書
の
作
成

第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
二
十
六
条
の
六
第
三
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
及
び
治
験
薬
概
要
書
の
改
訂

第
二
十
六
条
の
七
第
一
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
二
十
六
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
書
及
び
手
順
書
の
作
成

第
二
十
六
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
証
明
書
の
作
成

第
二
十
六
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
総
括
報
告
書
の
作
成
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第
二
十
八
条
第
二
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
、
委
員
名
簿
並
び
に
会
議
の
記
録
及
び
そ
の

概
要
の
作
成

第
三
十
六
条
第
一
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
三
十
九
条
の
二
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
四
十
七
条
第
一
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
症
例
報
告
書
の
作
成

第
四
十
七
条
第
二
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
症
例
報
告
書
の
変
更
に
係
る
記
載

第
四
十
七
条
第
三
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
症
例
報
告
書
の
点
検
に
係
る
記
載
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第
五
十
二
条
第
一
項
（
第
五
十
四
条
第
三
項
、
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
同
意
文
書
の
記
載

第
五
十
四
条
第
一
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
記
録

第
五
十
四
条
第
二
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
説
明
文
書
の
改
訂

別
表
第
二
薬
事
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
検
査
機
関
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
項
中
「
薬
事
法
施

行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧

第
五
条
第
一
項
（
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療

る
手
順
書
の
作
成

等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管

第
五
条
第
二
項
（
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
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理
の
基
準
に
関
す
る
省
令

る
文
書
の
作
成

第
五
条
第
三
項
（
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
文
書
の
作
成

第
五
条
第
四
項
（
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
文
書
の
作
成
又
は
改
定
の
際
の
日
付
の
記
録

第
五
条
第
五
項
（
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
文
書
の
作
成
又
は
改
訂
の
際
の
日
付
の
記
録

第
六
条
第
三
号
（
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
作
成

第
七
条
第
一
項
（
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
九
条
第
一
項
第
四
号
（
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
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含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
九
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
九
条
第
三
項
（
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
後
安
全
管
理
業
務
手
順
書
等
へ
の
必
要
事
項
を
定
め

る
こ
と

第
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
リ
ス
ク
管
理
計
画
書
の
作
成

第
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
リ
ス
ク
管
理
計
画
書
の
改
訂

第
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
（
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
リ
ス
ク
管
理
計
画
書
の
作
成
又
は
改
訂
の
際
の
日
付
の
記

載第
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成
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第
十
条
第
一
項
第
一
号
（
第
十
条
の
二
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
市
販
直
後
調
査
実
施
計
画
書
の
作
成

第
十
条
第
一
項
第
二
号
（
第
十
条
の
二
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
市
販
直
後
調
査
実
施
計
画
書
の
改
訂

第
十
条
第
一
項
第
三
号
（
第
十
条
の
二
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
市
販
直
後
調
査
実
施
計
画
書
の
作
成
又
は
改
訂
の
際

の
日
付
の
記
載

第
十
条
第
四
項
（
第
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
記
録
の
作
成

第
十
一
条
第
三
項
（
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
記
録
の
作
成

第
十
二
条
第
四
項
（
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
記
録
の
作
成
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別
表
第
二
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
項
中
「
医
薬
品
、
医

薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
再

生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
に
、
「
、
第
二
十
五
条
」
を
「
及
び
第
二
十
一
条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医

第
六
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
記
載

理
の
基
準
に
関
す
る
省
令

第
六
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
製
品
標
準
書
の
作
成

第
七
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
品
質
管
理
監
督
シ
ス
テ
ム
基
準
書
の
記
載

第
八
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

- 883 -



第
九
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
九
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
十
五
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
十
八
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
二
十
三
条
第
五
号
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
二
十
四
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
二
十
四
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
二
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
二
条
及

び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
二
十
六
条
第
五
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
二
十
六
条
第
六
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
二
十
八
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
二
十
八
条
第
四
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
要
求
事
項
の
書
面
の
作
成
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第
三
十
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
三
十
条
第
五
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化
及
び
更
新

第
三
十
一
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
三
十
二
条
第
四
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
三
十
三
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
三
十
四
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
三
十
五
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十

三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
三
十
七
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
三
十
七
条
第
五
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
作
成

第
三
十
八
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
及
び
記
録
の
作
成

第
三
十
九
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
管
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第
四
十
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
四
十
一
条
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
四
十
二
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
作
成
及
び
文
書
化

第
四
十
三
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
四
十
三
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
四
十
四
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
四
十
五
条
第
四
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
四
十
五
条
第
六
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
四
十
六
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
四
十
六
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十

三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
四
十
八
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十

三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成
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第
五
十
一
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十

三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
五
十
三
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
五
十
三
条
第
六
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
五
十
五
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
五
十
六
条
第
六
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
五
十
八
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
等
の
作
成

第
五
十
八
条
第
四
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
六
十
条
第
二
項
、
第
九
項
及
び
第
十
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
二
条
及
び

第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
六
十
条
第
六
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
六
十
一
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
六
十
一
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
六
十
二
条
第
二
項
（
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
文
書
化
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第
六
十
二
条
第
三
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
六
十
二
条
第
六
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
六
十
三
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
六
十
四
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
六
十
六
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
六
十
六
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
記
載

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

- 892 -



第
七
十
一
条
第
一
項
第
二
号
（
第
七
十
二
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
作
成

第
七
十
二
条
第
二
項
第
四
号
、
第
六
号
ロ
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
四

項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
二
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
作
成

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
二
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
製
品
標
準
書
の
記
載

第
七
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
七
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
七
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
化
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第
七
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
化

第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

別
表
第
二
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
項
中
「
（
第
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
改
訂
し
た
」
を
「
作
成
又
は
改
訂
し
た
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施

第
四
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

の
基
準
に
関
す
る
省
令

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
七
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
の
作
成

第
七
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
治
験
実
施
計
画
書
へ
の
記
載

第
七
条
第
三
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
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よ
る
治
験
実
施
計
画
書
へ
の
記
載

第
七
条
第
五
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
治
験
実
施
計
画
書
の
改
訂

第
八
条
第
一
項
（
第
七
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
治
験
機
器
概
要
書
の
作
成

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
治
験
機
器
概
要
書
の
改
訂

第
十
八
条
第
一
項
（
第
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
の
作
成

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
へ
の
記
載

第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
の
改
訂

第
十
九
条
第
一
項
（
第
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
治
験
機
器
概
要
書
の
作
成

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
治
験
機
器
概
要
書
の
改
訂
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第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
説
明
文
書
の
作
成

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約

第
二
十
四
条
第
六
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
二
十
四
条
第
七
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
説
明
文
書
の
作
成

第
二
十
六
条
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
委
嘱
に
関
す
る
文
書
の
作
成

第
二
十
七
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
二
十
八
条
第
三
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
及
び
治
験
機
器
概
要
書
の
改
訂

第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
三
十
一
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
計
画
書
及
び
手
順
書
の
作
成

第
三
十
一
条
第
三
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
監
査
証
明
書
の
作
成

第
三
十
三
条
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
総
括
報
告
書
の
作
成

第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
委
嘱
に
関
す
る
文
書
の
作
成

第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
及
び
治
験
機
器
概
要
書
の

改
訂

第
四
十
条
第
一
項
（
第
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成
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第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
書
及
び
手
順
書
の
作
成

第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
証
明
書
の
作
成

第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
総
括
報
告
書
の
作
成

第
四
十
七
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
、
委
員
名
簿
並
び
に
会
議
の
記
録
及
び
そ
の

概
要
の
作
成

第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
五
十
九
条
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
六
十
七
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
症
例
報
告
書
の
作
成

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
症
例
報
告
書
の
変
更
に
係
る
記
載

第
六
十
七
条
第
三
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
症
例
報
告
書
の
点
検
に
係
る
記
載

第
七
十
二
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
同
意
文
書
の
記
載

第
七
十
四
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
記
録

第
七
十
四
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
説
明
文
書
の
改
訂

別
表
第
二
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に

第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
確
認
文
書
の
作
成

関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の

第
六
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
作
成

基
準
に
関
す
る
省
令

第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
作
成
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第
八
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
作
成

第
八
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
生
デ
ー
タ
の
確
認
文
書
の
作
成

第
八
条
第
一
項
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
作
成

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
守
点
検
記
録
文
書
の
作
成

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
操
作
手
順
書
の
作
成

第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
操
作
手
順
書
へ
の
日
付
等
の
記
載

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
計
画
書
の
作
成

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
記
録
の
作
成

第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
生
デ
ー
タ
訂
正
時
の
日
付
等
の
記
載

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
目
的
等
を
記
載
し
た
最
終
報
告
書
の
作
成

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
最
終
報
告
書
訂
正
時
の
日
付
等
の
記
載

再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験

第
四
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成
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第
七
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
の
作
成

第
七
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
治
験
実
施
計
画
書
へ
の
記
載

第
七
条
第
三
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
治
験
実
施
計
画
書
へ
の
記
載

第
七
条
第
五
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
治
験
実
施
計
画
書
の
改
訂

第
八
条
第
一
項
（
第
七
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
治
験
製
品
概
要
書
の
作
成

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
治
験
製
品
概
要
書
の
改
訂

第
十
八
条
第
一
項
（
第
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
の
作
成
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第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
へ
の
記
載

第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
の
改
訂

第
十
九
条
第
一
項
（
第
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
治
験
製
品
概
要
書
の
作
成

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
治
験
製
品
概
要
書
の
改
訂

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
説
明
文
書
の
作
成

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約

第
二
十
四
条
第
六
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
二
十
四
条
第
七
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
説
明
文
書
の
作
成

第
二
十
六
条
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
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る
委
嘱
に
関
す
る
文
書
の
作
成

第
二
十
七
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
二
十
八
条
第
四
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
及
び
治
験
製
品
概
要
書
の
改
訂

第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
三
十
一
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
計
画
書
及
び
手
順
書
の
作
成

第
三
十
一
条
第
三
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
監
査
証
明
書
の
作
成

第
三
十
三
条
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
総
括
報
告
書
の
作
成
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第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
委
嘱
に
関
す
る
文
書
の
作
成

第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
治
験
実
施
計
画
書
及
び
治
験
製
品
概
要
書
の

改
訂

第
四
十
条
第
一
項
（
第
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
書
及
び
手
順
書
の
作
成

第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
証
明
書
の
作
成

第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
総
括
報
告
書
の
作
成

第
四
十
七
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
、
委
員
名
簿
並
び
に
会
議
の
記
録
及
び
そ
の

概
要
の
作
成

第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
五
十
九
条
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結

第
六
十
七
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
症
例
報
告
書
の
作
成

第
六
十
七
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
症
例
報
告
書
の
変
更
に
係
る
記
載

第
六
十
七
条
第
三
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
症
例
報
告
書
の
点
検
に
係
る
記
載

第
七
十
二
条
第
一
項
（
第
七
十
四
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
同
意
文
書
の
記
載

第
七
十
四
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
記
録
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第
七
十
四
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
説
明
文
書
の
改
訂

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
後
調
査
等
業
務
手
順
書
の
作
成

後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
後
調
査
等
業
務
手
順
書
の
作
成
又
は
改

基
準
に
関
す
る
省
令

訂
の
際
の
日
付
の
記
載

第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
後
調
査
等
基
本
計
画
書
の
作
成

第
四
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
必
要
事
項
を
文
書
で
定
め
る
こ
と

第
四
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
改
訂

第
四
条
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
後
調
査
等
基
本
計
画
書
等
を
作

成
又
は
改
訂
し
た
場
合
の
日
付
の
記
載

第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
成
績
調
査
実
施
計
画
書
に
必
要
事
項
を
定
め

る
こ
と

第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
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の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
等
の
作
成
等

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
管
理

第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
文
書
の
作
成

及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
製
品
標
準
書
の
作
成

る
省
令

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
衛
生
管
理
基
準
書
の
作
成

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
管
理
基
準
書
の
作
成

第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
品
質
管
理
基
準
書
の
作
成

第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
手
順
書
の
作
成

第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
製
造
指
図
書
の
作
成

別
表
第
三
薬
事
法
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
薬
事
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
検
査
機
関
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
項
中
「
薬
事
法
施

行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験

第
四
十
六
条
第
二
項
第
五
号
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す

の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、

事
業
報
告
書
そ
の
他
の
財
務
に
関
す
る
書
類
の
閲
覧

別
表
第
四
薬
事
法
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
薬
事
法
施
行
規
則
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質

第
九
十
八
条
の
二
第
四
項
第
二
号
（
第
九
十
八
条
の
三
及
び
第
九
十
八
条
の
四
に

、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
九
十
八
条
の
二
第
四
項
第
三
号
及
び
第
五
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
九
十
八
条

の
三
及
び
第
九
十
八
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
報
告

第
九
十
八
条
の
二
第
五
項
第
一
号
（
第
九
十
八
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
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第
九
十
八
条
の
二
第
七
項
（
第
九
十
八
条
の
三
及
び
第
九
十
八
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示

第
九
十
八
条
の
六
第
四
項
第
二
号
（
第
九
十
八
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示

第
九
十
八
条
の
六
第
四
項
第
三
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
五
項
第
一
号
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
第
九
十
八
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
報
告

第
九
十
八
条
の
六
第
七
項
（
第
九
十
八
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示

第
百
十
四
条
の
六
十
一
第
四
項
第
二
号
（
第
百
十
四
条
の
六
十
二
及
び
第
百
十
四

条
の
六
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る

指
示

第
百
十
四
条
の
六
十
一
第
四
項
第
三
号
及
び
第
五
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
十
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四
条
の
六
十
二
及
び
第
百
十
四
条
の
六
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
報
告

第
百
十
四
条
の
六
十
一
第
六
項
（
第
百
十
四
条
の
六
十
二
及
び
第
百
十
四
条
の
六

十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示

第
百
十
四
条
の
六
十
五
第
四
項
第
二
号
（
第
百
十
四
条
の
六
十
六
及
び
第
百
十
四

条
の
六
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る

指
示

第
百
十
四
条
の
六
十
五
第
四
項
第
三
号
及
び
第
五
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
十

四
条
の
六
十
六
及
び
第
百
十
四
条
の
六
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
報
告

第
百
十
四
条
の
六
十
五
第
六
項
（
第
百
十
四
条
の
六
十
六
及
び
第
百
十
四
条
の
六

十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示

第
百
三
十
七
条
の
六
十
一
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示
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第
百
三
十
七
条
の
六
十
一
第
四
項
第
三
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
五
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
る
報
告

第
百
三
十
七
条
の
六
十
一
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示

第
百
三
十
七
条
の
六
十
三
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示

第
百
三
十
七
条
の
六
十
三
第
四
項
第
三
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
五
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
る
報
告

第
百
三
十
七
条
の
六
十
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示

別
表
第
四
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の

第
十
条
第
一
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

基
準
に
関
す
る
省
令

よ
る
文
書
の
提
出

第
十
五
条
の
七
（
第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
文
書
の
提
出

第
十
六
条
第
六
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
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に
よ
る
手
順
書
の
交
付

第
十
六
条
第
七
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
文
書
の
交
付

第
二
十
二
条
第
二
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
報
告
書
の
提
出

第
二
十
三
条
第
三
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
監
査
証
明
書
の
提
出

第
二
十
四
条
第
二
項
（
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
二
十
六
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
報
告
書
の
提
出

第
二
十
六
条
の
十
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
三
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
六
条
及
び
第

五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
意
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見
の
提
出

第
三
十
二
条
第
四
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
意
見
の
提
出

第
三
十
二
条
第
六
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
三
十
二
条
第
七
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
四
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
六
条
及
び
第
五

十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
四
十
六
条
第
一
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
提
出

第
四
十
八
条
第
一
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告
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第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十

八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
五
十
条
第
一
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
説
明
及
び
同
意

第
五
十
一
条
第
一
項
（
第
五
十
四
条
第
三
項
、
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
説
明
文
書
の
交
付

第
五
十
五
条
第
二
項
（
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
説
明
及
び
同
意

別
表
第
四
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
項
中

「
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
を
「
医
薬
品
、

医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
」
に
、
「
規

定
に
よ
り
、
」
を
「
規
定
に
よ
り
」
に
改
め
、
第
十
条
第
四
項
の
次
に
「
（
第
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
」
を
加
え
、
「
及
び
第
十
五
条
」
を
削
る
。
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別
表
第
四
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧

第
八
条
第
三
号
（
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
品

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令

第
八
条
第
四
号
（
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
連
絡
又
は
指
示

第
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
第
一
号
ハ
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
条
及
び
第
二

十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
九
条
第
五
項
第
三
号
イ
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示

第
九
条
第
五
項
第
三
号
ハ
及
び
第
四
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
条
及
び
第
二

十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
条
第
一
項
第
二
号
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
条
第
二
項
第
一
号
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示

第
十
条
第
二
項
第
三
号
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
条
第
三
項
第
二
号
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
条
第
四
項
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示

第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示
及
び
報
告
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第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
提
供

第
十
一
条
第
二
項
第
五
号
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
二
条
第
二
号
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
条
及
び
第
二

十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
六
条
第
一
号
（
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
配
布

第
十
八
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
提
供
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別
表
第
四
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医

第
二
十
八
条
第
四
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
要
求
事
項
を
書
面
で
示
す
こ
と

理
の
基
準
に
関
す
る
省
令

第
四
十
二
条
第
一
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
他
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
文
書

に
よ
り
示
す
こ
と

第
六
十
二
条
第
二
項
（
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
発
行

第
七
十
二
条
第
二
項
第
四
号
、
第
五
号
、
第
六
号
ロ
及
び
第
七
号
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
第
七
十
二
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
文
書
に
よ
る
報
告
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第
七
十
二
条
第
二
項
第
八
号
（
第
七
十
二
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
連
絡
又
は
指
示

第
七
十
二
条
第
二
項
第
九
号
（
第
七
十
二
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
提
供

第
七
十
二
条
第
四
項
（
第
七
十
二
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
提
供

別
表
第
四
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
項
中
「
（
第
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

別
表
第
四
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施

第
十
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

の
基
準
に
関
す
る
省
令

よ
る
文
書
の
提
出

第
二
十
一
条
（
第
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
文
書
の
提
出
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第
二
十
四
条
第
六
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
手
順
書
の
交
付

第
二
十
四
条
第
七
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
文
書
の
交
付

第
三
十
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
報
告
書
の
提
出

第
三
十
一
条
第
三
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
監
査
証
明
書
の
提
出

第
三
十
二
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
報
告
書
の
提
出

第
四
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
五
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
六
条
及
び
第
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七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
意

見
の
提
出

第
五
十
一
条
第
四
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
意
見
の
提
出

第
五
十
一
条
第
六
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
五
十
一
条
第
七
項
（
第
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
六
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
六
条
及
び
第
七

十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
六
十
六
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
提
出

第
六
十
八
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
七
十
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
説
明
及
び
同
意

第
七
十
一
条
第
一
項
（
第
七
十
四
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
説
明
文
書
の
交
付

第
七
十
五
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
説
明
及
び
同
意

別
表
第
四
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に

第
八
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出

関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の

第
八
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
生
デ
ー
タ
の
確
認
文
書
の
提
出

基
準
に
関
す
る
省
令
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再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験

第
十
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令

よ
る
文
書
の
提
出

第
二
十
一
条
（
第
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
文
書
の
提
出

第
二
十
四
条
第
六
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
手
順
書
の
交
付

第
二
十
四
条
第
七
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
文
書
の
交
付

第
三
十
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
報
告
書
の
提
出

第
三
十
一
条
第
三
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
監
査
証
明
書
の
提
出

第
三
十
二
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
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定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
報
告
書
の
提
出

第
四
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
五
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
六
条
及
び
第

七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
意

見
の
提
出

第
五
十
一
条
第
四
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
意
見
の
提
出

第
五
十
一
条
第
六
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
五
十
一
条
第
七
項
（
第
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
六
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
六
条
及
び
第
七
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十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
通
知

第
六
十
六
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
提
出

第
六
十
八
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十

八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
七
十
条
第
一
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
説
明
及
び
同
意

第
七
十
一
条
第
一
項
（
第
七
十
四
条
第
三
項
、
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
説
明
文
書
の
交
付

第
七
十
五
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
説
明
及
び
同
意
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再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売

第
四
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
意
見
の
陳
述

後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の

第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
後
調
査
等
の
結
果
の
文
書
に
よ

基
準
に
関
す
る
省
令

る
報
告

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
提
供

第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施

の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
文
書
等
の
提
出
等

第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
指
示

第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
管
理

第
十
一
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す

第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告
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る
省
令

第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
十
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
二
十
一
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
報
告

第
二
十
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
配
布

（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
等

に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医

療
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
四
条
第
三
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」

に
、
「
若
し
く
は
第
七
十
五
条
第
一
項
」
を
「
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
三
条
第
二
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
」
に
、
「
若
し
く
は
第
七
十
五
条
第
一
項
」
を
「
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め

る
。

（
薬
事
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定
め
る
省

令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

薬
事
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定

め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
薬
事
法
第
二
条
第
十
四
項
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
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法
律
第
二
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「

第
二
条
第
十
四
項
」
を
「
第
二
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

（
日
本
薬
局
方
標
準
品
を
製
造
す
る
者
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

日
本
薬
局
方
標
準
品
を
製
造
す
る
者
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
八
十
五
号
」
を
「
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十

五
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
」
に
改
め
る
。

（
薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
二
条

薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。
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附
則
第
六
条
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
二
百
十
八
条
の

二
第
一
号
の
項
中
「
第
二
百
十
八
条
の
二
第
一
号
」
を
「
第
二
百
十
八
条
の
三
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第
二
百
十
八
条
の

三
第
一
項
第
一
号
の
項
中
「
第
二
百
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
百
十
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
表
第
二
百
十
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
項
中
「
第
二
百
十
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
百
十
八
条
の
四
第
一

項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
条
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
一
条
中
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
」
に
改

め
る
。

（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
三
条

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
衛
生
用
品
」
の
下
に
「
及
び
再
生

医
療
等
製
品
」
を
加
え
る
。
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第
十
七
条
第
二
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

」
に
、
「
）
第
二
条
第
十
六
項
」
を
「
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
及
び
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
る
。

「
再
生
・
細
胞
医
療
製
品
部

「
機
能
生
化
学
部

第
四
百
九
十
八
条
中
「
遺
伝
子
細
胞
医
薬
部
」
を

に
改
め
、

を
「
生

遺
伝
子
医
薬
部

」

代
謝
生
化
学
部
」

化
学
部
」
に
改
め
る
。

第
五
百
四
条
中
「
第
五
百
十
三
条
」
を
「
第
五
百
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
五
百
五
条
中
「
及
び
医
薬
部
外
品
（
遺
伝
子
細
胞
医
薬
部
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
「
（
再
生
・
細
胞
医

療
製
品
部
及
び
遺
伝
子
医
薬
部
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
医
薬
部
外
品
」
に
改
め
る
。

第
五
百
七
条
の
見
出
し
中
「
遺
伝
子
細
胞
医
薬
部
」
を
「
再
生
・
細
胞
医
療
製
品
部
」
に
改
め
、
同
条
中
「
遺
伝
子
細
胞

医
薬
部
」
を
「
再
生
・
細
胞
医
療
製
品
部
」
に
、
「
遺
伝
子
治
療
薬
、
細
胞
組
織
医
薬
品
そ
の
他
の
核
酸
、
遺
伝
子
、
細
胞

又
は
組
織
を
利
用
し
て
製
造
さ
れ
る
医
薬
品
、
診
断
薬
及
び
放
射
性
医
薬
品
」
を
「
再
生
医
療
等
製
品
（
遺
伝
子
治
療
製
品

を
除
く
。
）
並
び
に
細
胞
又
は
組
織
を
利
用
し
て
製
造
さ
れ
る
医
薬
品
及
び
医
療
機
器
」
に
改
め
る
。
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第
五
百
十
五
条
を
削
り
、
第
五
百
十
四
条
を
第
五
百
十
五
条
と
し
、
第
五
百
十
三
条
中
「
医
療
機
器
」
の
下
に
「
、
再
生

医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
条
を
第
五
百
十
四
条
と
し
、
第
五
百
十
二
条
を
第
五
百
十
三
条
と
し
、
第
五
百
九
条
か
ら
第
五

百
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
百
八
条
中
「
医
療
機
器
」
の
下
に
「
（
再
生
・
細
胞
医
療
製
品
部
の
所
掌
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
五
百
九
条
と
し
、
第
五
百
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
遺
伝
子
医
薬
部
の
所
掌
事
務
）

第
五
百
八
条

遺
伝
子
医
薬
部
は
、
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
遺
伝
子
治
療
製
品
、
核
酸
医
薬

品
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
対
に
な
る
治
療
用
医
薬
品
を
含
む
。
）
及
び
放
射
性
医
薬
品
の
試
験

、
検
査
及
び
試
験
的
製
造
並
び
に
こ
れ
ら
に
必
要
な
研
究
を
行
う
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
五
百
十
六
条
の
見
出
し
中
「
代
謝
生
化
学
部
」
を
「
生
化
学
部
」
に
改
め
、
同
条
中
「
代
謝
生
化
学
部
」
を
「
生
化
学

部
」
に
、
「
代
謝
生
化
学
的
試
験
」
を
「
生
化
学
的
試
験
」
に
改
め
る
。

第
五
百
十
七
条
第
一
号
中
「
医
薬
品
」
の
下
に
「
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
る
。

第
五
百
十
八
条
中
「
、
医
薬
品
」
及
び
「
の
医
薬
品
」
の
下
に
「
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
を
加
え
る
。

第
七
百
七
条
第
二
十
二
号
中
「
及
び
医
療
機
器
の
製
造
業
」
を
「
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
）
及
び
再
生
医
療
等
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製
品
の
製
造
業
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
七
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
る
。

第
七
百
八
条
第
一
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
る
。

第
七
百
十
四
条
第
七
号
中
「
及
び
医
療
機
器
の
製
造
業
」
を
「
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
）
及
び
再
生
医
療
等
製

品
の
製
造
業
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
医
薬
品
又
は
」
を
「
医
薬
品
等
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
中
「
薬
事
法

」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
る
。

第
七
百
二
十
九
条
第
三
号
、
第
七
百
三
十
条
各
号
、
第
七
百
三
十
一
条
、
第
七
百
三
十
二
条
第
二
号
、
第
七
百
三
十
四
条

の
三
及
び
第
七
百
三
十
五
条
第
四
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六

年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
（
以
下
「
旧
薬
事
法
」
と
い
う
。
）
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第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
者
（

改
正
法
附
則
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
規
定
の
許
可
を
受
け
た
者
を
含

む
。
）
で
あ
っ
て
、
改
正
法
附
則
第
二
条
、
第
四
条
、
第
二
十
七
条
又
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
医
薬
品
医

療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
十
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第

一
項
の
許
可
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
四
条
の
八
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
百
三
十
七
条
の

七
十
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
許
可
証
又
は
登
録
証
に
つ
い
て

は
、
旧
許
可
の
許
可
証
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
こ
れ

を
記
録
し
た
記
録
媒
体
た
る
医
療
機
器
を
い
う
。
次
項
及
び
附
則
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
を
製
造
販
売
す

る
製
造
販
売
業
者
の
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
に
つ
い
て
の
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
第
百
十
四
条
の
四
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十
九
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
の

間
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
講
習
（
以
下
「
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
特
別
講
習
」
と
い
う
。
）
を

修
了
し
た
者
を
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
品
質
管
理
又
は
製
造
販
売
後
安
全
管
理
に
関
す
る
業
務
に

三
年
以
上
従
事
し
た
者
と
み
な
す
。

２

プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
の
み
を
製
造
す
る
製
造
所
の
医
療
機
器
責
任
技
術
者
に
つ
い
て
の
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規

則
第
百
十
四
条
の
五
十
三
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
十
一

月
二
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
特
別
講
習
を
修
了
し
た
者
を
、
医
療
機
器
の
製
造
に
関
す
る
業
務
に
三

年
以
上
従
事
し
た
者
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
百
十
四
条
の
四
十
九
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
講
習
等
を
行
う
者
の
登
録
等

に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
登
録
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
章
及
び
別
表
一
の
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
講
習
等
」
と
あ
る
の
は
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
特
別
講
習

」
と
、
第
一
条
第
一
項
中
「
規
則
第
百
十
四
条
の
四
十
九
第
一
項
第
三
号
及
び
第
百
十
四
条
の
五
十
三
第
一
項
第
三
号
に
規
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定
す
る
講
習
、
第
百
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
並
び
に
第
百
七
十
五
条
第
一
項
（
第

四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
基
礎
講
習
、
第
百
八
十
八
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
基
礎
講
習
及
び
専
門

講
習
並
び
に
同
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
基
礎
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
薬
事
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の

整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
七
号
）
附
則
第
三
条
一
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療

機
器
特
別
講
習
」
と
、
別
表
一
の
項
中
「
規
則
第
百
十
四
条
の
五
十
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
講
習
」
と
あ
る
の
は
「

プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
特
別
講
習
」
と
、
「
製
造
販
売
業
に
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
に
」
と
、
「
の
う

ち
医
療
機
器
」
と
あ
る
の
は
「
の
う
ち
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
」
と
、
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
販
売
業
者

及
び
製
造
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
特
別
講
習
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規

定
の
例
に
よ
り
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
登
録
を
受

け
た
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

第
四
条

改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
薬
事
法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
（
改
正
法
附
則
第
六
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十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
規
定
の
承
認
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て

、
改
正
法
附
則
第
三
十
条
又
は
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三

条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
最
初
の
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十

三
条
の
二
十
第
二
項
の
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
の
更
新
を
受
け
る
ま
で
の
間
又
は
そ
の
選
任
外
国
製
造
再

生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
が
当
該
許
可
の
更
新
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
の
規
定
に

よ
り
新
た
に
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
の
申
請
書
に
記
載
す
べ
き

こ
と
と
な
っ
た
事
項
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
が
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
（
以
下
「
機

構
」
と
い
う
。
）
に
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
届
出
の
状
況
を
厚
生
労
働
大
臣
に
通
知
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
第
百
三
十
七
条
の
三
十
七
第
三
項
の
規
定
を

準
用
す
る
。

第
五
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
製
造
販
売
業
者
の
総
括
製
造
販
売
責
任
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
引
き
続
き
当
該
製
造
販
売
業
者
の
再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
高
度
管
理
医
療
機
器
若
し
く
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

高
度
管
理
医
療
機
器
等
」
と
い
う
。
）
又
は
特
定
管
理
医
療
機
器
の
賃
貸
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
は
、
医
薬
品
医

療
機
器
等
法
施
行
規
則
第
百
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
又
は
第
百
七
十
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以

外
の
部
分
、
同
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
等
又
は
特
定
管
理
医
療
機
器
の
販
売
等
に
関

す
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
と
み
な
す
。

第
七
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
機
械
器
具
等
と
一
体
的
に
製
造
販
売
す
る
も
の
と
し
て
承
認
を
受
け
て
い
る
医
薬
品
の

製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
に
よ
る
当
該
医
薬
品
の
機
械
器
具
等
に
係
る
部
分
の
不
具
合
の
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報
告
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
八
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う

経
過
措
置
）

第
九
条

プ
ロ
グ
ラ
ム
高
度
管
理
医
療
機
器
（
高
度
管
理
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
こ
れ
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
た
る
医
療

機
器
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
を
製
造
販
売
す
る
第
一
種
製
造
販
売
業
者
に
つ
い
て
の
第
七
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基

準
に
関
す
る
省
令
第
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
十
一

月
二
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
特
別
講
習
を
修
了
し
た
者
を
、
安
全
確
保
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者
と
み
な
す
。
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（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
薬
事
法
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
又
は
旧
薬
事
法
第
二
十
三
条
の

二
の
認
証
を
受
け
て
い
る
医
療
機
器
（
改
正
法
附
則
第
六
十
三
条
又
は
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

改
正
政
令
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
薬
事
法
第
十
四
条
若
し
く
は

第
十
九
条
の
二
の
承
認
又
は
旧
薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二
の
認
証
を
受
け
た
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
こ
の
省
令
の
施
行

の
際
（
改
正
法
附
則
第
六
十
三
条
又
は
改
正
政
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
薬
事

法
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
又
は
旧
薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二
の
認
証
を
受
け
た
医
療
機
器
に
あ
っ
て
は

、
当
該
承
認
又
は
認
証
を
受
け
た
際
）
現
に
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造

管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
機
器
以
外
の
医
療

機
器
に
該
当
し
て
い
る
も
の
（
設
計
開
発
の
管
理
が
で
き
る
医
療
機
器
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
も
の
を
除
く
。
）

及
び
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
薬
事
法
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
又
は
旧
薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二

の
認
証
を
受
け
て
い
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
改
正
法
附
則
第
六
十
三
条
又
は
改
正
政
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
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前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
薬
事
法
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
又
は
旧
薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二
の

認
証
を
受
け
た
も
の
を
含
み
、
設
計
開
発
の
管
理
が
で
き
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
も
の
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管

理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
医
療
機
器
等
製
造
管
理
等
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
か
ら
第
三

十
六
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

２

プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
の
み
を
製
造
販
売
す
る
製
造
販
売
業
者
の
国
内
品
質
業
務
運
営
責
任
者
に
つ
い
て
の
新
医
療
機
器

等
製
造
管
理
等
基
準
省
令
第
七
十
二
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
九
年
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
特
別
講
習
を
修
了
し
た
者
を
、
品
質
管
理
業
務
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者
と
み
な
す
。

（
薬
事
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
第
三
項
第
三
号
の
講
習
等
を
行
う
者
の
登
録
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過

措
置
）

第
十
一
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
施
行
規
則
第
八
十
五
条
第
三
項
第
三

号
の
講
習
等
を
行
う
者
の
登
録
等
に
関
す
る
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
講
習
を
行
う
者
の
登
録
（
以
下
こ
の
条
に
お
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い
て
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
者
は
、
新
登
録
省
令
別
表
二
の
三
の
項
又
は
二
の
七
の
項
の
区
分
の
新
登

録
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
講
習
等
に
つ
い
て
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
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